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────────────────────────────── 

午前９時 00分開会 

○議長（滝元 三郎君）  改めましておはようございます。梅雨の真っただ中でございまし

て、毎日うっとうしい日が続いております。当分上がりそうにありませんけれども、梅雨末

期特有の大雨の被害がないことを祈るばかりでございます。 

 皆様御案内のように、今定例会から９月の定例会まで、いわゆるクールビズということで、

ネクタイをしない軽装を認めることといたしました。省エネ、あるいは地球温暖化防止に少

しでも役立つことができれば、貢献できればというふうに考えております。 

 あるいはまた、そうした意識の醸成に結びつけることができればというふうに考えてお

ります。町民の皆様方の御理解をお願いをいたしたいと思います。 

 本日より、平成２３年第４回津和野町議会定例会が招集されましたところ、皆様方にはお

そろいでお出かけをいただきましてありがとうございます。 

 本定例会は、専決処分の承認、条例案件、平成２３年度各会計補正予算などについて御審

議いただくわけであります。皆様方の慎重なる御審議をよろしくお願いをいたします。 

 ただいまの出席議員数は１６名であります。定足数に達しておりますので、平成２３年第

４回定例会を開会をし、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 



 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、１５番、沖田守君、１番、京村ま

ゆみ君を指名いたします。 

 それでは、先日、議会運営委員会を開催しまして、本定例会の会期及び議事日程等につい

て協議をいたしましたので、その結果について委員長の報告を求めます。９番、斎藤和巳君。 

○議会運営委員長（斎藤 和巳君）  それでは、議会運営委員会をしましたので、報告をい

たしたいと思います。 

 議会運営委員会を平成２３年６月１７日に開催し、本定例会の議会運営について協議い

たしましたので、その結果を津和野町議会会議規則第７７条の規定により報告します。 

 今定例会の会期は、６月２２日から６月２７日までの６日間としたいと思います。 

 初日の２２日、水曜は、議長より諸般の報告を受けた後、町長提出議案の説明を受けたい

と思います。 

 なお、提出議案のうち専決案件については、質疑・討論・採決を行い、散会したいと思い

ます。 

 ２３日、木曜、２４日金曜日の２日間は一般質問を行います。今回の一般質問は１２人の

４３件です。 

 ２５日土曜、２６日日曜日は休会とします。 

 ２７日月曜日は、残りの町長提出議案の質疑、討論、採決を行い、全日程を終了したいと

思います。 

 以上、議会運営委員会の協議結果を報告いたします。津和野町議会議長、滝元三郎様、議

会運営委員会委員長、斎藤和巳。 

 以上でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（滝元 三郎君）  日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りをいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日から６月２

７までの６日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  御異議なしと認めます。したがいまして、会期は本日から６月２

７日までの６日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（滝元 三郎君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

 ３月定例会以降における議会行事につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

諸般の報告書 

 【３月定例会以降】 



  ４月 ３日（日） 日原地区消防センター竣工式 議長 

     ８日（金） 広報委員会 

    １１日（月） 津和野高校入学式（津高） 議長 

    １２日（火） 全員協議会 

           高津川水系治水砂防期成同盟会監査 議長 

           広報委員会 

    １４日（木） 名勝旧堀氏庭園主屋等整備事業竣工式 議長 

    １５日（金） 広報委員会 

    １７日（日） 日原添谷線竣工式（添谷公民館） 議長 

    １９日（火） 萩・石見空港利用拡大促進協議会総会（益田人権セ） 議長 

    ２０日（水） 水曜会（町民セ） 議長 

    ２１日（木） 議会運営委員会（議長諮問） 

    ２２日（金） 鹿足郡町村議会議長会定例会（吉賀） 議長・副議長 

    ２３日（土） 道の駅津和野温泉なごみの里十周年記念式典 議長 

    ２５日（月） 臨時会 

           春の交通安全運動推進会議（町民セ） 議長 

  ５月１６日（月） 町村議会議長・副議長全国研修会（東京） ～１８日 議長・副議

長 

    １９日（木） 交通安全テント村（直地） 議長 

    ２４日（火） 益田市議会観光・道路・空港対策特別委員会来庁 議長 

           鹿足郡防犯連合会監査 議長 

           津和野町商工会通常総代会（町民セ） 議長 

 ３月定例会以降における議会行事につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 ４月２２日並びに５月１６日から１８日にかけての議員派遣につきましては、緊急を要

しましたので、津和野町議会会議規則第１２１条の規定により、議長において決定しました

ので、あわせて報告をいたします。 

 なお、関係書類は事務局に保管してありますので、必要の向きはごらんいただきたいと思

います。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第６６号 

日程第５．議案第６７号 

日程第６．議案第６８号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第４、議案第６６号専決処分の承認を求めることについて（津

和野町税条例の一部改正について）より、日程第６、議案第６８号専決処分の承認を求める

ことについて（津和野町国民健康保険税条例の一部改正について）まで、以上３案件につき

ましては、会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。 



 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、皆さんおはようございます。本日は、６月定例議会の

招集をお願いいたしましたところ、皆様にはおそろいで御出席をいただきまして、まことに

ありがとうございました。 

 今日から２７日までの６日間ということになりますが、どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

 なお、先ほど議長様のほうからもお話がございましたとおり、本定例会より議会のほうも

クールビズを推奨するということでございまして、お聞きをしておりまして、それに伴い

我々執行部側も、基本的にはこのノーネクタイであわせて進めていこうという方針を立て

ているところでございます。どうぞ御理解をいただきますようによろしくお願いを申し上

げます。 

 なお、今６月定例議会の一般質問に限り、ちょっと私は事情がございましてネクタイをい

たしますが、その点につきましてもあわせて御理解をいただきますよう、よろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

 さて、今定例会に提案をいたします案件は、専決処分案件３件、諮問案件２件、条例案件

等６件、一般会計を初め、各会計補正予算案件１１件、報告案件２件の合計２４案件でござ

います。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜りますよ

う、よろしくお願いを申し上げます。 

 議案第６６号専決処分の承認を求めることについてでありますが、津和野町税条例の一

部改正の専決処分について、議会の承認を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から御説明を申し上げます。 

 議案第６７号専決処分の承認を求めることについてでありますが、津和野町国民健康保

険条例の一部改正の専決処分について、議会の承認を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第６８号、専決処分の承認を求めることについてでありますが、津和野町国民健康保

険税条例の一部改正の専決処分について、議会の承認を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、どうぞよろしくお願いをい

たします。 

○議長（滝元 三郎君）  税務住民課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第６６号 専決処分の承認を求めることについて（津和野町税条例の一部改正につ

いて） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 



……………………………………………………………………………… 

 議案第６７号 専決処分の承認を求めることについて（津和野町国民健康保険条例の一

部改正について） 

 議案第６８号 専決処分の承認を求めることについて（津和野町国民健康保険税条例の

一部改正について） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  以上で提案理由の説明を終わります。 

 議案第６６号専決処分の承認を求めることについて（津和野町税条例の一部改正につい

て）、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対討論の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６６号を採決いたします。本案件を承認することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、本案件は承認することに

決定をいたしました。 

 続きまして、議案第６７号専決処分の承認を求めることについて（津和野町国民健康保険

条例の一部改正について）、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、本案件に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６７号を採決いたします。本案件を承認することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。よって、本案件は承認することに決定いた

しました。 



 続きまして、議案第６８号専決処分の承認を求めることについて（津和野町国民健康保険

税条例の一部改正について）、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  私の解釈が間違っていたらいけませんので、ちょっと確認

をしたいんですが、基礎課税額５０万円を５１万円にという、これは上限が上がるというこ

となんですね。 

 それから、同じく高齢者支援金等課税額、それから、介護納付金課税額、いずれも課税の

上限が上がるという、そういう解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  このたびの改正は、上限が上がるという解釈であります。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありませんか。１５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  上位法っていうか、地方税法の改正に基づくものであり

ますから、そのことに異論があるわけじゃありませんがね、要はこの改正で本町の、要する

に健康保険特別会計、これにどのような影響があるのか。あるいは、町民の方にいかほどの

影響が出てくるのか。これ概略説明できますか。 

 きちんとした数字どうでもええの。特別会計ではこういう状況になる、あるいは町民には

これだけの負担減になる。課税価格が上がるっていうことは、負担が少なくなるということ

でしょう。負担というか、課税価格を上げるから高くなるんかいね、低くなるんかいね。ち

ょっとそこらの辺も含めて。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  上限が上がるということは、賦課総額金額が正確にはま

だこれから本算定がありますので、今の時点ではわかりませんが、総額がふえるということ

になります。 

○議員（１５番 沖田  守君）  それで、会計には。 

○健康保険課長（水津 良則君）  会計的には、その分ほど増額になるわけですので、若干

運営がよくなるというふうに思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １０番。 

○議員（１０番 河田 隆資君）  関連ですが、基本的にこれを施行すれば、何人ぐらいの

該当者が見込まれているのか。 

 それと、今課長の答弁ですと、やってみんにゃわかりませんぐらいのことじゃ、我々も賛

成はしかねますよね。こういう数字があって、これひとつ一けた上げれば、これだけの増税

となって、国保会計が何とか賄えるんだという、そのきちんとした数字を上げていただかな

いと、ただ上げてみました、今からやってみんにゃわかりませんの世界では、賛成しかねま

すよ。その辺を少しきちっとした数字がわかれば、御答弁いただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  わかりますか。健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  本日、昨年の所得で仮に計算してくればよかったんです

が、ちょっとその計算をしておりませんので、はっきりした数字はちょっと今の時点ではお



答えができませんですが、昨年の所得でどうかということになれば、ちょっと時間をいただ

ければ、すぐ調べることができると思いますが。 

○議長（滝元 三郎君）  １０番。 

○議員（１０番 河田 隆資君）  確認でお伺いしますけれども、従来ですと国の法律が変

わったがために、数字をいじらざるを得なかったというのがあるわけです。この改正の場合

は町単独ですか、それとも国の法律がそういうふうに数字が上がってきたんですか、どっち

ですか。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  先ほどの説明でも申し上げましたですが、今回の改正は

国の地方税法の改正に伴う改正であります。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。ありませんか。４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  課税の上限ですので、収入の多い人の一部の方の保険税が

上がるということになるとは思うんですけども、本来なら国の税法をこういうふうに国民

に負担をかけるんではなくて、やはり国のお金を国保のほうへもっとおろすように、そうい

う政策をとるべきだというふうに思いますので、私はこれについては賛成できません。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかに、次に、本案件に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、本案件に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより議案第６８号を採決いたします。本案件を承認することに賛成の方の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立多数であります。よって、本案件は承認することに決定いた

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．諮問第１号 

日程第８．諮問第２号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第７、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意

見を求めることについて及び日程第８、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについての２案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題といた

します。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてでございますけれども、人権擁護委員として津和野町長福５７３番地１、宅野勉

さんを推薦をしたいので、議会の意見を求めるものでございます。 

 宅野さんの略歴、プロフィールでございますけれども、昭和２３年１２月生まれ、６２歳

でございまして、平成２０年１０月１日から、平成２３年９月３０日までの任期の中で、現

在も人権擁護委員を努めてくださっておりまして、現在は１期目ということになります。 

 今回、次期任期といたしまして、平成２３年１０月１日から平成２６年９月３０日まで、

再任ということでお願いをしたいと考えているところでございます。 

 推薦理由といたしましては、人権擁護委員として人権啓発活動に積極的に取り組まれて

おりまして、人権問題についての理解や経験が豊富であるということでございます。 

 続きまして、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでござい

ますが、人権擁護委員として津和野町町田イ１５１番地、山村彌生さんを推薦をさせていた

だきたいので、議会の意見を求めるものでございます。 

 山村さんは、昭和２２年３月の生まれでございまして、現在６４歳でございます。このた

び新任としてお願いをしたく、任期は平成２３年１０月１日から、平成２６年９月３０日ま

でを予定をしております。 

 推薦理由といたしましては、長年町職員、保健師として務められておりまして、その行政

経験や退職後も津和野町社会福祉協議会の心配ごと相談事業の相談員としての御経歴がご

ざいまして、人権問題についての理解や経験が豊富であるということでございます。 

 以上、よろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 それでは、ここで意見の取りまとめを行うために、全員協議会を開催することといたしま

す。後ろの時計で９時４０分まで休憩といたします。 

午前９時 28分休憩 

……………………………………………………………………………… 

〔全員協議会〕 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 40分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 諮問第１号についてお諮りをいたします。本件に対する議会の意見は適任とすることに

御異議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  御異議なしと認めます。したがいまして、諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについては、適任とすることに決定いたしました。 

 続きまして、諮問第２号についてお諮りをいたします。本件に対する議会の意見は適任と

することに御異議ありませんでしょうか。 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  御異議なしと認めます。したがいまして、諮問第２号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについてにつきましても、適任とすることに決定をいた

しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第６９号 

日程第１０．議案第７０号 

日程第１１．議案第７１号 

日程第１２．議案第７２号 

日程第１３．議案第７３号 

日程第１４．諮問第７４号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第９、議案第６９号島根県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少についてより、日程第１４、議案第７４号津和野町過疎

地域自立促進計画の変更についてまで、以上６案件につきましては、会議規則第３７条の規

定により一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第６９号島根県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少についてでありますが、平成２３年８月１日から八束郡東出雲町が

松江市に編入となる市町村合併に伴い、島根県市町村総合事務組合を脱退することについ

て議会の議決をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７０号島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてで

ありますが、平成２３年１０月１日から簸川郡斐川町が出雲市に編入となる市町村合併に

伴い、島根県市町村総合事務組合を脱退することについて議会の議決をお願いするもので

あります。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７１号島根県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につい

てでありますが、平成２３年８月１日から、八束郡東出雲町が島根県後期高齢者医療広域連

合を脱退することについて、議会の議決をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７２号島根県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につい

てでありますが、平成２３年１０月１日から、簸川郡斐川町が島根県後期高齢者医療広域連

合を脱退することについて、議会の議決をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７３号津和野町農政審議会設置条例の一部改正についてでありますが、詳細につ

きましては、担当課長から説明を申し上げます。 



 議案第７４号津和野町過疎地域自立促進計画の変更についてでございます。詳細につき

ましては、担当課長から説明を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第６９号 島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について 

 議案第７０号 島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７１号 島根県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につ

いて 

 議案第７２号 島根県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につ

いて 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７３号 津和野町農政審議会設置条例の一部改正について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７４号 津和野町過疎地域自立促進計画の変更について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第７５号 

日程第１６．議案第７６号 

日程第１７．議案第７７号 

日程第１８．議案第７８号 

日程第１９．議案第７９号 

日程第２０．議案第８０号 

日程第２１．議案第８１号 

日程第２２．議案第８２号 



日程第２３．議案第８３号 

日程第２４．議案第８４号 

日程第２５．議案第８５号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１５、議案第７５号平成２３年度津和野町一般会計補正予

算（第１号）より日程第２５、議案第８５号平成２３年度津和野町病院事業会計補正予算（第

１号）まで、以上１１案件につきましては、会議規則第３７条の規定により一括議題といた

します。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議案第７５号平成２３年度津和野町一般会計補正予算

（第１号）についてでございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１,５９６万２,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を７１億４,３４６万２,０００円とするものでございま

す。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７６号平成２３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２,００７万９,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１０億８,６３４万１,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７７号平成２３年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてでござ

いますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２,８１０万６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を１２億８,１０３万３,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７８号平成２３年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

でございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を２億８,６９３万５,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第７９号平成２３年度津和野町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ８万８,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を３億８,９８９万８,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第８０号平成２３年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてでご

ざいますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を３億８,８７６万５,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第８１号平成２３年度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでございますが、歳入歳出予算の総額を５７０万３,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 



 議案第８２号平成２３年度津和野町電気通信事業特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ３５３万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を７,９３９万９,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第８３号平成２３年度津和野町診療所特別会計補正予算（第１号）についてでござい

ますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１,３９９万８,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、１億１,３４５万円とするものであります。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第８４号平成２３年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてでございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１,９７６万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を５億２,８３８万９,０００円とするものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 議案第８５号平成２３年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）についてでございま

すが、収益的収入を５９万２,０００円を減額し、予算総額７億３,４３３万５,０００円、収

益的支出を１１２万６,０００円追加し、予算総額７億５,７７６万２,０００円とするもので

ございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７５号 平成２３年度津和野町一般会計補正予算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７６号 平成２３年度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７７号 平成２３年度津和野町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 議案第７８号 平成２３年度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  環境生活課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第７９号 平成２３年度津和野町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第８０号 平成２３年度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第８１号 平成２３年度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 



……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８２号 平成２３年度津和野町電気通信事業特別会計補正予算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 議案第８３号 平成２３年度津和野町診療所特別会計補正予算（第１号） 

 議案第８４号 平成２３年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第８５号 平成２３年度津和野町病院事業会計補正予算（第１号） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．報告第２号 

日程第２７．報告第３号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第２６、報告第２号平成２２年度津和野町一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告について及び日程第２７、報告第３号平成２２年度津和

野町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についての２点につきましては、

会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。 

 執行部より提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、報告第２号平成２２年度津和野町一般会計繰越明許費

繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より、平成２２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書を調整をしたので、報告するも

のでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 報告第３号平成２２年度津和野町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついてでございますが、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成２２年度津

和野町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を調整したので、報告するものでござ

います。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 



 報告第２号 平成２２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  環境生活課長。 

〔担当課長説明〕 

……………………………………………………………………………… 

 報告第３号 平成２２年度津和野町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告

について 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、提案理由の説明を終わります。 

 報告第２号平成２２年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、特に

質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 続きまして、報告第３号平成２２年度津和野町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書の報告について、特に質疑があればこれを許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 なお、本日までに受理した陳情書等は、既に配付のとおりでございます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて

散会をいたします。お疲れさまでございました。 

午前 10時 58分散会 

────────────────────────────── 
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午前９時 00分開議 

○議長（滝元 三郎君）  改めましておはようございます。引き続き、お出かけをいただき

ましてありがとうございます。 

 本日から、一般質問が始まるわけでございますけれども、既に皆様、御案内のとおり、今

回から一般質問の方式を若干変更しております。すなわち、おおむね１時間の時間制限を設

け、質問回数は制限をしないということといたしております。 

 この際、執行部の皆様にお願いをいたしておきます。申し上げたようなことでございます

ので、答弁はひとつ簡潔かつ明瞭にしていただきますようにお願いをいたしておきます。 

 これから２日目の会議を始めたいと思います。 

 河田隆資議員より、遅刻の届け出が出ております。 

 ただいまの出席議員数は１５名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、２番、村上英喜君、３番、板垣敬

司君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（滝元 三郎君）  日程第２、一般質問。 

 質問の通告がありますので順次発言を許します。発言順序１、７番、三浦英治君。７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  おはようございます。それでは、通告に従いまして７番、

三浦英治、質問に入ります。 

 まず、初めの質問です。住宅用火災警報器の装置の義務化について。 

 先月の５月３１日までに設置することになっています。いずれ町内の設置状況は、調べら

れると思いますが、年々、住宅火災による死者がふえています。その半数は、高齢者です。



昨年、益田広域においても、１６件の建物火災が発生している中で２名の方が焼死しており

ます。 

 まとめて住警器を取り寄せて、設置推進に向けて努力した自治会もある中で、１００％設

置に向けて、さらに住宅警報装置の推進を図っていくべきと考えます。町としてどのように

考えているかをお尋ねします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆様、おはようございます。本日よりあしたまでの予定で一般質

問ということでございます。改めまして、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 先ほど議長からもお話がございましたように、今回から新ルールということでございま

して、それに伴いまして、今回も、今までよりは、できるだけ簡潔に、お答えをしていこう

というふうに私どもも肝に銘じているところでございます。どうぞよろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

 それでは、７番、三浦議員さんの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 住宅用火災警報器につきましては、今年度６月１日から全面的に設置義務化がされてお

りますが、これまでの間、益田広域圏の構成市町や、各消防団、婦人防火クラブ、幼年・少

年消防クラブの代表者などで構成する益田広域少年婦人防火委員会を中心に看板の設置や

シールの配付などの啓発活動を行なってまいりました。 

 また、当町といたしましても、分遣所の協力をいただきながら、啓発ビラを作成し、ケー

ブルテレビで放映するなどしてきたところでございますが、昨年末、調査した時点では、設

置状況が４０.８％となっており、依然、低い水準にとどまっております。 

 町といたしましては、住宅用火災警報器の購入に対し、町があっせんを行うことは控える

べきと考えておりますが、自治会などで設置に向けて取り組んでいただけるのは大変あり

がたいことと思っております。今後におきましては、高齢者世帯などで設置が難しい場合に

は、消防団員からも協力をいただけるということでもあり、さらなる普及啓発活動や防火広

報、情報提供などを行なっていくとともに、住宅用火災警報器の設置状況の確認を含め、設

置促進に向け、各自治会等にもお願いをしていくなど、官民一体となって継続的な取り組み

が必要であると考えているところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  住宅警報装置を店のほうに買いにいきますと、熱感知用と

煙感知用が並んでおります。どちらを買えばいいのかを町民の方から何度か相談されまし

た。これまで設置義務化に合わせて出されたリーフレット等には、どちらを設置すればいい

のかが明確に記載されておりません。消防法令で、寝室や階段室に設置が義務づけられてい

ますけども、その中で、煙を感知する住宅用火災警報器ということになっております。火災

の多くはまず初めに煙が立ち上るため、早期発見に適した方式が煙式です。こういったこと

もちょっとつけ加えておくべきではないかなと思います。 



 これまでケーブルテレビ、広報などで呼びかけられていましたが、特に期日を過ぎると意

識が低下するのと正比例するように、６月に入ってから、ケーブルテレビでは放映されてい

ないように思います。引き続きの啓発に取り組んでいただきたいと思います。 

 今回、この質問通告書の締め切りだった６月１５日の「中央新報」に、「安全・安心を求

めて」という記事に普及率アップが課題ということで、火災警報器設置義務化について書か

れていました。普及が進まない理由は、まず罰則規定がないこと。それと、住宅事情につい

て書かれていました。 

 自分の命を守る一つの手段として、火災警報器は大変有効なので、さらなる推進をお願い

します。最近では、ワイヤレス連動型も出てますので、２世帯、３世帯住宅には大変有効だ

と思います。ちょっと値段は張るんですけども。 

 特に、高齢者世帯、独居世帯に対しての取りつけを考えてあげなければいけないと思いま

す。さらなる推進を期待しております。 

 次の質問に行きます。津和野町消防団総合整備計画について。 

 町長施政方針の非常備消防費として、日原第４分団消防積載車が、備品購入費として計上

されております。 

 昨年６月に、津和野町消防団総合整備計画がまとめられた中で、消防車等の整備計画では、

２３年度は日原第２分団、これは昭和６２年１１月購入となっており、２４年度で日原第４

分団、これは平成元年９月購入、それと日原第７分団、昭和６３年９月購入の更新計画とな

っています。昨年６月に総合整備計画が報告されて１年もたたずして変更された理由をお

聞かせください。 

 ２つ目に、整備計画では緊急通信手段の確保として、トランシーバーの整備を図るとして

いますが、平成２３年度に計画どおり整備できるかをお聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、津和野町消防団総合整備計画に関する御質問について

お答えをさせていただきたいと思います。 

 昨年策定いたしました整備計画においては、消防関係車両の更新基準年数をポンプ車は

おおむね１５年、消防積載車は１５年から２０年とし、年次計画的に更新するものとしてお

ります。本来の計画では、日原第２分団の消防ポンプ自動車を更新する計画となっておりま

したが、予算編成時に新たに更新する場合の車両においては、車庫の高さが合わない可能性

があるということがわかり、その場合には、車庫の修繕も関係をしてくることから、今年度

は調査を行うこととし、次年度以降に更新することといたしました。そこで本来２４年度に

計画している車両を今年度に前倒しをして更新することとしたわけでございますが、今年

度の財政状況を勘案し、昨年度と同様に、電源立地地域対策交付金事業が活用できる車両１

台の更新としたところでございます。 

 また、今年度日原第４分団の車両を選定した、もう一つの理由は、現在、津和野分遣所に

配備している昭和５２年式の運搬車の不具合が生じ、早急に更新しなくてはならない状況



が計画策定以降にわかったため、今回、日原第４分団の車両が４駆であることから、更新し

た後に、現行の車両を運搬車に変更し、利用したいと考えたところでございます。 

 今後、交付税などの動向を含めた財政状況等を見ながら、御努力いただきました整備計画

にのっとり、更新に努めていく考えでございますので、御理解をいただきますよう、よろし

くお願いをいたします。 

 次に、トランシーバーの整備についてでございますが、島根消防団活性化総合補助金を活

用し、購入する予定でございましたが、今年度は消防ホースの老朽化が激しいとの報告を受

けましたので、急遽、消防ホースを購入することにいたしました。しかしながら、トランシ

ーバーにつきましては、早急に配置する必要性があると認識をしておりますので、来年度の

島根消防団活性化総合補助金を活用して整備をする考えでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  消防車等の整備計画につきましては、昨年、水槽付消防ポ

ンプ自動車が津和野１分団へ配置され、日原地域には、可搬消防ポンプ５台が更新されてお

ります。そのほかにも、津和野地域分団への雨衣１７０着が支給され、また、土のう袋、ブ

ルーシート、救命胴衣、安全帯、ロープ等の消耗品が、この１年で整備されてきました。こ

れまでにないスピードで、消防力の強化に尽力されていることには敬意を表します。住民の

生命と財産を守ること、これが行政の最大の使命として考えると、消防団の意義は、その補

完的役割として高いものがあります。消防団の災害活動力を高めるためにも、施設や整備等

の充実は避けて通れません。 

 今回、総合整備計画の中で大きな変更があった場合、本団へ──団長へですけども、の報

告はされているのか、お聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  今回の変更につきましては担当のところで、一応、変更

するということで、団長、副団長には報告しております。後からの報告になりますけど、報

告はしております。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  合併後の津和野消防と日原消防の融合のためにも、新たな

津和野町消防団を築くためにも、引き続き整備されたくお願いいたします。 

 次の３番目の質問に移ります。避難場所について。 

 町内１１５カ所指定されている避難所を開設するときの手順はどうなっていますか、お

聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  当町における避難所は、学校や公民館のほかに、集会所やお寺等

も避難所の収容が可能な施設として登録してあり、避難勧告を発令した場合においては、人

命の安全確保を第一と考え、施設の安全等を確認後、災害対策本部により、避難所の開設に

当たることになります。町が所有し、管理を行う公共施設については、町が鍵の解錠から運



営までを行うこととなりますが、所有が町でない施設については、施設の管理者または所有

者に対して町が依頼をし、協力を得ながら、避難所の開設と運営に当たることとなります。 

 なお、災害時に町内すべての避難所の運営におきましては、役場職員で対応するには限界

があることも予想されますので、避難所の運営に当たっては、状況により各自治会を初め、

その地域の方々や、県等の支援をお願いすることになると考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  それでは、まず、災害対策本部により避難所の開設に当た

るということになりますけども、水害が発生したとき、以前はなかなか避難に応じてくれな

い状況がありました。まだ大丈夫だからとか、そういった部分ですけども、最近では、高齢

化、独居の方がふえたせいか、浸水してからでは迷惑がかかるからということで自主避難を

希望される方がふえております。この災害対策本部によりでなく、自主避難の場合、避難所

はどうやってあけるのかをお尋ねします。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  自主避難の場合でございますけど、最初に避難するのが、

やはり地方の公共施設になると思います。その施設を管理しているところが解錠すること

になりますので、そこへまず避難していただくようになります。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  過去には、これ平成１７年の台風１４号ですけども、災害

対策本部が設置され、避難勧告５５戸、１７１名、自主避難４５戸、１４２名ということが

ありました。日原においては避難したけど避難場所の指示があいまいであったり、鍵がなく

て入れなかったりした混乱がありました。 

 また、青原では、避難所に指定されているのは３カ所ある中で、一番高台にある青原保育

園に避難しようとしました。ここは畳が敷いてある、湯もわかせるという理由でしたが、当

時、園長に連絡できなくて入ることができませんでした。そこで、青原公民館に行こうとし

ましたが、これ以上水位が上昇すれば、再度、避難しなければならないということで、青原

小学校の体育館に避難しました。ほとんどの方が高齢者です。体育館の床の上でした。 

 地元の人が住んでいる避難所は、すぐ開設できると思いますが、各小学校、保育園が避難

所となっている場合、緊急用としてだれかに預けておかないと避難所の意味がないと思い

ます。避難所の開設への対応を、いま一度考えてみていただきたいと思います。 

 昨年、７月１４日に、午前７時２５分に災害対策本部が立ち上がっております。前日の夕

方には、津和野川、町田で、はんらん注意水位の１メートル８０を超えており、高津川、旭

橋では、水防団待機水位を超えた状態で推移していました。 

 また、７月１３日、９時３０分には、島根県水防情報の市町村別土砂災害危険度情報では、

津和野町はレベル４となっておりました。この土砂災害危険度情報というのは、レベル１か

らレベル４ありまして、レベル４というのは、現在基準値を超過している、まだならすぐ避

難という状態です。これは県下で津和野町だけでした。ただ災害対策本部の設置がといいま



すか、立ち上がりが遅いように思えるんですけれども、その点、どう考えているのか。多分、

各地区からのその情報を役場に集約しなければならない、どのような形で入ってくるのか

とか、その判断の基準というのが、まだあいまいなのではないかなという気がします。災害

対策本部を立ち上げないとなかなか指示が行き届かないような気もします。遅いように思

えるのは私だけなのか、ちょっとお伺いしたいです。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  災害対策本部の設置等について、津和野町がほかの自治地域より

も遅いんではないかというような、そうした御質問でもあったかとも思っておりますけれ

ども、こうした災害の危険、そういうものは常に気象庁からも、いち早く情報等もいただい

ておりまして、そうした中、副町長あるいは総務課担当になりますので、そうした者もいち

早く役場に参りまして、今後のそうした対策等も気象庁の常に情報をいただき、また、今後

のそうした気象状況の変化、そうしたものも見ながら対策を考えているという状況であり

ます。 

 それで正式に災害対策本部を設置するか、うんぬんかというのは、またそのときの状況に

よって判断によるわけでありますけれども、いろいろなことを想定をして、また今後も検討

していかなきゃならんというふうにも思っております。 

 それで、６月の１６日の日でございましたけれども、昨年のそうした御指摘いただいたも

ろもろ反省事項も見つかっておりますので、６月１６日の夜８時から、この災害対策本部を

設置をし、そしてその本部員、あるいは、大体、課長補佐から全職員までということになり

ますが、その情報伝達のところを、指示系統をしっかり確認しようということで、災害対策

訓練を実施をしたところでございます。 

 当然その中でもいろんな課題がまた見つかっておりますので、またそれらを解決をまた

図りまして、そしてもう一度、この災害対策訓練をできるだけ早いうちに今やろうというこ

とで計画をしているところでございます。 

 それで過去のいろんな、今議員さんから実情も御紹介いただいたわけでございますけれ

ども、災害は生き物でございますので、過去の実際に起こった当町のそうした実例もまた検

証しながら、シミュレーションしながら、また今後の災害対策訓練に生かしていきたいと、

その上で、できるだけ万全の体制を整えていきたいと考えてるところでございますので、御

理解をいただければと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  今後ともよろしくお願いします。 

 次の質問に入ります。災害時要援護者避難支援プラン登録についてですけども、１つ目に、

２１年度に災害時の避難に支援が必要な高齢者、障害者の方々のために、災害時要援護者避

難支援プランが策定され、登録が推進されましたが、その後の推移をお尋ねします。 

 ２番目に、全国の単位、民児協で「災害時一人も見逃さない運動」ということで、津和野

町民生児童委員協議会も登録推進に取り組みました。今後、支援者の登録が必要になってき



ますが、現在１２月の改選以降、民生児童委員が決まってない地区に対してのサポートはど

うなっているのかをお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、災害時要援護者避難支援プラン登録についてに関する

御質問につきましてお答えをさせていただきたいと思います。 

 「民生委員・児童委員発災害時一人も見逃さない運動」は、全国民生委員連合会の提唱に

より、民生委員制度創設９０周年の記念事業として、平成１８年から取り組まれ、平成１９

年１０月から「第２次」の運動は、今年１１月末までを実施期間としております。この運動

を通して、全国の民生委員児童委員が、災害時の要援護者支援活動について、日ごろの安否

確認、見守り活動とのかかわりを再認識し、また、恒常的な取り組みの必要性を感じていた

ところでございます。 

 津和野町でも、民生委員独自で要援護者名簿の策定を行ってきましたが、平成２１年に防

災計画の見直しの中で、防災と共有できる名簿の策定を行うことといたしました。 

 作成された要援護者台帳は、全民生委員に配付し、日ごろの安否確認、見守り活動を行な

っております。また、自治会長、消防団へも、いつでも配付できる体制をとっております。

現在、登録されておられる方は３０７人であります。また、新規の掘り起こし等、台帳の修

正を５月２７日、開催された民生委員総会において、全委員へお願いしておりますが、今後

においても取り組みを強化をしてまいりたいと思います。 

 現在、１２月改選以降、民生委員が決まっていない地区が１地区あり、現在推薦を依頼し

ながら、多くの方々へ打診をしてまいっているところでございます。 

 現在の対応としては、隣接委員さんへカバーしていただき、証明事務などは行っていただ

いております。また、同地区におられる主任児童委員さんへも手助けをいただいている状態

であり、早急に委員の推薦ができるように、引き続き努力をしてまいりたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  登録されている方が３０７名ということですけども、登録

対象者数はどのくらいになるのか、おわかりならお聞かせください。 

 それと、自治会長、消防団へいつでも配付できる体制ということでしたが、これは個人情

報がすごく絡みます。個人情報よりも命というところで民児協は動いてるんですけれども、

そのための周知もしなくてはならないと思います、配付する前に。そういったことも考えて

おられるのか、あわせてお聞きします。 

○議長（滝元 三郎君）  参事。 

○参事（右田 基司君）  要介護認定者の人数ですが、５３６名でございます。それと、今、

個人情報ということがありましたが、それぞれそうした方々へ通知をいたしまして登録を

していただく、承諾をとった上で設置をしておるということでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 



○議員（７番 三浦 英治君）  その本人じゃなくて、これを配付する、支援する側ですい

ね。そのほうへの周知、情報の周知ですいね。それも、配付するばっかりじゃなくて、その

ことをきちっとしとかないと、ちょっと混乱してくるんじゃないかなという気がしており

ます。まだ、これ後ほどの自主防災にもかかることなんですけれども、そういった点もちょ

っと考えておいていただければと思います。 

 それと、２番目の民生委員、まだ決まってない件につきましてですけれども、県は、民生

児童委員の活動に支障が生じないよう、地域の実情を踏まえた適正な定数を確保すると言

っていますけれども、県全体の定数は現状のままで、津和野町の民生児童委員を前回、前々

回の改選時にそれぞれ１名ずつ定数を減らされてきています。人口割だけで定数の見直し

をしています。地方の時代という言葉をよく聞くようになりましたが、出雲部からすればを

石見、とりわけ鹿足郡は地方なんでしょう。不在は、さらなる定数削減につながるおそれが

あります。行政として民児協と連携して、地区に出向いてお願いに回っている苦労は聞いて

おります。全国的にも民生児童委員の後継者不足が取りざたされている中で、どういったこ

とが原因だと思えるか、行政のほうから見て思い当たることがあればお聞かせ願います。 

○議長（滝元 三郎君）  参事。 

○参事（右田 基司君）  非常に民生委員の仕事というのは、大変な仕事でありまして、そ

して、重要な仕事でもあるわけですが、１つは、地域の中で本当にボランティア的な活動に

なっておるわけでありまして、それと、もう１つは、いろんな地域をまとめていただく上に

おいて非常に難しい面もある。そうしたことが、地域の人もよく知っておられるし、重要さ

はわかっとってもなかなかそうした活動へいざ自分が入るということになりますと非常に

難しい。そういうことがありますので、そうは言いながらも、非常に大事な職でありますん

で、地域で地域を守っていただく方へひとつお願いをしたいということで、辛抱強く今お願

いをしておるところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  私も主任児童委員として９年、活動を携わらせていただき

ましたけども、民生児童委員さんにおかれましては、介護保険ができるまでは、高齢者中心

の研修、活動が主でしたけども、それ以降は虐待における通告の義務とか、そういう法改正

がある中で、民生委員、児童委員ということで、さまざまな研修を行ったり、主任児童委員

の立場からもすごい助けていただきました。いつも頭の下がる思いでおりました。定数が少

なくなるということは、それだけ負担が大変大きくなります。引き続き大変でしょうけども、

行政としてサポートしていってほしいなという気がしております。 

 次に、最後の質問ですけども、自主防災組織について。 

 ３月に報告された津和野町町民意識調査によりますと、今後、力を入れるべき地域活動の

項目に、高齢者や障害者などに対する福祉活動、これが３４.３％、それに続いて、防犯・防

災等の地域防衛活動２９.８％となっております。 



 自主防災組織の普及が進まない原因は、どういったことが考えられるか。進捗状況と今後

の取り組みについてお尋ねします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、自主防災組織についての御質問についてお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 近年、全国各地で豪雨災害や地震の発生など大きな災害が続いており、町民の災害に対す

る備えや、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自主防災組織の重要性が改めて認識

をされてきております。 

 昨今の防災を考える上で、自助、共助、公助は、防災のかなめであり、この３つが連携す

ることにより、町全体の防災力が向上するものと考えており、町内各地において自主防災組

織が結成されることにより、日常生活や家族の状況を把握している住民間での自主的な援

助や避難等が行われることが、本当の災害時には「減災」としての重要な要素であると思わ

れます。 

 島根県内においても、自主防災組織の結成率は４９.８％で、当町においてはまだ２つの

地域にしか自主防災組織が結成されておらず、町全体の戸数から言うと、約４％の結成率で

あり、依然として低い水準であります。 

 組織化の進まない原因といたしましては、これまでに、新たな組織をつくらなくても、普

段なら防災に関する活動をしているといった御意見や、防災組織といえども、自治会の組織

を超えての組織化は難しいといった御意見をお聞きしております。このようなことも、自主

防災組織の結成が進まない一つの要因であるとも考えております。 

 町といたしましては、いつ発生するかわからない災害に備え、今後住民の方々に、防災に

対して関心を示していただけるように、結成されている地域の事例等を交え、自主防災組織

の必要性の啓発活動を積極的に進めるとともに、結成に向け、協力と支援を行ってまいりた

いと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  今回の質問は、全般的には地域防災について質問してきた

わけですけども、自助、共助、公助の３つを取りまぜて質問してきたつもりです。 

 地域防災のための住民活動は、さまざまなコミュニティー活動の核となるべきものだと

思っております。 

 災害時には、日ごろから、地域での住民同士の交流が厚く、お祭りや福祉などの地域活動、

自治会や公民館活動など、まちづくり活動が活発に行われていたところほど、救助活動や、

避難、復興への取り組みが早かったことが明らかになっています。 

 近年、地域住民の帰属意識、連帯意識の希薄化を防災のみならず、教育関係等で指摘され

ておりますが、防災力の向上は、地域力の底上げにつながると思います。地区での防災組織

化と小集落へのサポートの必要性を考えると、地域としての防災組織化が考えられますが、

重要なことは、地区と地区をつなぐのは消防団と地域公民館だと私は思っております。 



 そこで、公民館活動の１つの柱として、防犯、防災を掲げることはできないか。教育長、

御意見をお聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  防災活動を公民館活動の１つの重点的な方針にできないかとい

うことでありますけれども、基本的に公民館は地域課題を解決する一つの場所というふう

に思っております。したがいまして、そういう意味からすると、この地域防災ということも

一つの課題であるということには間違いがないというふうに思っております。 

 今年度から地域力醸成というふうな形で、先般、県のほうでプレゼンテーションを行いま

して、補助の対象になった左鐙公民館の今後３カ年の事業計画では、自主防災組織について

の取り組みというふうな形になっております。したがいまして、左鐙公民館では向こう３年

間で、そういった動きが段階的に行われるというふうな状況になっておりますので、そうい

った動きが全体的に広がるように、機会を見ながら、また公民館長のほうには情報を提供し

てまいりたいというふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  今後、自主防災組織が立ち上がっていく段階で、公民館の

役割というのが大変大きなものになってくると思いますので、よろしくお願いします。組織

化の進まない原因として幾つか挙げられましたけども、私は新たな組織として、自主防災組

織を立ち上げることは無理だと思っております。既存の組織の中の一部として機能させる

べきだと思います。例えば、自治会等の役員会、そこで、民生児童委員との情報の共有、前

質問しました避難支援プランのことですけども。それと自主防災組織というサイクルをつ

くれば、それぞれが負担も少なく、共有できると思います。また、民生児童委員にとっても、

災害時要援護者避難支援プランを新たな声かけ事案として活用できると思います。これは

初任の人が、どう活動したらいいかという直面する問題があります。初任の人から、よく聞

かれる言葉です。それを織りまぜていけば、そんなに難しいことではないと思っております。 

 また、自主防災組織には、規約が必要です。ただ自治会において、まだ、規約ができてな

いところが、たしか半数あったという何かの調査でありましたけども、そこにすごい抵抗感

があるのかなという気がしております。どうしてもこの活動を円滑に行うためには、組織の

位置づけや体系、役割分担などを明確にした運営ルールを策定することが必要になってき

ます。そこで、行政のてこ入れと言うとちょっと言葉があいまいなんですけども、自主防災

組織規約をその土地に適したと思われるたたき台、これをつくっていくべきだと思います。

そこでは、その地区の団体、婦人会等いろんな団体がありますけども、そこの絡みの中でつ

くっていくので、なかなかちょっと大変なんですけども、ただ、たたき台がないところにな

かなか新たなものをつくることは大変難しいと思います。ぜひ、この面をちょっと考えてお

いてもらえたらと思います。 

 そして、自主防災づくりでは、地域福祉活動の１つとしても考える必要があります。お年

寄りや体の不自由な人を守るためには、隣近所の協力体制をつくることが大切だから、この



自主防災組織が大変必要だと思っております。コミュニティー再構築のためにも、今まで以

上の努力をお願いします。 

 これで質問は終わりますけれども、６月議会では、再び１番目の質問になりました。１時

間、６０分経過したときのブザーが聞けないのはちょっと心残りなんですが、あとの１１人

に期待して、７番、三浦英治、質問を終わります。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、７番、三浦英治君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  ここで、後ろの時計で１０時まで休憩といたします。 

午前９時 47分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 00分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序２、１５番、沖田守君。１５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  議席番号１５番、沖田守であります。６月定例会で２点

ほど中心に質問をいたします。 

 まず、最初の質問は、平成２２年度に実施をされた各種調査、地域課題、あるいは町民意

識調査等でありますが、これについては、実は昨年の１２月にもほとんど同じような質問を

したわけでありまして、まことに恐縮であり、私にとってみれば、今回また質問せざるを得

ないというのは極めて遺憾であると、このように思うわけでありますが、町長が就任されて、

新しい町は、私は、こういった町をつくりたいという抱負を語られ、そして、就任既に１年

と８カ月を迎える、こういう状況の中で、私は、今さら町民の意識調査や課題調査をあえて

やるだけの、そんな時間的な余裕があるのかなという、そういう気さえするわけであります

が、しかし、調査は、大事なことでありますから、去年の実証された地域課題、あるいは町

民の意識調査等々から見えてきた課題や、これから、どういう施策を講じて、あるいは予算

措置をして取り組んでいくのかという、このことがぜひ町民に強く訴えてもらいたい、約束

をしていただきたい、こういう思いで、あえて今回もこの問題を取り上げたわけであります。 

 申し上げたように、わずか、わずかと申しますか、町内三千五、六百世帯、人口もこの４

月時点ぐらいで８,５５７名でありましたか、住基台帳によると。こういうふうな世帯、人

口の中で、調査をされたのが残念ながらわずか１,２５０を無作為で調査をされた。この１,

２５０人というのは、全町民に対してわずか１５％弱。そして、有効の回答というか、御返

事が返ったというのが６０１人。これは、わずか本町の８,５５７人に対しても７％であり

ます。そういう人たちから返った、この調査結果をもとにもろもろ地域課題は、各自治会長

さんに、あるいは各自治会の役員さんに職員が聞き取り調査をやりますから、それは別とし

て、町民の意識調査というのが、わずか全町民の７％の有効回収、有効回答、これをもとに

結果を出されて、全戸に津和野町全町民、全世帯に配付をされたと。このこと自体にも私は

いささか疑問を感じるんでありますが、調査というのは無作為に、すべての家庭をやるとい



うのはなかなか難しいという面もあったり、その回収結果をつぶさに検討するには、普通い

ろんな調査も無作為でやられるわけでありますが、もう少し大勢の町民の意見というもの

をお聞きになるというのが本来の姿ではないかと、こう思ったりします。 

 というような気もいたしますが、前段申し上げて、今さらそのような調査をしないでも、

いろんなデータから今我が町が抱えておる課題というのは、どういう状況にあるというの

は、調査をしなくても役所の町長初め、皆さんの中にはわかっておらなければならない、こ

のように思うわけであります。 

 そして、申し上げたように、各戸に配分された。そして、去年の１２月にもお答えがあり

ましたが、これから、それの精査をして、そして、さまざまな課題や問題点に施策を講じて

いくんだということでありますから、いずれ出てくるとは思いますが、私に言わせますと、

全戸に配付をし、町民に投げかけて、あるいは自治会に投げかけて、そんなことで課題解決

にはならないというふうに思うのであります。 

 せめて、平成２３年度の重点施策の中に、この課題や町民意識をやった、その結果という

のが既に出とるわけでありますから、町長は、その重点施策の中に予算も含めて、ぜひとも

出していただきたかったと、こういう思いでいっぱいであります。 

 これまでの一般質問等で何回か町の振興計画や、あるいは過疎法による過疎自立促進計

画等々、いろいろお立てになっておられます。これ大事なことですから、それはそれで結構

だと思いますが、少なくとも各集落、各自治会のその計画がないと、そのような計画という

のは、私は、町が主体的にやる計画は、財源等を考えながらやることは、当然、段階的に、

計画的に実施はできると思いますが、本当に必要な計画ていうのは、各集落や自治会の計画

がなくして、私は、絵にかいたもちになる可能性が非常に高い、このようなことも思うわけ

でありますが、そのようなことを最初に、去年の１２月の質問と全く同じような質問で申し

上げたような経過でございますので、どのようなことをこれからやろうとしとるのか、それ

をぜひとも、きょうはお聞きをしたい。自治会等の支援策等々についてもそうであります。 

 そして、もう１点は、既にもう何年も前になります。合併以来、私は、平成１９年の前町

長のときにも質問をいたしましたが、そのときのお答えの中で、職員の地域担当性を計画を

していくという、こういう計画案が出たわけであります。 

 以来、３年ないし４年が経過をいたした。いまだもって庁舎内で検討しておるという、そ

ういう状況というのは、私にしてみれば、やる意思があるのかないのかというのが非常に疑

問に思うわけでありますが、地域課題の調査等でも、皆さんが、やっぱり職員の地域担当制

ていうのは、七十七、八％の方々が必要だとお答えになってる。ならば、せめて２３年度か

ら実施ができると、こういうものを打ち出していただきたかった。 

 今何よりも必要と思いますのは、財政の支援も当然でありますが、役場職員の人的支援と

いうのが各集落の中で本当に必要になってきてる。 

 去年の１２月も申し上げましたが、各集落等では、役場の職員を初め、それぞれ、諸団体、

職業にお勤めになってる若手の人は、その集落や地域の中では、大いなる助っ人であったり、



主役を果していただいとるというお話もしましたが、まさに今、これだけ過疎化が進んでき

た本町にとっては、後ほどもちょっと申し上げたいと思いますが、限界集落を、限界集落と

いうのはいろいろな定義がありますが、要するに、６５歳以上の高齢化率が本町の場合には、

既に１１４行政区、言うなれば自治会、この中で５０集落、５０自治会が４５％を超えた世

帯というか、集落になってる。 

 厳密に申し上げますと、５０％以上が今３５であります。そして、４５％以上の高齢化率

の集落が１５、合わせて５０集落。これは、５年前の国勢調査のときに、私が調査したとき

に、わずかに──わずかとは申しません。そのときも２０集落をちょっと超えておりました。

それがわずか５年の間に、こういう状況になった。こういう実態でありますから、そのこと

を含めて１つ目の各種調査から見えてきた課題や問題については、どう対処する、どう解決

策を打ち出す、この方針をお伺いするものであります。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１５番、沖田議員さんの御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 平成２２年度地域課題等概要調査、町民意識調査結果を踏まえた、今後に向けた施策の展

開に関する御質問でございました。回答といたしましては、平成２２年度、地域課題等概要

調査、町民意識調査結果を踏まえた今後に向けた施策の展開につきましては、平成２３年１

月に設置をした「住民と行政の協働プロジェクト推進会議」において、地域課題を解決する

ための仕組みづくりなどについて、現在、検討を進めているところでございます。 

 具体的には、地域課題を解決するための支援策として、地域の実情を踏まえて、地域みず

からが計画書を作成し、地域の提案に基づいて補助金を交付する地域提案型助成事業の創

設や、役場職員の地域担当制度導入などに関する財政的、人的支援策の検討、協働のまちづ

くりを推進するための組織づくりとして、小学校区や公民館単位での新たなコミュニティ

ー組織づくりの検討を行うこととしております。 

 住民と行政の協働プロジェクト推進会議では、平成２３年中に、これらの検討結果を取り

まとめ、平成２４年１月までのところで、町長に対し提言をいただく予定としております。 

 提言を受けた後、支援策等の政策を立案し、要綱等の整備を図った上で、平成２３年度末

までに地区説明会を開催し、平成２４年度から具体的な施策を展開してまいりたいと考え

ております。 

 なお、平成２３年度は、平成２４年度から具体的な施策を展開するための取り組みとして、

協働のまちづくりアドバイザーの設置や、町民を対象としたまちづくりシンポジウムの開

催、ボランティア・地域活動団体登録制度創設などの取り組みを行うこととしております。 

 次に、職員の地域担当制度につきましては、受け入れる自治会や地域の意見を踏まえた制

度構築を図ることが必要であり、また、役場職員についても、目的や役割を明確化すること

で、制度がより有効に機能するものと考え、具体的な導入方法等について検討をしてまいり

ました。 



 平成２２年度に自治会を対象として実施した地域課題等概要調査では、７割を超える自

治会が、職員の地域担当制度は必要であると回答されており、役割として、情報の提供や行

政とのパイプ役、活動への提言や指導に期待しているとの調査結果を得たところでござい

ます。 

 住民と行政の協働プロジェクト推進会議においても、人的支援策として、職員の地域担当

制度導入について検討することとしており、各自治会単位での地域計画や、小学校区等をエ

リアとした新たなコミュニティー組織単位でのまちづくり計画の策定支援など、地域担当

職員の役割を明確化した上で、平成２４年度から制度導入を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（滝元 三郎君）  １５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  お答えは、実質的に、施策等を講じていくのは２４年度

からになると、こういうお答えであります。 

 前段申し上げたように、町長さんの任期は４年１期であります。今１年８カ月。私は、町

長におなりになると同時に、急ぐことと腰を据えてやらなければならないことと二通りあ

ると、これまでも申し上げてまいりました。じっくり腰を据えて計画を立てていただかなけ

ればならないものは別として、今、前段申し上げたように、近々の課題は、この町がこうい

う状況になって、今、何を求めておるのか。そのことに、いち早く施策を講じないと、１,０

００人の上、５年間で減ってまいっておるんであります。それは調査結果のとおりなんです。 

 今、合併当時９,５００おりました人口が８,５００になった。もう５年先には、確実に今

の数字がまた七千四、五百になるという、こういう状況であります。一日も早くやろうとし

たことは実施に移さないと、施策を講じて体制を整えたころには、各自治会がばらばらにな

って、どうしようもない受け皿さえなくなるという、こういう危険性をはらんでおるという

ことを肝に銘じて、ぜひとも事を急いでもらいたい、このように思います。 

 きのうも全員協議会で、本町の財政の状況が、総務財政課長から克明に説明を受けました。

財務局のヒアリングの結果はこうである。私も役場の基金残高や借金の残高や等々を考慮

してみますと、合併当時、借金は約２２０億を超えておると。ところが今平成２３年の末、

おおむね１２０億を切るという、こういう状況にまで借金も減ってきた。基金は、合併時２

億ずつ財政調整基金を持ち寄ろうという約束で４億に少々の持ち寄った基金がございます

が、ささやかな基金でありましたが、今まさに、特会を含めますと２６億からの基金の積み

立てになりました。その中には、合併特例債を、起債を起こして積立金に回した３億という

ような基金も入ってはおりますが、いずれにしましてもまちづくりのために基金を積んで

きた、その基金が、合併特例債の３億あるいは旧町から持ち寄ったふるさと創生基金四千四、

五百万まだあります。等々、今打てば、財政の状況もこれだけ好転してきたんなら今打たな

いと、私は取り返しのつかなくなるということを、あえてもう１回申し上げておきたいと、

こう思います。後ほどその御意見を聞きたいと思います。 



 特に、町長も職員の人的支援というのは、各支部とも必要としとると、調査結果でもそれ

が出たと、こういう回答でありますから、まさにそうなんです。４５％以上の集落が５０集

落ですよ、１１４か１５の行政区の中で。大方半数は、そういう集落になってきたという、

こういう状況をかんがみますと、その集落では、なかなか集落自体で集落計画は立てにくい。

そこにいろんなアドバイス、お答えにもありますようなアドバイスが必要なんです。 

 会議や何々委員会だという組織が必要なんじゃないんです。今、役場の職員が手分けをし

て、各集落の中に入って、そして集落民と一緒になって各集落の集落計画、その長い計画と

いうのは、とてもじゃないけども難しいから、短期の５年間ぐらいの、その集落の方向性を

つけるという、先ほどの同僚の一般質問の中の自主防災組織やなんかでも、当然その計画の

中に入れていかないと、これからの集落自治というのは非常に難しい、こういう思いであり

ますから、ぜひとも事を急いでいただきたい。ただ２４年からというんでありますから、そ

れは待ちますが、一刻も早いということを、ぜひ町長の胸のうちに秘めて、各課に指令を出

していただきたい、このように思います。 

 それから、あわせて今、財政上のお話をしたが、今、求めておるのは、各自治会が、あの

調査結果、課題調査の中でも各自治会がそろってと申し上げていいと思うんですが、財政的

な支援がほしい、こう言われております。申し上げたような基金もあります、思い切ってお

使いになる。これが必要ということをぜひともお答えをいただきたい、こう思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、急ぐことと、それから、ゆっくりということもないと思いますが、じっくり

やるということ、それをしっかり区別をしてやっていかなきゃならんじゃないかというお

話、当然そのとおりだと思っております。私自身も急ぐこととして、これは選挙公約でも掲

げました、子育て支援のその負担軽減を図ろうという政策、これも十分ではないかもしれま

せんが、早速に中学生までの医療費完全無料化を図ったところでもありますし、また産業振

興農林業対策におきましても、今年度から地産地消の関係、あるいは米消費拡大事業、そう

した具体策を新規事業でも数多く取り組んでおるという状況であります。 

 また、医療の問題についても、これもまだ十分ではありませんけれども、昨年から奨学金

制度等も設けまして、ことしは１名の医師、応募もいただき、医師の留学生に応募もいただ

いておりますし、看護学生も７名、去年とあわせて御利用いただいてる、そういう実績も出

てまいりました。 

 また、津和野高校も、非常に定員割れ、今後も津和野高校の統廃合なってくると、町に対

する影響も非常に大きいということから、昨年度、津和野高校支援係を早急につくりまして、

そして、今年度もその施策を拡充し、いろいろと取り組みを緊急に取り組むべきこととして

やっているつもりであります。そのほかにもいろんなことをやっているつもりであります。 

 そして、もう一つ、その各集落の維持活性化策、これも当然、議員御指摘のとおり、急い

でやらなければならないと、それは当然わかってるつもりでありますけれども、ただ、ここ



は、この集落の各集落の維持活性化というのは、私のもう一つの選挙の柱、公約での柱でも

ありました。住民参画による官民協働のまちづくり。ここの部分をしっかりとらえた上でや

っていかなければ何の成果も得られない、これが私の考え方でございます。 

 そして、この住民参画と官民協働の手法を構築すること、そしてそれは、全町民の皆さん

に、そのことをしっかりこれまで以上に、やはり意識をしてもらえると、そのことが非常に

大切であるわけでございまして、焦らなければならないという気持ちは重々持っておりま

すが、これを焦ってやると、すべてのものが成果が得られないというのが私の考え方であり

ます。 

 実際、ここの部分をしっかりやられてる、これは先進的なまちでありますが、北海道ニセ

コ町であります。ここなどは、住民自治基本条例、まちづくり条例、正式名称忘れましたが、

そうした条例をつくりながら、この住民参画と官民協働を実現された町であります。 

 しかし、それが一つの成功事例になって、その後、全国のいろんな自治体が、そうした取

り組みを始めました。しかし、そこには成果が出ている自治体と成果が出ていない自治体が

はっきり色分けをされてきている。それはそこに、条例等が絵にかいたもちになっているの

かどうかということが大きな理由になっておりまして、私はそこに、そこの条例をつくるま

で、あるいは官民協働の仕組みをつくるまで、その過程が大切にしていかなければならない。

それができたかどうかがその自治体間同士の差になっているというふうに受けとめている

ところであります。 

 実際、私が町長就任いたしましてからも、この官民協働の仕組みをつくるために、いろん

な先進自治体にもお邪魔をいたしました。声をそろえて出ますのが、３年、５年で簡単に構

築できるものではありませんよということです。それはしっかり手順を踏んでいかなけれ

ばいけないからという、そういう回答であります。 

 ですから、今回のアンケート調査も一からやっていかなければならない、そういう思いの

中で、このアンケート調査も、それから地域課題概要調査も始め、そしてその調査結果をも

とに、そして町民の皆さんにもその課題をも一回再確認をいただきたい。そういうこともあ

り始めたところでありまして、そしてそれを踏まえて、もう申しませんが、今推進会議を設

け、そして、来年度以降のコミュニティー単位での組織づくりで、またさらに検討していた

だきながら、各地区の集落維持活性化策を、官民協働のためにも皆さんでつくり上げていた

だきたいというのが私の考えであります。 

 議員、御指摘いただきました、また前段、７番議員さんからもお話をいただきました防災

もまさにそのとおりだと思っております。町も全体としての計画をつくっております。しか

し、それぞれの集落の特色があって実情があって、町の防災計画だけでは完全に機能したも

のにはなっていないというのは御指摘のとおりでもあるわけです。それを今度補っていく

ためには、まさに住民の皆さんが防災意識を高めていただいて、そして、その実情に合った、

本当に効果が出る計画をつくっていかなきゃならない、そういうことだというふうに思い

ます。それがまさに、住民参画であり、官民協働の手順であるというふうに思っております。



その流れをつくるために、今現在、時間がかかっても、一つ一つ手順を踏みながら進めてい

るという状況であります。 

 地域担当制も同じような考え方であります。職員が、非常に合併当初からいきますと、１

割強減少してきている、そういう状況でありまして、また、御承知のとおり、生活保護の事

務がおりてきた、この間。そして医療対策室というのを設け、そこにも職員を新たに配置を

していかなきゃならん、もろもろ、一人一人の労力、労働負担というのは非常に大きくなっ

てきている。そういう状況下で、さらにこの地域担当制度というのを設けていかなきゃなら

ん。そのためには、もっと地域と連携をした地域担当制度のあり方を考えていかなければ、

せっかく制度を焦ってつくっても、本当に効果があらわれるものにはならないんじゃない

かと。そういう思いの中で、これまでも進めてきているところでありまして、何とか、それ

でもまだ町の今歩みは焦っておりますので、５年ぐらいかけたいという思いの中でも、今１

年と８カ月でここまでやっておりまして、来年度からは、またそうした具体的な方向へも入

っていきたいと思っておりますので、そうした考え方も御理解をいただいて、またいろいろ

と御意見等もいただければと思っているところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  町長のお考えと若干私が申し上げとるというの乖離があ

るようでありますが、鋭意努力されておることに私は、日々の御活躍を見て敬意も表してお

るわけでありますが、町長さんは町長に就任されたときに、私は私の若さを町民の多くの方

が御期待をいただいたと。そして、選挙に勝たせていただいた。確かに圧勝でありました。

見事でありました。その若さに町民は大いに期待をしとるということでありますから、鋭意

御努力を願いたい、こう思いますし、さらには、先ほどから町長、官民一体となったまちづ

くり、これ何回もお聞きをしております。前町長もそうでした。町民と一緒になった町をつ

くらにゃならん、こうおっしゃられており、ですから、今のような手順を踏まれるというこ

とに異論はございませんが、余り時間を費やしますと、受け皿がどうしようもなくなります

よというのを私は申し上げたいのでありますから、その点をお含みいただきたいと思いま

す。 

 さらには、町長の揚げ足を取るようでありますが、就任時、新しい新基軸を私は打ち立て

るんだと。それがさまざまな今のお話になってのことだと思うんでありますが、そういうも

のを前面に出して、若さを前面にプラスして、突っ走るところは突っ走ってもらいたい。１

期４年間に私は集中していただきたい。このことを申し上げたいわけであります。 

 それから、去年の１２月の町長の回答の中で、こういう回答でありましたよ。今後取り組

まなければならない課題は、これは、先ほどもお話になったようなことでありますが、高齢

世帯の見守りや高齢者、障害者の支援、防災、防火、災害時の対応、農地の保全、住民同士

の親睦、環境美化が皆さんの希望する上位に上がっていると。したがって、少子高齢化の進

行とともに、ますます自治会の必要性が高まってくると、８割方の自治会の調査の結果出て

きた。この抱える課題解決のために町職員の積極的な地域活動の参加や活動費の助成、住民



の意識啓発、人材育成ほか、自治会との連携を必要とされておりますので、それに鋭意取り

組んでいくんだと。 

 先ほどのお話の中にも、助成をする制度そのものは、これから検討はするが、５年間で地

域提案型助成事業というものを、過疎のソフト事業の中で５年ないし６年で１億３,０００

万計画に上げてございます。 

 地域提案型助成というのは、先ほどの公民館単位だとか、あるいは小学校区単位でまちづ

くり委員会をつくるんだと、構想は。そこを受け皿として出していくんだという、こういう

どうもお考えのようでありますが、残念ながらそういうもので私は、各小集落というか、そ

れぞれの自治会が満足するものには決してならないということも提言の一つで申し上げて

おきたい。検討の課題の中にぜひ入れていただきたい。 

 そのような受け皿の中で、地域の問題解決には私はならない、あるいは活性化にはならな

い、その集落維持のためには役に立たないと、こう思いますので、これは私の見解でありま

すから、御検討をちょうだいしたいと思います。 

 そこに、上限を１００万としてということで、ところが平成２３年度の本当初予算には、

残念ながら計上されておりませんね。そこら辺の御返事をこの問題については、お聞きをし

て、この問題については置きたいと思いますが、その点について御検討いただきたい。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、前段の部分で、まだまだ速度が遅いという中で、若さを前

面に出してやれという御指摘でもございます。その辺のところはしっかり肝に銘じて、やっ

てまいりたいと思いますし、まだまだ、我々がその真剣にはやっておるつもりでありまして、

その取り組んでいる姿勢、気持ち、そうしたものが、皆様方に十分伝わっていないというこ

とも反省をしながら、また今後もしっかり取り組んでまいりたいと思っているところであ

ります。 

 それで、先ほどの提案型事業に対する助成につきましては、今後、平成２４年度のところ

で取り組んでいきたいという思いでありますので、ちょっと御質問の意図がはかり知れな

いとこもありましたけれども、その２４年度のところの予算づけというところに絡めてい

きたいというふうにも思っております。 

 それから当然、各集落単位のその財源問題というのはそれだけで終わろうというふうに

私自身も思っておりません。そしてただ、もう御承知のとおりの厳しい全体としての財政状

況でありますから、そこにどうして財源を捻出していくかということも同時に考えていか

なきゃならんだろうというふうに思っているわけでありまして、これは今営業課のほうが

まちづくりのふるさと納税制度を担当しておりますので、その辺で、もっと各集落にもこの

ふるさと納税に御協力をいただいて、そして、町民っていうか、町全体でこのふるさと納税

を取り組んで事業に充てていく、そういう仕組みづくりも考えていこうじゃないかという

ことを今営業課のほうにも指示を出している、そういう状況であります。 



 それは最初からそんなに大きな、何百万とかそういう金額にはならないかもしれません

が、しかし、自主財源を稼いで、そして、そうした今後まちづくりにも使っていくという、

その考え方、意識、そうしたものもしっかり持って、今後も頑張ってまいりたいと思ってい

るところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  大体、町長のお考えはわかりました──わかりましたが、

いささか、私が、本年度予算に計上がないと言いましたのは、去年の１２月に、そういう受

け皿をつくって予算措置を講じていきたいとおっしゃったから、今年度にのっておりませ

ん。今、先ほどの答弁の中では２４年度から実施をするというんですから、今のようなお答

えになるわけでありますが、１２月の段階では、私は、平成２３年度の当初予算にのるかな。

私は本当はそれだけだめだがなと思いながら、ある意味では、期待をしておりました。 

 それから、ふるさと納税、本年度も予算に１５０万ほど計上してございます。昨年、一体

どのぐらいあったかなと思いましたら１７０万でしたかいね。何ぼか、数字は違うかもわか

りません。いつか町長とどこかで一杯交わしたときに、２,０００万ほどふるさと納税の実

績を上げたら、沖田、褒めてくれるかちゅうけ、そりゃ結構じゃが、町長、そんなことを夢

にも言いさんなちゅうて私は申し上げた。そう甘いものではありません。鋭意努力はいただ

きたいと思いますが、そういう努力よりは、滞納処理に全精力を講じられたほうがはるかに

効果が高いと、これを申し上げて、次の質問に入ります。 

 これもまた似たような内容の質問になるわけでありますが、調査をされたり、各自治会長

さんから課題等をお聞きになったりして、はや過疎、高齢化、限界集落、そういうふうなも

のが続出する、この我が津和野町にとって、私は、先ほどいろいろお話にありました産業振

興もなかなか難しい。農業振興、あるいは観光、その他もろもろの事業展開をして、その振

興策は、なかなか絵にかいたようにいかない、こういう経済状況の今日、私は、過疎や高齢

化や限界集落とともに生きる農村社会の構築、そういう桃源郷をぜひとも町長には築いて

もらいたい、こういう思いでこの質問をするわけでありますが、それは、私は、各種団体、

農協がございます森林組合がございます。商工会がございます。あるいは郵便局というふう

な、あるいは、他の金融期間等々があります。ここらあたりと、本当に、いつかの前町長の

ときでありましたが、首脳会談ぐらいは年１回、２回はぜひおやりにならないと、それぞれ

の持っとる社会的役割があるんですよ。行政はその後方支援をするんで結構なんですから

主体的に動いてもらわんにゃなりませんよというようなことも申し上げてまいりました。 

 まさに今、こういう社会構造になってくると、こういう諸団体や、郵便局は会社になりま

したが、そういうところと提携を密にしてまちづくりを進めませんと、町長がいわゆる官民

協働のまちづくりというのは実現いたしませんよというのが申し上げたい。 

 その見解を伺いたいんでありますが、特にその中で、郵便局のほうを例に出しますけれど

も、かつては全国津々浦々、ユニバーサルサービスっていうものが、本当に徹底して、この



我が町を初めとするような町や村は、その機能のおかげで町が、あるいは村が立ち至ってき

たという経過がございます。 

 ところが、平成１７年１０月に時の自由民主党小泉内閣のもとで郵政民営化法が施行さ

れた。それまでの郵便や保険や貯金等の３事業が一体経営になった。今は、分社化されて５

つの会社になった。日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、あるいは郵便事業、郵便局株式

会社、郵便局銀行、郵便保険会社、この５社に分割されてしまったというようなことで現状

があるわけです。 

 したがって、現民主党政権、民主党中心の政権下では、こういう制度ではいけないと。こ

の関連法案というのが国会に提出されて、残念ながら民主党政権下で、いまだもって審議す

らされないという状況下であります。本当に残念でならないわけでありますが、このままで

は、かつての郵便局が、いろんな機能を果たしておったが、そんな機能もよう果たさない、

こういう状況であるということもつけ加えておきたいと思うんですが。 

 この郵政民営化法というのは、過去において、全国津々浦々、地方議会が反対意見書の採

択やさまざまな要望書を国会の総理大臣や総務大臣や等々に提出をしております。 

 本県も特に合併前でありましたが、平成、記憶にまだ新しいところでありますが平成１６

年の９月議会でありました。時の町長は、日原町議会議員でありました下森議員の発議で、

私、沖田が賛同して郵政民営化法反対意見書を全員一致で採択いたしました。当時の日原町

だけではありません。津和野町も、島根県下大方の町、村、市、そして、本県選出の自民党

議員も、その他の議員さんも、民営化されてはいけないと、絶対反対だと、そういう意思を

受け継いで本来は戦っていただかなくてはならなかったんでありますが、残念ながら小泉

内閣は強硬で、参議院で否決されて、衆議院を解散をして、そして、それを一丁目１番地だ

というようなことで選挙を戦って、大勝利をおさめた。 

 したがってこの郵政民営化法案は、すんなり今度は通ったわけであり、今日を迎えたと、

こういう状況でありますが、そこら辺も踏まえて、町長の見解を聞きたいわけでありますが、

私が申し上げるのは、何となく意味のわかるようなわからんようなことを申し上げますの

で、お答えにくい面もあるとは思いますが、あなたが議員のときにあれだけ反対をした。そ

の重みというものを我々議会も町執行部も、あるいは県下挙げて国へ届けなければだめで

すよということを申し上げたいんでありますから、所見は伺いたい。 

 もう一言つけ加えますと、この４月に統一地方選挙、島根県議会議員、鹿足選挙が──鹿

足だけじゃありません、島根県議会議員選挙があります。この鹿足選挙区からは、小さな郵

便局の局長が立候補いたしました。彼は、長年の郵便局生活の中で培った、あるいは体験し

たその思いを、政治の場でどうしても生かしたいという強い思いで立候補いたしましたの

で、私も及ばずながら賛同して、選挙戦をともに戦った一人でありますが、そのときに残念

ながら現職郵便局長が立候補するなんていう二足のわらじで、そんな男に何ができるかと

いうような相手方候補を初め、取り巻きの一部に誹謗中傷に似た、まことに次元の低いお話

がちまたでうわさを呼んだわけであります。（発言する者あり） 



 失礼千万でありますが、申し上げておきたい。そのような思いで立候補をした候補を誹謗

中傷するようなことは、まことに残念であったという私の思いを伝えるわけであります。同

僚議員には不快感を与えるかもわかりません。しかし、そういう思いの人こそ、この地方に

は大事であったんではないかという思いであります。 

 以上申し上げて、私が町長に質問するのは、農村集落は、こういう事情になった農村集落

をこのような過疎、高齢化、限界集落とともに生きる農村社会というものを構築をして、そ

れを、我が町の桃源郷にする、こういう意気込みでおやりにならないかという所見をお伺い

するものであります。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、過疎、高齢化、限界集落とともに生きる農村社会の構

築についてに関する御質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 議員、御指摘のとおり、農協、森林組合、郵便局との連携強化の必要性については、常日

ごろから認識をし、業務を遂行しているところでございます。 

 まず、農協との連携ですが、町が所管する農業担い手育成総合支援協議会を初め、各種審

査会の構成員にお願いをし、議案審査をいただいておりますし、農協が所管する水田農業推

進協議会、各農産物生産組合の会合にも担当者が出席をし、生産振興について連携を図って

おります。このほかには、地産都商事業や県農林水産振興がんばる地域応援総合事業等補助

事業など連携すべきものについては対応しております。 特に今年度予算計上しておりま

す地産地消事業につきましては、農協のみならず関係農家とも連携をし、対応していかなけ

ればならないと考えております。 

 次に、森林組合との連携ですが、町行、公社造林の施業地の選択や作業路の開設、農林業

関係審査会の構成員に加わっていただいておりますし、今年度予算にも計上しております

大陰地区森林整備事業や町森林整備計画についても、森林組合と連携し、対応しなければ成

果は得られないと考えております。 

 郵便局との連携につきましても、町内全戸にほぼ毎日訪問されるサービスは、独居世帯、

高齢者世帯がふえる本町の安全対策や福祉政策等の観点から、まちづくりにとっても非常

に意義あることと認めているところであり、今後、具体的にどういう連携策が構築できるの

か、現在進めている協働のまちづくり推進会議や、今後組織される、地域ごとのまちづくり

委員会等にて検討し、導き出していく予定であります。そうした観点から、郵便局には御協

力をいただくためのお願い等も今後行っていかなければならないと考えているところでご

ざいます。 

 次に、郵便局が有しておられるユニバーサルサービスを礎とした機能は、過疎、高齢化な

どの諸問題を抱える農村社会にとって有益であることは、多くの皆様が認めるところであ

り、私も町議会議員時代に民営化反対の意見書を国を初めとした関係機関に届けるべく活

動を行ってまいりました。 



 また、町長に就任をしてからも、石見地域を対象とした郵便局長会の会合にも必ず出席を

し、地域社会に対する貢献へのお礼や、行政と連携しての今後の役割に対する期待やお願い

などをしてきております。 

 この間、国の方では政権交代が起こり、民営化については、その流れに変化が生じるかと

の期待が高まったものの、さまざまな政局が絡み合う中で、議員御指摘のとおり、関連法案

が審議すらされていない現状にあります。 

 また、政権交代後、地方から国への陳情方法についても変化が生じており、さらには地方

分権の進展を視野にとらえるならば、地方の実情と訴えを説得力を持って行う新たな方法

についても、つくり上げていく必要性を感じております。 

 こうした中で、郵便局の機能と連携したまちづくりシステムを構築していくことの意義

と取り組みは前段で申し上げたとおりでありますが、そうした当町の取り組みを早急に実

現、実践をし、現在、並行して進めている全国の同規模町村とのネットワーク「ささつな自

治体協議会（仮称）」という名称になる予定であります。現在は仮称でございます。に提言、

普及をさせながら、郵便局が有する重要な機能に対する理解を、まちづくりの具体的な形を

通して広げ、深めることも視野に入れ行ってまいりたいと考えております。 

 従来どおりの方法による、訴え等については、議会と共同歩調をとることを第一とし、そ

の上で町としてできることを検討してまいりたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  町長も非常に関係諸団体や郵便局等々との話し合いだと

か、協力が非常に大事だと、こういうことでありますから、認識は一致であります。本当に、

農協の組織というのは、私も農協の出身でありますから、まことに残念であります。何回か

この場で申し上げておりますから、またかという思いもされるかもわかりませんが、もう一、

二年もすると島根県下一本農協になるという構想が着々と進んでおるようであります。今

でさえ従来の各地区にあった支所や支店らしきものが統廃合をされて、辛うじて今、津和野

支所と日原支所が農協の機能を果しておるという、こういう状況。 

 かつては農協は、ある程度、郵便局もさることながら、相当農村社会の中では、いろんな

意味で相談機能も含めて、その機能を果たしてきたという、そういう私どもは自負がありま

すが、残念ながら、経済の原則でありますから、採算の取れないところは決して残してはく

れないという、こういう状況であります。 

 したがって、そうは言いながら、行政と一緒になって余り御負担はかけないから、農協も

その役割の一端を担ってほしいというようなトップ会談、郵便局もしかり、その他の金融機

関もしかりであります。ぜひともそういうものが次から次へとこの町から姿を消すという

ことは、非常に残念なことでありますので、そのことを申し上げておきたいと思いますし、

先般、私は、シャミンキョウという新聞というか、広報ですかね。木部中学校の大井豊君だ

ったかな。彼が社会を明るくする広報を出しておいでになりますね。下森町長が会長でござ

いますかいね。その投稿記事の中に、木部中の、たしか名前はちょっと忘れて恐縮なんです



が、大井君という中学３年生が投稿しておりまして、それ何を書いたかと、「僕は木部が好

きだ」と一生懸命そうして書いた。しかし、しかし、中学３年生ですから、もう相当いろん

なことを考える年であります。残念ながら、人がおらなくなる。僕はこの町に住みたい。好

きだから住みたい。しかし、だんだん人口が減っていくというのが極めて──極めてという

ような言葉は使いませんが、寂しい。何とかならないものかということを案じておるという

ことを彼は、その投稿の中に書いておりましたが、まさに統計上は、もう何十年かすると、

本町は４,０００人規模の人口になるよという統計はありますが、定住対策やらもろもろ取

り組んでいただいております。そこに、全精力を上げていただきながら、そうは申しても、

産業振興というてもなかなか難しい。こういう高齢化、過疎化、限界集落、続出するけれど

も、それとともに生きる農村社会というのもやむなくではありますが、つくらないと、そこ

に住む我々は、町民は、非常に困るわけでありますから、鋭意そこに力を注いでいただきた

い。来年からは、前段申し上げたような施策も講じていただけるというお約束でありますの

で、何回も申し上げますが、４年間でありますから一気に集中して取り組んでいただきたい

ということを申し上げて、最後に町長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、各農協、それから、森林組合さん初め、各関係団体のトッ

プとのまた連携策といいますか、しっかり信頼関係を築いていかなきゃならんというふう

にも思っております。 

 先日も農協さんには経営状況説明会ということを開催をいただきまして、私ども町長以

下、副町長あるいは財政担当、農林担当課長、ＪＡからは、組合長以下、役員の皆様、そう

した方々にお越しをいただいてのいろんな話し合いの場を持ったところであります。 

 それから、森林組合につきましても当然私自身が森林組合の出身でもございますので、非

常に現組合長ともいろんな話し合いもしてきておりますし、各種総代会、そうしたものにも

必ず出かけて、信頼関係を築くことを念頭に置きながら頑張っているところでありますし、

また、農協組合長、森林組合組合長、そして、この益田圏域の首長が集まってのいろんな会

議も設けられておりまして、そこでのいろんな話し合いをする場、そうしたものも設けられ

ておるわけであります。 

 こうしたものをこれからも継続をしていきながら、またさらに連携策を深めていける取

り組みをしていかなければならないと考えているところであります。 

 それから、先ほど木部中学の子供さんの話も出ました。ちょうど私も昨日でありましたが、

日原中学校へお邪魔いたしまして、全３年生を相手に、先輩講話ということで１時間半程度

でありましたが、いろんなお話をさしていただきました。本当に目を輝かせて真剣に聞いて

くださっておりまして、そして彼らに、何とか津和野に帰ってきてほしいと。ただそのかわ

り我々も帰ってもらえるための環境づくりを一生懸命頑張りたいんだということをお約束

をして帰ってきたばかりでもあります。 



 そうした次世代の、本当に津和野町を担っていく、そういう皆さんのためにも、これから

頑張っていきたいと思っておりますし、当然、１期４年という中での考えに基づいておると

いうことは私自身間違いがないところであります。ただ、そうした時間がかかる部分という

のはどうしても４年だけを考えておってはすべてが、水の泡に帰してしまうこともある。そ

ういう中で、一つ一つを着実に進めているんだということも御理解をいただきたいと思っ

ておりますが、基本的にはそういう私の周り、支援者からも、次を考えるなというのは、悠々

言われておることでありますので、この１期４年ということを１つの目標に、一生懸命これ

からも頑張ってまいりたいと思っております。また、足りない点、そういうふうな点はしっ

かりまた御指摘をいただきたい、そのように望むところでもございます。どうぞよろしくお

願い申し上げたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  最後に、力強い、再度の決意をちょうだいいたしました

ので、今回の質問も、私の質問はまいたびまいたび、ところどころ手厳しかったり、お聞き

にくい、聞き苦しいような質問もあったりして恐縮でありましたが、お許しをいただいて、

与えられました私の一般質問を今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、１５番、沖田守君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  後ろの時計で１１時５分まで休憩といたします。 

午前 10時 58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 05分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序３、６番、岡田克也君。 

○議員（６番 岡田 克也君）  ６番、岡田克也でございます。それでは通告に従いまして

御質問いたします。 

 まず、第１番目の質問として、地域医療をどう守るかということについてお尋ねいたしま

す。私は、地域医療は住民生活の根本を支えるセーフティーネットだと思っております。出

産・子育てをするためには、産婦人科や小児科が不可欠だと思います。また、農業や林業、

建設業なども、万が一のときに外科や整形外科が地域にあることで安心して仕事を行える

と思います。また、内科や歯科や眼科があることで安心して日常生活を送ることができると

思います。当町には幸いにして、津和野町のことを大切に思っておられる医師の方々のおか

げで、眼科、歯科、内科、耳鼻科等の診療所があります。 

 また、津和野共存病院では単身赴任で勤務される医師や出雲から毎日通勤をされる医師、

そして津和野町を心から愛して、昼夜を問わず身を削りながら医療を守っておられる医師

の皆様のおかげで、昼夜を問わず２４時間体制の安心の医療が守られています。しかし、今



その私たちの生活を根本から支える医療が島根県西部では大変厳しい状況にあり、町民の

方々からも不安の声を多く聞きます。しかし、益田赤十字病院の産婦人科医師の退職に伴い

ましても、益田圏域全体での分娩受入調整を行わなければならなくなったその状況下でも、

医療関係の皆様方の迅速な対応のおかげで、津和野町内の妊婦の方々におかれましては、７

名の常勤の産婦人科医が勤務されている山口赤十字病院の産婦人科に受け入れていただく

ことが決まったとお聞きしております。 

 このようなさまざまな地域医療を取り巻く現在の厳しい状況のもとにおいても、医師並

びに医療関係者の皆様は、粉骨砕身して津和野町の医療を守っていただいておりますが、体

力的にも精神的にもぎりぎりの状況であると思います。津和野町の医療を守るためにさま

ざまな面で支援が必要だと考えます。津和野町の医療を守るためには、町長はどのような支

援を考えているかお尋ねします。 

 また、昨年１２月議会において、「医師、看護師住宅についても早急に整備を行う」と答

弁がありましたが、現在までの具体的な検討内容及び進捗状況についてお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、６番、岡田議員さんの御質問にお答えをさせていただ

きたいと思います。 

 地域医療をどう守るかという御質問でございます。津和野町の医療は、議員御指摘のとお

り、医師不足、看護師不足を主因として厳しい環境にありますが、現在勤務いただいている

スタッフの皆様の献身的な御努力によって支えられており、深い敬意と感謝を申し上げる

次第でございます。こうした皆様の負担軽減を少しでも図りながら、津和野町の医療を維持

していかなければならない病院開設者としての責任を感じておりますが、そのためには今

後も医療スタッフの確保に向けた取り組みをさらに進めていかなければならないと考えて

おります。島根県との連携を深め、「赤ひげバンク」を活用した医師確保にさらに取り組む

とともに、本町と縁故ある医師のピックアップ、働きかけを強化してまいりたいと考えてお

ります。看護師確保につきましても、昨年と同様、広島県や岡山県を初めとした県外へのＰ

Ｒ活動を本年度も行ってまいるとともに、迎え入れるための環境整備も行ってまいります。 

 昨年度から始めました奨学金制度では、今年度１名の医学生から申し込みをいただき、看

護学生では本年５名の申し込みをいただいて、昨年と合わせ７名の方に御利用をいただい

ておりますが、今後もＰＲに努め、さらに実績を積んでまいりたいと考えております。 

 また、医師の負担軽減を図るため、非常勤医師の確保のための取り組みも講じているとこ

ろでございます。そのほか、より快適な労働環境を整えるためにも、財政の許す範囲で施設

改修を順次進めていかなければならないとも考えております。さらには、橘井堂は行政とと

もに津和野町の医療・介護を支え、町の人は橘井堂を支える。つまり町の人から理解され支

えられていると感じられる、そんな相互に信頼される関係がなければ、本町の医療・介護の

将来はないと考えており、シンポジウムの開催などを通して、そうした関係構築のための取

り組みについても行う予定でございます。 



 また、医師、看護師住宅の整備につきましては、現在、住宅の建設場所等を含め橘井堂内

部で検討をしている状況でございます。その結果を踏まえて、町と橘井堂で協議する予定で

ございます。なお、設計管理委託料及び工事請負費に係る予算につきましては、９月定例議

会において御審議をいただきたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  それでは再質問を行わせていただきます。 

 先般、松江市において地域医療の支援会議が開催され、島根大学病院の小林病院長が御出

席され、益田圏域では下森町長が出席されたとお聞きしております。その会議の中でこの県

西部、益田圏域の地域医療を取り巻く大変厳しい状況に対して、対策や今後の取り組み等に

ついて話がされたのか、その内容についてお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  先ほど御紹介いただきました、その支援会議でございますけれど

も、お名前も挙がりました小林教授を初め、県内のいろんな病院関係者のトップ、さらには

私どものような、それぞれの圏域の、代表して首長が入り、そのほかいろんな関係者で構成

をされておる、当然県のほうも健康福祉部等が入りまして進めておる会議でございます。前

回の会議についての内容をということであります。ちょっと日程についてはいつ行われた

かについて調べておりませんので、正確なことがお答えできませんけれども、議題としまし

ては大きく３つございました。 

 まず、１番目は、現在島根県のほうで地域医療再生計画というものをつくって、さまざま

にこの地域医療に対する支援を講じておられるわけであります。今回国のほうでも経済対

策等もありまして、その資金を拡充してつけるということにもなりました。それを拡充分に

ついて、現在島根県がどういう策がとれるのかというのを計画づくりをしているところで

ありまして、その点についての内容の説明と、それから国のほうも今、震災が起きましたの

で、いろんなまた動向もありますので、その動向との関連、そうした中での内容についての

お話があったという状況でございます。 

 それから、議題の大きな２つ目でございますけれども、島根地域医療支援センターを設置

できないかということでありまして、これはいろんな内容がありますけれども、大きくいい

ますと県内に定着をしてくれる、そういう医師を増やしていく、そのための取り組みをして

いくセンターになるかというふうに思っております。 

 それから、大きく分けまして議題の３つ目でありますけれども、御承知のとおり、県西部

の周産期医療が大変揺れている状況でありまして、ただこの問題はやはりもう県西部だけ

の問題ではなくて、将来的には県東部にもかかわる問題であって、島根県全体の問題として

もこの周産期医療を考えていかなければならない、そういう状況になっているということ。

それから、もう一つはやはり救急医療体制、これも非常に重要になってきておりまして、特

に麻酔科等の減少も非常に激しいという状況でありますから、この辺についても今後のこ

の体制づくりを考えていかなきゃならん。まあ、そういうことから、それらを検討する場を



別に県のほうで設けたいと、そういうお考えがあるということでありまして、その検討結果

を我々が出ておりますその支援会議のほうへ報告をして、またいろいろと議論もしてもら

いたいと。そういう流れの体制づくりをしていきたいんだというようなこと、そういう議題

であったかというふうに思っております。 

 詳しくにつきましては、まだまだ検討段階ということもございますので、内容は差し控え

させていただきたいと思いますけれども、大まかについてはそういう状況でございます。そ

してまたそれをとらえて、私も益田圏域の代表として、津和野町長として出ておりますので、

現状津和野町あるいは益田圏域のこうした医療の現状等お話をさせていただきながら、こ

の計画づくりに対してのいろんな意見等も出させていただいておるということも、あわせ

て申し上げさせていただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  今後、県と密接な連携をとりながら、この県西部、益田圏

域の地域医療の充実に向けて一層の御尽力をされますことを期待しております。 

 もう一つお尋ねすることでありますけども、現在、医療対策室は津和野庁舎の別棟の２階

にあり、地域包括支援センターは津和野庁舎の１階にありますが、医療現場と離れておりま

す。医師や医療スタッフとの連携や医療の現場の抱えるさまざまな課題に迅速に対応して

いくためには、医療対策室や地域包括支援センターなどは、例えば津和野共存病院内におい

て医師や医療スタッフなどと密接に連携しながら地域医療を守っていく、そのことが医師

や医療スタッフへの大きな支援にもつながるのではないかと考えております。執行部の考

えについてお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  地域医療対策室、それから地域包括支援センターの存在

場所の検討をされてはどうかという御質問であろうかと思いますが、現状は、議員も先ほど

お話されましたが、先生方の精神的なストレス、それから体力的な問題等、もうぎりぎりの

状況であることは私どもも認識しておるところであります。病院の開設者は町でありまし

て、その病院の運営につきまして橘井堂にお願いしておるわけでありますので、日ごろから

密接な連携というのは当然必要となってきます。現在の状況でもほとんど毎日電話でのや

りとり、それから事務長がおいでになったりしてすごく連携はしとるんですが、どうしても

離れておるということからより細かな連携というのが難しいという状況にあります。 

 それと包括支援センターにつきましても、ほとんど橘井堂との関係が施設入院しとって

退院してその後の状況がどうであろうかということ、それから要望活動についても密接に

連携が必要でありますので、これもどうか今の体制でいいのかどうかということになろう

かと思いますが、現在そういうことを踏まえまして、内部での協議は始めたところでありま

す。内部でそういう方向でいこうということが決定しましたら、また橘井堂とも相談しなが

ら、それから財政的なこともありますのでもろもろのことを協議しながら、また議員さんに



も必要な場合には報告、相談をしながら、そういう方向で今検討に入ったところであります

ので、またその時期がまいりましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  ただいまの御答弁をお聞きいたしまして、医師の方々も、

先ほども最初の質問で申し上げましたように、単身赴任や毎日遠方からの通勤、そしてある

意味、穴を埋めるような形で週末などはほかの医師がその分をバックアップをしたり、いろ

んな形で精神的にも体力的にもぎりぎりの状態であるわけであります。そのような中で、医

療対策室や地域包括支援センターが病院とますますの密接な連携をとりながらやっていく

ということは、医師や医療スタッフの、本当に支えにもなり、精神的な支えにもなっていく

と思います。ぜひそうしたことを検討されまして、地域医療が守られますことを心より念じ、

一番目の質問を終わらせていただきます。 

 そして、次に２つ目の質問であります。２つ目の質問につきましては、津和野町の文化施

設の活用についてであります。津和野町には、他の市町村に比較しても数多くの文化施設が

あります。日原天文台は全国でも波照間島に次いで全国で二番目に公害の少ない２４.４等

であり、環境に恵まれております。昨年の「ハヤブサ」ブームから、ことしは「ハヤブサ」

の映画の配給が始まり、第１回天文宇宙検定が１０月に東京と大阪で開催されることが決

まっており、天文ブームの大きな到来を感じております。 

 次に、開館１０周年を迎えた安野光雅美術館においては、安野光雅の絵本展の全国巡回展

が開催されており、去る２月から４月まで松江の島根県立美術館において開催されました、

山陰中央テレビ開局４０周年記念「安野光雅の絵本展」において、２万人を超える来場者が

あり、テレビや新聞等で大きく報道されました。安野光雅先生の作品は、アメリカやイギリ

ス、イタリアなど多くの国々で高く評価され、国際アンデルセン賞など数々の受賞を受け、

国際的に高い評価を受けておられます。 

 また、天皇皇后両陛下との関係も御関係も深く、まどみちおさんの詩を美智子皇后様が英

訳された「ザ・マジックポケット」「ふしぎなポケット」などの絵をかかれたり、天皇陛下

の講演や論文、インタビューなどが掲載されている「天皇陛下科学を語る」の書物の表紙な

どに絵をかかれたりされております。平成１５年に天皇皇后両陛下が御来町されたことも

安野光雅先生との御縁によるものと聞いております。そのようなさまざまな要因もあり、全

国で開催されています安野光雅絵本展はとても好評を得ているようで、延べ十数万人から

数十万人の方々の来場があると思っております。 

 また、来年１月には、森鴎外の生誕１５０周年をお迎えします。森鴎外先生は夏目漱石と

並び称される明治の文豪であり、森鴎外記念館もますます注目されると思います。そのよう

なさまざまな機会に津和野町の観光や農産物や特産物のＰＲができれば、またとない機会

だと思われ、来町者や入場者増による町全体の収入増にもつながると考えます。津和野町の

文化の向上にも寄与すると思い、また今回６月より社団法人化されました津和野町観光協



会との連携も大切だと考えます。津和野町内の文化施設各館の取り組みや今後の構想につ

いてお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  町内の文化施設の取り組みや今後の構想についてのお尋ねであ

りますが、まず、ことし開館１０周年を迎えた安野光雅美術館でありますが、通常の館内展

示のみではなくて、他の美術館やデパートでの展示、公開を積極的に行い、より多くの人に

観賞の場を提供するとともに、あわせて美術館の紹介や町の紹介等の情報提供をしていく

よう努力をしております。 

 おかげをもちまして、昨年からことし、来年に向けて朝日新聞社主催の「安野光雅の絵本

展」を初め、多くの館外展が計画をされております。その中にはデパート等での展覧会も含

まれていることから、商工観光課や観光協会と連携をとりながらＰＲの好機ととらえ積極

的に取り組みを行いたいというふうに考えております。 

 次に、森鴎外記念館であります。近年、教科書から消えていた森鴎外の作品が来年度の検

定教科書では５社が掲載をしておりますので、森鴎外への注目度が増すことが考えられま

す。森鴎外生誕１５０周年につきましては、現在実行委員会を組織して活動を展開しており

ますが、教育委員会といたしましても、森鴎外記念館が開館してから今日までの調査・研究

の成果をもとに研究者の方々の協力を得ながら常設展示の見直しを行い、来館者に喜ばれ

る施設にしたいと考えております。また美術館同様他の機関との連携も模索をしていると

ころであります。 

 次に、桑原史成写真美術館でありますが、先生の写真は報道写真が中心でありますので、

世界の状況把握という点では大きな影響があるというふうに考えております。今後は今ま

でのように展示のみでなく、撮影の動機や状況説明、写真技術の習得等、先生の講演会やト

ークトョー等を企画し、一人でも多くの皆さんに来場していただくよう努力をしてまいり

たいと考えております。 

 民俗資料館につきましては、現在町内２カ所の設置となっておりますので、将来的には１

カ所にしたいというふうに考えているところであります。郷土館、養老館等につきましては、

大規模改修に努めてまいりたいというふうに考えております。また、天文台の活用につきま

しては、安野光雅美術館にプラネタリウムがありますので、こことの連携を図りたいと考え

ております。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  それでは再質問をいたさせていただきます。 

 まず日原天文台からでありますが、県外在住の友人や知人などが来町された際に町内を

案内するわけでありますけれども、その来町された多くの方々から津和野地区の古い町並

みとともに日原天文台や安蔵寺山のブナの原生林、そして横道川の水の透明度、高津川の美

しさや高津川のアユやツガニなど、本当にすばらしい魅力を持った町だと、来町していただ



くその方々に絶賛をされております。津和野町はなぜもっと持っておる魅力をＰＲしない

のかということも数々お聞きするわけであります。 

 先般、畑迫地区において、ほたる祭りが開催されましたが、その、来られている状況を聞

いておりましても、毎年楽しみにして来られるという観光客の方々もたくさんおられるよ

うで、その方々は町内に宿泊して蛍バスを利用してほたる祭りに行かれるということもお

聞きしました。夜、開催されるイベントや施設については宿泊を伴う。そうすると津和野町

にも経済的効果が生まれると考えます。このたび津和野町観光協会においては「神々の国し

まねのおもてなしはじまる事業」として、「星に願いを」新ブランド創造事業を企画され若

い世代をターゲットとされた新しい観光の魅力を持つ、その日原天文台を中心としたその

プランが考えられておるとお聞きしております。その具体的な内容についてお尋ねいたし

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  「星に願いを」プロジェクトでございますが、現在ほぼ

企画が整った時点でございます。おっしゃいましたように、若い２０代から３０代の女性を

ターゲットにして、いわゆる「願かけ」プロジェクトといいますか、「願かけ」でございま

して、主にカップルでありますとかそういうふうな、願いを叶えてもらうところということ

で、日原天文台、星にもちなんで非常にロマンチックでもあるというようなことで、ここを

一つの、いわゆるパワースポットとしてこれから売り出したらどうだろうかということで

現在関係機関で進めております。これから主に、ほぼプロジェクト整いましたもんですから、

広告宣伝媒体を使いまして、これから宣伝をしていくということで、これは通年になります

けれども、特にお願いの札を書いていただいて天文台へ投函をしていただきにいらっしゃ

っていただくということでございまして、そういった意味でも現場のほうに出向いていた

だくことによって、また天文台の施設も改めて評価をしていただけるのではないかなとい

うふうに思っておりまして、特に旅館さん、そういったところにもこの、お札といいますか、

お願い札を置かさせていただくということで、広く町内のいろんな機関でこの事業をＰＲ

をしていきたいなというふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  津和野町観光協会の「星に願いを」プロジェクトにつきま

しては今お聞きいたしました。この日原天文台は、来られた方々から本当に喜ばれており、

また天文台そのものも観光協会とともにどのような取り組みをしていこうとされておるの

か、その点についてもお聞きしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  先ほどの「星に願いを」のことにつきましてつけ加える

御説明をしていただきますが、天文台に来られた若い方が星に向かって手をあわせて祈り

をされてたと、そういう光景を見たペンションの経営してる方が、これは何かいいアイデア



にならんかということで話が進みまして、先ほどの「星に願いを」のプロジェクトが発展し

てきたと聞いております。 

 観光的にはそういう方面からの天文台利用を進めていただきたいと思うんですが、もう

１点では、地元子供たちの教育の一環として天文教育を初め、観光教育をする場としてもう

一度見直していただきたいという思いがありまして、ケーブルテレビやその他を使いまし

て、広く天文台の存在価値を宣伝しまして、地元の子供たちにより多く上がっていただき、

田舎の思い出をつくっていただきたいと思っておりまして、そちらのほうでも努力してい

きたいと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  最初の質問の折にも申し上げましたが、天文検定なども行

われるということでありますし、「ハヤブサ」の映画なども上映されるということで、天文

学そして天文についての学びを行いたいという人もどんどんふえると思います。ぜひこの

津和野町にある、この日原天文台を活用しながら、そのことが文化の振興、また観光の振興、

そして地元の子供たちのよりよい成長の一助となりますように願いまして、この天文台に

つきましての質問を終わらせていただきまして、次に、安野光雅美術館についてであります。 

 先ほど、最初の質問で申し上げましたように、館外展が「島根県立美術館で２万人を超え

た」という報道が大きくされており、だれもが新聞、そしてテレビ等で見られたと思います

が、館外展の現在の状況等についてわかるところで御説明をお願いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  館外展の状況でありますが、２２年度の実績を御報告を申し上

げます。 

 一つは、教文館「ナルニア国」というふうなところ、東京の中央区にありますが、そこで

「安野光雅の数学絵本展」というのを２２年の７月１７日から８月いっぱい行っておりま

す。そのときの入館者数５,７７３人というふうな形であります。 

 それから、山梨県立美術館・山梨県立文学館共催のあれでありますが、「くじらぐもから

チックタックまで─小学校国語教科書に載った思い出の話原画展─」というのを２２年の

７月２５日から８月２９日行っております。このときの入館者数１万４９５人と。それから

産経新聞社が行っております「安野光雅が描く日本のふるさと奈良展」ということで２３年

の９月２２日から１０月の３日ということで高島屋の大阪店で行っておりますが、これが

２２年の９月です、２２年の９月から１０月３日までですが、３万８,２３５人ということ

であります。 

 それから朝日新聞の巡回展ということで、これも「安野光雅の絵本展」ということであり

ます。大体全部で７会場を予定しておりますが、今現在行っているのが１カ所２カ所という

ふうな形であります。残りについては今後の開催ということになりますが、まず皮切りに、

先ほどありました県立美術館、２３年の２月２５日から４月の１１日にかけて行いました

が、このときの入館者数が２万５,３１３人というふうな形であります。今年度に入りまし



て産経新聞「安野光雅が描く日本のふるさと情景展」というので、２３年の４月６日から１

１日まで１週間でありますが、行いましたが、これは東京の伊勢丹新宿店ということであり

まして６,６１８人の入場者数、それから朝日新聞の２会場目のものが長崎歴史文化博物館

で、４月の１６日から６月の５日にかけて行われました。このときの入場者数８,４８６人

というふうな、大体そういうふうな状況であります。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  ただいま御答弁がありました入場者数を計算しましても、

かなりの方々がその安野光雅の館外展に来ておられるわけでございます。最初の質問でも

申し上げましたが、そのところで津和野町の農産物や特産物、そして津和野町の観光のＰＲ

をすれば、宣伝広告費というのは大変かかるわけでありますが、そのような場所においてさ

せていただければ、また広告効果、そしてまた津和野町の効果が上がると思います。 

 そしてまた、ふるさとを遠く離れて住まれている方々にとりましても、津和野町出身の

方々がまたそのふるさとを身近に思い、そしてふるさとに誇りを持ち、ふるさと納税や農産

物、特産物の購買にもつながっていくと思います。それらのことについて、具体的にどのよ

うに今、館外展においてされておるのか、今後のどのように企画されていこうとしておるの

かお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  館外展のときには基本的に美術館が監修として立ち会うという

ふうなことになっております。そのときにその会場の一角をお借りをして安野美術館の館

報、それから町の観光パンフレット等を展示をしております。それからグッズも販売をする

ようにしておりまして、相当の販売額が出ております。今のところはそういうふうな状況で、

まあ、農産物等の展示はやっぱりなかなか難しいというふうな形で設置はしておりません

が、宣伝についてはそういうふうな形でパンフレット、ポスター等を掲示してグッズも現物

を置いて、それなりに宣伝はしていると思っているところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  それでは、商工観光課において、この安野光雅美術館の館

外展の連携について今取り組んでおられること、また取り組んでいこうとされておること

がありましたらお聞きしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  例えば、教育長答弁いたしましたが、ことし合計１万部

津和野のパンフレットを提供いたしております。箇所によりましては通年的にずっと置か

していただけるということでありますので、そういった意味でなくなったらまた補充がで

きるということで、通年的にＰＲをしていただける施設もおかげさまでできましたもんで

すから非常に喜んでるところでございます。 

 それから物販系でございますが、これも安野光雅美術館の職員とも先般、ちょうどお話を

したところなんですが、ああして百貨店等で行う場合は、やはりその百貨店にすれば物販と



の当然関係がございますもんですから、中には津和野の物販をやってほしいというふうな

申し入れも受けておるということで伺っておりますので、これにつきましては、具体的にそ

の場所でお話が出れば取り組みたいというふうに思っておりますし、この秋を予定してい

るところにも少しそういうふうな話があると伺っておりますので、これはまた我々のほう

も教育委員会と一緒に詰めをしていきたいというふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  ただいま商工観光課長のほうより、さまざまな取り組みに

ついてお話をいただいたわけであります。安野光雅美術館につきましても町の財政負担を

減らすためにも入館者増、そしてこのような形で、さまざまな場所でグッズの売り上げの収

益等が上がることは経営上にも大変プラスであると思っております。グッズの売り上げの

収益が数千万円にも上がると計算しておりますが、グッズの企画・作成についてどのように

今行っておるのか、そしてインターネットのホームページでは、そのグッズの紹介等は見え

なかったように記憶しておりますが、今後、そのグッズ等についてもまたインターネットの

ホームページやさまざまな形で売り上げることができれば、また収入増につながるのでは

ないかと思っておりますが、そのグッズの企画・作成についての内容について、お教えてい

ただけたらと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  グッズの関係でありますが、売り上げとしては、昨年の貸し出

し料とかいろいろ含めて３,９００万円ばかりの２１年度決算の状況でありますが、３,９０

０万円ばかり、で、商品仕入れが当然伴っておりまして、２,０００万円ばかりの仕入れに

なっておりますので、差し引き１,８００万円ぐらいの利益というふうな状況に２１年度決

算ではなっております。 

 一般的には、安野先生とあそこの職員が一緒になってどういう商品をつくるか、いうふう

な形で協議をしてそれを専門の会社で作成をして、それを仕入れて販売というふうな形で

あります。ただ特徴的なのは、複製画というふうな形で通常の絵よりも安い価格で販売をす

るものを作成をしております。で、これはあそこでカラープリンターを使って職員が独自に

開発をして、安野先生の許可を得て販売をしているというふうなものであります。これにつ

きましても年間でいきますと、１００万円を超える売り上げになるというふうに思ってい

るところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  美術館においても安野先生と共同してさまざまな新しいグ

ッズの企画、そしてまた作成も行われておるように思うことであります。島根大学病院にも

安野光雅先生の作品が多く購入されて、患者様の一つの絵画セラピーのような形でも活用

されておると思いますし、さまざまな形でまたこの美術館等が活用されますことを念じま

して、そして先般、桑原史成写真美術館に見に行ったことでありますが、東日本大震災の後

に現地に入られたその写真が展示されておったわけであります。桑原史成写真美術館はち



ょうど駅前の大変いい立地の場所にありますが、なかなかやはり入場料との関係もあり、私

はできることならば、例えば桑原史成写真美術館と安野光雅美術館、森鴎外記念館等の共通

入場券などを作成されましたら、桑原史成写真美術館から安野光雅美術館、そして森鴎外記

念館という人の流れがあり、そして地元の経済効果もあり、地元としても潤うんではないか

と考えております。その点について、また御検討されておるのか、また検討されていこうと

いうことがあるのかお尋ねします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  先ほどのちょっと答弁で１点漏れておりました。商品の販売に

ついては、一つは、顧客台帳といいますか、そういうふうな今まで購入していただいたお客

様のリストというふうなものはつくっておりまして、新たな商品開発をしたとき等はメー

ルを送って購入を促すというふうなやり方はしておりますが、ホームページについては今

は掲載をされてないというふうに思っております。今後、検討してまいりたいというふうに

思いますが、グッズの数がかなりの量がありますので、その辺の掲載の仕方というのに若干

工夫を要するかなというふうには思っておりますが、今後の検討課題というふうにしたい

というふうに思います。 

 それから共通の館券のことについてでありますが、これにつきましては町内の民間の施

設も含めて１０館本ぐらいかな、ちょっと数は忘れましたが共通の入館券というふうな形

で５館、４館かいね、それぞれ、どこに入ってもええというふうな形で枚数的にセットにし

て販売をしているというふうなことでありますので、そういった意味では、共通の入館券に

ついては既に実施済みというふうな解釈をしております。 

○議長（滝元 三郎君）  ６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  それでは、今申し上げました文化施設の活用がますます行

われ、そしてそれが地域の文化向上、また観光・経済的にも効果を及ぶように、そしてまた

その質につきましても、空調の補修料とかさまざまなものにつきましても一層の節約のお

願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、６番、岡田克也君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  後ろの時計で午後１時まで休憩といたします。 

午前 11時 51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 00分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序４、１４番、後山幸次君。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  それでは通告をしておきました件について、質問をさせ

ていただきます。執行部におきましては、明解なる御答弁をよろしくお願いをいたします。 



 まず、第１番目でございます。観光行政について、駅前駐車場整備の件でありますが、今、

観光もこの石見のほうも相当衰退してきております。日本全国観光地は悲鳴を上げておる

わけでございますが、これも東日本の大震災の影響であるわけでございますが、この観光客

の少ないときにいかに津和野の観光地に集客をしていくか、これは町民または行政も英知

を絞り、対策に当たらなければならない、このように思っておるところであります。そうし

たことで、津和野町には観光の一助としてＳＬが運行されております。これは大変、津和野

には本当、有利な運行であります。このＳＬが津和野に到着いたしまして、出発するまでに

約２時間余りの時間があるわけでございますが、その間にＳＬファンまた写真マニア、また

子供連れの多くの観光客が電車台のほう回ったり、駅の構内で、またホームでいろいろな写

真を撮りたいということでそういった場所取りを一生懸命されております。 

 そこで提案をいたしますが、大変、これからは暑くもなりますが、なかなか機関車の横へ

行って写真を撮るというのが大変難しいのでありますが、幸いに駅前の駐車場があるわけ

でございますが、これは現在、月極で駐車場として利用さしておられます。この駐車スペー

スを道路側のほうへ駐車をされて、線路側にフェンスがあります。そのほうに、何といいま

すか、ベンチでも置かれて休憩場所を設置してあげるというふうにすれば、また観光客が喜

ばれますし、大変その１時間２時間待つ間へよそへ行くわけにもいきませんし、そうしたベ

ンチでもあれば、また大変助かるんではないか、こういうふうなことを思ったわけでござい

ます。これは、実際にＳＬのファンからのそういった声も聞いて、私、この質問をさせてい

ただいておるところでございますが、そういったことを踏まえて、あそこの有効、駐車場を

有効な利用をされたほうがいいんじゃないか、まあ、教育長も知っておられますが、あそこ

はゲートボール場がありますが、あれも今は余り使用さしておりませんが、あれをつくった

いろいろな経緯もありますから、あれをすぐどうとこうとは申しませんが、あの横の今、町

が持っております駐車場、そこを有効利用させていただく、このように検討していただきた

い、このように思っておりますが、これについて御答弁をいただきたい。 

 ２番目に、ＳＬの案内標識でありますが、これは前にも私、議会で質問しておりますが、

その後、正直移転は大変難しいということで、新規にほんの小さな板が設置されております。

たしか４０センチの４５センチぐらいの板であったろうと思います。これも線路の下の枕

木のところに小さな標識が設置してありまして、私は、前に国宿にありました１メーター１

０ぐらいの大きな標識板、これが２枚あったわけですが、これの文字がですよ、わずか４５

センチの板に縮小されて設置されております。そういったことが、私、大変残念に思えてな

らんわけですが、まあ、課長さんも４月にかわられたんで、余り課長さんに苦言を呈しても

しようありませんが、今後さらに検討されて今国宿にある大きな板をこれは本当、石ででき

とるんですから貴重な板でありますんで、あねえとこへいつまでも放置しとかれるのはも

ったいないと思います。それをまた今のＳＬがある場所へ移設される気はないか、これにつ

いてお尋ねをいたします。 



 そして、あそこは今ボランティアが立てられたんか知りません、ベニヤの案内板がありま

すね。あれらはせっかくもう下にそういった板が、同じような板があるんですから、私は撤

去されるべきじゃないかと思いますが、どこが立てられたんかよくわかりませんが、課長の

ほうでまた検討されていただきたい、このように思っております。 

 以上、お答えをいただきたい。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１４番、後山議員さんの御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 商工観光行政についての御質問でございます。町駅前第二駐車場につきましては、現在月

極契約で運営をしております。現地は駅ホームに接していることから、ＳＬの見物や撮影な

どには最適の場所であり、御指摘のように、津和野駅ホーム側に契約車両が駐車しているこ

とから現在の状況は満足できる環境とはいえないと考えております。今回の補正予算でお

願いをしております観光費の町営駐車場等舗装工事におきまして、駅ホーム側フェンス沿

いに２メートルないし３メートル幅でのアスファルト舗装とベンチの設置などの対策を講

じたいと考えております。 

 次に、ＳＬの案内プレートについてでありますが、設置位置につきましては、車両の左前

側であり、見物される方の目に必ず触れるという意味では最適な配置であると考えており

ます。現在のプレートは縦３５センチ、横４０センチでございますが、サイズの選定に当た

りましては、見物される方のほとんどが写真撮影をされることもあり、カメラアングルに対

する配慮も必要であるとの判断から、高さも含め現状のサイズとなったものであり、そのよ

うな状況も含め御理解をいただきたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  さっそく舗装されて、それを観光客の写真撮影の場とす

るように努力するということでありますんで、大変ありがたいと思っておりますが、町長、

今言われました案内プレートの件でございますが、町長はさっき言われましたね、ＳＬの由

来の表示板であります設置位置が「最高の場所である」というふうに言われましたが、私は

決して最高とは思わんのですいね。線路の、動輪の下へ線路あります。そこへ砕石がありま

す。そこに設置してあるんですよ。そねんとこへ行って、外から何が標識板か、私は絶対見

えんと思いますが、町長さんと私の認識の違いかもしれませんが、もう１回見られて、これ

は再検討していただきたい、このように思っております。ご答弁はようございます。 

 次に、郷土館について質問をさせていただきます。津和野町の郷土館の老朽化、相当進ん

でおるわけでございますが、この郷土館も社会教育法第３条の目的を達成するために郷土

館を設置され、博物館法第３条の各項によって、事務が行われておるわけでありますが、せ

んだってもある観光客の方が共通入館料を払われて郷土館に入られました。そうしたとこ

ろ、大変異臭がして気分が悪くなり、退館されたとこのように申されております。原因につ



いては、多分床板に腐食防止のための防腐剤のクレオソートか何かが塗布された経緯があ

るのではないかというふうに私は思っております。 

 また床の板もぎしぎしと本当に音がいたしまして、まず美術展示館とは想像しがたいほ

どひどいもんであります。また、トイレも含めて改修の時期に来てるんではないか、このよ

うに思っておりますが、前に老朽度調査を実施されていると思いますが、どの程度になって

おるのか、結果についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  御指摘の件につきましては、そういった情報が入った時点で私

も現地確認を行いました。その結果、恐らく郷土館の床に塗布した防腐剤の影響ではないか、

いうふうに判断をしたところであります。郷土館の本館につきましては、合併前に教育委員

会の事務局が置かれていたころから防腐処理のために防腐剤が塗布されておりますが、少

なくともこの１０年間ぐらいは塗布の記録がないということでありまして、現在塗られて

いるものはそれ以前に塗布されたものであるというふうに考えております。 

 また、合併前に老朽度調査をしておりまして、そのときの指摘では、床はもちろんであり

ますけれども、主には内装修繕を計画する場合は、柱とはりの修理・補強や耐水平力補強を

検討することが望ましいというふうな結果をいただいております。今後は、昨年度策定しま

した歴史文化基本構想や現在策定中の教育ビジョンにのっとり、国や県の補助を得られる

よう協議しながら、津和野町の歴史文化の中心的な施設と位置づけ、同じく老朽化が進んで

いる養老館の整備と一体的に進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  教育長の答弁をいただきまして少しは安心をいたしまし

たが、入館料を払って見学して、こういった、お客さんから、本当、ひんしゅくを買うよう

な言葉を聞かれないように、今後早急な解消の計画をしていただきたい、このように思って

おります。御答弁はよろしゅうございます。 

 次に、町営バスの運行についてお尋ねをいたします。４月より運行されております町営バ

スも、利用客からいろいろと苦情等が私どもにも来ております。まず、第１番目に、木部線

のバスが──このバスは大型バスで２９人であります。これは車検証を確認したところ間

違いありませんが、この２９人乗りのバスは座席が１８しかありません。それではあとの１

０人は立ったままの状態で運行されるわけでございますが、まあ、毎日毎日が満員とは限ら

ないと思いますけど、そうは申しましても、やっぱり患者の多いときには立っておられると

いうことは、大変カーブ等曲がるときには危険と思われます。そういう声も、乗務員の方か

らも聞いております。そうした観点で、今、吹野方面よりデマンドが四本松で木部線に接続

して、その後は帰るまで待機の状況にあると聞いておりますが、このデマンドを津和野まで

の運行はできないのか、経費の問題等いろいろあるとは思いますが、そういういろいろの声

があるので１回見直しをされる時期ではないか、このように思っておりますが、これについ

てお伺いをいたします。 



 また、岩瀬戸地区については町営バス運行に関する条例では、第４条関係の運行路線・運

行区間でのこれは表記がされてないわけでございますが、第一交通の営業タクシーとして、

デマンドとしてのこれは中国運輸局の許認可がおりたら実施されるというふうに聞いてお

ったんですが、そういった判断のもとに運行路線に表記されていないのか、またこの岩瀬戸

地区のバスの許認可はいつごろになるのか、現在までどのような状態になっておりますか、

これについてお尋ねをいたします。 

 続いて、町営バスの事故処理についてお尋ねをいたします。今回起きました事故では、乗

客は乗っていなかったことが本当に幸いであったと思われます。この事故が発生したのが

４月の１３日でありましたね。そして、新聞が報道されたのが５月の１２日であります。執

行部がこの事故報告を議会全員協議会に説明されたのが６月の７日であります。そして、そ

の３日後の６月１０日の新聞に警察署より運転手は車内にいたと指摘され、町は再調査を

され、８日に島根運輸支局に報告に、過りがあったと連絡をされたようでありますが、町は

近く内容を修正された報告書を同支局に提出するといった、このような状況であります。全

くお粗末な限りであります。事故が発生して１カ月後に新聞報道、そして２カ月後に我々全

員協議会に町長不在のもとに発表されました。５月にも全員協議会はあったわけでござい

ます。余りに町執行部は議会を軽んじてはおられませんか。もっと早く、こういう事件・事

故があったときにはやはり議会にも早急に知らせていただくべき、このように私は思って

おりますが、これについて、町長、どのようなお考えかお聞かせをいただきたい。 

 また、津和野町には地域公共交通会議というのが設置されてあるようでございますが、た

しか構成員は８名と思われますが、今回このような事故のあった場合には、こういった会議

に諮られるのですか。そういった会議は全くこういう事故等には関係がないのか、この津和

野町地域公共交通会議というのはどういう役目を果たしているのか、お伺いをいたします。 

 また、今回の事故におきまして、金額は町の保険で対応されると思うわけでございますが、

全額保険で適用されるのか、まだ修理とかラッピングやらいろいろの費用かかると思われ

ますが、これについての見積書がもう既に出ておるのか、それが全部保険で対応できるのか、

それについてお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、地域振興行政に関する御質問に対して、お答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 本年度４月より運行開始しました町営バスの木部線は現在２９人乗りバスで運行してお

りますが、座席数は１８席しかなく、乗客が１８人を超えた場合は立っていただかなければ

ならないこととなります。このことから、運行開始日以降の乗車状況を調べてみたところ、

今月１５日までの７６日間で１８人を上回る日が１２日ありましたが、いずれも駅行きの

上り便で下り便では１日もありませんでした。搭乗車が多い日を調べてみると、津和野共存

病院の整形外科が受診できる月曜と金曜日や年金支給日である偶数月の１５日という特定

される日がほとんどでありました。この路線の利用者は高齢者が多く、立った方がおられた



ままの走行は運転手にとっても気遣いが多くなると聞いており、改善方法を検討中であり

ますが、対応の一つとして木部線と野中線の駅方面行きがほぼ同時刻に横瀬を通過するこ

とから、横瀬以降のバス停におられる方は野中線に御乗車いただくよう勧める方法が考え

られます。最近では、乗客の御判断で後続のバスに乗られていると聞いており、５月２１日

以降で１８名を超したのは３日で、いずれも１名増となっております。 

 また、吹野路線のバスを駅行きとして走行した場合の試算をしたところ、月曜と金曜日の

週２日運行で、年間委託料が約６０万円程度ふえると予測をしておりますが、実行するには

地域交通会議等の可採や手続を踏まなくてはならず、いましばらく乗車傾向を調査しなが

ら、検討していきたいと考えております。 

 続いて、町営バスの事故処理についてでございますが４月１３日に発生をした町営バス

の転落事故に関しましては、事故調査等が徹底しておらず、新聞紙面上に間違った情報が掲

載されるなどし、おしかりと御心配をおかけしていることをおわびをいたします。その後、

中国運輸局、島根運輸支局に対しても事故報告の訂正をさせていただきました。今後このよ

うな事故が発生してはなりませんので、委託事業者に対して運行管理を適正に行い、事故が

起こらぬよう指導していく方針であります。 

 また、万が一、事故が発生した場合は徹底した事故状況の把握をするよう指導をしたいと

考えております。なお、御指摘のように全員協議会等で議会への報告がおくれましたことも、

私のほうからも重ねておわびを申し上げる次第でございます。そのほか細かい点につきま

しては、担当課長のほうから御説明をさせていただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  議員の質問の追加で岩瀬戸への交通については、公共交

通についてはどうするかという御質問がありましたが、議員のおっしゃるとおり、デマンド

タクシーという方法で日浦地区それから商人地区をカバーしていこうということで、タク

シー運行に関しましては、津和野エリアでは第一交通がございますので、第一交通を指名し

まして諸手続をしておるところであります。で、現在のところ島根運輸支局のほうに関係書

類を送っておるんですが、先日も差しかえ資料を求められておりまして、まだ許認可がおり

てない状況でありまして、それがいつになるかは今のところまだわかってはおりません。で

も余り遅くにはならないだろうということは聞いております。で、その認可がおりましたら、

デマンドタクシーとしてそのエリアのコースをカバーしたいと思っております。 

 それから、地域公共交通会議でございますが、路線等の変更に関しては地域公共交通会議

にかけるということが言われておりますが、事故をその会議で審議しなければならないと

いうことは現在のところ聞いておりません。そのことはお伝えしておきます。 

 それから、保険のことでありますが、この保険に関しましても、今、町村会のほうの保険

で対応ということで、事務手続を進めておりますが、いまだ結論が出ておりません。今回の

事故はバスの転落とあわせてバスの引き上げ時に起こった事故の２つの事故が重なってお

りまして、その辺がいろいろ保険のほうでも慎重な審議が必要だということを言われてお



りまして、まだ結論は出ておりません。ただ先日の全員協議会の中でも申しましたように、

全額出ない場合には委託事業者に負担していただくということが契約書に出ておりますの

で、その辺はまだ結果が出ないと申し上げることができない状況です。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  それでは営業行政に質問させていただきます。 

 アンペルマンについてでありますが、町営のバスのラッピングがたしか６種類ぐらいあ

るというふうに私は思っておるんですが、まず１つ目は、ドイツの歩行者信号用のマーク、

アンペルマン、またアンペルウルですか、このマークが使用されておりますね。そして２番

目に、日原天文台、稲成神社、教会、それから鷺舞、ＳＬの蒸気機関車、これらがすべてデ

ザインされておるわけでございますが、これについての著作権や登録商標の問題等につい

て、また色彩については町の景観条例に抵触してはおりませんか。これはどのように調べて

おられますか、お答えをいただきたい。 

 また、ラッピングの委託先はどこにされておるのか、これを決定されたのは、このラッピ

ングを使用しようというふうに決定されたのは営業課で決定されたんですか。どの課で決

定されたのか、それについて御答弁いただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  営業行政に関する御質問でございます。 

 町営バスにラッピングをしておりますアンペルマンは、ドイツベルリンのデザイン会社

であるアンペルマン社が考案した人気キャラクターであります。したがいまして、本来はラ

イセンス料が発生するものでございますが、今回の当町の使用に当たっては、津和野町がベ

ルリン市中央区と姉妹都市提携を結んでいること、また、まちづくりの一環での利用であっ

て営利を目的としていないことなど特別の御配慮をいただき、無料で使用させていただい

ております。 

 また、アンペルマンの色彩が町の景観条例に抵触するのではないかとの御質問でござい

ますが、バスは動産でありますので、対象外となります。しかし、にわかに津和野の町に出

現したキャラクターであるため、当初は津和野の町並みにマッチしたものかと思われた方

も一部にはあったかと思いますが、町営バスとして他の車との見分けがつきやすいとの御

意見も多くいただいており、また津和野とベルリンを結ぶにふさわしいキャラクターであ

り、対外的にも当町の認知度を高める素材の一つとなっておりますので、総じて受け入れて

いただいていると認めているところでございます。 

 なお、ラッピングの委託先につきましては、アンペルマン社のデザイン承認が必要であり

ますので、日本の正規代理店であります東京のアナザー・ビー社に発注をいたしました。な

お、委託先等の決定ということの課のお話でありましたけれども、バスの購入自体は地域振

興課等で行っておるわけでございますが、このアンペルマンとの交渉等につきましては、営

業課のほうで行わさせていただいているということでございます。 



○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  町長は１月にベルリンを訪問されております。その際、

区長と対談にあわせアンペルマン本社に訪問をされておりますね。このように町長の報告

にはあったわけでございますが、そして町長は、「アンペルマンがベルリンと津和野町の民

間経済交流を生む可能性を見出した」と、このように報告をされております。そして１月の

２６日に我々臨時議会において、補正予算で町営ラッピングが、委託料が３００万円が計上

されたわけでございますが、ラッピングの委託先がアンペルマンの正規の代理店アナザー・

ビーであれば、１月に訪問された時点で既にこの委託先は決定をされていたというふうに

思われるのでございますが、それに間違いはありませんか。 

 また、アンペルマンやアンペルウルのラッピングは、これ以外であれば町内の業者でも対

応できるわけでありますが、これはやはりアンペルマンのこういった関係でこの会社がも

う専売特許とっておられるほかの業者では使用できないの、これはわかっておるんですが、

これを外してでも、津和野町内にはラッピング業者もおるんですよね。そういったとこにも

ひとつ声をかけてやっていただきたかった、どうでも、その町長言われますようなアンペル

マンの信号機が津和野町に設置はできないわけでございますから、ただその絵をシールし

て張るだけのことであるわけですから。町長、私もラッピングを張った車を見ましたが、外

部から見まして、何かマンモスがバス襲っとるんじゃないかというふうな、私は見えてなり

ませんでした。また、町民からもそういった声も聞いております。また乗客された町民の方

も中からシールが張ってあるんで外が見えない、そういったことも皆さんが申されており

ますが、余り、あのラッピングがいい評判ではないように私は聞いておりますが、まあ、町

長はお尋ねしても、あれが悪いとは絶対言われんとは思いますが、どのように、率直な考え

で、もっと、裏へ張ってあるアンペルマンのマーク、もうちょっと小さくして張られんのか、

その辺のとこはどうでございますか。 

 それから、アナザー・ビー社ですか、これに請負をさせておられるわけですが、ラッピン

グの金額はどのぐらいで、入札というか、これは独占でありますようけ、見積もりで随意契

約みたいにされたんと思いますが、金額は何ぼでされておるのか、お聞かせをいただきたい。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、１月にドイツ訪問しまして、アンペルマン本社行ったこと、

これは事実でございますけれども、そのときにもう委託先が決まっておったかという、そう

いう御質問でございますけれども、それは決してないわけでありまして、初めて私もそこの

社長とお会いいたしまして、そのアンペルマンというものを、どういうものかというものを

しっかり自分の目で確かめてきたということであります。それがまた津和野のほうへ活用

していけるものかどうかということを社長とも話をしながら、また社長の企業理念ですと

か、それからアンペルマンがどういう思いで、まあ、非常に社会的な思いを持っていらっし

ゃるわけでありますが、そうしたお話等聞いていきながら、この方なら町としてもしっかり

またいろんな面でおつき合いができる方だということを確認をして帰ってきたと、で、その



後のまた動きの中でこういう委託先というのが決まっていったということでございます。

契約関係のこう細かいことにつきましては、また担当課のほうから御説明をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 で、まあ、デザインの評判の話でございますけれども、私は当然いいデザインだというふ

うに思っておりまして、むしろあれぐらい大きいほうがよく目立っていいというふうにも

思っております。今回、そのアナザー・ビーさんの御好意もありまして、これもちょっと詳

しいところはまた担当課からお知らせしてもらおうと思いますが、町内の小学校に環境教

育をしており、アナザー・ビーさんがそのアンペルマンを使ってグッドイヤーさんという大

変大きな企業と提携をされておりまして、それを飛行船を飛ばして環境の大切さというの

をこのアンペルマンつながりで事業の中に取り入れてやっております。 

 それから、もう一つは、これは私の思いとして、私の思いというか、これから町としてや

っていきたいということでありますが、このアンペルマンをやはり子供さんたちをまずは

中心に、町民全体のこの交通安全意識を高めていくような、そういう取り組みにつなげてい

きたいと、信号機からのデザインでもございますので、そういう面でその環境教育のときに

も、子供さんたちにもそうした教育の、交通安全のこともお話をさせていただいております

けれども、そうした中で、常にこのバスが通る、そしてあのアンペルマンを、デザインを見

ることによって、子供さんたち、当然町民の皆さんにもですが、交通安全を守らんにゃいか

んと、そういう、こう、常に意識づけができるような、そんな思いも持っているというよう

な取り組みの中で目立つようなデザインにさせていただきました。 

 それから、もう一つ、例えば稲成神社さんですとか、鯉のデザインとか、そういうものも

コラボレーションする形のデザインさせていただいたわけでありますが、これもやはり一

つは、このアンペルマンさん通して観光振興というものにつなげていきたいとそういう思

いが持っております。実際この、これは今までの議会でも申し上げてきてるところでありま

すが、実際、アンペルマンのキャラクターというのはＨ.Ｉ.Ｓさんという大変大きな旅行の

代理店が一つ以前に取り上げていただいております。 

 それから全日空さん、今もうキャンペーン終わったかもしれませんが、実は国際線のキャ

ンペーンでアンペルマンを、キャラクターを使っていただいているわけであります。（「簡

潔に」と呼ぶ者あり）はい、済いません。（発言する者あり）そういういろんな思いもあっ

て、ああいう、そういうことで取り組んでいるということで御理解をいただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  御質問のありました中で、事業者の関係でございますけども、

当初３００万円で契約をいたしましたけども、１台ふえた関係で最終的には３３０万円プ

ラス消費税ということでございまして、１台当たり５５万円という契約を行っておるとこ

ろでございます。 



 それから、期間的なもの等につきましては、１月に２７日に契約をいたしまして、３月の

２０日前後に終了ということで、先ほど御質問のありました中で、このラッピング加工につ

いては町内でというようなこともございました。確かに言われることも考えられる部分で

はあろうかと思いますけども、全体の中の一連した企画とかデザインといったものは、まあ、

なり、それからこのステッカーの制作というようなものはこちらの業者さんでできるわけ

ではございませんし、そういった向こうとの協議の中で、そのデザインが決まるまでの期間

というのは結構要しました。そういったことがありまして、一括して発注するほうが有利で

もありますし、そういったことで今回は加工まで含めたもので発注したものでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  もっとアンペルマンのことをお伺いしたいんですが、時

間がないんでまた次に聞きますんで。 

 次に、総務財政行政についてお尋ねをいたします。今回、法心庵の跡地のことをまた申し

上げるんでございますが、長年廃墟と化していた法心庵の住宅が解体されまして、本当に１

段階の工程が終わったというふうに思っております。今後、２段階の工程計画として分譲霊

地としての検討をしていただきたい、このように提案をしたいと思います。この跡地の面積

が、正確な面積は町の台帳があってわかると思いますが、約６４８平米ぐらいあると思われ

ます。こういったところ、標準の墓地をつくろうと思ったときには３.２４平米が大体墓地

の１霊地と聞いております。というのは１.８掛ける１.８の面積が大体墓地の１霊地という

ふうに聞いております。それを少し余裕を持って２.５メーターの２メーターぐらいにして

５平米ぐらいにしても、これを１霊地と計算いたしまして、さらに縦横に１メーターぐらい

の参道を５本ずつ通したとしましても、約、この土地の中に８０霊地ぐらいの確保ができる

わけでございます。まあ、それは厳密にいえばもっと多ゆうできると思いますが、この土地

を共同霊地としての構想はできないものか、このような提案であります。 

 蕪坂川の改修工事は墓地の移転先がないために、県も中断されておるわけでございます。

これは、建設課長も既成同盟会の会長と県のほうへ要望に行かれた経緯もあるわけですか

ら、こういったことを踏まえて、この蕪坂川がまた改修が完成すれば、付近住民の安全確保

のためにも、また災害の不安を払拭されるためにもこの墓地の確保は必要不可欠であるわ

けであります。蕪坂川の早期完成に町としても最大の協力をしていただくことを強く要望

するわけでございますが、これについてどのようなお考えかお聞かせをいただきたい。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、町営の法心庵住宅におきましては、平成２２年度で解

体予算を認めていただき、繰越事業とはなりましたが、今年度４月に解体が完了したところ

でございます。その跡地につきましては、町道等の進入路がない場所であり、現段階におい

て町営住宅建設の計画もないことから、町としても遊休地の処分にもなりますので、改修工

事に協力できるよう県と協議をさせていただき、御提言のとおり公募し、分譲していくこと

も考慮し、検討してまいりたいと考えております。 



○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  次に、建設行政についてお尋ねをいたします。 

 まず１番目に、道路維持業務についてであります。委託業務についてお尋ねをいたします。

大変、今日あたり公共事業費の削減が近年続いております。６月議会の一般会計の補正予算

を見ましても、道路新設・改良費においても、社会資本整備総合交付金削減のために町道６

路線の事業費が見直されております。これが９,２１２万５,０００円も減額でこのたび計上

されるわけでございます。また、橋梁点検委託料にしましても４００万円が減額であります。

津和野町の今、橋梁も本当に調査しておかなくてはならない時期に来ておるわけでござい

ますが、こういった減額によりまして、国・県・町の土木事業費の本当削減によりまして、

建設業はますます衰退していっております。また廃業に追い込まれるところもあるわけで

ございます。 

 こういった現状の中、今年度事業の委託料、法人でありますシルバー人材センターと締結

をされております、約７９５万１,０００円ですか。また津和野町は、この人材育成事業費

の補助金といたしまして、平成２１年度には８２０万円、２２年度には６７０万円、２３年

度には６７０万円の補助金を出しておられます。毎年多額の補助金を受けている団体がこ

ういった事業に参入しますと、民業を圧迫する恐れがあるわけでございますが、公共事業の

減少の折、再考されるべきではないか、このように思っておりますが、町長のお考えをお伺

いをいたします。これからまだまだ除雪関係、そして除草関係、そういったいろいろな工事

が出てくるわけでございますが、これについてどのようにお考えか、お聞かせをいただきた

いと思います。 

 もう１点、町道奥山線の道路復旧についてでありますが、これは、平成１５年度に直地の

簡易水道事業の工事に重機搬入に伴い、路肩が軟弱なために崩壊の恐れがあるということ

で施工された業者がごとうの鉄板を１０枚を敷設されております。そして、水道工事を完成

されたわけでございますが、この敷鉄板はその後町が買い取られて、現在もそのまんま敷い

てあるわけでございますが、いつまでも敷鉄板で置かれておるということは大変危険なわ

けでありますが、早急な復旧が望まれますが、これをどのように思っておられますか。 

 また、ここは同じ場所にのり面崩落防止対策の請願が平成２１年１２月提出されており

ます。これも、経済委員会も採択しまして、復旧に対して現時点はどのようになっておるの

か、あの当時では測量費からいろいろ工事費が多額になるかもわからないということです

ぐ積算に入ってみたいというふうに課長からのお話もあったんですが、現在までの進捗状

況はどうであるのか、少しは前に進んで災害復旧ができそうなのか、まだそのまんまなのか、

その点についてお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、道路維持業務委託に関する御質問からお答えをさせて

いただきたいと思います。 



 シルバー人材センター事業は、我が国の急速な高齢化の中で発案された新しい就業シス

テムであります。それは高齢のため現役をリタイアし、雇用関係でない何らかの就業を通じ

て自己の労働力を活用し、それによって追加的な収入を得るとともに、みずからの生きがい

の充実や社会参加を希望する高齢者に対して、地域社会の日常生活に密着した臨時的か短

期的またはその他軽易な仕事を組織的に把握して提供する高齢者の自主的な団体でありま

す。したがって、この事業は次の理念のもとに運営をされております。 

 まず第１に、地域の高齢者が自主的にその生活している地域を単位に連帯して、ともに働

きともに助け合っていくことを目指しておられます。第２には、高齢者の就業を促進するこ

とにより、高齢者自身の活動的な生活能力を生み出すとともに、その家族や地域社会に活力

を生み出し、ひいては地域社会の活性化につなげることを目指しておられます。第３には、

働く意欲と能力を持った高齢者であればだれでも参加の道を開き、自主的な組織参加と労

働能力を発揮することにより、豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による生きがいの

充実を図ろうとするものでございます。そのような理念のもとに活動されている組織であ

り、当町においても趣旨に沿った幾つかの事業を委託等しているところでございます。御指

摘の道路維持業務委託についても、その一環の事業と位置づけておりますが、具体的には津

和野・日原両地区での年間で１日２名ずつを配置した町道パトロール、愛護団のない地域の

草刈り作業、側溝の土上げ等、軽微な維持管理、緊急時の作業人夫雇用等が主な業務内容で

ありまして、今後も民行とのバランスを十分に配慮しながら委託をしてまいりたいと考え

ております。 

 続いて、町道奥山線道路復旧に関する御質問でございます。町道奥山線の当箇所におきま

しては、地元並びに関係者の皆様には御迷惑と御心配をおかけしているところでございま

すが、きょう現在までのところ、現地の調査設計測量を終了し、のり面につきましてはネッ

ト処理、路肩につきましてはブロック積み等での施工を考えているところでございます。今

後、現場はＪＲの近傍地でありますので、ＪＲとの施工協議を踏まえて設計業務、工事費決

定後に予算措置を整えてまいりたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  シルバー人材センターのことについてお尋ねをいたしま

すが、もう私もシルバー人材センターに御厄介になるような歳になっております。余りシル

バー人材センターのことをとやかく言いたくはないですが、町長、よく聞いていただきたい。

シルバー人材センターですから、こういうことが民間の草刈り、植栽、その他軽微な作業を

町の中でいろいろやっておられます。これについては、私は本当いいことをされるなと思っ

ております。町長、さっきの答弁の中に「緊急時の作業人夫の雇用等が主な業務内容である」

というふうに答弁をされておりますが、シルバーの組織体制で緊急時に対応ができると判

断されておりますか。私は町長のこの言葉に本当に疑義を感じておるわけでございますが、

今後は建設業やその他民業を圧迫されるようなことのないようにひとつ配慮していただき

たい、このことを強く望んで、私の質問をおきたいと思います。町長には、大変懇切丁寧に、



クールビズでありますのに、町長一人頑張って正装して御答弁いただきました。まことにあ

りがとうございました。 

 以上で終わります。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、１４番、後山幸次君の質問を終わります。 

 それでは、後ろの時計で２時５分まで休憩といたします。 

午後１時 53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 05分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序５、１２番、小松洋司君。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  それでは、通告に従いまして御質問をさしていただきま

す。 

 聡明な皆様方を前に、このようなお話から始めて大変申しわけございませんが、通常、第

一四半期と申しますのは４月から６月まででございまして、したがって第２・四半期は７月

から９月、第３は１０月から１２月、第４は来年の１月から３月までということになってお

ります。 

 津和野町のホームページに今掲載されております公共工事の発注予定工事件数は、この

第１・四半期、６月末で、あと１０日ばかりで終わりますが、これが件数が９件ございます。

昨日も確認をいたしましたが、この件数は変わっておりません。 

 そして、入札結果を見てみますと、４月２５日に入札が行われた、これは繰り越し分でご

ざいましたが、日原保育園の改修工事、５月２６日に簡易水道の測量調査業務と町道の測量

設計業務。いわゆる測量調査業務が２件でございました。 

 工事関係では、道路の維持管理で津和野工区と日原工区とこの２件でございました。 

 ところが、一般質問を通告後６月１７日に下水道管の敷設工事１件と同じく下水道で現

場業務技術委託、それと旧堀庭園の保存管理計画平面図作成業務この２件が入札されたよ

うでございます。そして、今月の２７日には、津和野中学校の屋内運動場の耐震補強工事と、

同じく３０日には、また測量設計業務が２件入札が予定されておるようでございます。 

 町でよくお聞きするわけですが、「とにかく景気が悪い」と、「やっぱり建設業にお金が

回らんと、私らはやっていけん」と、こう言われる方が多数いらっしゃいます。言われる方

は、ほとんどが建設業に直接関係のない自営の事業主さんでございます。釈迦に説法と言わ

れるかもしれませんが、本町にとって公共事業はほんとに大きなウエートを占めておりま

す。一日でも早く発注し、地域にお金を回してもらいたいと思います。 

 そこで、発注予定の９件のうち、先ほど申し上げました保育園、下水道管、津和野中学校

の屋内運動場以外の、とりあえず町道関係４件について現在どのような状況になってるか、

それからまずお伺いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、１２番小松議員さんの御質問にお答えをさしていただ

きたいと思います。 

 ２３年度発注予定の公共工事に関する御質問でございます。 

 現在、ホームページ上で公表しております公共工事の発注見通しにつきましては、今年度

４月から行っているもので、総務財政課において調査し、取りまとめを行った上で掲載して

いるものでございます。御質問の発注予定の状況につきましては、下水道関係では６月１７

日に入札を執行しております。 

 町道関係につきましては、社会資本整備総合交付金事業として当初予算に計上させてい

ただき、設計、積算を行い、発注準備を進めていたところでありますが、国からの内示額が

減少する旨の通知があり、現在内示額に応じた事業の見直しを行っているところでござい

ます。当初の発注予定では第１・四半期に発注予定としていましたが、国・県等との調整が

ありましたので、再度積算等を行い第２・四半期の早いうちに発注をしたいと考えていると

ころでございます。 

 教育関係につきましては、２件とも設計業務を発注しており、現在受注者が設計を行って

いるところであり、設計図書の引き渡しがあり次第早急に発注をしたいと考えております。 

 このことにより、現在入札執行分の工事につきましては、すべてホームページを更新して

掲載しておりますので、御確認をしていただければと思っております。 

 また、ホームページにつきましては、総務財政課において各担当から集約した工事案件を

確認後、営業課へ送りホームページに掲載するという流れとなっております。 

 なお、御質問の中で、この２７日入札予定の津和野中学校屋内運動場の工事等に関する入

札の御紹介があったわけでありますが、御承知のとおり２７日が議会定例会最終日となり

ましたので、日程を変更しております。念のため、この場で訂正をし、御報告をさしていた

だきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  ただいま御答弁いただきましたが、私が尋ねたのは町道

関係４件についてお伺いしたのでございますが、教育関係さらには云々と、すべて私がこれ

からお聞きしようかというようなことまでお答えいただきまして、このたびのルールが一

体何だったのかと、私も今思っているところでございます。 

 そこで、お伺いしますが、このたび補正で７,０００万円ちょっとの補助金が減額されて

おります。社会資本整備総合交付金、これが当初予定していた額を大幅に下回ったというこ

とについては、どのようなことが原因かお聞かせ願います。 

 わかりませんかいね。どういうことが起きて、大変申しわけありません。当初見込んでお

った予定の補助金額、これが国よりの内示が大幅に減少したと、その原因は何かということ

でございます。端的に申しますと、当初の見込みが大幅に誤っていたのか、それともいわゆ

る大震災の影響でそういったものが影響がここまで起きたのかというようなことでござい

ますが、いかがでしょうか。 



○議長（滝元 三郎君）  建設課長。 

○建設課長（伊藤 博文君）  この件につきましてですが、例年、前年度に概算要望という

ものを県のほうに、来年度はこういう事業にこれだけほしいというような概算要望という

ものを出して、県と協議をして、それで、県が、それじゃあその要望について、これこれ来

年度つけましょうということで新年度予算に計上しておりましたが、新年度になりまして

県全体に配分される社会資本整備総合交付金自体の全体の枠が落ちたようでございまして、

その関係で、津和野町だけではありませんが、島根県全体にそれなりの減額の内示が来たと

いうことでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  当然、本町だけということではなかろうかと思いますが、

若干甘かったかなというような気もいたします。 

 先ほど、既に教育関係とか何とかを答えられましたのであと聞きようがないんですが。実

は、ホームページを見てみますと、発注見通しに対して、先ほど２時間前でございますが、

１,９５７件のヒット数、入札結果については１,５８１件のヒット数がございます。これの

ヒット数については、当初、本年の４月からかそれともホームページを立ち上げてから以後

のものか、ちょっとお聞かせ願います。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  ただいまの御質問ですが、多分４月１日からこのホーム

ページに掲載していますので、当初３月の終わりに当課が情報を把握したのが二十五、六件

ばかりですので、今のところ初めて発注日として載したのがそれだけしかありませんので、

多分今までのがすべてヒットしたんじゃないかと思われます。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  そうすると、ホームページを立ち上げて以降から全部と

いうことになると、年間で大体２００件ぐらいですか。いずれにしても、それだけの数の方

が、業者が、この発注見通し等とかそういったものを見てアクセスをして、それぞれその工

事関係を情報を得たいと思っておられますので、先ほど申し上げた第１・四半期の発注予定

の工事が設計等がすべて終わりましたら、早目にいついつ、今度は第２なのか第３なのか、

そういった情報を早目に出していただきたいと思っております。 

 それでは、続きまして、２番目の小水力発電についてお伺いをいたします。 

 ３月１１日の東日本大震災、３カ月を経た今でも９万人を超える方々が避難所生活をし

ておられるとお聞きしております。改めて、被災者の皆様へのお見舞いを申し上げるととも

に、一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。 

 その３月１１日の地震と津波でございますが、これはどなたが聞かれても、これはまさに

天災でございます。福島第一原発の事故は、地震と津波が引き起こした、これは人災と言っ

てもほんと過言ではありません。 



 イタリアでは先日国民投票によって脱原発路線が決定し、ドイツではもともと脱原発路

線でございましたが、現政権が原発推進へとかじを切っておりました。ところが、福島の事

故を受けまして、二、三十年をかけてまた脱原発へと再びかじを切ろうとしております。 

 ところが、我が国におきましては、浜岡原発は菅首相が停止要請をしたものの、その他の

原発につきましては海江田経産相が安全宣言と思えるような発言をいたしまして、地元住

民や地元自治体から反発を受けております。 

 国民の多くは、原発から再生可能な自然エネルギーへの転換を考えるようになっており

ます。本町におきましても、太陽光発電施設の設置については補助事業を設け、その推進に

取り組んでおりますが、その他の自然エネルギー、例えば風力や水力等についてどのように

お考えでしょうか、このことをお伺いします。 

 また、一緒にお答えを願って、もうどうしようもありませんので、ついでに次もお伺いし

ますが、水力発電につきましては、以前、小水力発電に関しまして適地調査等を行われまし

たが、その後調査後の状況等はどうなのか、あわせてお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、小水力発電についての御質問にお答えをさしていただ

きたいと思います。 

 近年、化石燃料の枯渇期限が示されたこと、また地球温暖化の進行を危惧することなどか

ら、自然エネルギーの普及や脱化石燃料のための対策を講じてきているところでございま

す。３月１１日の東日本大震災により被害を受けた福島第一原発事故をきっかけにますま

すエネルギー問題がクローズアップされており、今後自然エネルギーへのシフトが世論と

なり推進されていくものと予測するところでもございます。 

 議員御指摘のとおり、本町でも補助制度を設け、太陽光発電施設及び高効率給湯機の設置

に対し補助金を支給しており、またなごみの里の温浴施設にチップボイラーを導入して、化

石燃料を極力使わないための施設の導入をしております。 

 津和野町では、平成１９年に省エネルギービジョンを策定、平成２１年度に新エネルギー

ビジョンを策定しており、津和野町地域における新エネルギーの可能性調査を行い、風力発

電や中小規模水力発電の可能性試算等も行っているところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  調査をされましたが、その後、現在その調査によって適

地があったのかないのか、済いませんがお答え願います。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  この調査は、平成２１年度の新エネルギービジョンの策

定の際に、町民の方々から何名かを抜粋さしていただきましてアンケート調査したもので

ありまして、その内容につきましては、「町内で風力や水力に利用できそうな場所を御存じ

でしたら教えてください」という調査であります。これをもとに、水力が利用できそうなと

ころとして、旧左鐙発電所が１３件、笹山５件等々のアンケート結果を得ておりますが、い



ずれにしてもすぐに取りつけるというわけではなくて、今後の対策の資料にしたいと思っ

ております。 

 ただ、今益田広域全域で総合特区の申請をしておりまして、この中にはエネルギー対策と

いう項目が入っておりまして、小水力発電を何カ所かをその事業に盛り込んでいこうとい

う考えもありますので、その中にこのアンケート調査が生きてくるものと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  そういうふうに結果が出ておると、それで、ある程度適

地も挙がったのではないかということでございますので、今後計画に基づいて新エネルギ

ービジョンを策定されるということでございますので、先ほどの総合特区等とのもとに、で

き得るならば推進していってもらいたいと思っております。 

 それで、さらに、自然エネルギーを利用して発電した電気につきましては、現在自分たち

が消費した残りいわゆる余ったものは、電力会社が買い取るというふうになっております

が。太陽光発電については、結構高価な価格で買い取られると聞いておりますが、今後水力

や風力こういったものを推進していくための、これらをせめて太陽光発電あたりの価格に

上げるというような動きが出てくると思いますが、このような事態が起きたとき、町として

はどのように対応されるか。もし、お考えがあれば、これとあわせてお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  現在、太陽光発電につきましても、昨年から比べますと

売電価格というのが下がった状況でありまして、この売電価格というのが設置に対する意

欲が沸くか沸かないかのボーダーラインになってきていることは確かでありまして、これ

らが、国のほうの基準がもっと上がるような方向にしていただけるよう、それから水力に対

しましても風力に対しましても、同じように設置するほうが設置したいという流れになる

ような方向に、我々も声をかけていきたいと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  ぜひ、こういった自然エネルギーを利用した発電が普及

するように御努力をお願いしたいと思って、この質問を終わります。 

 ３点目でございます。広報紙とＣＡＴＶの関係についてお伺いいたします。 

 昨年度の機構改革で、いわゆる活字媒体による広報広聴活動は営業課へ、映像あるいは聴

覚等による広報活動は地域振興課と、この広報活動といいますか事業を２課に分けられた

わけでございますが。まず、最初、この分けられたその意図といいますか意義を最初にお伺

いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、広報紙とＣＡＴＶとの関係についての御質問でござい

まして、お答えをさしていただきたいというふうに思います。 



 この広報活動が営業課と地域振興課、２課に分かれたということでございますけれども、

この広報活動を分けるということを念頭に課を分けてそれを振り分けたということではご

ざいませんで、営業課には営業課のそれぞれ目的がある。それから、地域振興課には地域振

興課の役割がある。それぞれの役割をそれぞれ整理をしてみたときに、ここの広報広聴活動

は営業課が広く外に出てやっておりますので、そちらのほうへ役割を与えたほうがいいん

ではないだろうかということ。それから、もう一つのいわゆる映像関係とかそうしたところ

でありますけれども、あるいは聴覚という御表現もいただいておりますけれども、こうした

部署、関係につきましては、御承知のとおり特にケーブルテレビ関係は吉賀町との共同の取

り組みということにもなってまいりますので、そうしたところからこの地域振興課の役割

のほうに残したほうが、またより効果的でもあろうと。そういう考え方の中で、結果として

こういうふうな２つの課に分かれていると、そういう状況であります。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  お伺いしますと、そんなに大意はないと、たまたま営業

課が外へ行くので、そういったところで云々と。それから、地域振興課のほうは吉賀町との

関係だというようなことでございますが。営業課の広報係と地域振興課ＣＡＴＶ係といい

ますか、先ほど吉賀町とのこともありましたが、郡の事務組合、このＣＡＴＶ係についてお

伺いしようと思っておりましたら、私がこのことについて一般質問の通告をした後、何日か

の日に、「イベント・講演」こういったコーナー、あるいは「カレンダー」こういうコーナ

ーに情報が掲載をされ始めました。ないよりはあったほうが当然いいわけでございまして、

このあたり両方の課で協議があったのかないのか。そのあたりからお聞きしたいと思いま

すが、よろしく。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  議員のおっしゃるデジタル自主放送の１１チャンネルの

データ放送における暮らしメニューの中にある「イベント・講演」と「カレンダー」という

ところであるんですが、ここへの入力作業が実はこれまでされてきておりませんでした。こ

れにつきましては、まずもっておわび申し上げます。 

 これは４月より運用が開始された自主放送におけるデータ放送の項目でありまして、ほ

かの項目は一生懸命入力しておったんですが、この２つについては入力作業が怠っておっ

たということでありまして、先日入力するようにと。で、議員がおっしゃられるようにカレ

ンダー部分は広報で使っておるカレンダー内容を掲載するようにと。それから、イベント・

講演につきましては、テロップ放送にもイベント・講演の情報出てますので、そういったも

のを抜粋して、ここのボタンをクリックすればすぐわかるようにそのような書き込みをし

ておくようにというふうに、こちらのほうから指示しました。ただ、イベント・講演のペー

ジにつきましては、ちょっとソフトの構築のほうでちょっとミスがあったようで、最近それ

を改善されたんだと思うんですが、その辺で掲載もおくれたことをおわびしたいと思いま

す。 



 現在のところは、そういう形で入力ができるようになっておりまして、先ほどの広報とケ

ーブルテレビの関係は、以前は情報化検討委員会というのを内部組織で持っておりまして、

各課から１名ずつの委員を選出いただきまして、毎月公報掲載内容それからケーブルテレ

ビ掲載内容等について協議をしておるんですが、最近その辺の詰めが余りされてないとい

う事実もありまして、その辺の情報化検討委員会の定期的な開催も、今後は進めていくよう

にお願いしたいと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  ４月から立ち上がったんだけども、今まで入力作業をし

てこなかったというようなことでございますけども、何かそれでやったところ、何か不備が

あったというようなことでございますが。本来的にはこういったものは、物が入ったときに

すぐチェックをかけるのが建前と思いますけども、今までそのままできたというのはどう

いう気かと思っております。 

 それと、これは一言、もう一つ言っておきたいと思うんですが、津和野町斎場は何という

名前か、町長さん御存じでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  大変恐縮でありますが、正式名称ということになると、ちょっと

正式なお答えとせにゃいけませんので自信がありませんけれども、津和野町斎場そして通

称しらさぎ苑というふうに理解をしておりました。また違うようであれば、これは正式名称

を問われておりますので、きちっとお答えをする責任がありますので、また調べて訂正があ

れば通告さしていただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  なぜ、私が今唐突にこんなことをお聞きしたかといいま

すと、そのケーブルテレビの施設という一覧があって、一番下にその他というとこがあって、

たまたまそこをあけますと、「津和野町斎場」とあって、あとクエスチョンマークが５つ並

んでるんです。ずっとです、私が気づいてから今日までずっとそのままです。名前があるも

んなら名前を入れられたほうがいいんじゃないかと思って、あえてここで申し上げました。 

 それでは、次移ります。ふるさと納税についてでございます。 

 ふるさと納税につきましては、前段の議員さんの中でもちょっと出ておりましたが、今年

度も１５０万円が当初で予算化されております。ふるさと納税をされる方々はいろいろで

ございます。振り込みをされる方あるいは直接役場に御持参くださいます方、いろいろでご

ざいます。 

 これからお話しすることは、私の知人のことでございますが、たまたま５月の連休に帰省

をされましてふるさと納税をしようとしたところ、役場が連休でございますんで休業日だ

ったということで、私の家は役場の近くだからということで、私のところに「この額をふる

さと納税をしたいので今後役場が始まったら持ってってくれんろうか」と、こういうふうに

言われて帰られました。それで、私は、多分、たしか５月６日であったかなと思うんですが、



そのときに営業課のほうへ出向きまして、「これこれこういう方がふるさと納税をするんだ」

ということで、受け取っていただきたいということで持って行きました。それで、また、た

またまことづけた後町を歩いておりましたら、私に託された方に、そこまでおられましてた

またま出会ったもんですから、「これは、実はあんたが自分で持って行ったほうがまたええ

んじゃないか」ということで、本人さんに出向いていただきまして、本人に手続をしてもら

いました。 

 このように、町外に出ておられる方で５月の連休やら年末年始あるいは今度はお盆等が

ございますが、帰省されたときにふるさと納税を申し出られる可能性のある方はおられる

と思います。せっかく、申し出られても役場等が休みだということでお帰り願うのもどうか

と思いますので、ぜひ日直等で受け取りの処理ができるようにしてもらえないかと御提案

申しあげる次第でございます。埋火葬料等は日直で処理しておりますので、そう難しい問題

ではないかと思いますが、よろしくお願います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、ふるさと納税に関する御質問に対してお答えをさして

いただきたいと思います。 

 ふるさと納税は、津和野町を応援してくださる方々からの御好意でありますので、土日祝

祭日を利用して帰省された場合等においての御寄附も考えられる事例であると思います。

これまでは、そのほとんどが郵便振り込みであり、事例としてはわずかだとは思いますが、

制度の充実拡大を図るためにも御寄附してくださる立場に立った受付体制はつくっておく

必要があると考えております。 

 今後、事務取扱の確認を急ぎ、対応してまいりたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  前向きに対応したいということでございますので、ぜひ

とも実現をお願いしたいと思っております。 

 次に、最後でございますが、公民館についてお伺いしたいと思っております。 

 今年度から日原地域におきましても常勤の主事が配置されましたが、確認の意味で、最初

にこの常勤主事を配置された公民館についてお伺いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  日原地域の常勤主事を配置した公民館は、左鐙公民館、青原公

民館、須川公民館、枕瀬分館の４館であります。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  左鐙、須川、青原の各公民館と枕瀬分館について常勤主

事を配置されたということでございますが、私が記憶しておるのは、当初常勤主事を希望す

るという公民館につきましては、その旨を申し出なさいと、そうすると公募によって主事を

決めるということでございましたが、どうもお聞きしますと最終的には地域推薦というこ



とでございました。公募から地域推薦となったいきさつはどういうようなものであったの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  今回の常勤主事の配置につきましては、昨年１２月に館長・主

事会において希望するところにつきましては配置をしたいと、人選につきましては地域推

薦でお願いをしたいというふうに話しております。その中で、「どうしても推薦できない場

合は公募もあり得るか」との質問がありましたので、「どうしても地域として推薦する方が

おられない場合は、最終的には公募という方法も考えられますが、公民館活動は地域の様子

を理解されてる方が望ましいというふうに思いますので、できる限り推薦でお願いをした

い」というふうに答えているところであります。 

 それから、２年前に公民館の館長・主事につきましては、もともと津和野地域は、公募と

いいますか行政のほうから直接お願いをするというふうな形をとっておりましたが、日原

地域が自治体等を通じて推薦でやっているというふうなことでありまして、そこでは当初

の考え方を若干変更して地域推薦で人選をしていただくというふうな形で、２年前のとき

にその地域推薦というのを始めております。したがいまして、今回もその方式をそのまま採

用したというふうなところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  そうしますと、現在町内においては、私が思うには、ま

ず非常勤館長と常勤主事がいる館、それから日原公民館ですか、これは常勤の館長で非常勤

の主事、それからあと非常勤の館長と非常勤の主事がおる。この３種類があるというのは間

違いございませんか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  館長につきましては全館非常勤です。で、他は、常勤の主事が

いるところの館長と非常勤の主事がいるところの館長とでは勤務日数に制限をつけていま

す。主事については、常勤の公民館と非常勤の公民館があると、そういうふうな、したがい

まして２種類というふうな考え方でとらえております。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  館長は全員非常勤だということですが、それで種類的に

は２種類ということでございますが、私のところへいろいろ入ってくる話でも、７月から、

先ほど３公民館と１分館について常勤主事が配置されたが、その評判というのははっきり

言ってよくありません。一体何をするんかというようなことでございます。そういった評判

でございまして、ここで教育委員会として、今後この町内の公民館を、こういったばらばら

と言うちゃなんですが、２種類あるようなこういった公民館の像あるいは公民館の体制を

どのようにしたいのか。もし、そこにお考えがあればお伺いしたいと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 



○教育長（斎藤  誠君）  公民館は、地域住民のための学習や文化活動の場、人々の生活

の課題解決を助けをする場、他の専門的な施設や期間と住民とを結ぶ場、また仲間づくりの

場というふうに考えておりまして、地域の住民が気軽に出入りをするためには、常時公民館

が開館されていることが必要というふうに考えております。 

 現在の少子・高齢化の状況から地域活性化の拠点となる公民館の果たす役割は、今後ます

ます重要になるのではないかというふうに考えているところであります。 

 こういった考え方でおりまして、基本的には全館について主事の常勤化は図りたいとい

うのが基本的な考え方であります。ただ、人口等の推移等もありますので、現行の公民館を

そのまま存続するかと、どうかということについても検討の一つの材料であるというふう

には考えているところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  最終的には全館常勤の主事を置きたいということでござ

いますが、現在のそういった主事さんの任期はたしか２年と思いますが、それに間違いござ

いませんか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  現在の館長・主事さんの任期は本年の４月から２カ年というこ

とであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  ２年でその任期を終えるということでございますが、一

度こういったそういう常勤の主事ということで２年間の雇用をいたしますと、なかなかそ

の３年目に、「それじゃあんたはええわ」ということにもなかなかなりかねると思いますが、

そのあたりについては、その２年後の更新等について十分な検討等を行っていただきたい

と思っております。 

 公民館については、まだまだいろんなことを申し上げたいと思いますが、本日はこれで終

わります。ありがとうございました。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、１２番、小松洋司君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  それでは、後ろの時計で３時５分まで休憩といたします。 

午後２時 49分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時 05分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序６、５番、道信俊昭君。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  ５番、道信でございます。 

 まず、最初に国の予算編成に対してという題目で行いますが、これは町民の方からある事

業というか企画の相談が私にありまして、その内容を聞いておりますとかなり壮大なもの



だということで、既存の状態の中では決してお金が出てくるようなものでもないし、どうし

たらいいかなというふうに思っておりました。 

 それで、現在この５月、６月というのは、国にとったら予算編成を取りまとめるという時

期になっております。来年度、２４年度の予算を、国はこの５月、６月で各課の課長は、い

ろんな県とか町村とかから取りまとめをしております。その中に、先ほど私が言いましたよ

うなことが盛り込めないかなと、これはぜひ町長として、そういうものを取りまとめていた

だくには最適な仕事ではないかなということがありましたんで、町村会とかほかのもろも

ろがあると思うんですけども、そういうことを伝えなければならないと。町長は官僚とか国

会議員にアプローチをして、この津和野町のやりたいことを実現するために奔走されると

は思うんですけども、奔走されていると思うんですけども、ただ東京で奔走するだけでなく

て、これを実現するためには、その中身というか実現するための体制というか、これが役場

の中にその仕組みがないと、ただ行ってお願いしますだけでは通用しませんので、それを実

現する方法とかもっと具体的に言えば、ここにたくさんの課長がおられますが、一体どの課

がこういうようなことをするのかなということを、私としても、じゃあ、一体、これ、どこ

へ話をしたらええんかいなということがありましたんで、まずはこの質問と。ぱっと考えた

のが、営業課じゃないかなというふうにちょっと考えておりましたんで、具体的な課をちょ

っと言って申しわけないとは思うんですけども、このあたりをぜひお答えいただきたいと

思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、５番、道信議員さんの質問にお答えをさしていただき

ます。 

 国の予算編成に関する御質問でございます。 

 国の予算獲得に対する地方さらには津和野町としての訴え等については、県町村会や過

疎地域対策協議会を初め各種団体を通して行っているところであり、そのほかにも１年を

通しての各種要望活動や国会議員との懇談会等、さまざまな機会を通してお願いをしてい

るところでございます。 

 こうした従来からの手法については今後もさらに行って行きたいと考えておりますが、

その一方で、政権交代後国に対する要望活動の方法が変更されていることや、地方分権そし

て地域主権のさらなる進展を踏まえ、国関係者に対する新しい訴え方についても独自につ

くり上げていくことの必要性を認めているところでもございます。 

 現在、全国の同規模町村を対象にネットワークを構築する協議会、先ほども申しました

「ささつな自治体協議会（仮称）」でございますが、この立ち上げを進めているところでも

あり、その協議会に東京のＮＰＯ団体の協力を得ながら、首都圏を中心とした企業のＣＳＲ

活動、大学生の社会貢献活動などを取り入れたまちづくりシステムを構築する方針であり

ます。そうした取り組みを通して、地方分権そして地域主権時代にマッチした国からの信頼



を勝ち得るような実績を積み上げ、地方の実情や要望など我々の主張を、説得力を持って訴

える仕組みづくりを行ってまいりたいと考えております。 

 以上申し上げてきた取り組みを企画し、現在の取りまとめを行っているのが営業課であ

り、新しい試みとしてぜひとも成功に導くべく、今後も鋭意努力してまいりたいと思ってお

ります。 

 なお、先ほど議員さん御質問の中でおっしゃられたそうした御提案等についても、具体的

な中身は、私はまだわかりませんけれども、それもこうした取り組みの中に入れていけると

いうことも可能性としてはあるんではないかと思っておりますし、そういう観点からも窓

口は営業課になってくるだろうと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  ある意味、下森町長が一番やりたいことじゃないかなとい

うふうに思うわけですけども。私が自分でいろいろ勉強していくときに、県に聞いたりとか

することがあるんです、よく。その中で感じたのが、これは私の感じです。これまでの県の

位置づけっていうのは、ある程度町に対して、こうしなさい、ああしなさいというようなこ

と言ってたんじゃないかなと。それで、今までの答弁等々があったときに、県がこう言うた

とかというニュアンスのことが私には感じられたようなことがあったんですけども。この

ときに、これがガラッと変わったなという感じがしたのは、県としてはそういうようなこと

はしないというような旨の県の人の話があるんです。それが、何でかなと思ったら、「地方

分権一括法」っていうこの法律っていうのは、非常にそういうところでは今のような指導的

なことをしないんだなと、権限も持たないんだなというふうな感じがしました。それで、と

いうことは、なおさら町の力が試されると、町の力でいろんなことをやっていかなければな

らないということに、私は感じたんです。そのときに、今おられる皆さんが、いかに企画し

そしてこういう国の人たちとの折衝をしてお金をそこから引っ張ってこれるかということ

が、これから大いに試されてきたなというのを実感として持ちましたので、それをちょっと

添えておきますけども。 

 で、もう一つのこの中の質問は、ちょっと具体的になりますけども、「取りまとめ」とい

うこの言葉がちょっとよくわからないんです。営業課が取りまとめるというのは、普通我々

が提案していったことちゅうのは、どの課がどういうふうにするかっていうのはよくわか

らない。で、その取りまとめるというのは、営業課が、これとこれとこれとは、どこどこの

課ですよというふうに案内するのか、あるいは営業課が中心におって、チームを組んで、担

当の課が主幹として動くのか。このあたりの仕組みが、ちょっと私には具体的にわかりにく

いところがありますので、そのあたりどっちかなというのをちょっと教えていただきたい

と思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  まず、先ほど申し上げた中での言葉としての取りまとめというこ

とでありますが、これはあくまでも全国の協議会をつくる、それを今企画してるのが営業課

であり、取りまとめを行っているのが営業課と、それを指して使った言葉でありまして、こ

の協議会をつくるために現在東京のＮＰＯ団体との交渉をしたり、それから場合によって

はほかの町村との交渉もしたり、そういうこともやっておるわけでありまして、それを指し

て取りまとめを行ったということでございます。 

 御質問でもありますけれども、いろんな課をときに取りまとめていくということも当然

営業課の役割としては持っているかというふうにも思っているところでありまして、それ

はもう前者も後者も時と場合によって臨機応変に対応していくということになろうかとい

うふうに思っております。後段の御質問にも出てきますけれども、今度歴史的風致維持向上

計画、これも今回営業課が担当するということになっておりまして、ただ、これは、これま

では教育委員会が関連する計画をつくってきております。それから建設課にも協力をいた

だかなきゃならないもんでありまして、そうした、まさに各関係課を取りまとめて、営業課

がこの風致計画を今つくろうとういうような流れになっております。それは例えばの話で

ありますが、そうした状況でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  今のお話ですと、ケースバイケースだということと受け取

っていいんですね。それで、走り出したばっかりですから私もこれ以上突っ込んで聞くとい

う気はないんですが、そのケースバイケースをするときに多分不都合なことも出るとは思

いますので、ぜひそういうようなことを役場の中で話し合うと同時に、我々にもわかる形の

ものをぜひ途中でも教えていただきたいと、このように思います。 

 次が、藩校養老館についてということですが、まず最初に通告していたことで、通告をま

ず申し上げますけども、これ教育長部局になるんですが、この藩校養老館というのは、教育

的な視点とそれから観光客を相手にした視点と、それから、もう一つ町内に住む町民、この

視点、３つの視点があるんです。私自身は、もうどの視点も一応用意はするんですけれども、

今回冒頭には教育長部局での視点で質問を始めようと思います。 

 併設型中高一貫教育学校ということで設置しようとしているコースに、ここにあるんで

すけれども、ここに設置科目と「あすを拓く」っていうことで、この中に「養老館コース」、

「コース名養老館は、津和野藩の人材育成のために創設された藩校に由来します。藩校養老

館は云々」と書いてあるわけで、非常にこの養老館というものを教育の柱にしたいと、キャ

ッチコピーとして使いたいいうふうにしてお知らせがあるわけですけども。しかし、このキ

ャッチコピーを使うにしては、皆さんも御存じのように今の養老館の内部は、資料館ともう

一つは倉庫いうことで、これが堂々と中高一貫のキャッチコピーの養老館コースだという

ような形には見えないというのが、私のまず１つ目の疑問と。復元のための資料がないなら

──あっ、あそこは、じゃあどういうふうにして復元したらいいのかということを私も調べ

てきましたら、実際に資料がないんです、具体的な。武術の関係のものだということはわか



ってますが、じゃあどこにどういうふうな形で板が張ってあってどうだっていう資料がど

うもないと。それならば、これが県の指定の文化財であるわけですから、県と協力して、あ

そこをもう一度、先ほど言いましたような養老館コースにふさわしい状態に持っていける

のかということを共同で策定したらどうかということは、まず教育長部局の質問です。 

 それから、次ですけども、平成２０年に「歴史まちづくり法」というのができております。

歴史まちづくり法の活用とここにあるわけですけども、これはパンフレットですから、この

パンフレットをずっと読んだりあるいはインターネットを調べていくと、今保存してある

ものをどのように活用していくかっていう、こういうことがこの歴史まちづくり法の内容

でございます。この歴史まちづくり法っていうのは、いかに活用するかということの大前提

として、教育委員会がここに「津和野町歴史文化基本構想保存活用計画書」というもの等々

を、これだけの分厚いものを、しっかりとしたものをつくっております。これをベースにす

れば、歴史まちづくり法っていうものが、きちっとしたものがすぐにでもできるんじゃない

かというふうに、私は素人ながらというか、考えまして、この歴史まちづくり法の中身をず

っと読んでいきますと、やはりいかに活用するか、保存から活用へというところで、この法

律から町並みの計画を立てていくと。その中に、当然、これは地域とか地区とかもろもろも

あるわけですけども、今の養老館だけにちょっと絞っていきますと、養老館が斜めになっと

るとかっていう、何か倒れそうかどうかちゅうようなこととか、先ほどの内部をきちんとし

たものにすると。旧に復していきながら、町民が活用でき観光客がああすごいなと言われ、

それで、先ほどの中高一貫の養老館コースにふさわしいものになっていくというものとし

て、ぜひこれをやってもらいたいと。こういうときにはお金の問題が出るわけですけども、

この法律に基づいて、そして歴史的風致維持向上計画というものをちゃんと出せば、これを

認定申請すれば、そうしたらそれに対してのお金が、町並み環境整備事業、私が調べた程度

ですから、深くはちょっとあんまりあれなんですけども、これが当たってくるんじゃないか

と。そうすると、計画を、もうベースはあるわけですから、ここに。このベースを生かして

この法律に入っていって計画を立てて実行していくということで、あの養老館はそれぞれ

の観点から非常にいいものになっていくっていうことを私が思いまして、ぜひこれをやっ

ていただきたいと。 

 それで、具体的なことになるんですけど、これは国交省が出しておりますから、要らんお

世話ですけども、普通、担当課からすれば建設課だろうと単純に思いまして、ぜひこれを取

り組んでいったらどうかということの質問を行います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  それでは、前段の部分についてお答えをいたします。 

 現在、津和野高校後援会が考えております併設型中高一貫教育学校の教育内容では、医学

コースと養老館コースがあります。この養老館の名称は、津和野藩の人材育成のために創設

をされた藩校の名前に由来をしております。養老館は、本町の伝統的風土のもととなってお

りますし、幾多の偉人を輩出しております。この養老館からの流れを継承し、技術立国日本



の発展を担い、海外の技術振興等にも寄与できる人材を育成したいというふうな思いであ

るというふうに考えております。 

 現在は、養老館が老朽化しておりますが、その精神を受け継ぐものでありまして、現物も

確かなものに越したことはありませんが、必ずしも現物が一致していなければならないと

は考えておりません。 

 また、養老館につきましては、明治５年の廃校以来、郡役所や町役場などとして利用され、

昭和４４年に県の文化財指定を受けております。昭和４５年に修理し、一部を民俗資料館、

また図書館として利用をしてきましたが、老朽化の進行により倒壊の危険があるとのこと

で、図書館については合併前に移転、内部の補強を行い現在に至っております。文化財とし

ての養老館は確かに老朽化しており、早急な修繕が必要と考えておりますが、修理するには

多額な費用が想定をされるため、国指定にしたいというふうな思いで現在努力をしている

ところでありまして、もう少し時間を要するというふうに考えております。 

 復元の資料としては、十分なものがそろってはおりません。ただ、外見的な修復は現在で

も可能というふうなことでありますが、内部的にはもう少し研究の必要性があると考えて

おります。現在では県指定ということではありますが、復元等の主体はあくまでも町という

ことでありますので、町が計画を策定し県の指導をいただくというふうな流れになってお

ります。したがいまして、共同でというふうなことは困難であるというふうに考えておりま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、後段の歴史まちづくり法に関するところからの御質問

に対してお答えをさしていただきたいと思います。 

 議員御提案の国交省の町並み環境整備事業は、当町教育委員会が本年３月に策定いたし

ました「津和野町歴史文化保存活用計画」の推進に必要な事業であり、内部におきましても

事業要望へ向けた「歴史的風致維持向上計画」の策定を進めるべく検討をしていたところで

ございます。 

 当町が有している歴史上価値の高い建造物とその周辺の町屋や武家屋敷などは観光資源

としても早急な整備が待たれておりますので、内部の体制を構築し早急に計画策定に取り

組んでまいりたいと思っております。 

 なお、担当課のほうでございますが、先ほど申し上げたとおりまちづくり全般にもかかわ

るものでありまして、営業課のほうで取りまとめを行う予定としております。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  前段の議員の質問の中の答えに、今中に入っている民俗資

料、これを「町内２カ所の設置になっておりますが、将来的には１カ所にしたいと考えてお

ります」と。問題は、資料です。すごいなとは誰も思ってないでしょうから。こういうふう

に１カ所にまとめたいということをこうやって言っておられますので、気持ちはあるわけ

ですよね。いつやるかということではあるんでしょうけども、この将来的にはという、いつ



やるかわからんような言葉を外してもらって、ここを気持ちはあるんですから、すぐにでも

これを１カ所にまとめて、そうして新たな形をあの中、１カ所にまとめればあの中空んどに

なりますから、すぐにでもできるんじゃないかなというふうに思うんですが、この将来的に

ということをもうちょっと早く外してもらいたいと考えますが、そのあたりどうかという

ことを１点。 

 それから、営業課が取りまとめるというところが、もう一度聞くんですが、この事例に関

してちょっとお聞きします。営業課が取りまとめて、この場合教育委員会もこれで当然絡ん

できます。そうして、国交省ですから建設課が当然絡んできます。それから、今の景観法は

これ国交省でした、まちづくり法、ちょっと待ってくださいよ、国交省でしたよね、たしか

あれは、景観法ですか。現実には、商工観光課の担当になっておると。ということは、今の

課が全部集まって知恵を出し合って、そうしてプロジェクトチームを組んでやると言う形

になるんじゃないかなという感じなんですけど、ある程度、我々としても、何か検討します

という、「課でみんなで頑張って検討します」の回答では、いつになるやら、本当になるん

かいなという感じがありますんで、ぜひそのあたりの、課の、どういうふうに具体的に持っ

ていこうかという、そのあたりもぜひお答え、お聞かせ願えればと思っておりますがいかが

でしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  民俗資料館の件でありますけれども、現行の２つの民俗資料館、

いずれも指導者といいますか監修といいますか大庭良美さんに指導をいただいて現在のよ

うな配置にしているところであります。ただ、日原地域の場合は、その専門といいますかそ

ういうふうな形の建物、津和野地域の場合は、もともと違う目的の建物の中に配置という形

で展示をしておりますので、そういった場所的な違いによってなかなか同じ人が指導をし

たわけでありますが、展示状況とすれば難しい状況があったんではないかというふうに思

っているところであります。 

 それから、民俗資料ということでありますから、地域によって似たようなものもあればま

た特徴的なものもあろうかというふうに思っているところでありますが、ただ一つの町の

中に民俗資料館という名称のものが２つ置く必要があるかどうかと、展示の仕方等によっ

ては１個でも済むんじゃないかなというふうな思いがあって、先ほどの議員さんのときに

「将来的には２つを１つにするというふうなことも考えている」というふうな答弁をした

ところであります。 

 したがいまして、今この将来的にというふうな言葉を外してという質問でありましたが、

今の時点ではそれを外すというのは非常に困難ということであります。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  先ほどから私ども営業課のほうにということでございますけ

ども、これも最近、正直なところ、うちのほうでやろうということに決定したところでござ



いまして、まだ今からそういうなのを、プロジェクトなりを立ち上げる必要があろうかと思

います。 

 それで、今これに関係する予定される事業といたしましては、歴史的環境形成総合支援事

業それからまちづくり交付金事業それから都市公園事業という、そういった事業が想定さ

れるというふうに、今のところ、これまで建設課のほうで要望を出しておりますので、そう

いうぐあいに聞いておりますので、当然先ほど議員が申されたような各課を組んだプロジ

ェクトとして立ち上げていく必要はあろうかと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  今のところではそういう段階だということでやらないと、

時間配分っていうのもありまして。ぜひ、あいまいにならないようにっていうことで、集ま

ったはええがだれも責任を持たないみたいなことにならないように、頑張ってやっていた

だきたいということをつけ添えておきます。 

 次が、つい先日ではありますけども、屋根の修理をしていてそこから転落されて、頭から

落ちちゃったということで、幸いに大事に至らなかった、本人さんも元気なようなんで大事

に至らなかったという、これはよかったなというふうに思うわけですけども。 

 こういう修理に関して、最初からの仕事でしたら大体見積もりをとるときにこの安全対

策費っていうのを盛り込むんですけども、こういうようなちょっとした修理っていうのは、

こういう費用というのが盛り込まれないことが多いということを、大工さんとかそういう

現場の人から私も聞きまして。この状態でいったら、今回は不幸中の幸いではあったにして

も、いつまた起こるかわからないということと、こういう事故っていうのは、９９.９％大

丈夫であってもあと残りの０.１％ぐらいでその業者さんも吹っ飛んでしまうという危険性

があるんです。実際に、その業者さんと話をしたときも、ほんと胸をなでおろしておられた

と。これでうちの会社、吹っ飛ぶんじゃないかっていうふうに危惧されておりました。だか

ら、確率として低いけども起きたらもう最後だということがありますので、そういう意味で

は、そういう立場の人のことも考えて、ぜひこれを何とか安全な工事にしたい。これは、業

者さんもそうですけども、公の機関の発注者としての立場っていうか責任っていうものも

やっぱりかかわってきますので。 

 この中で、最初に質問として、修理などの軽工事に対しては、これまでどういう発注の仕

方をしてきたのか。見積もりはとってきたのか。安全対策費は盛り込んでいたか。発注者責

任が生じる契約（口約束も含む）とはどんなものか。今後の安全対策費はしっかりつけます

かという、こういう項目をちょっと並べましたんで、これにお答えください。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、修理などの軽工事に対する安全対策に関する御質問に

ついてお答えをさしていただきたいと思います。 

 先般起きた津和野庁舎屋根の修繕工事における落下事故については、土曜日の日であり

ましたが、業者従業員の方が屋根から落下され救急車で病院へ搬送されたことを受け、連絡



を受けた参事が益田日赤病院へ、また転送先の山口済生会病院へ直行したところでござい

ます。現在、被害者の方は次第に快方に向かわれておられると聞いておりますが、一日も早

く回復されることを願う次第でございます。 

 なお、今回のような修繕工事における発注の方法についてでありますが、通常は業者へ現

場を説明して、見積書をお願いして予算措置を行なった後発注していくのがほとんどでご

ざいます。ただし、今回のケースのような緊急を要する場合、応急修繕の場合は、現場を見

てもらい双方同意の上、工事発注することもございます。今回の修繕については、５月には

珍しい豪雨に見舞われ、庁舎の２階２カ所で雨漏りが起こり、古い建物でありますので下地

の材料がこのまま放置しておくと腐っていく危険性が生じるため、早速業者へ来ていただ

き現場を調査していただいたわけでございます。ただ、梅雨が迫っておりましたので、業者

からも今回は応急の修繕になるけれども、原因がわかるのでその措置をする方法について

の説明を受け、町もそれでお願いしたい旨で発注をしたところでございます。 

 発注責任が生じる契約についてはどんなものかということでございますが、発注条件に

基づいて事業者が工事を施工することになるので、これらの発注条件が施工方法に大きな

影響を及ぼし、不適切な発注条件が付された場合とされております。 

 今後の安全対策費についてでありますが、関係機関ともしっかり協議を行った上で、安全

を第一義に検討してまいりたいと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  これ、先ほども言いましたが、非常に立場が弱い人たちが

受け持つことが多いっていうことが現実であるんです。この人たちに直してくれえやとい

う形でいくと、やっぱり足場を組んだりとかそれから命綱をずっと向こうまで、今回の現場

なんかっていうのは、命綱をずっと向こうまで張っていかなきゃいけない。その張るときに

は、その業者の方が言うには、やっぱり文化財だから役場にあんまり傷つけたくないという

ような善意な気持ちがあったみたいなんです。だから、そういうような気持ちをほごにしな

いためにも、私は、ここの最後のところの発注責任云々というところが非常に抽象的だと、

書き方が。こういうような抽象的なことではなくて、今後は今のような修繕に関しても、具

体的にこういう形をとりますということを明記しないと、今の職人の人たちがこれを見て、

ほいじゃどうなるの、これはというふうに、私も感じましたけども、やっぱ抽象的なんです。

ですから、町としては、そういうような修繕、軽い工事に対して、特にこういう修繕等々の

ものに関しては、こういうようなことをまずやりますと。私が言うには、一番最初に安全対

策費っていうものを見るから、工事をする前にその安全対策費を出してくれということが

先にないと、どうしても後からだと、うまくいった後に、あれはまあええわねというふうに

なったのに、どうしてもついついというのが繰り返されてきたんじゃないかなと思います

ので、今後は今のように必ず事前に、今の安全対策費は対策上どうしたらええか、金額とし

てはどのぐらいかかるのかということを、確実にお互いに話しをするということを大前提



に話を、この修繕工事の発注をされるということが私はいいんじゃないかと思うんですけ

ども、そのあたりのことはいかがでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  参事。 

○参事（右田 基司君）  実は、益田労働基準監督署からも高さ２メートルの作業場所につ

いては、足場等の安全衛生体制を確保してほしいという要望もございました。そうしたこと

も十分わかっておりますので、今後については、そのことについて当然ではありますが、も

し業者にそうした形でお願いする場合でも、そうしたことをお願いした上で、お願いしたい

というふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  ぜひ、行ってください。０.１％でもそういうことがあった

場合には、業者の方は生活を吹っ飛んでしまいますんで、今言われたことをしっかり守って

やっていただきたいというふうに思っております。それは、発注者としての行政も同じだろ

うと思いますので、何とぞ期待しております。 

 最後に、プール事故ですけども、あの痛ましい事故から２回目のもう夏がやってきました。

町長、副町長の自主的減給は、私が思うに、謝罪の意味ならもっと早く行うべきだったが、

今になった理由をお聞かせください。理由です。 

 もう一つは、この金額を大体計算しますと３３０万円ぐらいになると、安全対策のための

講習に使うというふうに、全協の席で、たしか副町長が言われておりましたが、この日原保

育園プール事故調査委員会報告書というものを再度見まして、今のようなことを考えたと

きに、講習会の実施っていうのを具体的にここにあるんですけども、あとはあんまりお金の

かかることじゃないわけですが、こういうようなお金をどこに使われるつもりなのかと。だ

から、今最初に言いましたように、全協の席ではそういうものに使いたいと。それは、被害

者の方からの要望でもあると、これは講習会にという意味じゃないんです。要望でもあると

いうことで、私はそのときは、これは弔慰金として出すべきじゃないかということ言いまし

たが、「いや、そういうものは要らない。事故防止のためのそういうものに具体的に役立て

てほしいという要望があったから」という話がなったわけですけども、そのあたりをどのよ

うにお考えかということをお聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、プール事故に関する御質問につきましてお答えをさし

ていただきたいと思います。 

 平成２１年８月に発生いたしましたプール事故を受け、５月１日付をもって関係する保

育士２名、園長の懲戒処分を行ったところでありますが、あわせて町の管理責任についても

明確にするために、町長、副町長の減給処分についても行ったところでございます。 

 事故発生から１年と半年を越える期間を要して後の処分となったわけでございますが、

死亡事故という非常に重大な事故を踏まえ、事実関係の把握やその後に行われた保育士の



起訴、裁判等も踏まえ、慎重に処分を検討するなど諸々の事情からこの時期での決定となっ

た次第でございます。 

 時期が遅いとの御質問でありますが、他地域での同様の事例を見ましても、半年から１年

を越える後に処分決定されたものもあり、それぞれ特有の事情があった上でのことと思わ

れ、津和野町の場合も、先に申し上げたとおりさまざまな事情を経た上での処分決定であり

まして、それが遅いか早いかは受けとめ方それぞれのお考えでありますので、それ以上申し

上げることはございません。 

 減給処分によって生まれる資金の使途についての御質問でありますが、あくまでも処分

は事故の責任をあらわすために行ったものであり、使途を念頭に置いた上で処分内容を検

討したものではございません。保育園の安全対策は、１月臨時議会において約２,７００万

円の予算をお認めいただいて保育園の施設改修等環境改善を図っており、今定例議会にも

保育園の危機管理や安全な保育体制を行うための体制づくり等を目的としたコンサルタン

トの委託費用等を上程しており、保育園の安全対策や環境整備に取り組んでいるところで

ありますが、基本的に処分とそれら事業の資金とは関係のないものでございます。 

 なお、先ほどの御質問の中での議員の御発言の中のお言葉でありますけれども、テレビ放

映もされておりますので、しっかり事実関係だけは確認をさせていただきたいというふう

に思っております。 

 それで、今回の減給処分から生まれるお金の使途についての御質問について、全員協議会

で副町長のほうから答弁をしました。そして、その中で、先ほど議員の御発言で、「遺族か

ら今後のプールの事故、それのまた対策等に役立ててほしいということだが、そういう答え

があったが」ということでおっしゃられたわけでございますけれども、まず、御遺族のほう

は、そうした我々の処分から生まれる資金をこうした今回のプール事故を踏まえての安全

対策に関するお金に使ってほしいというような御発言は一言もないということをまず確認

をさせていただきたいと思っております。そして、その上で、全員協議会で副町長が申した、

これは議事録を見ていただければわかるかと思いますが、そうした御遺族から言葉があっ

たというようなことも当然申し上げておりません。御遺族からは、私も町長になった当初か

ら、津和野町が今後もうこういう事故を起こさないような安全・安心な体制をしっかりつく

ってほしいと、そのことは強く申されておりまして、私も非常に厳しく受けとめてこれまで

やってきたつもりでおります。ただ、繰り返しになりますが、今回我々が処分を下して、そ

してその処分のお金をそうした対策に役立てろと、そういう御遺族からのお願いといいま

すか当然お言葉、一切ございませんので、そのことだけはこの場をお借りしてはっきり申し

上げておきたいと思っております。 

 なぜ、こういうことを申し上げるかということになるわけでありますが、実は、同じ趣旨

のことを道信議員さんが、御自分の議員活動のブログの中で書かれておられます。失礼なが

ら、私どもはこれまで見たことがございませんでしたけれども、御遺族の方がたまたまその

ブログを見られて、そして今のような御発言の内容が書いてあるブログを見られまして、そ



して現在町のほうに弁護士を通して「本当に町はそんなことを、御遺族が言ったということ

を言ったのか」というようなことを問い合わせを、御照会をいただいてるという状況であり

ます。御遺族が、そうした疑念を持たれるのは当然であろうかというふうにも思いますし、

私どももそういう趣旨の発言は一切した覚えはございせんので、そうした中で、いろいろと

これまでも御遺族に何とか信頼をいただけるようにこれまで取り組みを頑張ってきた中で、

こうした事態になっているということは、非常に我々にとっても残念であり迷惑をこうむ

っていると、そんな今心境におるわけでございます。何とぞその辺しっかり踏まえていただ

きまして、先ほどの御発言は御訂正をいただきたいというふうにも思いますし、また今後ブ

ログのほうも訂正文をもって、しっかりできるだけ早いうちに御訂正をいただきたい。その

ことをお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  今の内容に関して、私が受けた、私はあのときに「弔慰金

にする気は、使う気はないか」と、「いや、それはありません。云々」という後に続く文章

が続いてきたんですけど、今の件に関して、もう一度全協の議事録を見まして、もし私にニ

ュアンスとして間違いがあったんなら、ブログ等も含めましておわびをしたいと思います。

ただ、私は今のように受け取りましたので、今回のこのような質問になったということにな

りました。遺族の方と直接にお話をしてませんので、これがその原因になったということに

なれば、また遺族の方におわびもせなけりゃいけないないうふうには思っております。です

から、事実関係をもう一度しっかり調べて、次回の一般質問等で、私がもし間違ってたらお

わびいたしますし、ブログも訂正さしていただくということを、きょうのこの席で言ってお

きます。 

 それで、それから私この中で気になったのは、減給処分と書いてあります。私が思ったの

は、自主的返納というふうに受け取ったんです。処分じゃないという。処分ということは、

町が町長、副町長を処分したという形にこれなるわけですけども、私は自主的返納じゃない

かなと、こういうふうに感じたんです。これ、また、この分をまた次の回にこの言葉をめぐ

って処分ということと自主的返納ではちょっと違うんじゃないかなという気がしましたの

で、多分私は自主的に返納されたんじゃないかなというふうに思ってはおります。ですから、

こういう微妙なことは、ちょっとした言葉の行き違いで大きな問題になる可能性をないと

は言えませんので、このあたり法的な言葉の使い方ということも、お互いに研究して、勉強

してというふうに思っております。ですから、なぜこういうことを言ったかというと、処分

と自主的返納というのはちょっと違うじゃないかな、ニュアンスがです。だから、私は、こ

の遅くなったという理由は、処分とすればこの時期だと思うんです。ですけど、自主的返納

だとすると、それを自主的に返納して、最後に書いておりますような、「処分は事故の責任

をあらわすために」というこの言葉とも微妙に絡んできますので、事故の責任を果たすため

にということになれば、早くして、そして遺族の方にこのお二人の意を酌んでもらうという

形のほうがいいんじゃないかと、これは私の経験上の問題です。だから、あとは、民事上の



問題とかそれから刑事上の問題とか等々のいろいろな問題がありますけども、うかつにこ

れを言いましてもまた問題になっちゃいけませんので、今の段階では、私はそういうふうに

感じておりますということでとどめさしていただいて、私も勉強して、間違っておれば訂正

しておわびをしたいとこのように感じておりますが。これは、質問にはないことではありま

すが、というふうに思っておりますということで、私の……何かあれですか。また言い逃げ

という形になっちゃいかんですけ、どうぞ。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  繰り返しになりますが、これテレビ放映もされますので、もう一

回くどいようかもしれませんけれども、もう一回私ども申し上げておきたいと。あいまいに

今まで終わった形になっては、今後のこともございますので申し上げさしていただきたい

と思います。 

 今回のこの私どもの処分そして減給をしたこと、こうしたそのお金、それを今後のプール

の安全対策等に役立ててもらいたい、そういうことを御遺族から私どもに言われたことは、

今まで一度もないということをまず申し上げさしていただきたいと思っております。そし

て、全員協議会の場で、副町長の答えの中にそうしたような趣旨での発言をしたということ

は、これも全くございませんので、そのことも確認のためもう一度言わしていただきたいと

いうふうに思っております。 

 そして、お願いでございますけれども、今後、そうしたブログを書かれあるいは御発言を

されるときには、そのときに一つ裏をとっていただけると、私どもはほんとにありがたく思

うわけでございます。当然、私どもは議会からチェックを受ける身であります。こうした

正々堂々とした場でいろんなお叱りも受けながらも、しっかりそのことを受けとめてやっ

ていく。それは、肝に銘じております。しかし、お互いがやはり根底では信頼関係を結んで、

議会とそして執行部が両輪の中で進んでいく、それが町の発展につながっていくというこ

とを信じて疑っておりません。ああいう、議会全員協議会で副町長がそういう発言があった、

じゃあ、もし迷われたら、一言確認を町長、副町長、とっていだたきましたら、我々もそう

いう思いをしっかり申し上げて、そしてそこで事実が明らかにされていくんではないだろ

うかというふうに思っております。 

 我々は、言論で対峙をする立場でありますから、時にそういうお互いの解釈のあり方が違

う、そういうことも十分あり得るかと思います。しかし、今度これを情報を公開をするとい

うことは、そこでいろんな責任がまた生まれてくるわけでありまして、それをやはり果たし

ていくためには、そうした一つ裏をとっていただけるということがお互いのためにもなっ

ていくんではないだろうかと、そのように感じているところでございまして、このことは、

私自身、切にお願いを申し上げたいと思っているところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  ５番。 

○議員（５番 道信 俊昭君）  今の町長の言葉に対して、私も裏をきちっととってなかっ

た、全協のあれを議事録をちょっときちっと見なかったということは、正直反省しておりま



す。ですから、言論としてのこれからのやりとりの中で、しっかりそのあたりはやろうと思

いますので。次回のときに、何回も言いましたが、私に間違いがあるのならば、訂正とおわ

びをするということで、町民の皆さんに、テレビ放映されておりますので、その席上におい

て私もしっかりとそれはしておりますし反省もしておりますので、何とぞきょうのこの場

面というものは、私のミスもあったということでおわびを申し上げたいと思っております。 

 以上で終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（滝元 三郎君）  それでは、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日は、これにて散会をいたします。大変お疲れさまでございました。 

午後４時 03分散会 
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午前９時 00分開議 

○議長（滝元 三郎君）  改めまして、おはようございます。引き続いてお出かけをいただ

きましてありがとうございます。ただいまから３日目の会議を始めたいと思います。 



 ただいまの出席議員数は１６名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、４番、竹内志津子君、５番、道信

俊昭君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（滝元 三郎君）  日程第２、一般質問。 

 昨日に引き続いて、順次発言を許します。発言順序７、２番、村上英喜君。２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  改めて、おはようございます。私は、津和野町が少しでも

よくなったらなという思いを込めて一般質問をさせていただきます。明快なる答弁をお願

いしたいと思います。 

 きょうは、４点について質問をさせていただきます。 

 最初に、シルク染め織り館についてでありますが、ことしの１月に経済常任委員会で所管

事務調査を行い、３月議会において高津川漁協組合の所管事務調査報告をさせていただき

ました。その時点では、４月からシルク織り物館を利用して高津川漁協日原支所としてスタ

ートさせ、仮称清流館として特産品の開発も力を入れ、事業展開を図るということでありま

した。我々常任委員会といたしましても、その話を聞いて大いに期待しているところであり

ます。４月からスタートということでありますので、その後の経過をお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  皆さん、おはようございます。一般質問２日目になりますけれど

も、改めましてどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、２番、村上議員さんの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。シル

ク染め織り館の後利用につきましては、高津川漁協と協議を進めてきましたが、計画といた

しましては、本年度から日原支所機能を移転させ、支所を閉鎖する秋から仮称「高津川清流

館」として必要な改修工事に取りかかる予定でございました。 

 しかし、高津川漁協内部で日原支所移転について協議が十分ではなかったようで、先日２

２日に支所移転準備委員会が開催されたと聞いております。 

 そのため本年度の支所移転は実行せず、来年度以降の計画となりましたが、これまで漁協

と協議してきた内容についても、新組合長のもと、内容を見直したい意向と聞いており、残

念ながら再協議が必要な状況となっております。 

 町といたしましても、鮎シーズンに限った支所機能になるのか、加工部門を含めた年間利

用を望まれるかによって、仮称「高津川清流館」の維持管理がお願いできるか判断をしなけ



ればならず、まずは高津川漁協内部の協議を待ち、その上で町としての対応を検討してまい

りたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  先ほどの答弁では、高津川漁協内部の協議待ちと。その上

で対応を検討するということでありますが、もしも新役員になったということで事業を見

直すという中で、高津川漁協組合がこの事業について白紙撤回されるおそれも出てきたと

いうように感じておりますが、そうしたときには町としてどのように対応していくのかお

聞きいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  これまで協議を進めてきました高津川清流館としての方

向性につきましては、できる限りその方向で進めてまいりたいと思ってはおります。ただ、

受けていただける高津川漁協のほうが方向転換するとなると、どういう形での受け皿を検

討するかということになってくるかと思われます。その辺を、今のところは高津川漁協の内

部の協議を待っておりますが、その辺も期限を決めて返答いただいて、新たな方向性を見出

していきたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  先ほどの質問の中で、高津川漁協がシルク染め織り館を利

用しないということは今のとこ考えられない。何らかの形で利用していく方向で話が進ん

でおられるのか。 

 それと、井戸の水の工事費としまして２１０万の補正等も承認して、工事ももう終了させ

とると思います。そうした中、白紙撤回にならないうちに漁協等に町から積極的にお願いに

行くべきと考えますが、その点についてお聞きいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  高津川漁協のほうでは、先ほど町長が答弁しましたよう

に、先日の２２日に支所移転の準備委員会を開催したと聞いております。その内容につきま

しては、まだ報告がありませんのでわかりませんが、支所を移転したいという気持ちは強い

というふうには聞いておりますが、それ以上のことはまだ聞いておりません。 

 それから、井戸の掘削ですが、当初は支所機能を持ちたいということだったんで早くに準

備を取りかかる必要があったんですが、それが支所移転は来年以降になるということを聞

きましたので、まだ工事の発注は行ってはおりません。ですが、高津川清流館としてのてい

は維持したいというふうに考えておりますので、井戸掘削、試掘ですが、井戸の試掘は実行

したいと考えております。 

 漁協への強く要望をということではありますが、内部協議でありますので、こちらも協議

の結果を静観しているところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 



○議員（２番 村上 英喜君）  井戸については、まだ工事が着工していないということを

聞きまして少し安心をしております。しかし、我々もこの清流館に大いに期待しております

ので、これからもしっかりサポートしていただきたいなというふうに考えております。 

 それでは、２点目の質問でありますが、廃校の校舎の後利用についてお聞きいたします。 

 １点目としまして、木部中学校の統廃合が来年度に決定になりました。ほかにも３校の統

廃合が計画されておりますが、計画どおり進んでいるのか、問題点等はあるのかお聞きいた

します。 

 ２点目としまして、木部地区では、校舎の後利用について説明会が開かれたわけでありま

すが、私も出席して話を聞きました。そのとき感じたことでありますが、校舎の後利用につ

いては地区民に丸投げではなく、町として方針をもっと示していく必要があるのではない

かと思いますので、その点を伺います。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  学校の再編問題の進捗状況でありますが、本年度、須川小学校

が既に閉校をいたしました。また、畑迫小学校につきましては保護者協議が整いまして、近

いうちに地元説明会を開催したいと考えております。 

 木部中学校につきましては、地域説明会が終了をいたしまして、校舎の後利用についての

協議を１回したところであります。そのときに、あわせて閉校に当たっての実行委員会の立

ち上げ等につきましても若干お話をしております。学校においては、スムーズな統合となる

よう交流学習等を積極的に計画をしております。しかし、先般津和野中学校において保護者

間の会合が持たれたようでありますが、若干新たな問題があるように聞いておりますので、

今後保護者との協議が必要になると考えております。 

 左鐙小学校につきましては、以前御報告いたしましたように、教育ビジョンができてから

ということになっておりますので協議をいたしておりません。 

 ２点目であります校舎の後利用ということでありますが、説明会のときにも御意見があ

りまして、教育委員会で考えるとすれば小学校の校舎が老朽化しているので、その代替とい

いますか、そういった面での活用を検討するようになる、そういう可能性があるというふう

に答えております。また、再編説明会、それまでの説明会の中で地域の活性化を図らなけれ

ば小学校の存続も危ぶまれるというふうな御意見等もありましたので、教育委員会といた

しましては、活性化に向けた取り組みが一緒になってできればという思いで御意見を伺っ

たところでありまして、地域としての御意見がなければ教育委員会で考えてまいりたいと

いうふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  答弁聞いてみますと中学校に小学校を移転させたいという

ような考えでありましたが、環境的に考えてみますと、今の小学校が私はベストだというよ

うに思っております。なぜかといいますと、やはり今の小学校は大変日当たりがいいという

ことで健康的にも立地条件が恵まれてると。そういった反面、中学校は、こちらでいうしの



とといって、なかなか朝日が当たらない。午前中は、冬などは大変寒いというような感じが

します。そういった面からも、私は小学校を中学校に移転するのはいかがかなというような

感じがしております。どちらにしても早く方針を出していただきたいというように考えて

おります。校舎の後利用として考えられるということですね。一般的に企業誘致、福祉施設

は多目的な公民館後利用等々が考えられるわけでありますが、そこで提案をさせていただ

きますが、地元の人に方向性を見出すのはなかなか難しい。そういった面でやはり今は教育

委員会が担当課で話を進めておりますが、こういった後利用については、やはり町を挙げて

問題に取り組む必要があるのではないか。そうした面で地域振興課、営業課等々を含めた中

で、将来を見据えて協議して、また方針等を出していただいて地元に相談する、または地元

の方で起業家の中で成功された方もおられると思います。そういった方にも、こういった審

議会等入っていただきまして方向性を出していただきたいというように思いますが、その

点についてお伺いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  御提言ありがとうございました。ただ、当面は教育委員会が窓

口ということでありますので、そこで、その部署で話を進めてまいりたいというふうに考え

ておりまして、ある程度の具体性が出てから、そういった他の部署との共同の必要性があれ

ばそういう形で進めたいというふうに考えているところであります。 

 それから、今の全体的な御意見としては、地元としては特に意見がないというふうに判断

をしてもよろしいということでしょうか。それとも、再度そういう説明会は地元には必要だ

と、方針を決める前に必要なのかどうかという点についてちょっと判断を伺いたいという

ふうに思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  こちらに質問が振ってくるとは、当然ですが、思いません

でしたが、私もそういった地元との話、先日でありましたので、その後地元の関係者等とこ

の話については協議してないと。きょう、ここでそのお答えをするのはできない。私が感じ

たことですね。この前、説明会の中で感じたこと、木部地区の中で委員会を立ち上げて、そ

れで後利用について協議していこうというようなことで別れたというように思いますが、

私は幾ら木部地区内の人を集めても、小学校にするのか、中学校の後利用になるのかという

こともはっきりしてない中で方向性を見出すということは、私は難しいんじゃないかとい

うように考えておりますので、これからも木部地区民の推進委員会等もつくられておりま

すので、まずはそこで協議していただいて、校舎が廃校にならないように、後利用できるよ

うに御心配をしていただきたいと思います。 

 次に、３点目に観光について質問をさせていただきます。 

 アジサイのきれいな季節になりましたが、きょうもアジサイロードを通ってここに参り

ました。今、五分咲きで大変きれいになっておりますが、もう１週間ぐらいしたら本当にき

れいなアジサイロードになるのではないかというように思っております。 



 昨年、同じ時期でありましたが、観光協会の総会にお招きをいただきまして、観光協会の

何か役に立ちたいなという思いの中から、アジサイロードを通ってみますと大変きれい。こ

れを何とか観光資源に使えるのではないかということを思いまして、昨年、畑迫地域のアジ

サイの植えてる地区に伺いましていろいろ視察しました。地域を挙げて取り組んでおられ

て大変手入れが行き届いておりまして、何ときれいなのに感動したわけで。そこで、観光協

会の総会の懇親の席ではありましたが、観光地の一つに加えてほしい。ちょうどその日、次

の日がアジサイ祭りということを予定しておりましたので、あした、ぜひ来て実現してほし

いということで地区を紹介をした経過があります。それで、先日やはり観光協会の総会があ

りまして、１年経過したが、アジサイについてはどのように対応したのかと聞いたところ、

どなたに聞いたかはわかりませんが、地元の人に聞いてみますと理解が得られなかったと

いうことで、まだその点については対応してないということを聞きまして、私も早々にふる

さと畑迫の会長や下高野地域保存会の人等に話を聞いてみますと、皆さん大変好意的であ

りまして、話をよく聞きますと、ことしからは、ほたる祭りとアジサイ祭りを一緒にして取

り組む。よその地域の人にも来ていただいて鑑賞していただきたいという強い思いがある

というようなことを聞きまして、そしたらこの１年何だったんだというような思いがしま

してこのたび一般質問に上げたわけですが、まずこういった話を聞いた中で、我々が提言し

た中でいち早く動いてくれるというようなことが必要ではないかということで、もっと積

極的に町を挙げてこういった問題についてはＰＲしてほしいという思いがありましたので、

この件についてお聞きいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、観光についての御質問について解答させていただきた

いと思います。 

 畑迫地区のアジサイは、地元自治会やふるさと畑迫の皆様の大変な御尽力によりまして、

今では蛍とともにこの季節の貴重な地域資源として町内外の多くの皆様にいやしや感動を

もたらしていること、さらには地元実行委員会によるあじさいウォークや写真コンテスト

など多くの企画に取り組んでおられることに対しまして、まずもって敬意を表するもので

ございます。 

 さて、同地区のアジサイに関しましては、今月２５、２６両日開催される森鴎外生誕１５

０周年記念事業「第６回津和野ウォーク」におきまして、このアジサイロードを新たにコー

スの中に加えたところでございます。また、おいでませ山口キャンペーン企画の中では、「ウ

ォーキング山口！１００選マイレージキャンペーン」として、同様にこのアジサイロードを

エントリーしており、しかも同キャンペーンの第１弾がアジサイロードで行われることか

ら、多くの参加者や山口県側の宣伝隊の派遣が見込まれております。観光協会におきまして

も、下高野地区をメインにした２コースのウォーキングツアーの提案書を作成し、旅行会社

へ積極的にＰＲを行っております。 



 現在の状況は以上のようなことでありますが、いずれにいたしましても畑迫地区のアジ

サイの活用は、今後の新たなスタイルである着地型旅行商品の典型であり、地元の皆様の御

意向にも十分配慮しながら、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  今の答弁聞きますと、私の思いとは反して、最近では取り

組んでるということでありますが、やはりこれは１年前に私が提言したことでありますの

で、もっと早くこういったことを町は積極的に取り組んでほしいという思いの中から一般

質問させていただいておりますが、この前地元の人に話を聞き回った中で、やはり地元の人

の声としまして、やはり町、観光関係の人はやはり町内の地域全域にある資源を調査し、そ

ういったものを観光に結びつけていく必要があるんだということをすごく申されておりま

した。私も全くそうだというように感じております。このアジサイについては、やっと株も

張って、やっと鑑賞できるというような状況になって、昨年からそういったあじさい祭り等

も開催されているようであります。 

 それで、畑迫の、今度あじさい健康ウォークというのが７月３日に計画をされておられま

す。そういった中で、しっかり町の資源を調査する意味でも町長にも参加をしていただきた

いと思いますが、町長どのように。７月３日でありますが。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  畑迫地区の取り組みに対しましては、本当にその地域発でいろん

な活動をしていただいておりまして、大変に改めて敬意を表しておりますし、また我々とし

ましてもいろんな面で御支援をさせていただきたいというふうにも思っております。そう

いう面から、町長としましてもいろんなイベントには積極的に出かけていって、そうしたス

タッフの皆様にもお礼も申し上げていきたいというふうに思いまして、そういう面からも、

先日もほたる祭りでは関西津和野会から帰りましてそのまま直行し、お礼を申し上げたと

いうような状況であります。 

 こちらのこのアジサイのそのウォークの件も本当は行きたいし、本当に気持ちとしては

やまやま行きたいわけでありますけれども、ちょうどその日は、どの地区でしたか、ちょっ

と覚えておりませんが、町政座談会が、もうこれもまた土日はもうほとんど入っておるよう

な状況でありまして、７月３日の日もその町政座談会に計画がされておりまして、物理的に

アジサイのほうは行くことができません。その点についてはお許しをいただきたいという

ふうに思っております。 

 なお、６月の２６日のほうでは観光協会主催の津和野ウォークがありますので、そちらも

昼から、日浦地区だったと思いますが町政座談会があるわけでありますが、時間がずれてス

ケジュールがとれることもありまして、２６日の津和野ウォークは午前中の分に参加をさ

せていただくと。これはちょっとアジサイとは関係ないかもしれませんが、そういうような

今、行動をする予定としておりますので、何とぞこのアジサイのウォークについては欠席を

させていただきますが、御理解をいただきたいとそのように思います。 



○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  町長もお忙しいようでございますが、また畑迫地区等行か

れましたら、ぜひ鑑賞していただきたいなと。また、町長以外の執行部の方にも、やはり地

域の資源を調査する意味でも一度は参加していただきたいなというふうに思います。 

 それでは、最後の質問でありますが、定住対策について質問をさせていただきます。 

 ３月議会におきまして、町長の施政方針の中で述べられております。本町の人口は５年間

で１１.４％の減少となっており、このまま推移すれば地域社会の崩壊に向かう危機的な状

況であり、定住対策は本年度から重要施策と位置づけ、国、県支援の連携した町行政措置の

一体的な取り組みが必要というように述べられております。そこで伺います。 

 定住対策について、１２月議会において職員住宅を若者の住める住宅にするよう提言し

たところであります。１２月議会では答弁では、県の許可が必要であり、県の関係部署と協

議した上で検討することにするという御回答でありました。そういったことで、きょうは定

住対策の面からも県と早いうちに協議されたのかなというふうに思いますが、その点につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  昨年１２月議会において、長野の教職員住宅を若者が定住でき

る住宅に改築しては、というふうな御質問に対しまして、県の制度説明と、それから施設譲

渡及び将来的な取り扱いについて県と協議をするというふうな答弁をしております。この

答弁の中身は、県の施設を町が利用したいというふうなときにはそういった手続が必要と

なるというふうなことであります。 

 しかしながら、長野の教職員住宅は町の所有というふうなことでありますので、県との協

議ということは、使途についての協議ということでは特に必要がありません。したがいまし

て、１２月に御答弁を申し上げました県との協議というふうなことについては行っており

ません。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  大変明確なる御答弁ありがとうございます。答弁では、長

野の職員住宅は町の所有であるというようなことで、県と協議はなされてないということ

でありますが、それなら私が１２月議会で質問したのは何だったのかという思いになりま

す。１２月議会の中で県職員住宅は町所有であるという答弁をしたのか、確認のためにお聞

きいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  １２月の議会のときの答弁としては、県がそういった若者定住

のための制度をしているというふうな御説明等をしたというふうな形でありまして、長野

教職員住宅が町の所有というふうなことについての答弁は、１２月議会ではしておりませ

ん。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 



○議員（２番 村上 英喜君）  今の話を聞きますと、それなら１２月議会でそのように町

の所有地、財産であるという答弁があってしかるべきではないか。それがあったらきょうの

ような私、質問しませんよ。今の私の質問に対しての答弁は、私が知らなかった、うそをつ

いてるという質問になると私は思いますが、今のを聞いて１２月にはそういった町所有で

あるという説明はしなかったということであります。 

 これは、１２月で御答弁した中での内容ちょっと説明しますと、指摘のような方法で住宅

活用、ですから私は長野の庁舎を若者向けに改築したらどうかということは質問に上げて

おりましたんで、それを指しているというように思います。現行の制度とは違った運用にな

るため、基本的には県の施設譲渡を受けて対応することになると、こういう答弁されとる。

当然私は県の建物と思ってますね。その後、現在の利用実態状態と将来的な取り扱いについ

て、県関係部署と協議した上で検討してみたいと考えてると、はっきり答弁で言ってるんで

すよ。それが間違いかどうか確認します。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  今、議員さんが言われました１２月の答弁は、まさしくそうい

った答弁をしております。 

○議長（滝元 三郎君）  ２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  私もこの件については深い思いがありまして、津和野町の

合併前にも一般質問で取り上げたという経験があります。そのときの質問内容としまして

は、旧津和野町ですので、津和野町は大きく分けて４地区、木部地区、畑迫地区、津和野地

区、小川地区と４地区に分かれておりますが、木部地区だけに町営住宅がないということで

一般質問したことがあります。そのときの答弁では、学校の教員住宅があいているので、そ

れを利用した方向で検討するという御回答でありました。その後、合併しまして、やはり予

算節減という中で、こういった金のかかる施策はお願いしても難しいんだろうというよう

に控えておりましたが、先ほど説明したように島根県一の人口の減少率ということは、日本

一、津和野町人口が減っているということで、１２月にあえてこの定住対策について質問さ

せていただきました。そういう思いの中で、何とか木部地区にも住宅をという、昔からの思

いで継続でこの質問をしたわけです。しかしながら、先ほどから聞いてみますと、私の意図

としない答弁がある。もし長野の教員住宅が住宅改造できないならできないと、なぜできな

いのか、そういう答弁をしていただいたほうが私は今後の議会活動として生かしていかれ

ると。今後、私も私なりに調査して、これなら、改装したら住宅になるんじゃないかと、そ

ういった私たちの意図としない答弁があるようでは一般質問の意味がない。私たちが提言

することに対していい加減な回答があれば生きてこない。そうなると直接すべてにおいて

町長に陳情にいったほうがよくなるということでありますので、今後はしっかりした答弁

をしていただきたいと思います。 

 まだ時間がありますので、ちょっと私の思いをもう少し述べさせていただきますが、この

前、全員協議会で雇用促進住宅、町が購入すると。きょうも山陰新報等でも報道されており



ましたが、やはりこういった大きい事業ばかりに目を向けるのではなく、やはり一つ一つ小

さいことを積み重ねていかないと定住対策は進まない。ちなみに長野地区で空き家が１軒

ありました。早速益田に住居してる若者に声かけたところ、木部地区にＵターンで帰ってこ

られました。今、子供が２人目が生まれまして４人家族になってます。こういった小さな努

力重ねていかないと、やはり津和野町が島根県一の減少率脱皮ができないというふうに考

えておりますので、今後積極的に定住対策について力を入れていただきたい。小さいことか

らしっかり取り組んでいただきたいということを強く提言して、私の一般質問を終わりま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、２番、村上英喜君の質問を終わります。 

 ここで申し上げておきますが、先ほど執行部の答弁で反問と思われるようなことがござ

いました。反問権はございませんので、ひとつ御理解をいただきたいと思います。議員の皆

様もそれに対して答えないように、あるいはそういう反問をせざるを得ないような質問を

されないようにお願いをしておきます。 

 後ろの時計で９時５５分まで休憩といたします。 

午前９時 42分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前９時 55分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 発言順序８、４番、竹内志津子君。４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  議席番号４番、竹内志津子です。通告に従って３項目質問

いたします。 

 まず最初は、原子力発電所とエネルギー政策についてです。 

 東日本大震災と津波による東京電力福島第一原子力発電所の事故は、国内はもとより世

界じゅうの人々に大きな衝撃を与えました。地震から１００日を越えましたけども、放射能

漏れを防ごうとさまざまな対策が講じられているにもかかわらず、次から次へと新たな問

題が噴出して、いつ終息するか見通しも立っていません。この事故の影響は福島原発周辺の

みならず、さまざまなところに及んでいます。世界は旧ソ連のチェルノブイリ、アメリカの

スリーマイル島の原発事故に引き続く大きな原発事故として終息に向けての動きを注視し

ています。原発技術の進んでいるアメリカやフランスの技術を借りても簡単に終息に向か

えそうもありません。 

 そもそも人類は原発を安全に使う技術をまだ手にしていません。一たん事故が起こると

放射性物質が放出されるのを食いとめることができません。にもかかわらず安全神話にと

らわれて、たびたびの警告を無視してできる対策さえ講じてこなかったことが今回のよう

な大事故を招きました。原発はコストの面で他の発電所より優位ということで、この地震国

日本にどんどん建設され、現在は５４基にもなっています。 



 中でも中国電力島根原子力発電所は、全国で唯一県庁所在地にあり、一たん事故が発生し

たら事故対策や避難指示を出すオフサイトセンターも県庁の敷地内にあり、県民の安全な

避難に責任を持つべき部署が機能しなくなります。溝口知事は事故が発生した場合の機能

の移転、分散のあり方について、県対策本部の設置場所を含め、具体的な検討に入ったと２

０日の定例記者会見で明らかにしています。県民の暮らしを守るための県庁の行政的な機

能も働かなくなった場合の代替策は規定していないということです。そのほか島根原発は

老朽化していること、半径３０キロ圏内に４２万人もの住民がいること、またすぐ近くに２

２キロもの活断層が走っていることなど、島根原発は問題点をたくさん持っています。これ

ほど危険な島根原発に県民の不安は大きなものがあります。できるだけ早く停止し、廃炉に

する方針を出すべきだと思います。 

 町長は、溝口県知事と中国電力に対して島根原発を停止するよう申し入れする考えはな

いでしょうか。また、政府関係機関に対して、原子力に依存したエネルギー政策を再生可能

なエネルギー政策へと一日も早く転換するよう申し入れをするお考えはありませんでしょ

うか。 

 次に、中国電力が建設を進めようとしている山口県の上関原発についてですが、ここは津

和野町から見れば島根原発よりも距離的にも近く、もし発電所が建設され、事故が発生した

場合には、影響ははるかに大きくなると考えられます。山口県の二井知事は、原発の安全確

保について検証ができる前に埋立工事を進めてはいけないと言明し、これまでにない踏み

込んだ表現で工事の中断を求めています。また、山口県周南市議会は、５月２７日、上関原

発の中止を求める意見書を全会一致で可決し、二井知事に送付されたそうです。山口県知事

と中国電力に対して、町長は建設を見直すよう申し出る考えはありませんか。 

 次ですが、今回の原発事故を受けて国民世論は原発中心のエネルギー政策から再生可能

な自然エネルギーへの転換を求める声が多数になってきています。自治体でもこうした資

源の開発に取り組む努力が求められます。津和野町でもなごみ温泉のボイラーを木質ボイ

ラーにやりかえるなど、エネルギー政策の転換が少しずつ進められていますが、かつて稼動

していた小水力発電所──晩越にあった発電所ですが、など復活させるとか町内に豊富に

ある木材を利用した燃料を生産するなどのエネルギー政策に取り組むお考えはないでしょ

うか。 

 以上、御答弁をお願いします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、４番、竹内議員さんの御質問にお答えをさせていただ

きます。原子力発電所とエネルギー政策に関する御質問でございます。 

 このたび発生した東京電力福島第一原発事故は、３カ月が経過した今も終息の見通しが

立っておらず、原発の安全神話が根底から覆された極めて深刻な事態となっていることは

議員御指摘のとおりでございます。これを受けて、津和野町においても島根県鹿島町に原子



力発電所が立地し、山口県上関町に建設計画を有することから、それらの動向は高い関心事

であり、町民の皆様の心配も大きなものがあると受けとめております。 

 私といたしましても、今後、国が実施する原子力行政の抜本的な見直しと、島根県、山口

県の判断を注視してまいりたいと考えておりますが、最低でも揺るぎない安心と信頼が構

築されるまでは国内すべての原発について稼動再開や計画の進捗がなされるべきではない

ことを基本的な考えとしております。 

 その上で、島根県や山口県、中国電力に対する申し入れをとの御質問についてであります

が、仮に申し入れを行うとしたときに、それが中止なのか、凍結なのか、あるいは、回答書

は誤字でございますが、あるいは停止なのか、それとも別の方法なのか、そうした点につい

ては、町民の皆様のお考えをできる限り集約したものでなければならないことは、町を預か

る立場として非常に重要な責任であると考えております。実際に、既に意見書を採択されて

おられる山口県内の市議会や町議会においても、そこの判断が分かれておりますし、各議会

ともに判断を下されるまでの過程において慎重な意見集約をされていることがうかがい知

れます。 

 津和野町におきましても、町民の皆様の意見集約を行うという意味において、その代表で

ある議員各位の御議論の結果として議会の判断が示されるならば、大きな意義を持つと認

めるところでございます。この問題に対する議会と行政執行部が車の両輪のごとく歩調を

同一とすることの重要性からも、今後の議会のそうした取り組みを強く期待申し上げる次

第でございます。 

 なお、同じような考え方から、政府関係機関に対する再生可能な自然エネルギー政策への

転換の申し入れについては、今議会に意見書の提出が議員提案にてなされておりますので、

その採決結果を尊重し、同一歩調をとることを前提に町としてできる取り組みを検討して

まいりたいと考えております。 

 続いての御質問であります。晩越に設置されていた左鐙発電所につきましては、河川の高

低さを活用した発電所として大正４年に建設され、５７年間活躍した後、昭和４７年に廃止

となりました。 

 この発電所の復活には、高津川本流を活用した発電所になることから、漁業権にまつわる

減水区間の発生等、クリアしなければならない問題があり、復活には時間が必要かと思われ

ます。 

 １２番議員からも御質問をいただきましたが、谷水や用水路を使った小水力発電につい

ては利用箇所も多く、活用方法について検討したいと考えております。 

 また、森林資材を活用したバイオマスエネルギーについては、数年前より着目しており、

今年度春から稼動しているなごみの里のチップボイラーも地元産材を使った稼動となって

おります。今後は、このシステムの稼動状況を分析し、病院等の化石燃料を多く消費する施

設への設置も検討していきたいと考えております。 



 さらに、農林課が主管して行う間伐促進の施策により、林産物の供給をふやし、あわせて、

まきストーブ等の公共施設、個人施設への普及も検討していく予定でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  島根原発の深刻さについては、もう少し私、調査したとこ

ろを述べてみたいと思いますが、まず、老朽化しているということがあります。 

 １号機は、耐用年数３０年をはるかに越えて３７年が経過しているということです。そう

いうことで、設計そのものも津波や地震に対する備えがほとんどなされていない、弱い構造

となっています。 

 また、先ほども言いましたけども、すぐ近くに２２キロもの活断層が走っており、特定観

測地域に指定されております。原発付近の日本海には、まだ調査されていない１０本もの活

断層があると言われています。大きな地震がいつ起こるかわかりません。それに対する備え

も十分にまだなされておりません。 

 さらに、２号機でのプルサーマル計画も２０１４年から実施の予定となっていますが、こ

れはウランから取り出したプルトニウムと燃え残りのウランを混合酸化物にしてウランを

燃やす。そして、もともとウランだけを燃やす軽水炉で、プルトニウムとウランを混合した

ものを燃やすというようなことなのだそうです。プルトニウムそのものは１００万分の１

グラムの微粒子で、それを吸い込んだだけで肺がんを誘発するという大変恐ろしいもので

すし、それからプルトニウムは非常に大爆発を起こすような危険な物質であるということ。

そういう危険な計画は即刻やめさせる必要があります。 

 このように本当に多くの問題を持っている島根原発を一日も早く停止しなければいけな

いと思うんですけども、特に周辺の住民の大きな不安は、中でも中国電力の、これまでのい

ろいろなやり方についての大きな批判もあります。それはデータの改ざんであったり、いろ

いろ訴訟が起こるようなものが、そういう問題を起こしていたりという中国電力に対する

不信感もあります。そういう住民の思いがありますので、とにかく今、休止しているものは

もう絶対再開しない。そして、今、稼動しているものもできるだけ早く、まずはとめて廃炉

にするまでのさまざまな手続をとるという、そういうことが大事ではないかなというふう

に思います。 

 首長としての態度について答弁がありましたけども、町長も多分当然これは御存じだと

思いますけども、大阪市の平松市長は、関西電力に対して脱原発が必要だとの考えを関西電

力に伝えたという報道もありました。我々がこういう場で発言するということも大事です

けども、やはり首長が態度を表明するということは、本当に世論に訴える大きな力になると

思います。ぜひとも県や国への一日も早い原発の停止、そして将来的に廃止するということ

を、そういう要望を提出していただきたいというふうに思います。 

 それから、世界的にも脱原発への方向が今どんどん進みつつあると思います。皆さん、御

存じでしょうけども、ドイツは早速脱原発への政策転換しました。そして、イタリアでは国

民投票で原発再開を、首相が言い出しましたので国民投票まで至り、９４％もの脱原発賛成



という結果が出ました。ほかのスイスとか、今原発を持っている国でもどんどん脱原発の方

向への政策転換が行われようとしております。 

 やはり原発は停止しても、それを全くなくするまでには年数が随分かかります。早く結論

を出すことが大事ではないかなというふうに思います。私たちは、今本当に原発の怖さとい

うものをひしひしと感じています。毎日のように報道されていますので、もう日本の国民は

もちろん、世界じゅうの人々が不安な思いでいっぱいだというふうに思いますので、早くこ

れは結論を出すべきです。そのためにはやはり大きな世論をつくっていかなければなりま

せん。そういう意味で町長の県なり国なり中国電力への申し入れというのは大事ではない

かなというふうに思います。 

 それから、エネルギー政策のことですけども、晩越トンネルというのは、私は幼いころに

晩越発電所を毎日見て通ったものですけども、あそこは本当に川が蛇行しておりますので、

水の落差を利用した発電所なんですが、多分水が通るトンネルはまだ残されていると思い

ます。ですので、そういう大変な工事も、それを利用すれば省略することができるわけです

し、何とかこの辺をお考えになられたらいかがかなというふうに思います。かなりの水量で

発電所は稼動しておりました、当時は。 

 それから、木材を利用したエネルギーのことなんですけども、町内の中にはやはり今たく

さんある木材、そして竹、そういうものを利用して燃料をつくる、そういう施設をつくった

らどうかというような意見を持っておられる人もありますが、そういう意見というのを町

としてはどういうふうに受けとめておられるのか。その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  バイオマスエネルギーにつきましては、先ほど町長が答

弁しましたように、公共施設、それから各家庭において燃料としてお使いいただいて、そう

いった化石燃料を少しでも残していくような方向を町としても示していきたいと思ってお

りますし、それから三隅火力発電所において今、石炭に２％交渉ということを行っておりま

す。この地域の山のバイオマスエネルギーを火力発電所を持ってきて、そこで電気というエ

ネルギーに交換しております。そういったことも積極的に林業家の方々が参加しておりま

して、そういったエネルギーにかえているということも広く皆さんにも知っていただきた

いと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  前段のほうの御質問に対する改めての回答でございますけれども、

こうして原発の、そうしたいろんな危険な事柄、それは先ほど議員さん御紹介いただいた、

本当にそのとおりだというふうに思っておりまして、改めて本当に危機意識というのをし

っかり持って対応していかなきゃならんと思っているところであります。 

 私どもも、先日も中国電力のほうからも本町お越しいただきまして、福島第一原子力発電

所の状況をお聞きさせていただきました。それからまた、それを踏まえて中国電力での鹿島

の原子力発電所、あるいは上関の今後の計画をどうしていくのか。そうしたことについても



御説明を直に受けております。そして、そのときにも今後の国等の状況も踏まえながらにな

りますが、原子力発電所、上関のほうを今後どうしていくのか。さらには、先ほど御指摘も

ありました島根原子力発電所の活断層の近くにあるということで、そうした中での耐震設

計、そして福島第一原子力発電所の今回の状況を踏まえた上での安全性の基準、そうしたも

のは今どうなってるのかということ、改めて投げかけているところでもありまして、こうし

た回答もいただく、今、予定に、津和野町に直にいただくと、そういう今、取り組みもして

いるところでございます。 

 その上で申し入れをということになるわけでありますが、これについては首長もいろん

な考え方があると思います。それは、大阪市長さんはその市長さんのリーダーシップという

か、御判断でそういうことをされたと思いますし、私は、やはり私として、先ほども申して

おりますけれども、やはりもう少し町民の皆さんの小さいところでは、大きな前提は、それ

はもう皆さんと同じ方向性だと思っておりますけれども、そうした部分についてはもう少

し意見集約を図る必要があるんじゃないだろうかということであります。実際田布施町議

会、山口県でありますけれども、これは議員の皆さん、何人かの方が中止ということで意見

を出そうということになったということでありますが、いろんな議員さんお考えがある中

で、それでは中止ではいかんというところからいろんな御議論があって、そして最終的に凍

結という意見書を出そうということを決められたという話を聞いております。島根県で言

えば、ＪＡの島根中央会なんかが、これは安全確保申し入れを県知事でしたか、中国電力で

したか、されておるというふうに思っております。そうしたいろんな小さいところでは考え

方があるわけでありまして、私も、もし仮にそうした県、県知事あるいは中国電力申し入れ

をしていくためには、やはりできるだけ町民の皆さんの総意というものを持っていく必要

があるだろう。そこはもう少し慎重に私は考えた上で、町長としての意見を出していくべき

だろうというふうに考えていると、そういうことであります。 

 私も選挙で選ばれて、町民の皆さんの付託を受けておる立場でありますが、それ私の立場

は今一人であります。だけど、議員さんはこうして１６名いらっしゃるわけで、そこの御議

論というのが、それが一つの町民の皆さんの意見を集約するという、これは議会ならではの

私は機能ではないかと、そういうふうに受けとめている次第でありまして、ぜひともその意

見集約、住民投票とかそういうことをするわけにもいきませんので、現実として。やはりそ

こは議会の一つの役割として、ぜひまたさらに、そういう思いを持っていらっしゃるなら、

だからこそ、ぜひ竹内議員さんにも議会の中でのリーダーシップをとっていただいて、そう

いう意見集約をとっていただけないだろうかというふうにもお願いをしたいというふうに

も思っているところでございます。それを踏まえて、私どもも当然そうしたものを、また自

分の考えとしても持っていきたいというふうにも考えているところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  私も今議会に議員発議としてこの原発問題については出し

ておりますので、議員の皆さんの御協力をぜひとも得たいと思います。世論の大勢としては、



やはり今の原発は、いろいろ御意見としては安全が確保されればという、そういう御意見が

ありますが、今絶対に安全だという技術はまだないわけです。それは世界じゅう、どこの国

でも、随分進んでるフランスでさえ、絶対これで安全だという確信のある、そういう技術は

まだ確保されていないわけでして、安全確保というのは、これは言わば一つの方便ではない

かなっていうふうに思います。それは、いろいろな原発に関係してる人たちのいろんな動き

とか、そういうものを受けて、やはり原発をやめられないというような、そういう面からの

御意見ではないかなっていうふうに私は思っております。今の段階では、安全確保は本当に

無理なんです。それをやはり踏まえて私たちは行動を起こさなければいけないのではない

かなというふうに思います。 

 上関原発について言えば、これは本当にもう長年の、中国電力としては随分以前からの、

ここへ原発をつくるということは念願であるわけなんですけども、周辺の住民の方たちの

粘り強い、長い長い反対運動によっていまだ建設がされてない、土地造成とかそういうもの

には手がつけられているようですけども、でもやはり今、また二井知事が埋め立てを中止、

中止というか、今、中断するというようなことを発言すると、そういうことまで、そういう

発言までしなければならないような、そういう今状況に来ているということです。これは本

当に不幸なことですけども、今まで原発は大きな事故が起こるものではないというふうに、

特に日本の国内では安全神話というものがまかり通っておりました。今、福島原発の事故が

起こって、初めて本当に危険なものなんだということが認識されてきたわけです。それをや

はり私たちはこの事故を無駄にしてはいけないと思います。大きな犠牲と、それから大きな

お金を使ってしまってるわけなんです。今からもどれだけのお金が必要になるか、原発の終

息に至るまで。それは日本の経済をも本当に大きく動かすほどのお金になると思いますが、

そういう面でやはりこの原発事故を無にしないように、私たちが今から安全に暮らしてい

く世の中にするために、ぜひとも本当に町長にも御英断をいただいて申し入れをしていた

だきたいと思いますし、できれば議会のほうとも一緒にやっていければいいなというふう

に私のほうも考えております。 

 それでは、次の問題に移ります。防災についてです。 

 私もこれまでたびたび防災については一般質問しておりますが、東日本大震災を受けて、

やはりさらに防災の備えが必要だということを切実に考えるようになりましたので、きょ

うはかなり具体的なことも申し上げながら質問したいと思います。皆さんも本当に、私が言

うまでもなく、御承知ですけども、多くの人々が犠牲になり、そしていまだにまだたくさん

の人たちが避難生活を余儀なくされております。それから、経済的にもなかなか会社を復活

させることができない。農業も本当にもとどおりやることができない。いろいろな面で、も

とのようになるためには今から何年かかるか、そしてお金もどれだけ使わなければならな

いか、そういう大変な不安がありますし、日本経済に与える影響も大きなものがありました。

私たちの身近な問題になるわけですけれども、このニュースを見るにつけ、災害に対する備

えをしておくことの必要性というものを痛感しております。津和野町内でも、あれほどの大



津波を受けるということはまず考えられないんですけども、地震や台風、集中豪雨等の災害

は予測されるわけですから、これに対する備えが必要だと思います。昨日、前段の議員が防

災についてはたくさん、詳しいところまでの御答弁をいただくような質問しておりますの

で、重複は避けるようにしていきたいと思います。 

 先般、各自治体に避難所を書き込んだハザードマップが配布されました。それを見られた

住民の方が、自分たちの避難所になってる公民館は地すべり地帯に含まれているとの問題

点を挙げられました。このようなことは他の地域にも見られます。たくさんの住民を収容で

きる公共の建物ということで、公民館や集会所、学校などが避難所として指定されています。

各集落ごとに、さっきのような問題点があるのではないか。住民の意見も交えた避難所の再

検討が必要ではないでしょうか。また、避難場所へ必要最小限の施設の整備、それから備品

を整えておくことが大切ではないかと考えます。また、飲料水の確保の面から井戸の確保も

必要ではないでしょうか。今回の地震で井戸があったところへ避難所の方たちが水を分け

てもらうために足を運んだというようなニュースも聞きました。本当に井戸があるという

ことがいざというときにどれだけ助かるかということをつくづく感じました。 

 それから、２番目ですが、私が、これも今までたびたび申し上げてることなんですけども、

災害が起こったときの情報の入手の手段としてラジオ放送が大きな役割を果たすことが今

回の東日本震災で改めて認識されたのではないかと思います。ＮＨＫラジオ第一放送、第二

放送の受信難の解消について、県やＮＨＫに対して強く要請すべきだと思いますが、いかが

でしょうか。以前に私が質問した後、担当課のほうでＮＨＫに問い合わせをしたと聞いてお

りますが、どのような回答だったのでしょうか。 

 次ですが、地区の防災計画を早急に立て、防災体制を整えておく必要があると考えますが、

町内では防災計画のようなものがどの程度進んでるのでしょうか。私たちの住んでいる青

原地区では、昨年度からこれに着手しているわけです。避難の仕方や避難所の管理、負傷者

や病気の人の救護など具体的な計画をこれから立てるところなんですが、これにはかなり

の時間と手間を要することになりそうです。どの地区も早くするよう町のほうで指導され

ることが大事ではないかなと思いますが、御答弁をお願いします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、防災に関する御質問についてお答えをさせていただき

たいと思います。 

 中山間地の谷間に集落が点在する当町においては、地震や豪雨等のあらゆる災害に対応

した機能を持つ避難所は指定している中でも数少ないのが現状となっております。各地区

の公民館や集会所を初め、学校やお寺等を避難所としておりますが、実際には議員御指摘の

とおり土砂災害警戒区域や地すべり危険箇所の区域の中の施設を避難所として指定してい

る場合もあります。 

 避難所の考え方としましては、まず一定の数の住民を収容することができる施設である

こと。次に、災害初期時において、自主的な判断での一時的な避難であれば対応できるもの



などを考慮し、避難所としているところでございます。万が一大規模な災害となった場合は、

町として該当地域の住民に対して、安全な場所へ避難誘導をすることとなります。 

 現在指定している避難所につきましては、今後、災害の種類によっての安全度を勘案しな

がら再検討を行っていかなければならないと認識はしておりますが、各地域の施設も限ら

れるため、現在の避難所を使用する上においての周囲の環境整備、例えば土どめ擁壁や落石

防止ネットの設置を国や県等の関係機関と協議しながら進め、安全性の確保に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、避難所の物資や備品等についてでありますが、避難時の食料等の物資や毛布等の備

品はある程度必要であるものと考えておりますが、すべての避難所に配備しておくことは、

管理や財政的な面から現状では難しいものと考えております。しかしながら、災害時には道

路が寸断されることも想定されるため、各地域の拠点となる公民館等に限定して物資や備

品を備蓄していくことも今後考慮していきたいと思います。 

 井戸の確保については、管理上の面から現状では難しいものと思われますので、災害時に

生活する上で必要な水の確保と配給ができるよう、ポリタンク、飲料水用ペットボトル等の

整備をしてまいりたいと考えております。 

 続いて、ＮＨＫラジオ放送のアンテナ建設につきましては、昨年、要望書を送付させてい

ただき、建設予定がない旨の文書を受け取っております。 

 現在のＮＨＫ第一を放送しているアンテナは、県内に９カ所ありますが、益田圏域だけで

も４カ所、益田、津和野、六日市、匹見に建設されており、ＮＨＫとしてはこれ以上ふやす

ことはできないようでございます。 

 ケーブルテレビでは、ＮＨＫ第一をＦＭ波で再送信していますので、ＦＭラジオチューナ

ーに接続してお聞きいただくことが可能でございます。 

 しかし、災害時の情報収集手段としいて長時間活用できるかというと、利用できなくなる

可能性はあります。情報伝達を確保する手段としては、防災無線の設置がありますが、建設

には多くの経費がかかりますので、財政状況を見ながらの検討が必要と頭を痛めていると

ころでございます。 

 続いて、災害によっては、情報の混乱や道路や橋梁などの公共施設が被害を受ける可能性

もあり、そのようなときには町を初めとする防災関係機関などの迅速な対応が困難となり

ますので、町内の各地で自主防災組織などが結成され、平常時から防災知識の普及や啓発、

安全点検などの活動に取り組まれることが住民一人一人の減災につながるものと考えてお

ります。町としては積極的に自主防災組織の結成に取り組んでいるところであり、現況とい

たしましては、町内に２つの自主防災組織が結成されたところでございます。 

 地区の防災計画の作成に当たっては、その地区の地形や避難場所または災害時要援護者

支援など事情がさまざまでありますので、各地の特性に適応した防災計画が自主防災組織

の主導によって作成されるよう、町としても協力と支援を今後も努めてまいりたいと思い

ます。 



○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  まず、避難場所についてですけども、なかなか私がこうは

言いましても、本当に避難場所指定するということは難しいなというふうに思いますので、

地すべり地帯とかそういう危険地域にある、危険地帯にある場合の対策として、やはり国な

り県なりにそういうことを、防護のための擁壁とかネットをやるとか、そういうようなこと

に早く着手していただきたいと思います。 

 それから、やはり住民への問いかけも必要ではないかなと思いますが、私が聞いた地すべ

り地帯に公民館があるというその話の、その地区の別の人に聞いた話では、自分たちのこの

あたりの集落では、いざというときにどこへ避難するかということ相談したときに、やはり

高台にある家にみんなで行こうじゃないかという、そういう相談をしたことがあるってい

うふうなことも言っておられましたので、そういうところを指定することは難しいのかも

しれませんけども、やはり住民の間でそういう話をしておくということは大事なことでは

ないかなというふうに思いますので、その辺の町の、あとこの防災計画についての指導にな

ると思うんですけども、そういう指導をしていただけたらなというふうに思います。 

 それから、避難所への施設設備のこと、備品のことなんですけども、前段の議員が言いま

した、青原地区で避難をしたときに、公民館では浸水のおそれがあるので小学校の体育館に

という話があったと思うんですが、実際小学校の体育館に避難したときには、あそこでは煮

炊きすることができません。それから、板張りですし、ですのでやはりそういう場所を考え

た上での設備というようなもの、最低限のところでいいですので、それができるようなこと

を考えていただきたいというふうに思うんですが、そのためには、具体的には青原の体育館

は早く建てかえて、そういうことも備えをしてほしいということもあるんですけども、各地

区のそういう施設設備を点検して、できることならやっていただきたいなというふうに思

います。 

 それから、ラジオのことについてなんですが、アンテナの、県内に９カ所アンテナが設置

してあるということがありましたけども、益田圏域だけで４カ所、益田、津和野、六日市、

匹見とありますけども、津和野、やはり日原地域にはないんですね。私が車でずっと走って

おりましても、津和野の直地のほうから、もう本当に雑音が多くなって入らなくなるんです。

益田のほうに行きますと、横田のほうまでは入るんですけども、こっちの青原に近づくに従

って聞けなくなります。ですから、本当アンテナを立てていただけば、この日原地域もラジ

オ放送が聞けるようになるわけで、特に防災の面で、私はこれはＦＭだったんですが、避難

された人たちの情報がＦＭを通して情報が行き交ったのを実際に聞きましたが、本当にラ

ジオが聞けるということは大事なことだな、電源が失われても電池と携帯ラジオがあれば、

乾電池と携帯ラジオがあればできますので、ぜひこれは強力に働きかけをしていただきた

いと。ＮＨＫがもうできないと言ったからっていうんであきらめないで、強力な働きかけを

お願いしたいと思います。これは県のほうからも働きかけをしていただくということも必

要ではないかなというふうに思います。 



 それから、防災の計画のことなんですが、実際青原地域は防災組織をつくり、そして今、

具体的な避難についての話し合い等が今行われているわけなんですが、かなりの時間を要

しますので、どこかできたところを参考にしてというんではなくて、やはり着手できるとこ

ろからできるだけ早く着手するということを町のほうで御指導をお願いしたいというふう

に思います。 

 それでは最後の、議会の議決に付すべき財産の取得についてに移ります。 

 津和野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条では、

予定価格７００万円以上の不動産もしくは動産の買い入れもしくは売り払いまたは不動産

の信託の受益権の買い入れもしくは売り払いについては、議会の議決に付さなければなら

ないとされていますが、議会の議決を得ないまま買い入れがなされている備品などがある

のではないかと思われます。もし、そのような事実があるとすれば、今後どのように処理さ

れるのでしょうか。また、そういうチェック体制はきちんとなされているのでしょうか。議

会のほうに、予算には計上されているけども、どうも私が調べた中で買い入れの契約が議会

に出されてないものがあるような気がしましたので、これを質問に取り上げてみました。御

答弁をお願いします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、議会の議決に付すべき財産の取得に関する御質問につ

いてお答えをさせていただきたいと思います。 

 議員御指摘のとおり、津和野町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条において、予定価格７００万円以上の不動産もしくは動産の買い入れも

しくは売り払いまたは不動産の信託の受益権の買い入れもしく売り払いは、議会の議決に

付すこととなっております。 

 このことにより予算計上をし、契約の議決を得ないまま買い入れた備品について、合併後

ではありますが、調査をした結果、これまでに２件の該当がありました。 

 当然のことながら、予定価格７００万円以上の動産等の買い入れにつきましては、条例の

とおり議会の議決を得なければ有効な契約となり得ないものと理解しております。しかし

ながら、事務処理におきましてそのことに気づかず、議会の議決を得ないまま諸手続を進め

ましたことにつきましては、まことに申しわけないことであり、今後二度とこのような事態

が起こらないよう、事務の執行に当たりましては細心の注意を払うよう職員の指導を徹底

してまいりたいと考えております。 

 つきましては、その対応といたしまして、改めて臨時議会を開催していただいた上で、契

約締結日にさかのぼって契約を有効にさせるため、条例の規定により提案をさせていただ

き、追認の議決をお願いする考えでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  合併後、２件の該当があるという御答弁でしたけども、こ

の２件というのは物品は何、どの分の物品に関してでしょうか。それをお聞きしたいという



ことと、それから、それは一般会計だけなのでしょうか。特別会計でも該当があるのではな

いかなというふうに考えるんですけども、いかがでしょうか。 

 それから、２件については議会に付されないまま動産等の買い入れが行われたというこ

とですけども、物品の買い入れに当たってどういう手続といいますか、どういう経路で決定

がされるのか、その場合のチェック機能というようなものはどのようになってるのかお願

いします。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  ただいまの御質問の中で、どういうものがあったかとい

うことですが、まず、１９年度に建設課における除雪の動産、ダンプの購入がありました。

９００万ばかりではございますが、それが１件。それと、昨年、消防積載車を第１分団に配

置したことの、それが２,３００万ばかり備品で計上してありまして、その分を議決を得な

いでそのまんま事務を執行したということになっております。その２件でございます。特別

会計におきましては特にないんですが、病院事業会計におきましては公営企業法が適用さ

れてまして、議会の議決を得る必要はなく、予算に計上すればいいという特例が定められて

ますので、この２件というのは一応一般会計分だということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 チェック機能におきましては、予算議決をいただきまして、備品の場合ですと購入期間を

ある程度勘案しまして、大きな金額でありますと町長へ稟議を上げて、それから決裁をいた

だいた後に入札の準備に入りまして、それからの事務の執行になることになります。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  病院会計のほうは企業会計なのでということで、その分に

ついてはちょっと心当たりがあったんですが、それはわかりました。 

 この件に関して、今、他の、他県等でいろいろ議会でも問題になりまして、もう随分たく

さんの件数が後で、先ほど言われました契約締結日にさかのぼって契約を有効にさせるよ

うに臨時会を開いて行ったというような、そういう議会も全国には結構あるような感じが

します。そういうようなことが津和野議会でもあるのではないかなということで質問もさ

せていただいたわけなんですが、実際にこういうことが起こっている事実があるというこ

とで、やはりチェック機能というのがきちっと働いていないんだなということを私は実感

いたしました、今の御答弁いただいて実感いたしました。例えば千葉県のある市なんかでは、

責任をとって市長の給与をカットしたとか、副市長とか教育長の給与もカットしたとか、そ

ういうようなことが、行政処分というものでしょうか、そういうものも行われたというよう

な情報も得ておりますが、やはり本当に町民の税金を適正に使う。そして、それが不正が起

こることなく、きちっと使うということが大事なから、こういう条例が地方自治法にあり、

それが条例にも生かされているんだというふうに思いますので、こういうことが、事実があ

ったということ事態が私はやはり何か今の津和野町政の気持ちの緩みがあるのではないか

なというふうに思います。 



 洗い出せば本当はもっとあるのではないかなという感じがするんです。というのは、かな

り大きな額の計上がされているけども、これの契約案件が出てきたかなということもあり

ます。私も過去にさかのぼっていろいろ議案書等を見てみたんですけども、どうも契約案件

の議案が出されてない、そういう記憶がないなというものもありますので、もう一度洗い出

してみてください。 

 そして、本当に臨時議会で、この２件についての締結をさかのぼって契約を有効にさせる

という、この機会にまだほかにもあればぜひ出していただきたいと思います。これは各課で

本当に行うことが必要ではないかなというふうに思います。過去、教育委員会からはかなり

パソコンとかエアコンとかそういうもの、出されてきてるんですけども、そういう一つの課

でできてることがどうしてほかの課でできないのか、それもやはり問題だと思うんですね。

そういうことを庁議で諮って、きちっと徹底できる、そういう町の行政が行われなければい

けないのではないかなというふうに思うんですけども、今後建設課だけじゃなくてほかの

課でも洗い出しをされるかどうか、そこの点、そして、またチェック機能の強化等について

お聞きしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  このたびの御質問に対しまして、現在備品を管理してい

るのが出納室でありまして、合併当初から全部洗い出しを今回いたしました。そのことによ

って２件が今回発生したわけでございまして、一応全課当たったことは当たりました。 

 それと、今後についてですが、稟議の中に議会にかける要否を、文言をちょっとつけ加え

てチェック機能を強化していきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  この契約案件で一つ、もう一つお聞きしたいことは、例え

ばパソコン、学校関係にパソコン入れるときにはこれたくさんの台数を購入するわけなん

ですが、それを一つの業者で購入する場合、その業者ごとに契約をする。それが契約案件と

して出てくるのだと思うんですけども、業者が分かれれば一つの契約は７００万以上には

ならないということにもなるんですが、その辺はどうなんですか。やはり一つの業者で７０

０万以下のものだったら、この議会のあれには付さない。全体としては７００万超えるけど

も、業者が分かれるために付されないという、そういうことになるんでしょうか。そこちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  議員さん、お見込みのとおりでございまして、業者が変

わればその限度額は変わってくるものと理解しております。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  今回、これを出しました問題については、本当に条例がき

ちっと履行されるかどうかという町の姿勢といいますか、管理体制といいますか、そこの辺

がきちっとしてるかどうかということをあらわすものだったというふうに思いますので、



今後このようなことが二度とないように、本当にきちっとしたチェック体制を講じていた

だいて、町民が安心して町政を付託できるようにしていただきたいというふうに思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、４番、竹内志津子君の質問を終わります。 

 それでは、後ろの時計で１１時５分まで休憩といたします。 

午前 10時 53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時 05分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序９、１１番、川田剛君。１１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  改めましておはようございます。議席番号１１番、川田

剛でございます。 

 まず東日本大震災に当たって質問をさせていただくわけですが、この質問に先立ちまし

て東日本大震災により被災されました方々にこの場を借り、お見舞い申し上げますととも

に、被災地の一日も早い復興を御祈念申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして随時質問をさせていただきます。 

 まずこのたびの震災被害に際し、全国各地、そして世界の多くの国々や地域から被災地に

対する支援が行われました。御承知のとおり、当町からも実際に現地に赴かれた方、支援物

資を送付された方、義援金を送金された方々などあらゆる形で支援が行われているわけで

ございますが、津和野町としてどのような支援を行っているのか、そしてその状況はどのよ

うになっているのかお尋ねします。 

 また、このたびの震災は危機管理のあり方を改めて考えさせられるものでありました。住

民基本台帳のバックアップなど未曾有の災害などに対する危機管理体制は十分かお尋ねし

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１１番、川田議員さんの御質問にお答えをさせていた

だきます。東日本大震災に関しての御質問でございます。 

 東日本大震災に当たり、被災地の状況について県や町村会等から情報提供を受け、対応し

てきたところでございます。震災直後の被災地では物資が不足している状況であったため、

町が備蓄している毛布や給水用ポリタンクを県を通して被災地へ送っております。また住

民の方からの物資は、タオルやトイレットペーパーなどの品目に限定して募集を行ったと

ころ、多くの方から提供を受け、県を通じて被災地へ送り届けたところでございます。大規

模な災害のため、復興にかかる多額の費用と、被災された方への生活を支援することを目的

に、住民の方などから義援金を募る取り組みを行ったところ、６月１０日の時点で４２０万

１,９５９円集まりました。多くの方から寄せられた義援金は、日本赤十字社に送金し、日

本赤十字社から義援金配分委員会を通じて被災者の方へ配分されることとなっております。 



 このたびの震災の影響により、当町に避難された方は、直接町へ連絡があり、転入された

方が１世帯と、一時避難された方が１世帯となっております。町といたしましては、避難さ

れた時点で、空き部屋のあった教職員住宅へ入居していただきました。さらには被災地の現

場支援として、１名の保健師を派遣しております。 

 また住民記録情報などの重要な情報につきましては、毎日記録媒体にバックアップを行

っており、システムの障害が発生した場合でも復元可能となっております。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、このたび津和野町の備蓄している毛布や給水用ポリタンクなどを県を通して被災

地へ送られたそうでございます。先ほど同僚議員の質問の中でも、今後は水などといったも

のを備蓄していくという回答があったわけなんですが、非常用の食料など最低限必要な食

べ物なども保管していく必要があるのではないかと感じております。その辺について、どう

いうお考えかお答えいただきたいと思いますのが、まず１点目。 

 ２点目に、記録媒体の保管でございます。この度の震災で多くの地域で住民票が紛失し、

選挙も行えないような状況の場所も多々あると伺っております。この津和野町では重要な

情報については、毎日記録媒体にバックアップをされているということなんですが、このバ

ックアップされたものがどちらに保管されているのか、もしもそのシステムと同様にバッ

クアップされたものも被災してしまうと、それ自体がなくなってしますのではないかとい

う恐れを感じております。 

 そして、３点目に、もしもこの津和野町が災害に見舞われた際、各地から義援金など支援

物資を送られた際、その配分について検討はされているのか、この点について３点再質問さ

せていただきます。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  食べ物等の備蓄物資につきましては、今回の補正で米水

を予算計上して、来週になりますが、予算の中でまた説明することになると思いますけど、

一応今回３日分として予算を計上しております。あとは災害協定といたしまして、キヌヤさ

んと、今回新たになごみの里と協定をさせていただきまして、その支援物資がいただけると

いうことになっております。 

 記録媒体につきましては、本庁舎のほうで管理しておりまして、当町のような小さい町で

は、町自体がつぶれてしまいますと、やはりこれはなくなります。大都会のような大きいと

ころでは他県へサーバーとかを配置している市とか大きいところがあるとは思うんですが、

当町の場合は別にそれはしておりませんので、もし災害が起こって被害があったら一応な

くなるというような状態ではあります。 

 配分の検討につきましては、現在のところ別にしておりません。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 



○議員（１１番 川田  剛君）  記録媒体についてでございますけども、これはぜひとも

津和野町は狭い地域でございますので、津和野町全体がつぶれた場合というのが大変なこ

とになります。津和野町のみならず、島根県内の町村が同じ現状だと思います。町村会など

と相談されて、おのおのの記録媒体、記録を保管されるよう提案したいと思います。 

 それと分配金についてでございますが、これは今すぐにというのは難しいかもしれませ

ん。現在、多くの支援金が現地に、被災地に届いているわけですが、それがまだ住民の方々

に届いていないというような報道もされております。 

 もしも津和野町でも同じような災害が起こった場合、やはりあしたの生活がどうなって

いくのかと。ガソリンもつげないような状態で避難もできない。そういった状況を考えたと

きに、今安全であるこの時期にそういった分配金、そういった支援物資の配分など自治体を

通してやるのか、それとも防災計画に含めていくのか、そういった検討をしていかなければ

いけません。町内にはまだ自治会の設置されていない地域もございます。こういった自治会

の設置も含めた動きで防災に対する備えをしていただければと思います。答弁はよろしい

です。 

 では、次の質問に移らさせていただきます。住民サービスについて、質問を４点させてい

ただくんですが、平成１７年に新しい津和野町になりましてから、役場庁舎は本庁舎と津和

野庁舎の体制になっているわけでございますが、この２つの庁舎の間にサービスの違いが

あるか、また本庁舎としての機能的役割は何かお尋ねいたします。 

 次に、医療サービスでございます。県内の医師不足が進行な中、分限体制の制限により医

療に対する不安はますます深刻化してきております。このような状況下、県西部の医療体制

の整備は急務であるとの認識は一致しているはずであります。津和野町としての医療対策

はどのように実施していくのか、お伺いいたします。 

 次に、子供の遊び場がないという声を聞かれたことがあると思います。この現状をどう認

識し、対策を講じていくのかを伺います。 

 ４点目に、健康増進や生活習慣病予防、医療費抑制の観点から、老若男女問わず運動でき

る環境整備、ひいて言えば住民生活に直結するような、例えばサイクリングコースの整備や

グラウンドゴルフの普及といった施策をすべきと考えますが、町としての見解をお伺いし

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、住民サービスに関する御質問について、お答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 まず１番目の質問に関してでございます。本庁舎と津和野庁舎で行政サービスの違いが

あるかということでございますが、基本的にはあってはならないと考えております。また機

能的役割ということでございますが、合併協定の中では機能的役割については触れておら

れませんが、新町の事務所の位置をそれぞれ現行の位置に置くこととしております。地方自

治法第４条第２項に「事務所の位置は住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他



の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない」とされておりますので、

機能としては法の示すところだと考えております。 

 また協定では、「首長以下３役」、その当時の協定でありますが、「（町長、助役、収入

役）は本庁舎に、議会は日原第２庁舎に置く。」としております。合併当時と現在では組織

名称に少し違いがありますが、本庁舎としての機能的役割であると考えるところでござい

ます。 

 続いて、２番目の御質問でございます。益田赤十字病院の産婦人科の状況につきましては、

益田保健所を含めた圏域１市２町による連絡会、５月２４日には西部地域の分娩を取り扱

う医療機関、行政機関の合同連絡会が開催され、益田赤十字病院が分娩受け入れの調整に至

った場合についての御協力のお願いをいたしました。 

 島根県内にも十分な医師がいない状況の中で、島根県知事を初め県の担当者方には益田

圏域の分娩を守るという強い気持ちの中で御尽力をいただきました結果、６月１日から産

婦人科の臨床研修のため県外在住の医師が勤務することとなりました。今後は、分娩調整が

一日も早く解消され、さらに里帰り分娩が可能となるよう引き続き病院や県と連携し、常勤

医師の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 産婦人科医師の不足は全国的な問題でもありますが、県との連携をさらに図り、医師の情

報収集に努め、県外の大学への派遣要請や津和野町出身の医師の方々はもとより、益田市、

吉賀町とも連携して情報発信し、今後も継続して医師招へいに取り組んでまいりたいと思

います。また地域の住民の方とともに、地域医療を確保する取り組みを行うとともに、益田

圏域においても行政と医療機関が長期的な展望を持って益田圏域の医療を守る取り組みを

進めていきたいと思います。 

 引き続き、産科医師確保に向けて、「産科等確保支援事業」や「周産期医療維持継続等支

援事業」、さらに医師招へいに向けては、「津和野町医学生奨学金貸与事業」を実施してお

ります。周産期医療を維持継続していくことは、町の最重要課題と認識しておりますので、

今後も必要な財政支援について行うことを考えております。 

 続いて３つ目の御質問でございます。次世代アンケートによれば、「家の近所に安心して

遊べる場所はありますか」との問いに対して、本町では核家族化、少子化が進み、「近所に

安心して遊べる場所が少ない」と答える人が４５％を超えております。このような現状を踏

まえ、次世代育成支援計画における課題の中で、「子供たちの健やかな発達を促すため、外

遊びの推進とともに、安心して遊べる場の整備が必要である」ことを挙げております。 

 津和野町は自然豊かな環境の宝庫であり、まずは子供たちにとって恵まれた自然の中で

の遊びが可能と考えます。また子供たちのより身近な遊び場を確保していくため、運動場や

体育館、休園している保育園などを開放し、地域ぐるみで取り組む遊び場も確保していける

よう支援していくことも考えられます。 



 さらには現在遊び場として整備してきております幾つかの公園、施設等でも周知を図り、

場合によってはさらなる整備を加えることで御要望に対して答えることができるのではな

いかと考えております。 

 例えば、ハイキングとして、最適な城山散策、なごみの里にある遊具施設、安野光雅美術

館図書館での絵本鑑賞、同施設のチビッコ広場、中座の児童公園、カントリーパークの多目

的広場などを考えております。そのほかについても御要望を聞きながら、財政状況も加味し

た上で検討してまいりたいと考えております。 

 ４番目の御質問でございます。平成２０年から取り組んでいる医療費適正化計画の中で、

内臓脂肪型症候群、いわゆるメタボリックシンドロームなどの生活習慣病対策の柱として、

４０歳から７４歳の方を対象に「特定健診・保健指導」を実施しております。国保の保険者

である町としては、被保険者特定健診の受診率の向上と未受診者への受診勧奨に積極的に

取り組み、健診結果の報告の開催や個別指導を通じ、町民の健康づくりに結びつけたいと考

えております。 

 また体を動かすこと、適度な運動が健康によいことはよく知られていることでございま

す。その半面、交通機関などが発達したことで「ちょっとした距離でも歩かなくなった」、

運動したくても「忙しくて時間がとれない」などの声も聞かれます。体力や身体機能を低下

させないために必要なことは、無理なく体を使って行くことであり、年齢、体力、ライフワ

ークなど個々で異なりますが、継続できることに取り組んでいただきたいと考えておりま

す。その上でサイクリングコースの設置等については、財政状況をかんがみながら検討して

まいりたいと考えております。 

 グラウンドゴルフの普及については、現在関係機関の取り組みのお陰をもちまして、競技

人口がふえ、大会も数多く開催されてきておりますので、町といたしましてもさらなる促進

のための環境整備を検討してまいりたいと考えております。 

 なお、各地区公民館や健康を守る会の活動などで健康づくりに関連する事業を実施して

おりますので、町民の皆さんの積極的な参加をこの場をお借りし、お願いをする次第でござ

います。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  それでは、また随時再質問させていただきます。 

 まず住民サービス、本庁舎と津和野庁舎の違いについてでございますが、機能的な役割と

いうのは本庁舎は首長以下三役は本庁舎に、議会は日原第２庁舎に置くという協定がなさ

れているようでございますけれども、逆に文化的な価値というのは、津和野庁舎はどのよう

なものなのか、今後養老館を国指定遺跡に指定していこうという動きがある中で、また香り

高い文化の町と標榜されている町長でございますが、この津和野庁舎の文化的価値はいか

がなものなのかお尋ねするのと、それとこれは例え話でございますが、もしも合併が起きた

場合、他市町村と合併が起きた場合、市庁舎の市庁舎というのは存在し得るものなのかをお

尋ねいたします。 



 次、２点目の医療対策についてでございますけれども、今御答弁いただきました「産科等

確保支援事業」並びに「周産期医療維持継続等支援事業」について、詳しく御説明をお願い

いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  副町長。 

○副町長（長嶺 常盤君）  それぞれの庁舎の機能につきましては、最初に町長が御答弁い

たしたとおりでございますけれども、お尋ねのことにつきまして、津和野庁舎の文化的価値

ということでございますけども、旧津和野町、旧日原町、それぞれ特徴があろうかと思いま

す。文化的価値のどっち側が高いという意味ではございませんけども、特徴的なものにつき

ましては、その庁舎のそれが特徴ではなかろうかというように思っております。 

 本庁舎の機能的なものという概念でございますけれども、本庁舎としてはまず第一に住

民の利便性が必要だということでございます。それと利便性につきましては、先ほど来申し

ておりますように、津和野庁舎、日原庁舎、差があってはならないということでございます

けども、これにつきましては、いわゆる総合窓口の案内でありますとか、いろんな申請の授

受でありますとかということで、日原庁舎にあって津和野庁舎にない課もございますけど

も、そういった形でクリアーをさせていただいているところでございます。 

 また協働の関係、要するに本庁舎機能としてのスペース、それから多目的な場所であると

か防災機能であるとか、それから議会の状況であるとか、そういったものが本庁舎としての

機能ではないかというふうに感じているところでございます。 

 それぞれ議員さんがおっしゃりたいのは文化的なところということでございましたので、

その視点からちょっと外れているかもしれませんけども機能としてはそういうことでござ

いまして、それぞれの特徴を生かした、さらに細分化するとそういう津和野には津和野の特

性、あるいは日原には日原の特性と機能というものが存在するというふうに思っておりま

す。それぞれの特性を生かして相乗効果なり期待をしているところででございます。 

 それからもう１点、庁舎の細分化といいますか、市庁舎の市庁舎があるかということでご

ざいます。私がちょっと具体的にちょっといい加減なことを言ってはいけませんので、例を

調べてみたいとは思いますけども、ちょっと即答を、資料を持っておりませんのでお答えで

きませんけども、検討をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  ２つの事業の中身の説明でありますが、まず産科医等確

保支援事業につきましてですが、これは趣旨としましては、益田圏域において分娩を取り扱

う医療機関に対しまして、周産期医療を維持継続するために必要な産科医等に支給する分

娩手当経費の一部を補助することにより、産科医の処遇を改善し、その確保を図るというの

が趣旨であります。 



 その額でありますが、分娩取扱期間が産婦人科医、それから助産師に対して支給する分娩

手当がありますが、これ１件当たり基準額が１万円でありますが、それに取扱件数を掛けて、

その３分の２を医療機関に補助するという内容であります。 

 それからもう一つの周産期医療維持継続支援助成金でありますが、これにつきましても

大体先ほどの制度と似たところがあるんですが、益田圏域において分娩を取り扱う医療機

関に対しまして周産期医療を維持継続するために必要な経費、または周産期医療の発展に

寄与するための経費の一部を助成するというのが目的であります。これにつきましては、分

娩取扱機関に対しまして、１件当たり１万円を助成するというのが内容であります。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  まず庁舎のほうについて再質問させていただきます。 

 市庁舎の市庁舎は、基本的に僕が調べた中ではないはずなんですね。で、これが養老館を

国指定に目指す中で、例えばあそこが更地になるという可能性もなきにしもあらずと。言っ

ている意味、わかりますか。もしも市庁舎の市庁舎というのが存在しないのであれば、役場

機能として使えなくなるのではないかというおそれを僕は感じたわけなんです。 

 私は、主にこの文化的価値というのは本庁舎と津和野庁舎、サービスの違いがどちらもな

いのであれば、では今後津和野町を考えたときに国指定遺跡の中にある本庁舎とそうでは

ない分庁舎、どちらがいいかと思ったときに、私は養老館が国指定になって、その中に、そ

の経過の中に津和野町役場の本庁舎があった場合、これはすばらしいものなのじゃないか

という思いで発言させていただいております。 

 これは以前にも同僚議員の質問で、合併の当初からいろいろな問題が、問題といいますか、

町民感情の問題とかさまざまあると思うんですが、住民感情の問題も第一に考えなければ

いけないのはもちろんなんですけれども、この文化的価値、景観などを考えたときに、津和

野町役場本庁舎があの通りにあるということが国指定になった場合、ものすごく意味のあ

ることになるんじゃないかと感じております。この点についてどうお感じになるかお答え

いただきたいと思います。 

 それと次の医療のことでございますけども、益田産科等確保支援事業について、昨年度よ

りも増額されております。同様に周産期医療維持継続等支援事業についても、これは増額さ

れております。これはただ分娩を取り扱う件数に対しての助成だという御答弁だと思うん

ですけども、現在医師確保に向けて奨学金制度がございますが、医師だけではなく助産師に

も分娩を取り扱う権限はあると思うんです。助産師はまた逆子になった際というのは鍼や、

鍼ですとかマッサージ、お灸なんかで逆子を治す治療もあると思います。そういったときに、

医師だけではなく、助産師や鍼灸師等国家資格取得者、これも奨学金対象者に入れて医療確

保に向けていってはどうかと思うんですが、そのあたりお願いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず前段の話でありますけれども、基本的に私はやはり何を置い

ても一番大切にしなければならないのは町民のお気持ちだろうと、それが一番大切だと思



っておりますので、その後の優先順位よりも、まず先にそれを重要視をしたいと、そのよう

に思っております。ましてや、本庁舎の位置というのは、合併協定項目であれだけ難産の上

生まれたその合併の大切な協定項目でありますから、それを動かすということ、この感情が、

町民感情がどうなっていくのかということ、最も重視していかなければならない問題だと

改めてそう考えているところであります。 

 その上で、仮に国であろうと県であろうと、どういうふうな文化財指定になろうとも、結

局町民に愛されない文化財というのは、それは文化財ではないと私はそのようにも考えて

いるところでもありまして、そういう面からもこの町民のお気持ちというのはまず第一に

考えてまいりたいと、そのように考えているところであります。 

 それから、益田市さんとの、あるいはどこかとの合併ということでありますので、なかな

かそういう前提のお話では、我々は答えていく責任もありますので、たとえばの話というの

はなかなかしにくい、それもひとつ御理解をいただければというふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  補助額の増額でありますが、これは要綱ができてから改

正をしておりませんので、増額については件数の増と思われます。 

 それから、先ほどの答弁では、医学生の奨学金貸与事業ということで、これだけしか申し

ませんでしたが、この奨学金の貸与事業につきましては、看護師等というのもありますので、

助産師の場合はこれに、この奨学金のほうで対応できると考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  では、医療のほうでまた再質問させていただきますが、

この助産師も対応できるということで安心したわけなんですけども、実際まだ津和野町町

民の方で医師の確保に向けたものというのはあると思うんですが、今後山口圏域などに出

産される方、中には交通手段を持たれないような方もいらっしゃると思います。前もって生

まれる日がわかっていればいいんですが、やっぱり陣痛というのは急に来るものでござい

ます。そういった場合に急に山口日赤に行かないといけないですとか、萩に行かないといけ

ないと、そういった場合、相当金銭的な負担もありますし、また精神的な不安もあると思う

んです。こういった方々に対する助成というのは考えていらっしゃるのかどうか、この点を

お伺いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  今益田圏域では、広域の益田地区ふるさと市町村圏振興

基金を活用した取り組みで、そういう山口日赤等に健診、それから分娩で行かれる方の助成

というものを今検討しております。町は町として独自にもっと広く助成できないかという

ことで健診も含めて、年間１６回健診を受けることになっておりますが、それの交通費も助

成できないかということで今検討をしておるところでございます。 

 なお今の、いろいろなケースがあろうかと思うんですが、そこら辺経済的に全部を支援す

るというのもなかなか厳しいかなというふうに思いますが、いろいろ不安とかがそれぞれ



お持ちであろうかと思いますので、今妊婦さんにはこれまでの経過と今後の調整をどうい

うふうにされるのかという文書を個々に発送させていただいておりますとともに、それぞ

れの方に順番に保健師さんが訪問して、いろいろ相談を受け付けておりますので、その場で

いろいろ不安があろうかと思いますので、遠慮なく相談してほしいというふうに考えてお

ります。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 事務分掌についてお伺いいたします。商工観光課の事務分掌は、商工業及び工業に関する

こと、観光に関すること、労働に関すること、景観対策に関すること、計量に関すること、

津和野ブランド推進に関すること、その他商工観光一般に関すること、地域振興課の窓口業

務に関すること等８つの業務を行っております。 

 これは津和野町課設置条例から抜粋したものでございますが、私が思いますのは、これら

の事務分掌は営業課、地域振興課、まちづくり政策課、教育委員会でもできるんではないか

と感じておりまして、このたび質問させていただくわけなんですけれども、これは単に商工

観光課を否定するものではないことを申し添えさせていただきます。 

 下森町政になりましてから新たな課が設置されてきたわけでございますが、当時の議会

でも慎重な議論が行われ、現在新たな課が設置された後、このように至っているわけでござ

いますけれども、この新たな課が持つ役割、事務分掌が明確になっていく中で、外に向けて

の発信は営業課、町内の振興に関するものは地域振興課、そして津和野町のまちづくりの政

策を策定していく部分がまちづくり政策課であるように私は認識しております。 

 こういった新たな課が町の振興に尽力してきた中で、旧来からある商工観光課の位置づ

けというのはどうなのかと感じてこのたび質問させていただきます。先ほど申しました商

工観光課の事務分掌は、町外に発信するものと町内に関すること、そして観光に大きく分か

れると思います。観光という定義も難しいわけでございますけれども、辞書には、「ほかの

国や地方の風景、史跡、風物などを見物すること」が辞書では観光について定義されており

ます。津和野町の観光ももちろん風景、風物、施設を見物するわけであります。当町の史跡

や風物などの多くが教育委員会部局でもありますし、景観といった商工観光課が所管する

業務もほかの課でも十分対応できるように思うわけでございます。 

 組織の明確化や業務の効率を考えた上でも、商工観光課を解体し、事務分掌を再構築され

るべきではないかと感じておりまして質問を通告した次第でございます。こういったこと

を踏まえ、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  商工観光課の役割についてでございますけれども、今さら改めて

申し上げることもないかと思いますが、当然この町内の企業、あるいは御商売をされている

皆様、そうした方々のいろんな御支援をさせていただく施策を実現をしていく、そこに商工

会等とも連携をしてやっていくという非常に重要な役割を持っております。このたびも産



業振興の協議会等も開いて、そうした町内企業、あるいはそうしたところに対してのどうい

う施策をやるのかというのを考えたところでもあります。 

 一方で、もうひとつ津和野の場合は、やはり観光地としてこの観光をどう育てていくか、

そして観光業を営んでいらっしゃる皆さんのどういう支援をしていくか、そういうまた大

きな役割もありますし、当然観光ということになりますから、山口県と一緒に開いている、

そういうつくっている協議会、あるいは広島県等とつくっている協議会、あるいはＳＬに関

するそういう協議会、本当にさまざまなこの観光にかかわるいろんな取り組み、広域的な取

り組みもまたある。それをやはり商工観光課が行政レベルでどこもかかわっておりますか

ら、津和野町もその行政の担当者として出かけていく、それはやはりまた商工観光課という

ところであろうというふうに感じているところでございます。 

 それで今御質問をお聞きしとって意外だったのは、農林課という課がそこに入ってきて

ないというのが意外に意外な感じがしたわけでありますが、もし私自身もその大課制は基

本的に否定をしているわけではありませんので、今はそうしたこれまでの行政の縦割りの

メリット、デメリットもあるわけでありますが、やはりそのデメリットもかなり指摘をされ

てきておりますので、まずはそういう縦割りを、まずデメリットをカバーをしていく、そう

いう今いろんな試行錯誤も考えながらやってきている、そういう状況でもありまして、その

中でこうした課の設置等もしているわけでありますが、基本的にはやはりこの職員が減っ

ていく中での大課制というのは私自身も否定をしているものではありません。 

 ですから、これまで今後大課制等も考えた中で、じゃあ商工観光課と農林課と、これを一

緒にして、例えばの話でございますけども産業課にするとか、そういう検討というのは当然、

検討はこれからもしていかなければならないことだろうというふうにも思っております。 

 ただ私どもが、私がこれまで聞いてきた中で、やはり津和野地域というのは、この観光に

対する町民の皆さんの思い入れというのは非常に強いものがあるんだということもお聞き

をしてきておりまして、その「観光」という名前が入ったやはり課があるということ、この

津和野の役場の中にですね、そこに非常な思い入れを持っていらっしゃる関連の方、非常に

多いという話も聞いてきたというのも事実であります。 

 ですから、いろんなそういうこともございますので、いろんな観点から、また今後のこと

については、検討していかなければならないというふうに思っておりますし、現在はこの商

工観光課というのが非常に大切な私にとりましても重要な役割を持つ課だというふうに認

識をしている次第でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  今農林課が入っていないということで、確かにそのとお

りだなと思いながら聞かせていただきまして、確かにこの観光課があるないというのは重

要なことだとは思うんですけども、事務分掌を見る中では、やはりこれは商工観光課が必要

ないとは言いません、この事務は必要なんですけれども、スリム化する上でも地域振興課や

まちづくり政策課が新たにできたわけですから、特に営業課などは観光関連で多くの私は



ベルリンにも一緒に行っておられるとかですね、外に向けての発信は営業課の部分という

のはどんどん大きくなってきているんじゃないかと。特に観光というのは外に発信してい

くものが多いですから、そういった部分ではもう一度検討していただいて、事務分掌の明確

化をお願いしたいなと思っております。 

 では、次の質問に入らせていただきます。アンペルマンについてお伺いいたします。 

 現在、町営バスにラッピングされておりますアンペルマンを活用したまちづくりが実施

されておりますが、まだまだ町民には理解されていない状況であると私は感じております。

このアンペルマンを活用した事業を実施するに当たり、町民には公平で透明性のある、そし

て多くの方に理解していただけるものでなければならないと考えているわけですが、そこ

でお伺いしたいのが、アンペルマンの使用についての契約ではどのような取り決めがなさ

れているのかお尋ねいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、アンペルマンに関する御質問に対して回答をさせてい

ただきます。 

 １４番議員さんの御質問に対する回答においても触れましたが、アンペルマンはドイツ

ベルリンのデザイン会社であるアンペルマン社が考案した人気キャラクターでありますの

で、通常はライセンス料が発生いたしますが、このたびの町営バスへのラッピングに当たっ

ては特別の御配慮をいただき、無料で使用させていただいております。したがいまして、特

に使用に当たっての契約は取り交わしておりません。 

 なお、アンペルマンの住民の方々への周知等につきましては、町広報の３月号と５月号で

町営バス関連記事の中での紹介や、グッドイヤー社が全国で展開しているアンペルマンを

デザインした飛行船を使ったエコ教室を津和野小学校の児童全員と日原小学校の３年生か

ら６年生を対象として、６月４日に実施をしたところでございます。交通信号機から生まれ

たキャラクターでもありますので、子供さんたちを中心とした町民の皆様に対する交通安

全啓発活動に役立てていきたいとの考えを持っておりますし、両校生徒全員にアンペルマ

ングッズを配布するなど、周知に一役買っていただいた次第でございます。 

 まだまだ十分とは言えませんが、今後ともさまざまな機会を通して周知に努めてまいり

たいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  アンペルマンについて、再質問をさせていただきます。 

 昨日、同僚議員からも同様、同じような御質問があったと思うんですけれども、若干私の

ほうからも質問、聞きたいことがございますし、まずこのアンペルマンの決定でございます。

昨日の一般質問でラッピングの決定はだれがしたかという質問があった中で、営業課と地

域振興課が行っているというのは、これは事務的な部分だと思うんですけれども、急にこの

我々も見たことがなかったアンペルマンという素材が出てきたわけですけれども、このア

ンペルマンを決定といいますか、提案をしてきたのはだれなのか、町長がもとからやりたか



ったことなのか、それともアンペルマン社からアプローチがあったのものなのか、この点に

ついて、まず１点お伺いしたいことと、基本的には契約は取り交わしはないということなん

ですが──にしましても、この車のこのたびの事故の補修の際、アナザービー社の承認が必

要である、アンペルマン社のデザインの承認が必要であるということになりますと、これが

契約ではないんでしょうか。 

 私が思いますに、この津和野の町の業者でも、やっぱりラッピングできる会社があるわけ

です。そうすると、津和野の業者にやっていただくのが一番なんですね。しかしながら、そ

うできないというのであれば、やはり何かしらの取り決めがなければ、こういった事態には

ならないのではないかという疑問を感じております。その点をまずお願いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  それでは御質問にお答えをいたしますけども、まずアンペル

マンの決定というか、町民の皆さんからすれば突然という、私どもも実際のところ、まあ数

年前からあったものではございません。経過からいたしますと、古い話からすると、平成２

１年度に、実際のところは、これはフーアマンノブコさんという、今まで津和野町を世話し

てくれた方がおられますけども、その方を通じて、当時の情報企画課にそういったアンペル

マンを使ったというか、そういう交通信号機を津和野町にいかがですかというような話が

来た経緯がございます。ただそのものというのは、それから進んでいなかったというのが実

態でございまして、私どもも平成２２年、去年の５月に新たに課ができたときに、そのノブ

コさんの息子さんである高橋さんから、そのことについて再度情報があったといいますか、

あの点はいかがですかというようなことがありまして、ぜひ津和野──森鴎外と関係のあ

る津和野とそのドイツを結ぶひとつのそういったものをやってはいかがかというような提

案があったわけでございます。 

 そういった中でそういうつながりができてきたわけでございまして、話をしていく中で

なかなか交通信号機というのは町内に設置するというのは、警察等にもいろいろ御相談を

したところなんですけれども、結果的には日本ではなかなか使えまいというようなことに

なりました。 

 そういった中で、せっかくのそういったつながりということで、実際、その高橋さんが昨

年の１０月ですか、ドイツフェアのときに、津和野に来られることになりました。そういっ

たことから、それならばそういったキャラクターを使った何か交流ができるんではないか

なと、そのとき町営バスどうこうという話ではないんですけども、そういったグッズをドイ

ツフェアの中で販売をしたというような経緯がございます。 

 そういった中で、ちょうど町を回ってバスを走らすというような中で、せっかく津和野と

縁のあるベルリンのそういったグッズが、何か生かしてまちづくりができないかというよ

うな中で、そのバスへのラッピングをという話が出てきたということでございます。 



 最終的に決断は町長がもちろんされましたし、その間のいろんな事務的なことは私ども

が行ってきたというようなことでございます。その経過につきましては、そういった経過の

中でアンペルマンというのは生まれてまいりました。 

 それから今ラッピングの関係でございますけども、正式には先ほど答弁で申しましたよ

うに契約というのは結んでおりませんけども、口頭といいますか、そういった確認の中では、

このたびのこのバスへのラッピングにつきましては、この町営バス６台に最終的にはやっ

たわけですけども、これのみに使うということで許可はいただいております。それから期間

につきましても、このあくまでも町営バスに関することでございますので、この使用期限と

いうことでの話はさせていただいております。ただ議員さん言われように、きちっと契約と

いいますか、確認したものを書面で交わしていくというのは非常に大事であろうかと思っ

ておりますので、それについては今後さかのぼってということになりますけども、きちっと

確認をしておきたいというふうに考えております。 

 それから、ラッピングの工事といいますか、事業の関係でございますけども、これについ

ては、きのうもちょっとお話をさせてもらった中で、やはり特殊なああいったドイツの人気

のキャラクターであるというようなことで一括という方法をとらせてもらったところでご

ざいます。 

 特に、この中には、企画とかデザイン料というものが当然含まれております。これについ

ては、そういったアンザービー社というのが日本の正規代理店であるということで、どうし

てもそこにお願いをしなければそれはできないという現実のようだと思います。それから、

ステッカーの製作、これもあわせてやること。それから、車が当時なかなかでき上がる期間

というのが流動的であったりしまして、いつでき上がるかわからないというのはおかしい

ですけども、ちょっと期間がかかるというような話もございました。そういった中でやはり

一括した発注をするほうが経費的にも安く済みますし、そういったことで一括発注という

ことにさせてもらったところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  この車についてでは、また質問させていただくのですが、

デザイン料、ステッカーの製作費、この料金というのはわかるんですけれども、まず３００

万円から３３０万円になって１台が５５万円になったということだったんですけども、先

日の全員協議会では６８万円ぐらいだったですかね──の修理代がかかるんじゃないかと。

この金額の差というのは何なのかというのと、基本的にそのデザイン料というのがそこに

も発生するのかどうなのか。それともう１件が、それだけの金額が僕はかかるというのはび

っくりしたんですけども、ラッピングに対してなぜそれだけの金額がかかっているのか、明

細がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  金額の問題ですけども、３３０万ということで１台当たり５

５万、それから今回事故の場合が６８万という数字、やはり業者さんなりが動くのは６台や



っても１台やっても同じだということで、その辺で割高になるというふうに聞いておりま

す。直接は地域振興課のほうでその辺はやりましたんで、余り詳しくはありませんけれども、

そういう具合にちょっと聞いております。 

 それから企画デザインの一般的なところがどういう数字かちょっとわかりませんけども、

詳細をこの５５万なり全体の３３０万の中では出しておりません。一括的なものですけれ

ども、ちょっと問い合わせたところ、デザイン料についてだけですけども、１デザインが大

体こういうなんで２０万程度はかかるというふうに伺っております。 

 あとはステッカーの製作費とラッピング加工費ということでございまして、ちょっとそ

の割合については回答がなかったわけなんですけれども、残りが３５万ですか──の中で

対応しているというふうに、それから今回は特に国外でありますので、そういったやりとり

というようなもので、どうしても結局デザイン料も一般的のより高い分もあろうかと思い

ますけども、通常のほかの日本のどんなキャラクターを使っても、そういったものは当然か

かってくるものではあろうかと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  一番最初につくるときに６台やっても１台やっても同じ

というのはわかるんですが、このデザイン料が２０万円発生しているのは、デザインをつく

ったらでき上がってるものですよね。一度つくったものを何もなくして、そして事故が起き

て、またラッピングする際にまたデザインするということなんでしょうか。 

 それと、要は運転手の方もちょっと削っただけでそのラッピングが必要になってくると

なると、なかなか運転するのも恐ろしくて運転しづらくなるんじゃないかと。これだけの金

額というのが、普通で考えたら僕、高いんじゃないかなと思います。今津和野町の公用車に

は鴎外のラッピングされてますよね。あれなんかのほうがまだわかりやすくて、「鴎外１５

０周年なんだな」とわかりやすいんですけども、今回のこのアンペルマンのラッピング、１

台修理するだけでラッピングが６８万円かかるというのはどうなのかと。これデザイン料

も何度やってもかかるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  デザイン料どうこうというところまではちょっと私も直接は

地域振興課のほうの担当が発注したんで、そこまでちょっと確認今してないんで申しわけ

ないんですが。ただ今壊れたものについては、同じデザインを当然行いました。それとラッ

ピングが天井から全面ラッピング、バス全体をやってますので、そういう面ではラッピング

の通常価格がどんなものかというのを私もちょっとそこまでは、ものによって確かに違う

と思いますし、車の大きさによっても違うと思いますので、一概に何も言えないと思います

し、今回の事故に当たっては、それを取り外すというか部分的にではありましたけども、や

はり細かい作業が入ってくるんだと、そういったことでデザイン料というものは確かにな

いかもしれませんけども、そういった細かい作業部分で出たのではないかなと思います。そ

の内訳をちょっと私のほうも直接話しておりませんので申しわけないんですけども、経費



的にはそういう金額が入ったというのは聞いておりますので。お答えにならないかもしれ

ませんけども。 

○議長（滝元 三郎君）  わかりますか、できる。地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  ラッピングに関しましては、この前、全員協議会のとき

に御説明したときに、細かいことが書いてある資料があったんですが、本日は持ってません

で、その資料の詳細については説明できないんですが、今回の事故に関しましては、後のド

アが破損したことによって側面にも及んでしまったので、三方向を全部ラッピングを取り

かえなきゃいけないという状態になりました。で、天井と前面は残ったわけですが、全体を

やりかえるラッピングになりますという説明を受けました。で、１台丸ごとやりかえるため

の金額がこの前申し上げた金額になっておるということであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  例えば、その６８万円というのが高い、安いというのが、

これは協議されなかったんですか。 

○議長（滝元 三郎君）  ちょっと、発言の途中でございますけれども、チャイムが鳴り終

えるまで暫時休憩といたします。 

午前 11時 59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時 01分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。１１番、川田剛君。 

○議員（１１番 川田  剛君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 事故が起きた際、もともと５１台、１台当たり５５万円だったものが６８万円になったと。

普通の感覚からすれば、もし自分の車であれば、そんなにラッピングしなくていいよと言え

るのだと思うんですが、これはあくまで公用車ですから現状復帰させないといけない。そう

すると、「６８万かかります」と言われたときに高いなという感覚はなかったのか、それと

も「６８万かかります」、「はい、わかりました」と回答されたのか、この点と、もしもま

た同様ではないにしても、ちょっとこすっただけでシールがはがれました、後の部分からは

何も見えませんよと、何もアンペルマンには見えない、ワゴン車にしか見えないような状況

の中でも、少々の傷でもこれは修繕をしなければいけないのか、この点について２点お願い

いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  ラッピングの会社と話をしたわけですが、先ほど言いま

したように３面がはがれた状態、まだ上も前も残ってるじゃないかと、その部分で安くはな

らないんですかという折衝はしました。我々もその金額自体がそれほどかかるとは思って

なかったもんですから。ただ先ほども営業課長が申したように、６台を一遍に施行する場合

と、１台だけで技術者の方が来られる場合では単価が違うのはしょうがないという気持ち



は持っておりますが、そういう幾らか残っているもので安くはならないかということは申

しましたが、それはできませんという回答でありました。 

 それから少しだけ傷がついたりした場合にどうかということですが、それは補強用のテ

ープを幾らかはもらっております。ですから、そういう傷がついたり破れたりした箇所を補

強するようなテープでこちらのほうで修繕することは可能です。ですが、今回の場合は全面

的にもうはがなきゃ直せない状態でありましたので、全体の修理という形になっておりま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  傷の部分は了解いたしました。今後もし同じようなこと

が起きた場合に、また結局６８万円が発生するわけです。町内の業者の方でもできると、う

ちでもおっしゃってる業者さんいらっしゃいますので、口約束されてるんであれば、約束し

てないのであれば、お話をされてですね、もしも今後同様な状況になった場合は町内の業者

で扱ってもいいかどうかという確認はしていただきたいと思います。 

 それとこのアンペルマンの業者さん、アンペルマン社さんが町内の子供さんたちに交通

安全の啓蒙活動をされていると。私自身はアンペルマンを否定するものではありません。ア

ンペルマンが普及していって交通安全につながっていけばいいのだとは思っております。

デザインも否定するものではないんですけれども、やり方として、やはり町民に理解されて

から普及していくというのが私が思っているところなんですけども。残念ながら普及する

以前から町内のある店舗ではアンペルマングッズを販売されたりしてますと、どうしても

アンペルマンを売りたいのかと、販売したいだけじゃないのかというふうにもとらえられ

ても仕方がないと思うんです。できましたら、もう少し時間が空いた上でやっていただくの

がベストだったのではないかと。 

 それともう１点が、水木しげるロードに行きましたら、どこの店舗でもゲゲゲの鬼太郎グ

ッズですかね、そういったものが販売されているんですが、そういった町内の業者さん、例

えば商工会を通して扱う気はないかどうかといったそういったアプローチはかけなかった

のか。もしくはアンペルマン社さんが勝手に販売しているのかもしれませんが、町としてグ

ッズを販売するというのはどこまでかかわっていらっしゃるのか御質問いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  今２店舗ほど確かに売られておりますけども、これについて

は結論から申しますと、町がかかわってはおりません。かかわっていないというか、こちら

へ相談があったというか問い合わせがあったときにおつなぎはしましたけども、実際のと

ころ町の広報で３月号と５月号で、ああやってアンペルマンについて出させていただきま

した。もともとバスだけでやって、まずは動こうと、動く広告塔という意味でアンペルマン

を津和野の町に走らせたら、いろんな県外から来られた方も、それから町民の方もある程度

認識していただけるということで、私たちもそれからスタートという考えだったわけなん

ですけども、こういった町バスを走ること、それで広報誌に載せたことによって、実際のと



ころその２社さんはそういったものを扱うことはできないかという相談がありました、そ

ちらから。 

 そういったことでおつなぎをして、あとはそれぞれアナザービーさんとの話の中で進め

られておられるということでございまして、一気にここまでという考え方が当初からあっ

たわけではございません。ただ商工会等にこういったものをバスを走らせたりというのは

随時情報としてはつないできたところがございますけども、それをこういった形で広めて

いこうという、将来的にはそういうふうな直営店でも津和野の町にできれば、私たちも非常

にそういった国際交流をやっている町ですからいいんじゃないかという話はしておりまし

たけども、ここまで進むというところまではなかったというのが実際のところでございま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  １１番。 

○議員（１１番 川田  剛君）  以上で質問を終わります。（笑声） 

○議長（滝元 三郎君）  以上で、１１番、川田剛君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  ここで後の時計で午後１時１０分まで休憩といたします。 

午後０時 07分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 10分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。発言順序１０、１番、京村まゆみ君。１番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  議席番号１番、京村です。それでは、通告に従いまして、

私の一般質問を行います。 

 このたび大きく分けて２項目についてお伺いしたいと思います。 

 まず１点目ですが、今年度の重点施策「定住」へ取り組む意気込みをお伺いします。島根

県内でも一番人口の減っている町として、定住対策は強力に進めるべき重点施策として大

いに賛同するところでありますが、定住地として選んでもらえるかどうかを左右する大き

な問題として、まず一つ、分娩制限、益田赤十字病院の産婦人科の分娩制限への対応策、ま

た東日本大震災による避難者の受け入れ体制整備、この２点についてお伺いをします。 

 益田赤十字病院の分娩制限については、昨日から何人もの議員さんがこの件に触れられ

ておりますので、重複する部分もあるかと思います。非常に危機的な問題であるという認識

は皆同じだと思うんですけれども、５月の全員協議会への報告以後の経過と現況について、

先ほどまでのほかの議員さんの御質問の答弁でわかる部分もありますが、特に益田日赤の

今後の受け入れ方針などについて中心にお答えいただきたいと思います。 

 また圏域で足並みをそろえて対応するということを全協のときにも言われておりました

が、「定住」を重点施策として掲げている町として、今いる妊婦さん、またこれから妊娠す

る可能性のある人たちに対する対応策についてお伺いいたします。 



 そして２点目として、避難者の受け入れ体制整備ということなんですけれども、福島の原

発事故の被災者がふえる中で、せめて子供や母親を避難させたい、夏休みだけでも避難させ

たいという考えの方が多いように考えています。しかし、被災者受け入れ支援の県のホーム

ページに空き家情報などが載っておりますが、津和野町は県営住宅２件のみしか記載され

ていません。またたとえ住宅があっても仕事がないからという理由づけで受け入れ支援に

消極的ではないのかなと感じております。 

 しかし、今こそせっかくつくっている町の就農支援制度や若者定住促進奨励金制度など

と組み合わせて、県、町としては、「これだけのことができます」、「こういう受け入れが

できます」、「ここからはできません」とか、例えば県の３０万円の生活支援金などのこと

もあわせて受け入れの体制支援を、支援体制を整備して、どんどん情報発信を行うべきでは

ないかと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは１番、京村議員さんの御質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 まず分娩制限への対応策に関するものでございます。益田赤十字病院の産婦人科にかか

る状況については、平成２３年４月より常勤医師１名と島根大学医学部と県立中央病院か

らの応援を受けながら分娩及び外来診療を行ってまいりました。しかし、５月２日に益田赤

十字病院が島根大学医学部との共同記者会見で、現在の常勤医師１名の体制では昨年並み

の分娩件数約４００件を取り扱うことは困難であるため、近隣医療機関への妊婦の受け入

れ依頼を検討することで常勤医師の負担軽減を図り、益田圏域の産科機能を維持したいと

発表されました。 

 このことを踏まえて、益田圏域の関係者で今後の対応について次のとおり協議をいたし

ました。まず１番目に、益田圏域の分娩休止を何としても避けるためには、医師の負担軽減

が必要不可欠である。２番目として、取り扱う分娩件数を月２０件程度とする方向で、益田

赤十字病院、島根県、益田市、津和野町、吉賀町、県西部の医療機関などと調整を行い、５

月末までには方針を決定をする。３つ目といたしまして、この地域で安心して子供が産める

よう、島根県、益田赤十字病院及び圏域自治体と連携しながら、常勤医師の早急な確保を目

指すという内容でございました。その後、６月１日より産婦人科の臨床研修のため県外在住

の医師が勤務することとなった次第でございます。 

 今後は分娩調整が一日も早く解消され、さらに里帰り分娩が可能となるよう引き続き病

院や県と連携し、常勤医師の確保に向けて取り組んでまいりますが、当面は分娩受け入れ調

整の方法にて進めていかなければならない状況でございますので御理解をいただきたいと

思います。 

 益田赤十字病院から示された分娩受け入れ調整の方法は、１番目に平成２３年８月から

１２月の間に出産予定で既に予約済みの妊婦のうち、津和野町の対象妊婦の方は山口赤十

字病院へ紹介されます。平成２３年５月２５日現在での益田圏域の全体数は４９名で、その



うち津和野町の対象妊婦は９名と伺っております。なお、予約済みで予定日が平成２３年７

月末までの妊婦については益田赤十字病院において対応をされます。 

 ２番目に、近隣医療機関に紹介された妊婦さんも妊娠３３週までは益田赤十字病院で妊

婦健診を受けることができます。なお、リスクの高い方、希望される方は早い時期より紹介

される場合がございます。 

 ３つ目に、平成２３年１月以降出産予定の方は、予約順に月２０名を限度に受け入れられ

ます。 

 ４つ目といたしまして、受け入れできない妊婦については、益田赤十字病院が責任を持っ

て他の医療機関に紹介をされます。 

 なお、妊産婦及びその御家族の経済的負担の軽減を図る目的で、益田地区ふるさと市町村

圏振興基金を活用した助成制度及び町独自の支援につきましても、現在検討している状況

でございます。 

 続いて、就農支援事業を活用した避難者受け入れ体制整備についての御質問に対してお

答えをいたしたいと思います。 

 このたびの東日本大震災に伴う被災者、避難者の方々の受け入れ支援については、本町と

いたしましても災害発生当初より町営住宅、教職員住宅の開放を打ち出し、実際にお困りに

なられておられる御家族の受け入れを行ってまいりました。その後、時間の経過とともに受

け入れの考え方が全国的に災害からの避難というものから定住に傾斜しつつあると私は受

けとめておりますが、そうした中で人口減少に苦しむ津和野町の事情や思いがこのたびの

災害に対して先行してしまうと、精神的にも物質的にも深い傷みを受けておられる被災者、

避難者に対する責任ある行動となり得ないと考えております。 

 これまでも県と連携し、津和野高校の定員割れ生徒数分までを限度とした受け入れや、よ

りきめ細かいフォローが行える観点からの町民お知り合いの被災者・避難者の方々の受け

入れを打ち出しておりますが、今後広く門戸を広げていく上では、既存の町就農支援制度や

若者定住促進奨励制度を組み合わせながら、万全の受け入れ態勢を整える必要があると考

えております。 

 そうした考えに立つ中で、消極的という印象を受けておられるとしたならば残念であり、

また本意とするところではございません。被災者、避難者の責任ある受け入れの体制等プラ

ンをできるだけ早く構築、発信し、結果として本町の課題である定住対策に結びついていく

よう積極的に努力をしてまいりたいと思っております。 

 なお途中、よりきめ細かいフォローが行える観点からの町民お知り合いの被災者、避難者

の方々の受け入れを打ち出しておるという表現でございますが、ちょっと誤解を招きかね

ないのでございますけれども、全くゆかりのない方が今津和野町にお住みになられたいと

いうお申し出があった場合でも当然その受け入れは行っておるわけでございますので、そ

れは前提としてあるということは、あわせて確認のためにもつけ加えさせていただきたい

というふうに思っております。 



○議長（滝元 三郎君）  １番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  まず分娩制限についてですけれども、５月の全協の時点で

は、もう７月末ぐらいからの妊産婦さん、皆山口方面への転院をしてくれということなんだ

という話を聞いておりまして、その後の関係の機関や病院関係者の方々の協議の中で頑張

っていただいたおかげで、来年１月以降は津和野町の住民も先着２０人に入れば益田日赤

でも受け入れていただける、また３３週までの妊産婦健診も益田の日赤で受けられるとい

うふうになったということは本当に敬意を表したいと思います。 

 また１名の県外からの常勤医に来ていただけたということも心強い限りではあるんです

が、しかし益田日赤の産婦人科の先生方の御負担は本当に大きいということを考えており

ます。心身ともにぎりぎりの状態ではないかと推察します。 

 そう考えたときに、医師が７名体制の山口日赤が益田圏域の妊産婦５０名までは受け入

れるという方針を打ち出してくださったということを前回の全協のときにも聞いておりま

すが、そちらへ通院すること、サポートをいかに行うかということが、この町にとっては大

きな今後の定住に向けてのかぎじゃないかなと思っております。その点についてどうお考

えか、特に山口市との観光などの連携をしておられますけれども、こういう医療に関して、

特にこの周産期医療に関しての医療連携をどう考えておられるかをお伺いします。 

 それと被災者の受け入れ体制についてですが、私が消極的だと感じたのは、県のホームペ

ージなど以前から何回も震災後何度も見ます。私自身も自分が発信できる手段を使ってい

ろんな発信をしている中で、町の受け入れ体制が空き家情報などでも０件のときがずっと

あって、この間２件になったと思ったらまたゼロになって、また今県営住宅が２件というふ

うに載ってますけれども、もっと町営住宅でもあるはずではないか。また、広く町民に空き

家情報などを提供してくれという呼びかけもない、また福島の原発被災者、避難者の方々は、

本当に農地を奪われて、これから農業をしたくてもできないとか、そういう方も多くおられ

る、また夏休みを利用して子供だけでも、母親と子供だけでも避難したいという方々がおら

れます。そういう方に対する情報発信という部分がとても弱いように感じております。その

辺はどういう体制をとっておられるのかをお伺いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  今後山口市との医療の連携を強化していただきたいとい

う内容に理解したんですが、それでよろしいですか。今回こういう日赤のほうの対応が全員

の方の対応が無理だということで、県を始め関係機関が連携して山口日赤のほうに要望い

たしまして、こういうことで受け入れていただけるということになったわけでありますの

で、今後も引き続きこの体制は連携は継続したいと思いますし、根本的には日赤の産科の医

師の確保がどうしても２人では不十分でありますので、この圏域で山口県も含めてであり

ますが、例えば九州のほうの大学のほうに圏域の活動として医師の派遣を要請するという

ようなことも今後考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  副町長。 



○副町長（長嶺 常盤君）  被災者に対する空き家情報、そういったものが非常に情報とし

て不足しているんではないかという御指摘でございます。議員さんが今情報として求めら

れているのが、多分県のホームページかなというふうに思っております。ちょっと古いんで

すが、５月１６日現在では、確かにゼロというふうになっておりましたり、５月２７日現在

ですと、県営の部分が２棟あるというふうな情報が流れております。町のホームページです

と、今９戸、８戸でしたか、戸別の町の情報の中には入っておりますし、また雇用促進住宅

等もちょっと正確な数字ではないんですが、２５年の３月３１日までは無料で入れるよう

な状況になっておりますので、問い合わせをいただくなりちょっと消極的といえば消極的

かもしれませんけども、いただければ、こうした情報も的確に流していけるんではないかと

いうふうに思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、今のホームページ等の部分も、いわば雇用促進等の部分が入っ

ておりませんので、そうしたことも必要ではないかと思いますので、その辺の情報公開につ

いては、ホームページ等については、これから検討をさせていただければというふうに思っ

ております。 

○議長（滝元 三郎君）  １番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  妊産婦さんの受け入れについてですが、益田日赤で受け入

れてもらえるに越したことはないというのは、もう皆さんそう考えておられると思うんで

すけれども、プラス山口への通院のサポートについては、本当にいろいろ検討はしておられ

るということですので、ぜひそこを検討していただいて、圏域で足並みをそろえて進むこと

ももちろん大事だし、例えばバスを出すとか、そういう向こうから来ていただくとかいうこ

となんかを考えたときには圏域で考えないと無理かなと思いますけれども、定住を力強く

進めるために津和野町としてマイナスをどうチャンスにかえていくのかという視点から考

えたときに、お金の部分もそうなんですけども、妊産婦が３３週以降で日赤山口のほうへ通

うとなると、御主人または家族の方がつき添って運転をしていかなければならない、またそ

うすると、職場を休んで、１日休むということが度々、毎週または隔週ということになりま

すので、そういう部分へのサポートや、上の子がいる中で健診に行く送り迎えの心配がある

とか、そういう細かいサポートを、この町だからあったかい応援ができるんだよというよう

な支援を、もちろんこれは行政だけに投げかけるんじゃなくて、町民と一緒になってしてい

かないといけないと思いますので、商工婦人部とか、婦人会の方とか妊娠、お産を経験した

たくさんの御婦人の方にもいろんな、こうしたらいいんじゃないかとかいう考えがおあり

でしょうし、また妊婦の方もこうしてほしいということがあると思うんです。そういうこと

を、そういう意見を汲み取っていきながら進めていってほしいなと思っております。 

 妊婦さんの戸別訪問をしておられるということですが、それは今後の対応策などの文書

も配ると言われましたけど、それはもうされたのかどうかをちょっとお伺いしたいと思い

ます。 



 それから被災者受け入れについてですけれども、私のほうがホームページのほうを見落

としているということもありますので、また確認させていただきたいと思います。 

 それと、就農支援の制度で基礎研修中に１家族に１２万、中学生以下の子供がいれば月３

万円加算して支給するとかいうふうな制度があります。こういうものと組み合わせて、一つ

の情報として町として発信していけば、それを受け取って、不純動機と言われるかもしれま

せんが、避難先や疎開先を探しておられる方がそれを見てほかの町村と比べてここを選ぶ

か選ばないかは被災者の方が考えられることだと思いますので、町の事情が絡むのは致し

方ないことだと思いますので、どんどん定住対策として進めてもらえないかなと思います。 

 ちょっと特に返答は結構ですけども、健康保険課長さんのほうのちょっと返答をお願い

します。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  妊婦さんの健診または分娩については、それぞれ個々に

よっていろいろ条件なり環境なりが違うと思います。でありますから、先ほど御提案があり

ました地域でのいろいろな組織なり団体なりの協力というようなこと、それから保険の活

用とかも考えられるのかと思いますが、そこの辺は今ここでこうしましょうというわけに

はなかなか行きませんので、あとはいろんな不安がありましたら１１番議員さんのところ

でもお答えしましたが、保健師さんのほうに遠慮なく相談をしていただいて、その個々によ

ってそれぞれ解決方法があろうかと思いますので相談していただいたらと思います。 

 それから町として独自に支援につきましては今検討しているところでありますが、一応

お産だけではなくて、それまでの健診も含めて山口日赤までの交通費を助成したいという

ふうに考えております。 

 ちなみに日原駅から山口日赤まで通院するとしますと往復で２,６２０円かかります。津

和野町からですと２,３００円往復でかかるということであります。それを１６回で計算し

ますと、一人当たり日原では４万２,０００円ぐらい、津和野の方では３万７,０００円ぐら

いかかりますが、それが仮に平均的なところで３万８,０００円として４０人おられたら１

５０万前後の経費が必要かなというふうな試算はしております。で、先ほど話がありました

御主人と運転して、いろいろあるかと思うんですが、そこまではちょっとなかなかすべてを

経費を見るというのはなかなかケースによっていろいろありますので難しいかと思います。

一応そういうことを今現在、町では検討している最中であります。 

 それから妊婦さんへの対応はしたかという御質問であります。これは先週６月１６日付

で一応妊婦さんのほうには、これまでの経過と今後の分娩の受け入れの調整についてのこ

とをお知らせをしております。その他あわせまして、保健師が妊婦さんのほうを今訪問を順

次しておるところでありますので、いろいろ御不安なり心配があれば、そこで遠慮なく申し

出てほしいというふうに考えています。 

○議長（滝元 三郎君）  １番。 



○議員（１番 京村まゆみ君）  御主人が休むのが職場に対して気兼ねだとか、そういうこ

ともあると思うんですが、そういうことまでは町として対応がなかなか難しいかもしれま

せんが、例えば町の広報で、益田で分娩することがこんなに大変になっているんだというこ

と、そういうことを広報などにでも載せて各事業所の理解を得るような形で協力を呼び掛

けるというか、そういうこともしていけば少しはサポートになるのではないかなと思うの

で、御検討いただきたいと思います。 

 また保健師さんの中には助産師の資格を持っておられる方が町内の保健師さんにもおら

れますので、そういう方へのそういう「助産師の資格を持ってられる保健師もいますよ」と

いうようなことを妊産婦の方に伝えれば、また安心が一つふえるんじゃないかなと思いま

すので、そういうところのサポートもぜひ考えていただけたらなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、２つ目の質問に移ります。津和野町教育ビジョン策定についてお伺いいたしま

す。 

 本来ならば昨年度中に策定されるはずであった津和野町教育ビジョンですが、昨年度策

定に至らなかった理由と進捗状況、策定の見通し、具体的に教育現場に反映される時期につ

いてお伺いいたします。 

 またビジョン策定において教育委員さんはどういう位置づけ、役割を担っておられるの

かお伺いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  それでは教育ビジョンの策定について、お答えを申し上げます。 

 昨年度策定に至らなかった理由ということであります。進捗状況あわせてお答えを申し

上げますが、津和野町教育ビジョンの策定につきましては、当初計画では５月に公募委員５

名を含む２５名に策定委員をお願いし、６月より月１回程度の部会と年４回の策定委員会

を開催するというふうな計画でありました。また１２月じゅうに草案を作成して、１月には

パブリックコメント等を行い、２月にそれに基づく修正を行って、３月中旬には最終案を策

定すると。その後、教育委員会で最終的な決定をするというふうな計画でありました。 

 ６月の２日に第１回目の策定委員会を開催いたしまして、年間の策定スケジュールをお

示しをしました。その当日、学校教育部会、社会教育部会、文化振興部会の３部会に分かれ

て、それぞれ部会長、副部会長の選出と部会ごとのスケジュールを計画していただき、部会

主導で策定を進めていただくことでスタートをいたしました。 

 ３部会のうち文化振興部会につきましては、当初の予定どおりに部会の審議を進められ

ましたが、学校教育部会は３月３１日に第１３回目の部会を行い、社会教育部会につきまし

ては３月１９日に第９回目の部会を開催して、一応の部会としての結論を出し、その後、誤

字訂正等の調整を文書やメールにて部会内で調整を終えたところであります。それぞれ部

会ごとに部会長さんを中心に日程調整や協議の進め方を検討していただきながら進めてま

いりましたが、各部会とも委員の方それぞれの思いがあり、できるだけその思いを議論でき



るような部会運営に努めていただいたため熱心な議論となり、どうしても時間がかかって

しまいました。 

 また委員には遠方より大学等の学識経験者の先生方にお越しをいただいております。日

程についても、調整が難しいために毎日のように頻繁に開催することができず、昨年度内で

の策定が困難ということになりました。現在の進捗状況でありますが、部会からの原案が出

てきたところでありまして、この原案に対しまして全体に共通する事項をつけ加えている

ところであります。 

 今後の予定といたしましては、各部会長、副部会長の方にお集まりをいただき、草案とし

てまとめた後に、ホームページによりましてパブリックコメントを行い、修正箇所等があれ

ば修正の上、策定委員会を開催してまいりたいと考えております。その後、教育委員会に答

申をいたしまして、教育委員会においてその内容を検討の上、津和野町教育ビジョンとして

参りたいというふうに考えております。作成されました教育ビジョンにつきましては、学校

や公民館の教育現場に十分に周知をしてまいりたいと考えております。 

 また簡易版を作成して町民の皆様に周知するとともに、ホームページ等にも掲載をして

まいりたいと考えております。当初より予定が遅れておりますが、できるだけ早く策定をし、

２３年度の事業にも反映できるよう努力をしてまいりたいと考えております。 

 ２番目の質問でありますが、教育委員は教育委員会において策定委員会から答申をされ

た教育ビジョンの内容を審議検討し、修正点があれば修正した上で津和野町教育ビジョン

として最終的に決定をいたします。町全体の教育行政の基本となる計画ですので、慎重に審

議し、パブリックコメント等の御意見も参考にしながら、修正をすべき点があれば修正し、

よりよいビジョンとなるようにすることが教育委員の役割でもあるというふうに考えてお

ります。 

○議長（滝元 三郎君）  １番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  教育委員会が策定するビジョンである以上は、教育委員さ

んが検討、承認するという手順を踏むのは当然のことだとは思います。しかし、その策定委

員さんへ、こういう行程というか最後になって委員さんが承認する修正するというような

ことが知らされているのか、また最後の部会が３月３１日に行われたということですが、そ

れから３カ月たってます。この間に、原案に対して共通する事項をつけ加えているところだ

ということですけれども、そういう教育委員さんが最後に手直しをするというところも含

めた行程について、策定委員さんについて、策定委員さん方にそういう行程が伝えてあるの

かどうか、また行程についての大体の流れがわかりましたが、策定の予定時期はいつごろに

考えておられるのかお伺いします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  策定時期でありますが、今のピッチで行きますと秋口になるん

ではないかというふうに思っているところであります。先ほどの答弁の中で、部会の開催は

３月、学校の場合３月３１日というふうなことでありますが、その部会の文書整理がその後



ありまして、私のほうに最終的に部会としての意見というふうな形でいただいたのは５月

の下旬ぐらいにその文書としていただいたところであります。それから教育委員会として

全体に共通をする、俗に言う「始めに」とかいうふうな書き出しの文書等があります。それ

から全体の構成に関連するような部分については、教育委員会で一括をして草案作成をし

ておりまして、その部分を今つけ加えているところであります。 

 それを一応そういった形で形を整えた上で部会長、副部会長の方にお集まりをしていた

だいて、そういう方向でいいかどうかというふうな確認をしたいということであります。そ

の後、先ほど申し上げましたようにパフリックコメントということであります。 

 それから教育委員会による最終的な判断ということについては、第１回目のときに全体

的な作成の方針といいますか、流れといいますか、そういった形の中で説明をしております

ので、うちのほうから言えば御存知のはずだというふうに理解をしております。 

○議長（滝元 三郎君）  １番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  昨年の１年前に私がこの教育ビジョンについて一般質問を

したときに、教育長の、つまり教育委員会の理念を先に提示した上で、素案を提示した上で

つくるべきではないかと質問をしました。そのときに「委員の英知を結集したものとなるよ

う私の考えは差し控える」と言っておられました。策定委員さんが熱心に最初は４回と言い

ながら十何回議論を重ねてきたということですけれども、それを最後になって教育委員さ

んが出てくるというようなふうに受け取れるんですが、１年かけてきてつくってきた途中

の審議に教育委員さんはどのようにかかわっておられたのかお伺いをします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  基本的にこの１年をかけて検討していただいた事項を極端的に

変更するというふうな考え方は持っておりません。ですが、全く修正がないというふうなこ

とにも行かないかなというふうな思いがありまして、先ほどのような答弁をしております

が、基本的には部会の意見をできるだけ尊重していきたいという考え方は持っております。 

 それから教育委員さんのかかわりでありますが、基本的に進捗状況等については教育委

員会で報告をしておりますが、作成について今までの間では教育委員さんは一切かかわり

を持っておりません。それは基本的に委員さん、各委員さんにお願いをして、ああして作成

をしていただいて、答申をしていただくというふうな考え方でその答申を待っているとい

うふうな、そういう流れの中で特に関わりを持ってないということであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  策定委員さんのほうにそういう行程を伝えてあるというこ

とですが、行程は伝えてあったかもしれませんけれども、３月以降いろんな委員さんに出会

うたびにどうなってるんだと聞いても、社会教育部会、学校教育部会、文化部会のどなたに

とってもどうなっているのかわからないというお返事しかいただいておりません。委員さ

ん方もわからないという状態で、今ここで教育長の考え方を私が聞いて、多分委員さん方も



わかると思いますので、早く委員さん方にも今後の対応、策定行程についてお知らせしてい

ただき、理解をいただきながらよりよいものをつくっていただきたいと思います。 

 またできるだけ早く作成し、２３年度の事業にも反映できるように努力をされるという

ことですので、そこに大きく期待しておりますので、よりよいものをつくっていただくよう

にお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で１番、京村まゆみ君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  ここで後の時計で２時まで休憩といたします。 

午後１時 50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時 00分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 発言順序１１、８番、青木克弥君。 

○議員（８番 青木 克弥君）  それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

 今回の一般質問については３項目に分けて質問したいというぐあいに思っております。

いずれも事業執行上どういうぐあいにしていけばいいのだろうかというようなことを考え

ながら、その観点を３つに分けて、例示として３つの課題を挙げながら質問してみたいとい

うぐあいに思います。 

 １つは、予算を執行し、それをやるためには当然、住民への周知というのが非常に大事に

なってまいります。その周知をどういうぐあいにしていくかと、あるいはどういうぐあいに

知らせていけば一番いいのかというようなことが一つ。それからもう一つは、予算を執行し

た後、その執行状況がどのぐらいのようなことができているのか、それを確認をするために

現場をどういうぐあいに踏んでかということが２点目。３点目につきましては、それぞれそ

ういうような事務事業をする上で、どういうぐあいに整理していったらもっと効率的にで

きるだろうかというような観点でもって質問させていただきます。それの例示として一つ

ずつ質問いたしますので、お答えを願いたいというぐあいに思います。 

 １番目には医療用ヘリコプター、いわゆるドクターヘリの運航についてでございますが、

新聞でも報道されておりますように、島根県は６月１３日、医師や看護師が搭乗して医療現

場にかけつけるドクターヘリの運航を始めました。医師不足が深刻化する中で患者の救命

医術、そういうような向上が断然期待をされておるわけでございますが、その運航上の拠点

というものが県立中央病院ということになってございます。したがいまして、本町にとって

は位置的な条件、そういうようなもの等々を考えますと、さまざまな問題があるというぐあ

いに考えております。 

 県内では３４４カ所の臨時着陸場というようなものを用意しながら、近県の島根、鳥取、

広島あるいは山口の病院と連携をしながら、約４００回程度の運航を見込んで、運営費を約



２億１,０００万ぐらいの運営費で今運航しようとしてございます。当然、中央病院から一

番遠いのは吉賀町になろうかというぐあいに思いますが、約その間の必要時間が４０分と

いうぐあいにされてございます。 

 そういうような状況の中で、本町におきましては先ほど申し上げましたようにさまざま

な問題が考えられるというぐあいに思います。その点について今、町としてどういうような

認識を持たれているのか、そしてどういうぐあいに対応していこうとしているのかという

ことについてお尋ねをしたいと、こういうぐあいに思います。 

 まず、１点目につきましては、ドクターヘリを呼ぶわけですが要請するわけですが、その

要請時に発生する問題があろうかというぐあいに思います。要請する手順だとかどこが・だ

れが・どういうぐあいに呼ぶのかとか、そういうようなことも含めて問題点があろうかとい

うぐあいに思います。 

 それから、当然、ヘリで搬送するためにはさまざまな状況が考えられるわけでございます

が、県境の当町について、この搬送先にどういうような確保の条件があるのか、問題点はな

いのかということ。 

 それから同時に、今申し上げましたように県境にある我が町につきましては、当然隣接す

る県との連携といったものが非常に重要になってまいります。その辺の対応はどういうぐ

あいにされておるのか。 

 最後に、こういうようないろいろなさまざまな問題をはらんでるこのドクターヘリにつ

いて、その状況あるいは運航する、こういうことができますよということを町民にどういう

ぐあいに周知をしていくのか。現場の担当している現場はどういうぐあいに踏まえて体制

を整えていこうとしているのか。 

 続けまして、そういうようなさまざまな問題があるわけでございますが、今までもさまざ

まな形で同僚議員が質問しておりますように、この圏域を含んでいる医療の問題は、お産の

問題を初めとしていろいろな条件を重ね合いながら、益田圏域の医療体制といったものが

いわゆる危機的な状況にあるんではないかというぐあいなことも考えておるところでござ

います。したがいまして、こういうような機会をとらえて、そしたらこの圏域で考えられる

今後の対策としてどういうようなことを現在考えながら具体的な対応策をとろうとしてい

るのか、その点についてお答えを願いたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、８番、青木議員さんの御質問にお答えをさせていただ

きます。 

 医療用ヘリコプター、ドクターヘリの運航に関する御質問でございます。 

 まず、１番目の要請時の問題点についてということでありますけれども、１つ目として、

ドクターヘリが離発着する場合に、強い風によって洗濯物などが飛んでしまったり汚れて

しまったり、そうした付近住民の方々に被害が出てしまう場合があります。そのことをまず

住民の方に理解をしてもらう必要があるかと考えております。 



 ２つ目として、津和野町は盆地のため濃い霧が発生する場合がございますので、ドクター

ヘリが離発着できない場合がございます。どの程度の霧なら離発着できるのか協議をして

いく必要性を認めているところであります。 

 ３つ目でございますが、傷病者本人またはその家族に対して、説得してもドクターヘリの

搬送を拒否をされた場合の対応について問題が生じるかと認識をしているところでござい

ます。 

 ２番目の搬送先の確保についてでございますが、搬送先の受け入れ病院は県内では島根

大学医学部附属病院、県立中央病院など１８の医療機関となっております。 

 ３番目に隣接する県との連携についてでございますが、鳥取県では鳥取大学医学部附属

病院、広島県では広島大学病院、県立広島病院、広島市民病院が受け入れ病院となっており

ます。なお、他の県境を越えた搬送については、現在、中国地方知事会及び中国５県医療担

当課長会議において協議を進めておられます。当町といたしましては、特に山口県との相互

応援については、これまで以上に県に働きかけをしていきたいと考えているところでござ

います。 

 ４番目の町民への周知の方法についてでございますが、島根県ドクターヘリの運航開始

について、県の医療政策課より詳細な内容が示されましたので、これをもとにホームページ

への掲載、全戸へチラシの配布などにより、町民への周知を図りたいと考えております。 

 益田圏域の医療体制の充実に向けての取り組みについては、益田圏域の今後の急性期医

療体制の維持のため、圏域内で最適な医療機能の配置はどうあるべきか早急に検討しなけ

ればなりません。このため、各医療機関の医療機能の状況を把握した上で、まずは圏域に現

存する医療資源をもって、圏域医療をいかに守るかを真剣に議論する必要があります。また、

益田圏域内における医療機関の役割（機能）分担のための環境づくりに早急に着手しなけれ

ばならないと考えております。 

 具体的には、まず１つ目として、第１次医療から第３次医療までの役割（機能）の分担が

必須の状況でございます。 

 ２番目として、医師、看護師不足により、医療機能が縮小されていく中で、医療機関の間

で重複する機能について調整が必要であります。特に当圏域の急性期医療については、診療

分野によっては、益田赤十字病院と医師会病院の２病院がその役割を担っており、現状のま

ま今後も体制が維持できるとは考えられません。したがって、当圏域における急性期・回復

期・維持期の役割（機能）分担を早急に検討し、益田圏域での医療完結率の高位維持を確保

していく必要があります。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 

○議員（８番 青木 克弥君）  今お答えをいただきましたことについて再度質問をさせて

いただきます。 

 最初に、要請時の問題について３つのことでお答えをいただきましたけども、もう一つ住

民が一番心配するのは、ドクターヘリを呼ぶのにどうするのかということだと思うんです。



それは、多分わかってないというぐあいに思うんですが、３つぐらい方法があろうかという

ぐあいに思いますけども、一番近々にやられるのはいわゆる救急隊のことだというぐあい

に思いますが、ここで本当に問題はないのかということをお伺いをしたいというぐあいに

思います。つまり、救急隊が要請をしますけども、要請したら即ヘリの対応になるのか、あ

るいは地元との病院との関係、医師との関係がどうなのか、あるいは、離発着場がございま

すけども、そこまでの距離的な問題もございますし、そういったときのことをどういうぐあ

いに処理するのか、その辺も多分問題が生ずるだろうというぐあいに思っておるところで

ございます。その点をどういうぐあいに把握されておるのか。 

 それからもう一つ、ヘリに乗って運航していくわけですが、どこかにその病院に行くわけ

でございますけども、全部が県立中央病院に行くわけじゃありませんので、そうした場合に、

そしたらそのときに、もちろん家族の方たちもいらっしゃいますが、その辺がどこどこに行

ってほしいということが、そういうことができるのかどうなのか、それが２点目。 

 それから３点目でございますが、当然、他県との折衝あるいは搬送先、そういったものが

ちゃんと担保されておらなければなりませんが、その辺の交渉といいますか、のことを、当

然これは県のヘリですから県が中心となってやらなきゃいけませんが、具体的にはそうい

うような交渉が現在行われておってどういうような状況になっているのか、例えば山口県

の日赤とはどうなっとるのかとか、岩国の病院とはどうなってるのか、そういうことが多分、

今交渉されて、今交渉中のところもありましょうし、結論が出ているところもあると思いま

す。その状況をお聞かせください。 

 それからもう一つ、最後に圏域の医療の問題でございますけども、いわゆる理論的なこと

はよくわかるわけでございますけども、それじゃあ現実に圏域の、例えば益田、津和野、吉

賀ということになるわけですが、じゃあ益田が中心になってこのことを要するにチーフに

なって、例えば益田の日赤と医師会との問題というようなことがございますけども、その辺

のことに具体的にどういうぐあいにかかわっていくのかとか、それに対して当町は吉賀と

どういうぐあいに連携をしていくのかというようなことがもちろん話されてると思います

が、その辺について今現在の状況をお知らせください。 

 なおまた、こういうことが当然住民に周知するためにはいろいろな会が持たれなければ

ならないというぐあいに思いますが、幾つか前の答弁の中にも、何かシンポジウムを開催を

してもというような担当課長のお話がございましたが、その辺の計画等々が、この益田圏域

を含めての住民への周知としてのそういうような開催のもくろみがあるのか、計画がある

のか、その辺についてお聞かせをください。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  要請時の問題点ということでのお尋ねでありますが、救

急隊で問題はないのかという最初のお尋ねでありました。これはドクターヘリは当然、住民

から直接要請はできません。消防機関からの要請で出動するということになっております

ので、そこで、消防隊がそれが必要かどうかという判断が必要になってくるということであ



りますが、一応、どういう基準というか要請基準というのがそれぞれこういう場合ちゅうの

で細かく決められております。ここで全部を言いませんが、総論というのがあって、まず、

生命の危険が切迫しているか、その可能性が疑われるというようなこととか、重症患者で搬

送に長時間を要することとかいろいろ書いてあるわけです。例えば具体的に言いますと、交

通事故の場合はこういう場合が考えられると、自動車の事故です。それからオートバイの事

故ではこういう場合という、例えば運転者がオートバイから放り出されたとか、かなりのス

ピードで衝突したとかいうようなこと。それから内科的な疾患ではこういう、呼吸が停止し

ているとかいろいろな具体的な例が例示されておりまして、それが一応要請の基準となっ

ております。そこの辺は現場とヘリの県のほうとで十分、消防本部のほうでは打ち合わせな

り確認はされておるものと思います。 

 それから、病院を選べるかというのがありますが、これはどこに行ってほしいというわけ

にはなかなかいかんと思います。消防隊のほうからその症状なりを把握した時点で搬送先

と連絡をとり合ってそれから病院を決めるということになろうかと思います。 

 県は県外との交渉をどうしとるかということですが、今引き続き、特に山口県と精力的に

交渉してもらうようにお願いはしとるわけでありますが、なかなか、山口日赤のヘリポート

に常駐しとるヘリの移動の問題があったりとか、それから経費の負担の問題とかがあった

りして、そこらあたりの解決に向け今交渉しておるように聞いております。 

 それから、シンポジウムを開催するのかどうかというお尋ねがあったかと思いますが、一

応、１０月に町では健康まつりを開催する予定にしておりまして、その中で医療機関からの

お話もしていただくことに予定しております。そういうことで、あわせてこのドクターヘリ

についても、町民の皆さんへの周知もあわせて行いたいというふうに思います。 

 それから、益田圏域の今後の医療の充実に向けての取り組みでありますが、これは管内の

ことでありますので、保健所を中心に関係の１市２町がそれぞれの課題に向けて意見を真

剣に議論する必要があるというふうに考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 

○議員（８番 青木 克弥君）  重要なのは、今の現状が危機的な状況にあるという危機感

の中で、当町が益田圏域と連携をしながらこの医療の充実に向けて当然努力をしていかな

ければならないというぐあいに思うわけでございます。したがって、今いろいろお話があり

ましたような、当然吉賀町との連携は深めなきゃいけませんが、具体的にどういうぐあいに

するかということを話せるだけの材料を持っていただきたい。ぜひそういうぐあいにして

進まないと、いつまでたっても後追いの対策の中で進んでいくというぐあいに思います。 

 現在、今先ほどの一般質問の中でございました周産期の問題も含めて、当然、対象者が津

和野町にもいらっしゃいます。その方々に向けて、現実に今保健婦さんが各戸を訪問してい

ろいろな相談に乗ってるというお話がございましたが、その辺のことを掌握しながら、隣の

吉賀町の町長とこの間ちょっとお話をする機会がありましたのでその点についてお話をし

ましたところ、吉賀町につきましては、当然こういうような問題ができてから、全面的な支



援をしていきたいというぐあいに考えているというようなお話がございました。当然当町

も、そういった意味で、それぞれの個々の問題を踏まえて、いろいろ問題はありましょうけ

ども、そういうようなバックアップをする、そういうような体制に向けてぜひ進んでいって

ほしいというぐあいに思っているところでございます。その辺のことについて、今先ほども

全部については支援はできないけれどもというような弱々しいような御回答でございまし

たが、町長ひとつ力強い決意をしていただきたい。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  まず、周産期の関係の町からの支援策ということでありますけど

も、それは先ほど前段議員さんの御質問の中でも、まだ検討中ではありますけれども、担当

課長のほうから大まかな話をさせていただきました。検討中でもありますので、ちょっとそ

れ以上に私も言うことは差し控えようかという思いで申し上げなかったんですけれども、

先ほど課長が申したのは山口へ行かれる場合のそういうことでした。私としては、益田にも

当然健診に行かれる方もいらっしゃるので、山口へ出すことで、今度は益田に行かれること

は出さなくていいのかとかそういうやっぱり議論も出てこようかというふうに思っており

ますので、そういう部分でも多少、今こういう状況ですからはっきりは申し上げられません

が、そうしたことも検討していきながら、いろいろとできるだけ御不便がかからないような、

そういう策を講じてまいりたいというふうに現在考えているところであります。 

 それから、益田圏域の医療体制の関係でありますけれども、当然、吉賀町とそれから益田

市さんとしっかり連携をしていかなきゃならんと思っておりますし、実は私の反省も含め

ましてきょうはこうした回答が、実は前回、前々回にも同じような御質問をいただいておっ

て、非常に具体的なものに突っ込んでいけない回答になってるというところが私自身の反

省も踏まえながら、非常に進んでないというふうにも私自身も実感として持っているとこ

ろであります。 

 当然事務レベルではこれまでもいろんなそうした方向性や話もしておりますが、いかん

せん、この圏域の医療が神経外科の問題もありましたし、今回こうして産科の問題が、もう

いろんな問題が次々出てきますので、ついついそれの対応に追われて、なかなか今、後手後

手に回ってるというところが現状であろうかというふうにも考えておりますけれども。 

 しかし、できるだけ早くこの医療体制圏域でのものを、きょうもお示しをしている方向性

の中で進めていく必要があろうと思っております。特に医師会さんと日赤さんとの機能分

担等は、まずそこが土台にもなってくるというふうにも思っておりますし、ここの辺は我々

も病院開設者でもあって、病院に両病院から非常勤でかなりの応援をしていただいておる

ということもありますので、その辺も踏まえての発言もしていかなきゃならんということ

もあります。そういう面ではやはり、益田市さんのここの部分では非常にリーダーシップと

いうものも期待をせにゃいけんと思いますし、これはもう私のほうからも市長さんのほう

にまたお願いをしていかにゃいかんと思っているところでもあります。 



 それと、これは６番議員さんの御質問のときにもお話をしましたが、現在、島根県の地域

医療の支援会議がございまして、その中で特定診療科の医療提供体制について、これは県と

して現在話し合っていこうと、その組織が今からできようとしているところであります。こ

れは周産期医療体制で言いますと、産婦人科の問題だけにとどまりません。小児科が関係し

てまいりますし、それから麻酔科が関係してきます。それから助産師さんも関係してくると

いうことでありまして、そうしたものを現在の島根県のそうした医師の、ちょっと言葉は悪

いのかもしれませんが人的資源、それをどういうふうに機能的にやっていくかという、そう

いう医療体制の問題がこれから話し合われようとしているところと、それからもう一つ救

急医療体制がありますが、これについては外科と整形外科と麻酔科がかかわってくるとい

うことで、これも同じようなそういう体制を考えていこうと、そういうところもございます

ので、そうしたところでの県の医療体制の話し合い、そうしたものも踏まえながら、この益

田圏域の医療体制の整備にもつなげていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 

○議員（８番 青木 克弥君）  今お答えをいただきました。ぜひ、前向きに検討を願って、

ちょうど震災の対応みたいな感じになろうかというぐあいに思いますが、当然、ある面では

後追いをしなければならない部分が随分あるというぐあいに思います。幸いにして今現在

も、人的には津和野町にも日赤の事務長を経験した方も御支援をしていただいておるとこ

ろでございますので、そういったことも含めてさまざまな情報を入れながら、ぜひ前へ向い

ていっていただきたいというぐあいに思います。 

 次の質問に移ります。 

 次は、なごみの里の木質ボイラーの使用状況についてでございますが、この件につきまし

ては、平成２２年度事業で実施されました公共施設へのバイオマス熱利用導入プロジェク

トという取り組みの中で取り組まれたものでございますが、エネルギー対策や地球温暖化

対策に加えて、いわゆる町内の森林資源活用あるいは未利用資源の確保、あるいは森林環境

保全、地域産業の振興というようなものにも寄与される、そういうことで非常に期待をされ

るものだと思っております。 

 しかし、昨年の２２年度の事業で約７,９００万というような額を投資したものでござい

ますから、当然、その効果が十分に発揮されて次へつながっていかなければならないという

意味で今回質問させていただきまして、先ほど最初に申し上げましたように、この点につい

て、現場を担当はどうとらえているのかという視点でお伺いをしたいと思います。 

 まだ実施をされましてから実績としてはわずか２カ月だというぐあいに思いますが、そ

の２カ月の中で問題点はないのか。つまり、運転上の問題点はなかったのか。２番目に、こ

の実績として灯油の消費削減効果がどのぐらいあらわれているのか。どういうぐあいに今

後を見込まれるのか。それともう一つは、事業を完了して数カ月、数カ月で、まだ２カ月で



ございますけれども、たっておりますが、その間にこの現場をどういうぐあいに担当課は確

認をしたのか、その点についてお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、なごみの里木質ボイラーの使用状況に関する御質問に

対して回答させていただきたいと思います。 

 なごみの里に導入した木質ボイラーにつきましては、運転が始まった初期ごろ、木質燃料

を送る装置に取りつけられたセンサーが誤動作するなどのドラブルがあったようでござい

ますが、その後調整をいただき、現状では正常に稼働しております。また、焼却灰の排出が

うまくいかず、灰の固結等が発生いたしましたが、これにつきましても運転設定の変更で改

善しております。 

 化石燃料の削減については、昨年同時期と比べたところ、４月・５月の灯油量の削減が１

万２,５６２リットル、対前年比で４５.６％の削減となっております。チップ燃料を使うこ

とにより、燃料代にかかる金額差は４月・５月分で２０万４,０００円となっており、対前

年比で１０.５％の削減が図られております。これから気温の上昇とともに重油使用量の低

下が見込めるため、さらに効果が顕著になってくるものと思われますが、冬の低温時期を含

めた年間のデータを収集して効果をお示ししたいと思っております。 

 あともう少し具体的なところは担当課のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  議員の３番目の質問の事業完了以降の現場の状況の把握

でございますが、現場のほうでは株式会社津和野とチップ供給会社である石州造林さん、そ

れから山陰丸和林業さんとチップの搬入に関しての契約をされております。初期には石州

造林さんのチップが入っておりまして、それで稼働してたわけなんですが、初期に燃料を送

る部分でのセンサーの誤動作等で、若干運転がとまった時期がございました。その辺はセン

ターの調整等を業者のほうにしていただきまして、４月６日以降はボイラーのほうは正常

に動いておる状況です。 

 それから、４月１５日以降は山陰丸和林業さんからチップを導入いただきまして、約１週

間に１度搬入のほうをしていただいておるという状況です。その間でボイラーのほうがと

まったのは２度ほどありまして、いずれも灰がたまったという状況でとまっておりますが、

連日とまったわけではないと聞いております。 

 それから、現状で今問題点はありますかという質問をしてみたんですが、今のところ順調

に動いておると。ただ、灰がどうしても出てくる、その木質灰をどのようにこれから処理す

るかというのが一つ残された課題だと聞いておりますので、これはなごみの里と協力しな

がら、その処理についても適正に行っていこうと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 



○議員（８番 青木 克弥君）  問題点はないかと言うて、「ない」というぐあいに答えら

れたということでございますが、私がこういうことを質問するのはどういうことかという

ことを先ほど申し上げましたように、この運転そのものあるいは運用そのものは、なごみの

里に責任があるというぐあいに思うんですが、基本的には町の施設でございます。したがっ

て、事業効果についてはその後、導入した後どのようなことになってるのかという確認する

必要がぜひあるというぐあいに思っております。 

 今、説明の中では灯油の削減量が約４５％というようなお話がございました。４５％で問

題はないですか、私は言いたい。当然木質ボイラーを導入したのは、もちろん化石燃料を減

らすという意味もございますが、当然木質ボイラーが十分に作動したらそれが熱量が十分

に得られたら、必然的にこの灯油の量というのは減ってくるわけでございます。現在、２カ

月を平均して約４５％ということは、当然、単純に掛けても年間を通じて５０％、順調にい

ったとしても５０％ちょいだというぐあいに推測されるわけでございますが、それは非常

に問題ではないかと私は思いますが、その問題意識はないのか。 

 当初予定されましたこのチップボイラーの灯油の削減量というのは示されてございます

が、年間の削減効果を１５万３,０００リットルというぐあいに踏んでおりますけども、現

在の計算でいきますと、当然これのところには到達いたしませんで、そうしますと、どこに

問題があるかということを今現在調べなければならないんじゃないかということで今この

質問をしておるわけでございます。 

 具体的に言うと、チップボイラーの性能が正しかったのかどうなのかということを含め

て検証する必要があるんじゃないかと。当り前に動いてこの量だとしたら、大変にボイラー

そのものに問題があるというぐあいに言わざるを得ないというぐあいに思いますが、ただ、

今先ほど２回ほど運転が中止をしたということがございましたけど、それだけの問題でこ

の削減量ではないというぐあいに思うわけでございますが、その辺の検討がなされている

のかどうかお聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  なごみの里温泉では、夜間の間はボイラーの使用をとめ

ておりまして、朝また火をつけるときに灯油を使わざるを得ない状態になってるそうであ

ります。で、改善するとなると、そこの部分の灯油を使わないで種火を残す形でチップを燃

やし続けるとどういう効果が出るかということも一つ検証しなければならないことが一つ

あります。 

 それから、このボイラーが当初設計の段階から全量をチップで賄うという設計ではない

と聞いておりまして、当然夏になれば今以上に灯油使用量が下がってくるかと思うんです

が、それを年間を通して灯油使用量を下げる方法を今後検討しながら進めていくしかあり

ませんで、それを１年間通じた中でどれほどの効果が出るかというのは今後の検証によっ

て結果が出てくるものと思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 



○議員（８番 青木 克弥君）  今のボイラーの使用状況というのは、当然設置するときに

そういう計算でなされてるはずなんです。設置してから計算ができたわけではありません。

当然、これを契約し導入する段階で、これこれこういう条件で運転してこうなるという計算

のもとになされている、当然だと思います。 

 で、今申し上げましたように１５万何がしの灯油が削減されますよといったことで提案

されたというぐあいに私は認識しておりますが、それを今はそういうことを検証しなけれ

ばわからないというふうなことは当然おかしな問題だというぐあいに思います。現象をも

う少し真摯に受けとめて検討する必要があるというぐあいに思います。もちろん灰の問題

にしても、灰は初めから出る問題でありますから、今さら灰が出たわけではありません。そ

の辺のことについてもう少しきちんとしたお答えがなされることを今後期待をしたいとい

うぐあいに思います。 

 次の問題に移ります。 

 ３番目には、今いろいろなことを指摘をさせていただきましたが、さまざまな事業を推進

していくときには、当然その事務事業をどういうぐあいに見直しながら、あるいは統合しな

がら進めていく必要があるかということが問題になろうかというぐあいに思います。町長

が常々申されております、住民と行政が一体となったまちづくりということを申されてお

りますけれども、それを推進していくためには、とにもかくにもわかりやすい行政組織とい

ったものが望まれるというぐあいに思います。 

 当然今、町は第２次行財政改革大綱を策定中であるというぐあいに認識をしております

けども、その中でいろいろな事務事業の見直しや、あるいはその成果について検討しながら

今進められているというぐあいに思います。 

 若干の例示を挙げて質問をいたしますが、複数の課に関連する事務事業というのはいろ

いろなことがございます。例えば観光施設と文化財、あるいはそれを含めた自然公園の問題、

これらは各課がいろいろなところで事務分掌を持ってございます。 

 あるいはまた住宅問題でいきますと、今までも一般質問の中でありました雇用促進住宅

のことは観光課が担当してる、町営住宅は建設課であると、そしてまた医師住宅等々あるい

は看護師住宅のこと等については、当然窓口を健康保険課というようなことがあろうかと

思いますが、しかしこれらをそれぞれのところでそれぞれ対応しとったんではいろいろ問

題が生じるということは明らかでございますが、それらの窓口は当然窓口として機能しな

ければならないというぐあいに思いますが、それを統括する方法としてどういうことが事

務事業の見直しの中で考えられているのかどうなのかということをお伺いしたいというぐ

あいに思います。したがって２番目には、それぞれの事務事業が重なる部分がございますけ

ども、それらのことについて統廃合を現在考えられているかどうなのか、その２点について

お聞かせください。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 



○町長（下森 博之君）  それでは、事務事業の見直しに関する御質問についてお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 まず、複数の課に関連する事務の総括的役割についてでございますが、津和野町行財政改

革大綱実施計画及び集中改革プランは、平成１８年度から平成２２年度までの５カ年計画

として策定をしたもので、本計画に基づき行財政改革を推進してまいりました。 

 現在、平成２２年度中の計画目標に対する進捗状況を取りまとめている状況でございま

すが、取りまとめが終了次第、行財政改革推進本部会議において５年間の取り組みについて

総括を行うこととしております。 

 第２次津和野町行財政改革大綱につきましては、平成１８年度から平成２２年度までの

５カ年間の取り組み経過等を踏まえて、平成２３年度内に実施計画を策定し、平成２３年度

から平成２７年度までの５カ年間について行財政改革を推進していくことにしております。 

 複数の課に関連する業務については、事務分掌上では商工観光課・営業課が所管する企業

誘致関係、地域振興課・農林課が所管する統計関係、環境生活課・税務住民課が所管する斎

場関係、建設課・教育委員会・総務財政課が所管する住宅関係、地域振興課・農林課が所管

する定住対策など、複数の課で関連する事務が処理されている状況がございます。 

 これらの事務につきましては、関係する課が連携して事務処理に当たっておりますが、

国・県の担当省庁、部局等の違いや事務対象の違いなどもあり、現状では担当課個々に事務

を処理している状況でございます。 

 事務事業の統合についてでございますが、複数の課に関連する事務については、昨年度か

ら庁議において事務分掌の検討を行っており、今年度から企業誘致関係は営業課に、斎場関

係は税務住民課に担当課を一本化する見直しを行いました。 

 組織機構につきましては、平成１７年度の合併時からこれまで、津和野町行財政改革大綱

実施計画に基づき、課の統廃合や事務分掌の見直しを行ってまいりました。 

 事務事業の統合を行うに当たっては、第一に住民にとってわかりやすい行政組織である

とともに、行政手続を簡素化、迅速化することで、住民サービスの向上が図れることが必要

と考えております。 

 また、組織内部については、内部意思決定が速やかに進み、重点施策などが予定どおり実

施可能となるよう、柔軟性・機動性の高い業務執行体制を構築していくことが必要と考えて

おります。 

 平成２３年度からは行政評価制度を導入することとしており、第１次津和野町総合振興

計画に位置づけている事務事業の一つ一つについて、妥当性や有効性などの視点から評価

を行い、事務事業統合も含めた今後の方向性と改善への転換を担当課が行うこととしてお

ります。 

 これらの取り組みにより、今後も引き続いて事務事業の統合、組織機構の見直しを行って

まいりたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 



○議員（８番 青木 克弥君）  事務事業の見直しでございますけども、今、町長が御答弁

なさいましたけども、複数の課に関連するというのは当然縦割りなんで、現実としてはしか

たのない部分といったのがいっぱいございますが、先ほど最初のところで申し上げました

ように、それを統括をするという機能が非常に大事だということを申し上げておるわけで

ございます。その辺を十分に機能させることによって、執行がスムーズにいき、迅速に事が

なされるというぐあいに思っているところでございます。 

 何しろやっぱり、行政はスピード感といったものが大事だというぐあいに私は思ってお

ります。今までもいろいろな事業がなされておりますけども、かなりの年数を経ながら紆余

曲折して事業をなされてございます。それは個々に例を挙げて言うまでもないというぐあ

いに思いますが、その辺のことがぜひ整理をされるということが大事だろうというぐあい

に思っておるところでございます。 

 これから、今震災のことで国はエネルギーの転換問題とかいったようなことで、太陽光あ

るいは自然のエネルギーをといったことについてのことを議論されてございます。当然、町

村に向いてもこのことが恐らく出てくるだろうというぐあいに思います。そのときに、具体

的に申し上げますと、太陽光発電でいきますと、当然、基本的には屋根の上に上げるわけで

すから、今本町が持ってる景観法等どういうぐあいに考えていくのかと、その課はどういう

ぐあいにやっていくのかというようなことを当然必要だろうというぐあいに思いますし、

バイオマスの問題もそうだろうというぐあいに思います。その辺を先に視野に入れながら、

ぜひこの課の統合についてのあるいは事務事業の見直しについても御検討を願いたいとい

うぐあいに思うところでございます。 

 それからもう一つは、今現在、総合窓口というのがございます。津和野庁舎それから日原

の本庁舎ございますけども、それぞれに総合窓口という担当者がございますが、現在、実際

にこの総合窓口というのはどのように機能しているのか。私はこの総合窓口というのは今

現在ほとんど機能してないというぐあいに認識しておりますが、実際にそのことについて

検証されているのかどうなのかということをお伺いをしたいと思います。 

 これはどういうことを言いますかというと、先般、日原中学校の体育館をお借りをいたし

ました。日曜日に。そのときにだれも担当者がおられなくて、かぎがあいておりませんでし

た。かぎを借りに行ったんですけども、かぎをどこへ借りに行きゃあええかわからんかった。

当然あいてるもんとばっかし思っておりますから、待っても担当者が来られんで、どこへ連

絡していいのかまずわからんで、公民館に連絡をいたしました。公民館に連絡をいたしまし

たところ、図書館の方がおられまして、その方にかぎを借りてあけたわけですけども、当然、

その図書館の方もかぎがわかるわけじゃありませんので、渡されたかぎが違っておりまし

た。幾らやってもかぎがあきませんので、どこか入り口はないかと随分探しましたがわかり

ませんで、また引き返してかぎを借りてきた。例えば、今の例示で申し上げますがこういう

ことが起きるわけです。 



 それはどういうことが発端になるかといいますと、これの管理は恐らく体育館の管理で

ございますから本質的には教育委員会だというぐあいに思います。当然教育委員会でござ

いますから、日原窓口に体育館使用届を許可書といったものを届けにまいりました。ところ

が、この日原体育館の使用許可書といったものは津和野にはございません。これはどういう

ことかというぐあいに思ったわけですが、そしたら、その使用許可書を津和野のほうに送っ

ていただきたいというぐあいに申し上げたところ、これは複写になっとるので即メールで

は送られませんという御回答でございました。例えば今小さなことを申し上げております

けども、そういうようなことが現実に起きているということでございます。 

 今、総合窓口のお話をいたしましたが、その辺のことが錯綜され整理をされてないという

部分が随分ありますということ御指摘をさせていただいているところでございます。その

辺について、教育長御認識がございますか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  今議員さんの言われましたかぎの件については私も今初めて耳

にしたというところでありますが、一般的には日原の開発センターの中に公民館の事務局

それから開発センターの事務局、それから教育委員会の窓口というふうな形であすこに設

置をしております。したがいまして、日原地域でのそういったことについてはあすこで手続

をしていただくというふうな形になっているところであります。ただいまの件については

また事実確認をして、今後の対応の参考にしていきたいというふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 

○議員（８番 青木 克弥君）  今小さなことを申し上げましたが、現場ではいろいろなこ

とが起きているということを御認識いただきたいというぐあいに思っているところでござ

います。 

 町長が就任されましてから、わかりやすい行政を、そしてまた住民が参画できる町政をと

いうことで前を進んでいるということにつきましては大いに賛同するものでございますし、

現在までもいろいろな条件の中で動きが見えてることも確かでございます。今月の１１日、

１２日に観光協会がメニューを出しました商品がございました。ショウブの町を歩くとい

うウォーキングの商品でございましたが、これにつきましても約６００名の方が参加をさ

れました。私もたまたまボランティアの当番で永明寺に担当でおりましたけども、それほど

に効果は上がってるというぐあいに私は思っておるところでございまして、それらがぜひ

とも今言うようなことの中で前へ向いて進んでぜひいっていただきたいというぐあいに思

っていろいろなことを指摘をさせていただきましたので、その点を十分お酌み取りいただ

いて、よろしく今後十分な行政の推進をお願いしたいというぐあいに思います。終わります。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で８番、青木克弥君の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（滝元 三郎君）  それでは、後ろの時計で３時５分まで休憩といたします。 

午後２時 53分休憩 



……………………………………………………………………………… 

午後３時 05分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 発言順序１２、１３番、米澤宕文君。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  １３番、米澤宕文でございます。町民の方からの御意見

と思いと、また自分の思いを少し入れまして、３点質問いたします。 

 まず１点目、認定グラウンドゴルフ場の建設についてであります。 

 津和野道の駅なごみの里近辺に、認定グラウンドゴルフ場を建設することで、町民の方の

健康増進を図り、また、町の国民健康保険特別会計の歳出の抑制になることと、また相乗効

果により、道の駅なごみの里の利用客が増大し、浴場、レストラン、また土産品等収益の大

幅アップで健全経営に近づくことが思われます。そして津和野町民の融和と懇親も図れま

す。ぜひ、なごみの里付近に認定ゴルフ場を建設してはいかがでしょうか、質問いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１３番、米澤議員さんの御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

 グラウンドゴルフ場建設に関する御質問であるわけでございます。グラウンドゴルフに

つきましては、いろんな関係者、関係団体等が携わっていらっしゃいまして、そうした中か

ら年々競技人口もふえてきているという状況であります。私もマイクラブを持って、忙しい

中ではありますがたまに御一緒させてプレーをさせていただくわけでありますけれども、

性別やあるいは年代に関係なく、一緒にプレーで楽しめる競技だというふうにも思ってお

りますし、また適度に体を動かす競技でもあることから、我々が今年度も重点施策に上げて

おります健康づくりという面に対しても大きく寄与するものだというふうに受けとめてい

るところであります。 

 こうした状況でありますので、グラウンドゴルフ場そうしたものも今後も整備をしなが

ら健康増進策にもつなげていきたいというふうにも考えているところでございますが、た

だ御承知のとおり財政的なところもございますので、幾つも各地につくるということにも

ならないわけでございまして、その辺をいろいろと今後もまた町民の皆さんの御意向も踏

まえた上で検討してまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 なお、このグラウンドゴルフ場建設に関しましては、教育委員会のほうで担当することと

なっておりますので、詳しくは教育長のほうから回答をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  道の駅なごみの里近辺にグラウンドゴルフ場を設置すれば、議

員さん御指摘のとおりの効果があるというふうに思われます。 



 しかしながら、このグラウンドゴルフ場の設置につきましては、教育委員会として次のよ

うな経過がありますので、御報告をいたします。 

 まず、日原地域グラウンドゴルフ連盟から昨年５月に、津和野町グラウンドゴルフ連盟か

ら本年、計２回にわたりまして、道の駅シルクウェイ日原近辺にグラウンドゴルフ場設置に

ついての要望を受けております。 

 本年の要望時に、なごみの里に設置してはどうかとの意見もありますが、日原地域に設置

した場合、津和野地域から不満の声が出ないだろうかというふうな質問をいたしました。連

盟といたしましては、津和野地域の会員にも、全員ではないということでありましたけれど

も、協議をしているというふうなことでありました。そういったことを受けまして、町とし

ては、町内に１カ所しか設置できないというふうなことでありますので、設置場所について、

後から不満が出ないように連盟のほうで十分に協議をしておいていただきたいというふう

な回答をしております。 

 こういった経過がありまして、現在のところ教育委員会といたしましては、設置場所を道

の駅シルクウェイ日原近辺というふうなことで検討を進めているところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  このグラウンドゴルフ場につきましては利用料は有料で、

また無料で計画でしょうか。それと、津和野町グラウンドゴルフ連盟からシルクウェイ日原

近辺にグラウンドゴルフ場の設置を要望とありますが、これは書面でありますか、口頭であ

りましょうか。以上、質問します。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  使用料等についての御質問でありますが、それについては今の

ところまだ検討中というふうなことで、どちらとも決めていないということであります。そ

れから、要望につきましては、書面での要望というふうなことであります。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  書面での要望とありますれば、それは津和野地域の副会

長、またはほかの方の役員の名前がありましたでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  書面での要望ではありましたが、個人的な名前については十分

確認はしておりませんので、今の時点ではちょっとお答えのしようがありません。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  大分以前でありますが、津和野町グラウンドゴルフ連盟

の津和野地域の役員が、日原道の駅近辺にグラウンドゴルフ場を設置に同意したとのうわ

さがあり、前副会長そして今の副会長この２人に同意したかどうかの確認をしたところ、そ

のような相談は一言も受けてないと、話も聞いてないとのことで断言されました。副会長に

一言も相談もなく津和野グラウンドゴルフ連盟が要望を出すというのは全く理解ができま



せん。いま一度確認をしていただき、設置場所の検討等を改めて進めていただきたいと思い

ますが、どうでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  うちのほうとしては基本的に津和野町の、最初のときは日原地

区のグラウンドゴルフ連盟、それから２回目は津和野町のグラウンドゴルフ連盟からの要

望でありまして、そのときに先ほど申し上げたようなお話をしたところであります。したが

いまして、直接、津和野地域の副会長にうちのほうから確認をするというふうなことはまた

町のグラウンドゴルフ連盟に対しても失礼であろうというふうに思いますので、その点に

ついては差し控えをしたいと思いますし、現時点では現実にそういった要望があったとい

うふうなことでありますので、そういった方針で検討を進めたいというふうに思っており

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  津和野地域では公民館単位でグラウンドゴルフの大会を

開催しております。したがって、この津和野グラウンドゴルフ連盟に参加しているのはほん

の一部であります。そして聞いてみたところ、今のところ津和野地域で２００人以上、もち

ろん日原地域も２００人以上、恐らく５００人は超えると思います。現在の競技人口は。そ

して連盟は、津和野地域の会員に全員ではないが協議をしているとのことですが、そんな人

数の意思で津和野地域２００人の代表とは私は言われないと思います。また、そのような重

大なことをこの少人数で決められることはないと思います。したがって、津和野・日原地域

自治会連合会役員と津和野グラウンドゴルフ連盟役員で話し合いの場を教育委員会で持た

れてはいかがでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  議員さん言われるように全体の意向がすべて、町のグラウンド

ゴルフ連盟ですべてだというふうなことにはいかないというふうにも思います。したがい

まして、そこの辺については再度、町のグラウンドゴルフ連盟とも協議をしながら確認を、

確認といいますか、方向性についての協議をまた再度してみたいというふうに思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  グラウンドゴルフ場建設に反対では全くありません。逆

に大賛成であります。８０歳前後の先輩男女の方が、ボールをマークするのに小走りに走り

ます。元気です。しかしこのようなやり方で、地域間の禍根を残すようなグラウンドゴルフ

場の建設は困ります。そして今後の町政にも大きなマイナスになるものではないかと思っ

ております。 

 先日、匹見町のグラウンドゴルフ場を見学に行ってきました。意外と小さい面積での８ホ

ールでございました。そしてここには遠いにもかかわらず萩市や山口県の阿東町、これから

も団体がどんどん入ってくるそうです。もちろん入浴セットでの団体であります。なごみの

里でも噴水がある広場とその下側に広がる駐車場といいますか広場があります。ここを利



用すれば十分ゆったりと１６ホールはとれます。そして、この噴水がある場所ですけれども、

ここはめったに人がおりません。たまに子供連れを見かけますけれども、なごみの里の中に

遊具施設があります。ここは植え込みが高過ぎて遊具が見えません。駐車場から。したがっ

て、親の方も見落とすことが多いと思います。これを短く剪定すれば恐らくそのほうに行か

れますし、子供の安全と親もそこへ連れていくと思います。 

 そこで提案をさせていただきたいと思います。津和野、日原、どっちの道の駅にこのグラ

ウンドゴルフ場を建設しても離れ過ぎております。どちらの方が利用するにしても大変不

便です。恐らく両地域の方そこへ建設していただきたいと幾ら話しても平行線だと思いま

す。幸い、両道の駅の近辺は町有地であります。土地買収の費用はかかりません。町民の生

きがいと健康と、また町外からの来客誘致を図り、町長の大英断をもって双方に認定ゴルフ

場を建設してはいかがでしょうか。 

 なお、津和野町の方の一部ではありますけれども、建設費を全部町に頼るんではなくて、

愛好者からも会員制で出資もする覚悟はあるとの言葉を聞いております。これは一つの方

法であります。できるできないは別にしまして、２カ所をできれば円滑な方法として提案い

たします。いかがでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  今要望を受けておりますのは、対外的にある程度呼んで大会が

できるようなコート数というふうな形での要望を受けております。金額的にどれぐらい必

要なかということについてはまだ十分検討をしておりませんので申し上げられませんが、

そういったことでいきますとかなり高額になるのではないかというふうに思っているとこ

ろでありまして、現実的に同時に２カ所というのはなかなか難しいかもわかりませんが、せ

っかくの御提案がありますので、今後の検討材料にはしてまいりたいというふうに思って

おります。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  例えば津和野町に２カ所の認定ゴルフ場をつくるという

ことになれば、他町にはまだないことであります。ぜひ活性化の一つと町民の皆様の健康と、

そして、先ほども言いましたように健康保険税の抑制も図りまして、ぜひともお願いしたい

と思っております。 

 次に、２点目でありますが、島根県指定史跡鷲原八幡宮流鏑馬の馬場の整備補修計画はと

いうことで、国指定史跡津和野城跡と同じく１００年近く放置されております。島根県指定

史跡鷲原八幡宮流鏑馬の馬場の整備補修はどうなっているのか。 

 ２点目として、流鏑馬馬場の外馬場ですが、外側ですが、景観を台なしにしている流鏑馬

馬場敷地内に立っておりますＮＴＴ電柱４本と、県道沿いの溝の中に立っている５本のＮ

ＴＴ電柱の移設を要請してはいかがでしょうか。さらに、できることなら、やはり名賀側に

あります中国電力の電柱１本と支柱１本の移設を要請してはいかがでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 



○教育長（斎藤  誠君）  鷲原八幡宮流鏑馬馬場につきましては、的場のある土手、及び

土手背後の石垣の修復、駐車場及び走路の身障者用進入路などさまざまな課題があります。 

 これらの課題を解決するためには、相当な費用が見込まれますので、県の支援を受けられ

るように協議をしております。しかし県といたしましては、当面新たな事業採択は行わない

との方針であるというふうな回答をいただいているところであります。 

 今後、所有者である財務省とも協議を行い、他の制度などの活用も視野に入れ、早期に整

備に着手できるよう検討してまいりたいというふうに考えております。 

 次の質問でありますが、鷲原八幡宮については、昭和５０年代に道路拡張計画が持ち上が

り、一部遺構が壊されるおそれがありました。文化財保護審議会の意見を参考に、地元の

方々と協議し、県当局の御理解をもって現状を維持することができたと伺っております。 

 御質問のＮＴＴ及び電柱の移転についても、景観計画等にも配慮し、地元住民の皆さんの

御意見を伺いながら、ＮＴＴ及び中国電力と協議を行い、可能であれば代がえの設置場所等

について検討を行うとともに、必要な費用の確保に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  鷲原八幡宮流鏑馬の馬場は日本最古で、唯一原形をとど

める津和野町が全国に誇る流鏑馬の馬場であります。しかし、この全国に誇れる津和野町の

貴重な財産である馬場は、中土手は崩れ石垣は曲がり、的場の上は土が流れ石がむき出しに

なっております。さらに、１００年を生きた桜は寿命で８９本中３８本が枯れ、また枯れ木

の間に枝があり、そういう状態であります。 

 枯れ木の落下で人身事故のおそれが多分にあります。事故が起きてからでは当り前です

がおそいです。観光バスや自家用車でも多くの方が来られます。高校生も随分今ごろは走り

に来られます。もちろん町民の方の犬の散歩、御自身の散歩にも随分来られます。公園入り

口の２１０年前に設置された大きな灯籠があります。これは鷲原八幡宮常夜灯と言って５

メートルあります。上部の四角い部分に７０センチのひびが入っております。これにしても

割れるまで待つ、石垣が崩れるまで待つ、桜の木が枯れて倒れるまで待つのではなく、早目

早目の対応を県の史跡であるのならば、さらに県に強く要望して対応していただきたい。 

 次に、景観美また円滑な交通の観点から、史跡内外の電柱の移転はぜひ必要です。ＮＴＴ

西日本中国の設備調査員の方に聞いたところ、文化財の中に立っている電柱の移設は中国

電力の電柱を共架柱として利用でき、「きょうかちゅう」というのは共に架ける柱と書くそ

うであります。津和野町からの要請であれば移設できるとのことでありました。そして公園

入り口の大きな先ほど言いました石灯籠のすぐ後ろにコンクリート柱があり、そして控え

柱も立っております。ここはよく観光客も写真を撮っておりますが、このような電柱があれ

ば景観が台なしであります。そして、県道そばに立っております電柱５本につきましては半

分溝、半分道路に出ております。そして、多分大型車の離合のときでありましょう、周りに

まいてあります保護の板がかなりめくれております。そしてこの公園のツツジ、桜は今のと



ころ随分古くて寿命でありますが、ツツジも随分きれいに咲きます。樹木並木の景観美と車

両の円滑な離合のため、ぜひ移設を要請していただきたいと思っております。 

 そういうことで、先ほどと似たようなことでありますが、再び答弁をお願いいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  まず最初の県に対しての要望でありますけれども、この鷲原だ

けでなしに町内いろんな文化財がありまして、いずれにしても県の補助を得て行うという

ふうなものがたくさんあります。それらみんながストップというふうな状態に今なってお

りますので、そういったことができるだけ回避できるように、引き続いて県のほうには要望

をしてまいりたいというふうに思っております。 

 それから電柱等、ＮＴＴの電柱が中心でありましたが、そのほうについても協議をしてま

いりたいというふうに思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  以前、地元で石垣等修復しようと教育委員会に相談した

ところ、文化財保護法で史跡内の土を掘ってはいけない、木を切ってはいけない、崩れた石

囲いを直してもいけない、私どものほうとすれば大正時代の写真もありますので、そのとお

りにしてみようということで相談したわけですけれども、だめだということでありました。

なぜこのような電柱が、先ほど言いました電柱が史跡内に立っているのか理解できません。

このような厳しい規制でありますのに。そして、地元であれいろんなボランティアが石の並

びを補修をしたいと申し出たときは、教育委員会において許可といいますか申請を出せと

言われますけれども、そこまでしなくても軽微なことならいいとかできないもんでありま

しょうか。ちょっと、そこのところをお聞きいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  修理の軽微というふうな、その軽微というところがまたなかな

か難しいところでありますが、仮に石垣を前と同じと言いますが、修復をして長い期間を経

過すると、それがもとの形になってしまうというふうな危険性もあるわけで、基本的に、直

すときにはもともとの資料に基づいた形での復元をしていきたいというふうなことであり

ますし、また県指定の場合には、県に申達をして許可をもらわなければできないというふう

な状況でありますので、つい口頭だけでというのはなかなか困難であるというふうに思っ

ております。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  最後にですが、地元自治会が過去１０年間、草の成長期、

４月から大体８月までですけれども、大体２週間に１度刈っております。芝刈機で。平地だ

けではありますけれども。先ほども言いましたように高校生走りに来ます。散歩にも来られ

ます。いろいろ来ますけれども、この機械はある地方自治体の要らなくなったものを持って

かえって修理しながら使っております。恐らく近い将来、スクラップになることはもう目に

見えております。そこで芝刈機の購入を強く要望いたします。労力の提供は惜しみません。



そして道の駅なごみの里の草刈りなどなどにも利用でき、一石三鳥にも四鳥にもなると思

います。強く芝刈機の購入を要望いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  教育長。 

○教育長（斎藤  誠君）  今の鷲原八幡宮の草刈りにつきましては、ツツジの管理も含め

て桜の維持も含めてというふうな形で、今のところ鷲原自治会のほうにお願いをして、わず

かではありますが経費をお支払いをしてやっていただいているところであります。できる

だけそういった地元の皆さんの御好意の中で維持管理ができることが望ましいというふう

に思っているところでありまして、草刈り機については、議員さん言われるには、あすこだ

けでなしにいろんなところで使えるというふうなことではありますけれども、すぐに購入

というのはなかなか難しいかもわかりませんが、検討はしてみたいというふうに思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  それでは３点目に入ります。これもやはり町民の方の多

くの意見、要望でありましたので取り上げてみました。 

 町道官場丁線の進入禁止表示を見やすく、というよりは先に、この進入禁止を解除できな

いかという結構相談がありました。そこで、郷土館左横の町道殿町官場丁線の進入禁止が表

示が森村側から右折時、松の木で非常に見にくく、見えないと言っていいぐらいです。した

がって、この松の木の枝を剪定して、見やすくできないものか質問いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、町道殿町官場丁線の進入禁止表示を見やすくできない

か、そういう御質問に対して回答させていただきます。 

 議員御指摘のこの松につきましては、県道敷きにありますので、津和野土木事業所へ相談

をいたしましたところ、所有者につきましては不明であるものの、県道敷地内のものである

ので対処していきたいと聞いておりますことを、御質問に対する回答とさせていただきた

いと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  １３番。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  事前に津和野警察署交通課に行きまして、独自で１週間

ほど調査しましたこの一方通行の７時半から８時半までの間の通行量を調査結果を説明し

ました。そしてこの進入禁止を解除できないかとの相談で、結果的に言いますと、この松が

あり入り口が狭く、７時半から８時半の間の通勤ラッシュがありますので、入り口が狭く、

出る、入るの車がありますと車が渋滞するということで、松がある限り無理であろうという

結果でありました。 

 そしてその調査の結果といいますと、７時４０分に５人の小学生が一方通行を集団登校

いたします。来年は３人になるそうです。その後はふえる見込みはないとのことでありまし

た。寂しいことではありますけれども。そして津和野共存病院の通院者は３月３１日までは

石見交通で郷土館前バス停で下車し、多くの方が津和野共存病院へ通院しておりましたが、

４月１日からは町営バスが玄関横づけで通行者がかなり減少しております。土日とも車の



通行量は大体１４台から１５台、４分８秒に１台でありました。自転車を含む人は徒歩も含

めまして２分３５秒に１人、ほんとちらりほらりです。お年寄りとすれば１日はそこを通ら

れる方は３.２人、土日につきましては小学生はゼロでありました。 

 というようなことで言いましたけれども、だめという津和野警察署の無理であろうとい

う津和野警察署の見解でありましたので、したがって森村方面からの進入禁止の表示の視

界をさえぎる松の枝の剪定はぜひに必要と思われます。ただし、賛否両論はあるとは思いま

すけれども、松を切るというまではないので、ぜひともお願いしたいと思っております。こ

れは質問ではありません。今から言うのは質問であります。 

 松の名称は一里松と言います。江戸時代にここに総門があり、城主が参勤交代の出発の儀

式をして、吉賀町を経由して広島廿日市を経由して江戸へ向かったと聞いております。私も

いつのころかはよく覚えませんけれども、県道拡張時に津和野町の強い要望で残されたと

聞いたことがあります。石で大事に囲まれ保護されておりますが、町民のほとんどの方が名

前とかいわれとか知らない方が大半であります。江戸時代から多分、期間はわかりませんけ

れども、２００年から４００年の間を、大橋周辺の歴史を見守ってきた由緒ある一里松の説

明看板を設置してはいかがでしょうか。町民の方がまず、何でこの松はあるのか、切ってく

れちゅう人もかなりおります。病院から出たときに左折、特に左折が難しいですので、でき

ればそのような由緒ある一里松の説明看板を設置してはいかがか質問いたします。 

○議長（滝元 三郎君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  大変松の名称の由来等のお話もいただいたわけでございまして、

私もまだまだ勉強不足で、初めて実はそれを聞かせていただいたということでございます。

またそうした由来等もお聞きすると、何かまた観光にも何か役立ちそうなそういう、どう言

いましょうか、楽しい話題でもあるなというふうにも思ったところでもあります。そうした

説明看板をということでもありますけれども、ちょうど現在、今年度中に町全体の今看板等

いろいろと見直しておりまして、サイン計画というものもつくろうというふうに考えても

おりますので、またその中に話題提供もしていきながらこのことについても検討させてい

ただきたいと、そのように思っておりますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議員（１３番 米澤 宕文君）  以上で質問を終わります。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で１３番、米澤宕文君の質問を終わります。 

 以上で一般質問を終結いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（滝元 三郎君）  本日の日程は以上ですべて終了いたしました。 

 本日はこれにて散会をいたします。大変お疲れさまでございました。 

午後３時 46分散会 

────────────────────────────── 
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 日程第 16 町長提出第 83 号議案 平成２３年度津和野町診療所特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第 17 町長提出第 84 号議案 平成２３年度津和野町介護老人保健施設事業特別会

計補正予算（第１号） 

 日程第 18 町長提出第 85 号議案 平成２３年度津和野町病院事業会計補正予算（第１

号） 

 日程第 19 発議第３号 国のエネルギー政策の転換を求める意見書（案）の提出につい

て 

 日程第 20 経済常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 日程第 21 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 
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午前９時 00分開議 

○議長（滝元 三郎君）  改めまして、おはようございます。引き続いてお出かけをいただ

きましてありがとうございます。 

 これから４日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１６名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、６番、岡田克也君、７番、三浦英

治君を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第６９号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第２、議案第６９号島根県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第６９号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第６９号島根県市町

村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少については原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第７０号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第３、議案第７０号島根県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７０号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７０号島根県市町

村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少については原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第７１号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第４、議案第７１号島根県後期高齢者医療広域

連合を組織する地方公共団体の数の減少について、これより質疑に入ります。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 



 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７１号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７１号島根県後期

高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少については原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第７２号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第５、議案第７２号島根県後期高齢者医療広域連合を組織す

る地方公共団体の数の減少について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７２号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７２号島根県後期

高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少については原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第７３号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第６、議案第７３号津和野町農政審議会設置条例の一部改正

について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１０番。 

○議員（１０番 河田 隆資君）  条例内容についての御説明はありましたけども、大まか

に言いますと、委員１０名を１０名以内というふうに定められた理由について、少し御説明

をお願いしたいと思います。 



○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、御質問にお答えをいたします。 

 委員さんが減りました原因というのが、先般もお話を申し上げましたが、高津川森林組合

の関係、そして土地改良区の関係の組織機構の改革となり、合併の関係でございます。今後

考えますと、農協の関係もそういう状況になるかもしれません。その辺のところで、以内と

いうふうなことにさせていただきましたが、それとすべて今まで委員が減ってきておりま

すが、逆に委員の数が減るということによって、農業、林業の意見集約ができるかというふ

うなとこがございますので、ある時点になったら委員さんをふやして、委員を農家の林業の

方の御意見も聞かないといけないだろうというふうな思いがございまして、一応何名とい

うふうなことではなくて、以内というふうなやわらかい表現とさせていただきたいという

ふうなことでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７３号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７３号津和野町農

政審議会設置条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第７４号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第７、議案第７４号津和野町過疎地域自立促進計画の変更に

ついて、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。９番。 

○議員（９番 斎藤 和巳君）  この変更の中に中小企業改善支援事業という項目が新たに

追加されとると、これは今まででもかなりそういうようなことがあったのではないかと思

います。 

 それで、中小企業経営改善事業につきましては、次の２ページに利子補給等、保証料等を

補給するというような具体的なことが書いてあるんですけども、備考欄に３０万の１３件

とか、信用保証料にはそうです。利子補給には６万円の３５件とか書いてあるんです。これ



が一応何年間の当初目標の数値なのか、今まであったのかということで、備考欄の書いた数

字をちょっと説明願いたい。 

 利子補給や保証料補給に関しては、何％の保証をやるのか、保証料に関してはどのぐらい

の程度のものを一応過疎自立促進計画書によってこのぐらいのものを補てんしていこうと

いうような細かい数字がわかれば教えて願いたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  まず、このたび変更になったということでございますが、

これにつきましては御承知のように、過疎対策債につきましてはソフト事業が追加された

ということでございまして、これは今までは一般財源等で町単独分の助成については措置

をしていたということで、ソフト分として追加をするということで、今回こういったメニュ

ーを計上したとこでございます。 

 それから、備考欄に書いてあります数字につきましては、これは約年度の年間の限度額と

いいますか、平均的な年度の算出根拠ということで計上しておるものでございまして、例え

ば信用保証料３０万円というのは、これはこのたび今回の予算でもお願いを申し上げてお

りますとおり、信用保証料何％ということではございませんでして、限度額ということで設

定をしております。通常ですと、保証料の何％ということがありますけれども、保証料を貸

し付けのときに一度に差し引かれますので、それに対してこれまでは２０万円でしたんで

すが、３０万円まで限度額を設定をしたらということで、年間の過疎計画で年度計画を立て

ております根拠ということで、１３件程度というふうな設定をしておるとこでございます。 

 利子補給につきましては、同様に従来から行っておる制度でございますので、これにつき

ましても、ちょっと私が済みません、率を把握しておりませんですが、従来どおりの枠で率

を換算をして単価的に６万円というようなことで計上しておるところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ９番。 

○議員（９番 斎藤 和巳君）  ということは、備考欄に書いてあるのはおおむねこのぐら

いだろうというような計画があって、もしそれ以上のもし要望者があった場合にはそれに

ある程度対応していくというような形のものに推移しているのか、もしそれをやるとなる

と、商工会を通していろんな金融公庫等からいろんな資金を皆さんお借りするわけですけ

ども、窓口は商工会になるんだろうと思うんですけども、そうすると、商協同のほうからか

なりの事業者がお金を借りて経営に当たっとるわけがあるわけなんですけども、商協同組

織からの分は対象になるんでしょうかならないんでしょうか、計画では。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  今回計上しております部分につきましては、あくまでも

これまでの制度融資ということでございますので、従来からの制度資金に対応するもので

ございます。御質問の件につきましては、先般開催いたしました町の産業振興審議会という

ところで一定の御議論をいただきましたところですが、これは引き続きましてそういった

ような制度融資以外の部分についても何らかのあり方をことし、あと２回ぐらい審議会で



方向性を出していただきたいということで、今のところ決まっておりませんが、課題として

お願いをしておるところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ９番。 

○議員（９番 斎藤 和巳君）  それでは、ことし中にはそれが可能になるかならないかと

いう結論を出されるわけですね。商協に関しては、ことし中には検討して何らかの方向性を

出すと、やれないならやれない、やれるんならやれるということというふうに解釈してよろ

しいですね、もう一回、はい。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  はい、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありますか。１番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  教育の振興と地域文化の振興についての変更で、参考資料

の方で、年度別計画の中に教育ビジョン策定で、今年度２００万の予定で、今度年度を明け

て２７年に３００万、それから森鴎外の記念館活用事業のほうでも今年度と、あと最終年度

の２７年度に１３０万と上げてあるんですが、これは何か特に計画があってということな

んでしょうか。 

○議長（滝元 三郎君）  教育次長。 

○教育次長（世良 清美君）  今の御質問に対してですが、平成２７年度の事業分につきま

しては、教育ビジョンにおきましては中間の見直しをやらなくてはいけないかなというふ

うに今考えております。 

 それから、鴎外記念館のほうですが、これは開館の２０周年記念事業を計画をしておりま

すので、そこの辺での予算組みということで充てております。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７４号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７４号津和野町過

疎地域自立促進計画の変更については原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 



日程第８．議案第７５号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第８、議案第７５号平成２３年度津和野町一般会計補正予算

（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  まず、１９ページの生活バス対策費の件ですけども、これ

については社会資本整備総合交付金の大幅な減額により今年度の実施が不可能となりとい

うことで、設計監理業務委託料と工事請負費が合わせて１,２００万円減額になっておりま

すけども、昨年度からたびたび生活バス対策の車庫の建設について建設の予定とか、それが

見送りとか何かあったような気がするんですけども、もうちょっと具体的に本当に車庫を

どこにどういうふうにつくるということをきちっと確定して、これについての方針を立て

るべきではないかなと思うんですけど、ちょっと私の思い違いだったらいけないんですけ

ど、ちょっと詳しい説明をお願いしたいと思います。 

 それから、２３ページ、民生費の児童福祉総務費の委託料で、保育園危機管理対応能力向

上委託料という委託料の中身について、どういう計画を立てる委託料なのか、それとも職員

の研修等の委託料なのか、その辺具体的に御説明をお願いします。 

 それから、その下のほうの児童福祉施設費のほうですが、嘱託給料減額２８７万５,００

０円で減額になってるんですが、これは嘱託員がやめられるとか、そういうことなんでしょ

うか。 

 それと、その下に７番、賃金のところで、保育補助者賃金ということできちっと安全保育

を保障するためにだろうと思うんですけど、１７５万３,０００円がついてるんですが、嘱

託の片方ではやめられ、片方では臨時で入れるというようなことなのか、そこの辺がちょっ

とわかりませんので、具体的に説明をしてください。 

 それから、あと一般職の給料とかいうのが減額になってるんですが、これは賃金が減額に

なったという賃金じゃなくて給料の減額ということでなってるのか、これは全般のことな

んですが、お願いします。 

 それから、２８ページ、農林水産業費の９番、緊急雇用事業費で、委託料として森林整備・

林業再生推進基盤整備事業委託料とありますが、これは具体的にどういうことを委託する

のかというのを御説明ください。 

 それから、次の３０ページですが、土木費、土木総務費の賃金のところで１５３万２,０

００円ついておりますが、この間の説明では町営住宅の事務だということでしたんですけ

ども、具体的に臨時の方を雇って賃金を払うということなんでしょうか、どういう事務をこ

れでされるのか、今の職員の方ではやれないからということで、どういう部分というか、町

営住宅のどういう面で必要なのかということを説明ください。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（久保 睦夫君）  まず、生活バス対策費の委託料及び工事請負費ですが、

これは先日、総務財政課長が説明時に車庫というふうに説明しましたが、これは待合所の建



設費でありまして、日原診療所前におきまして待合所を建設するという計画をしておりま

したが、予算がつかないという形で見直しをかけるということでこれを減額しております。

バス車庫の建設費につきましては、繰越事業のほうで８００万計上しておりまして、この車

庫の建設は実行するということにしております。 

○議長（滝元 三郎君）  参事。 

○参事（右田 基司君）  それでは、２３ページの児童福祉総務費の委託料でございますが、

保育園危機管理対応能力向上委託料でございますが、内容につきましては、危機管理要領の

ブラッシュアップ、それと保育園職員への危機管理研修プログラムの検討、それと保育園の

あり方の検討、この３つを検討していただく委託料でございます。 

 それと、同じく２３ページの児童福祉費の嘱託の給料、そして賃金が出とるということで

ございますが、プール事故に伴いまして行政処分があったわけですが、それに伴いまして嘱

託の職員を臨時の職員に降格という形になります。その関係の組み替えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  それでは、各費目の人件費でございますが、これは特別

職につきましてはプール事故に伴う減額分を今回計上させていただいております。一般職

につきましては、人事異動に伴うものと手当等４月以降変更があったものを加味して今回

計上させていただいております。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、２８ページ、林業費、９番、緊急雇用事業費の委

託料の森林整備・林業再生推進基盤整備事業委託料についての内容について御説明をさせ

ていただきます。 

 事業内容といたしましては、津和野町森林整備計画策定のために町内の森林を選出しま

して標準値を一応とりたいというふうなことで、森林調査を行うものでございます。 

 ただ、面積的には今計画しておるのが合わせて１町歩ぐらいでございますが、そのほかに

町有林、それから町行分収造林の関係の森林の状況の調査、そして作業路の現況調査もあわ

せて行いたいということで、今調査場所としましては３０カ所から４０カ所、それから作業

路については２０キロ程度一応計画をしておるところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  建設課長。 

○建設課長（伊藤 博文君）  それでは、土木費の土木総務費の賃金について御説明申し上

げます。これは前段で御説明申し上げましたように、住宅料の引き落としの請求並びに引き

落としの消し込み、それから住宅料の切符の発送等々、主に住宅についての事務もろもろの

方に対する賃金でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありませんか。９番。 

○議員（９番 斎藤 和巳君）  ２８ページの林業関係のことで質問いたします。先ほどの

竹内議員の質問の中で、林業再生の中で事業の内容を聞いたんですけども、森林整備で聞き



間違えないでください。１ヘクタールぐらいとお聞きしました。それも３０カ所から４０カ

所を１ヘクタールを割ると、それは微々たる面積です。そんな微々たる面積を調査して何に

整備して、それを目的としておるのかわからんのですね。こういうように山が荒れてるから

こういうようにしなさいとか、作業道がないからこういうことにしなさいというのか、余り

にも１ヘクタールを３０カ所、４０カ所に区切って調査しても、私としては何の意味もない

んじゃないかと、ある程度大きな山、ある程度団地的なところを見てから、全般的に見てか

らやってから、ただ、小さいところ、入り口のほうをちょこっと見てから、これは森林整備

事業と、何の結果も生まれないような気がするんですけども、何の目的で森林整備したのを

こういう方向にするからという目的をちょっと教えてください。せっかく県の予算で４７

０万も出しておるんですから、その点をお聞かせ願いたい。 

 それと、もう一つ、その上の町行造林事業でございますけども、森林整備加速化事業が不

採択になったためと、このように説明があるわけですね。その森林事業、加速化事業が不採

択というのは、この当初予算に上げられて、ものの２カ月ばかりで不採択になったと、例年

のごとく９月、１０月になって補助金がつきませんから不用額を出さざるを得ませんかと

いうのはわかるんですけども、当初予算に計上して２カ月もたったところで不採択になっ

たという、どういう事業が不採択になったのか、その点を教えて願いたいと思うわけでござ

います。 

 その中の事業の内訳に対しまして、一般財源が１５６万２,０００円ほど減額となってお

ります。当初予算では１８３万３,０００円の一般財源が組み込んであるわけなんですけど

も、そうしますと、差額の２７万ばかりしか一般財源からは拠出しないということに思われ

るんですけども、その２７万円ぐらいばかりのものは一般財源を使ってどの費用に充用す

るのか、２７万円では、その中のどの分に持っていくんかなというような気がします。需用

費では５万５,０００円、役務費で１２９万とか、手数料３９万、保険料８１万とかという

のが当初予算でついとるんですけども、一般財源が残りの２７万円は何に使うのか、その点

教えて願いたいと思います。 

 それと、認定農業者の機械導入というのが説明にあったんですけども、当初の認定農業者

の機械導入補助金と上乗せとしてということになっております。当初認定農業者機械導入

金の補助金が幾らだったのか、それは何人だったのか、またそれに今度新たに更新として補

助金を１４６万４,０００円を出すというような形になっております。機械の更新に当たっ

ては、かなりの厳しい諸条件をクリアしないことには更新に対しては補助金はほとんど出

ないだろうと、このように私は思っていたんですけども、その厳しい諸条件をクリアできた

のはどういうような形でクリアできたから、更新時に補助金を出すことに決まったのかと、

これを受けられる認定農業者のものに対しては、こういう行政の金がおりるということは

非常にありがたいことなんですけども、更新時にはどのぐらいの条件をクリアされたもの

が対象になるのか、これが１人なのか２人なのか、今回計上されているのが、その点もあわ

せてお願いしたいと思います。 



○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、補正予算書の順番、ページ数に沿いまして、済み

ません、お答えをさせてください。 

 まず最初に、農業振興費の関係の１９番、負担金補助及び交付金の関係でございます。農

業機械設備導入及び更新費補助金１４６万４,０００円の増額の件でございます。この関係

でございますが、一応今国の経営体育成支援事業というものがございます。この事業につい

ては、機械を導入する場合に融資を受けていただくというふうなことが原則になりまして、

それぞれこの事業に対する経営目標の設定をするわけですけども、その経営目標に対して

国のほうでポイントをつけて点数をつけて、そして合計ポイントが何点以上になると、最高

５０％以上の融資を受けるということでありまして、補助金については３０％というふう

なものが最大でございます。１００万円の事業費で補助金が３０％、そして残りの残金につ

いては５０％以上の融資を受けてもらうという事業でございまして、融資主体型事業とも

呼ばれておる事業でございます。当初の段階でお二人の認定、お二人というか、お一人と一

法人でございますけども、一応希望を出されまして事業の採択を受けたところでございま

す。予算を提出いたしましたのが、１月時点でございまして、その後、事業採択に当たって

いろいろと詰めてまいったのでございますが、当初お一人の認定農業者は９６６万円と、も

う一人が３３０万円ぐらいの事業費ということで１,２９０万、ざっと１,３００万円ばかり

の事業費でございました。３月の時点で、正式に申請をした段階で採択を受けました金額に

ついてですが、２,１００万の事業費になったということでございます。その関係で、当初

予算的に２１６万円計上しておったというふうなものが金額的に３６２万４,０００円とい

うふうなことになりまして、今回の事業の増額をお願いするというふうなことになった次

第でございます。 

 それから続きまして、林業費の町行造林事業費、２８ページの委託料に関係するものでご

ざいます。 

 議員の御指摘のように、９月議会というふうなことも考えられたわけなんでございます

が、当初、県の益田事務所の方でこの事業を一応採択ということで希望したいというふうな

ことで出して、つくであろうかというふうなことも担当のほうで確認をしておったところ

でございますが、一応つくと思われるというふうなことで、森林整備加速化・林業再生事業

補助金というものに応募をしたというふうなことでございますが、４月に入りまして県庁

のほうから一般の方の希望が多いというふうなことでございまして、町村にこの事業を持

ってくることができないというふうな回答がございました。それに伴いまして町の方も予

算の組み替えをしないといけないというふうなことになりまして、流域育成林整備事業補

助金というものがございます。これに一応乗りかえるというふうな形にさせていただきま

した。 

 森林整備加速化・林業再生事業補助金という事業については、起債が認められないという

事業でございます。今回流域育成林整備事業補助金というふうなものに乗りかえましたが、



このものについては起債が借り入れが可能というふうなことになります。そのあたりのと

ころで、歳入の関係で申し上げますと、流域育成林整備事業補助金、それから森林整備加速

化・林業再生事業補助金の関係で、収入の関係が４９８万円の減となりました。それから、

起債のほうで８５０万円の増でございます。その関係と、あと支出の関係で積算をいたしま

して、当初予算と比較して１９５万８,０００円ばかりの増というふうなことになっており

ます。先ほど一般財源のどうこうというお話もあったんですが、一応その辺の大きなところ

の流れの中で、起債で一応町行造林事業を対応したいというふうなことになりまして、今回

の予算計上というふうなことでございます。答えになっとるのかどうか、不安でございます

が。 

 それから次に、緊急雇用事業費の委託料の森林整備・林業再生推進基盤整備事業委託料の

関係でございます。 

 １ヘクタールぐらいのことで用が足るのかというふうなことでございますが、一応間伐

もしくは枝打ちなんかについてでございますが、基本的には標準値をとりまして事業の対

応をするというふうなのが基本でございまして、山全体をとるということはいたしており

ません。今回、先ほど４番議員さんにお答えしたのですが、そのときに説明が不足しており

ましたけども、基本的には森林部というのがございまして、林齢とか、そういうものについ

ては森林部のほうで一応確認はできるのであります。 

 ただ、森林部のデータというものは航空写真をもって一応何年生とか、そういうもの、そ

れから地元の方の聞き取りによって何年に植栽したとか、そういうものを一応記載をして

おるということで、実際に現地と森林部が合うとるかどうかというのが疑問のところがご

ざいます。京都大学名誉教授の竹内先生の指示もございまして、とにかく森林部と合っとる

かどうか、現地も確認してみんといけんだろうということと、今回調査に当たって何をする

かと申しますと、胸高直径を当然とります。林齢をとります。樹高をとります。それから、

標準値をとります。そして、あと樹冠という木が立っておりまして、枝がついておって、先

端までの長さを樹冠と申しますが、樹冠長率、木の高さと樹冠の比率がどれぐらいあるのか、

大体３割を下回ると、木というのが倒れやすくなるというふうなことになります。３割以上

の木が健康な木というふうなことになっておりまして、そういうふうな標準値のデータを

とるということで、一応１町歩というふうにしておりますが、それを積み上げて大体１町歩

ぐらいかなということでございまして、すべての山を調査をするということでなくて、標準

的なところを調査をして、そのデータに基づいて森林整備計画をつくっていきたいという

ふうなところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ９番。 

○議員（９番 斎藤 和巳君）  それでは、先ほど説明で若干わからないところがあったん

ですけども、認定農業者が更新時に補助金を受けるというのは問題をクリアすればすべて

の認定農業者に対象ができるというふうに解釈できるんですけども、我々がやったときに

は、いろんな認定農業者にはいろんな機械を導入したら、いろんな後の利息等の補給があっ



てというので、半分まで機械の導入に対して補助があるというのがかなりの条件のクリア

だろうと思うんですけども、その点は対象になったからだろうと思いますので、改めて課長

のところに聞きに行きますけども、補助金は今回はこういう形で、こういうようなものをク

リアしたから補助金を出すことに、対象になりましたという資料をお聞きしますので、認定

農業者、機械を更新したいという者もかなりおります。その人らがどのような形で対象にな

るのかという事例をもって聞きに行きますので、その点説明をよろしく、そのときにお願い

いたします。補正予算だから、それ以上聞きません。 

 それと、先ほどの基盤整備事業の委託料の中で、町内の木の高さを見てどのぐらい枝があ

ったかというの、そんなことは別に調べなくても、何メートル以上枝があれば大丈夫ですと

いうのはわかっとるんですけども、それをもとにやって森林整備事業を今後進めるという

ことですね。ということになると、この事業をやってから、いろんな町有林とか、個人の山

があると、その中において、その結果をもとに、これは林業を再生するために必要なアンケ

ート調査費用を出してやったんだから、それが今後の事業に結びつくと、そのための事業と

いうことですね。 

 ただ、学校の先生の教材の資料をするための資料ではなくて、町の森林整備事業を推進す

るための事業であると、そのように解釈してよろしいですね。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  まず最初に、農業振興費の関係の認定農業者の方に対する補

助金の関係でございますが、基本的に機械の更新というのは国では認められておりません。 

 ただ、事業規模の拡大をするというふうな前提のもとでの機械の更新は可能でございま

すので、その辺のところで経営規模を拡大するというふうな名目の中で一般的には機械更

新のようになるものでございますが、基本的な数字としては一応経営規模を拡大するため

に機械を整備するというものでございます。その関係で事業計画を出しまして、一応その本

人だけというよりも、この経営体の育成支援事業というのは区域を定めまして、その中でこ

ういう目標をやってくださいというのがあって、実際のところは、今ここに出ておりますの

が認定農業者２件なんですが、今法人を結成するというふうなことで、もう一団体、一応来

られまして、補助金上は出ておりませんが、それを含めて、そこの区域の農業をどうするか

というものがございまして、それの計画がたまたま国のほうで点数がよくて採択というこ

とでございます。（発言する者あり）はい。 

 次です。 

 林業費の関係でございますが、大学の先生の趣味のためにというか、研究のためにやるも

のではございません。今年度とにかく国のほうで、森林整備計画というものが見直しをして

くれというふうなことでございます。 

 ただ、国のほうで補助金をつけてくれないというのが困ったところなんでございますが、

今年度中にとにかく当初予算でも予算計上しておりますが、森林整備計画をつくるという

ふうなことで対応しておるものでございまして、その計画をつくったことによって災害に



強い山づくりはどうするのかと、それから今後の林業の経営をどうするのかというふうな

ところを定めていくものでございまして、林家のためになる計画にしないといけないと、そ

のためには現実をきちんと把握して計画をつくらないと役に立たないということで、今回

予算を計上しておるもので、絶対的に役に立つというふうに申し上げたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありませんか。２番。 

○議員（２番 村上 英喜君）  ３点ほど伺いますが、最初に１８ページのまちづくり政策

費の中の負担金の中の助成金の２５０万ですが、説明では日原の盆踊りの保存会に対する

補助金というふうに聞いたように思いますが、ことし何か日原の盆踊りに対して何か行事

が予定されているのか、ただ、保存会に２５０万の補助をされるのか、その点についてお聞

きします。 

 ２点目ですが、２７ページの農業振興費、工事請負費の５５１万について詳細をもう一度

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、２９ページのふるさと雇用再生特別基金事業の中の委託料１９７万５,０００

円でありますが、この委託料は人件費に当たるのかどうか、人件費の委託料になるのか、そ

の点をお聞きいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（内藤 雅義君）  予算書の１８ページ、まちづくり政策費の負担金

補助及び交付金についてでございます。日原盆踊り保存会のほうで、昨年自治総合センター

のほうのコミュニティー助成事業を活用されるということで申請をされて、６月に交付決

定があったところでございますが、日原盆踊り保存会としては、この補助金を活用して音響

機器の整備、それから楽器、それから衣装、浴衣等を準備するということで、活動内容とい

たしましては毎年８月１４日に日原地区の盆踊り大会を行うということで、伝統芸能保存

継承のため、１年間の中でそういった取り組みをしていきたいということで計画をされて

おります。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、御質問にお答えをいたします。 

 一般会計補正予算の概要書の２ページ目のところに農業費の関係のところで、工事請負

費の関係で、農地有効利用支援整備事業１９０万の減、それから戦略作物生産拡大関連基盤

緊急整備事業３００万円の増、それから農産物処理加工施設の改修で４４１万円の増、合計

５５１万円というふうに書いて御説明をしておるところでございますが、さらに細部の関

係で御説明をさせていただきます。 

 まず、県単の農地有効利用支援整備事業の関係でございますが、当初予算で４００万を計

上させていただいておりました。この関係については、野地排水路が４０メートル、それか

ら滝元の暗渠排水が一応７０メートル、門林の排水路の関係で２０メートル、それから西谷

地区の排水路、暗渠排水、鳥獣害の被害というふうなことで、排水路が４３メートル、暗渠

排水の関係で４８メートル、鳥獣被害対策の関係で４８メートルを当初計上しておりまし



た。その後、野地地区の排水路については地元のほうで、既に排水路までは行かなかったん

ですが、昨年豪雨がありまして、土砂が流入をしておって、それを取り除いて排水路を新た

につくらんと、なかなかこの状況は改善できんというふうなことで、県単の事業のほうに希

望しておったんでございますが、地元のほうで既に対応しておられまして、そういうことで

一応１９０万円ほど野地地区については計上しておったわけでございますが、これを減額

というふうなことにさせていただきました。 

 それから、当初予算４００万円で計上しておったんですが、県のほうに要望しておったの

は、三渡曽庭なり、直地の明賀、それから中曽野の関係のため池等の排水路の関係で、別個

３８０万円ばかりは手を挙げておりましたが、つくかどうかわからないので、一応手がたい

ところの４００万というふうに上げておったのですが、一応三渡曽庭の排水路の関係で、県

戦略作物生産拡大関連基盤整備事業のほうで対応できるというふうなことがわかりました

ので、一応この関係で３００万円ほど計上させていただいたというふうなことでございま

す。 

 それと、あと農産処理加工施設の関係で、現在、菜種の搾油機と精油機の関係を置いてお

ります。その所有は、津和野町農業担い手育成総合支援協議会の所有ということで、最終的

な機械の精算で、町も補助金を出しておりますが、一応所有はそういうことでございます。 

 ただ、この関係が今保健所の許可をとっておりませんので、保健所の許可をとりたいと、

保健所の許可をとるとどうなるかと申しますと、販売が可能になるというふうなものでご

ざいまして、一応そのあたりの経費ということで４４１万を計上しておるというところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  商工費のふるさと雇用再生特別事業でございますが、こ

の追加分につきましては、この事業そのものがトータルで２分の１以上が人件費という決

まりがございますが、まだ若干余裕があるということで、最終的には実績を待つところでご

ざいますが、今回につきましては、まだ人件費に対して諸経費が余裕があるということでご

ざいますので、事業経費のほうへ主には充当するというふうな考え方でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありますか。１番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  １８ページの総務管理費の行財政改革推進費のところの委

員報償費で、委員報償と上がってるんですが、これは報償費ということになると、謝金とか、

そういう感覚になるんですけども、委員さんの報酬なのか報償費なのか、それと同じように

３４ページの教育総務費のところでも教育ビジョンの委員さんのほうにというような説明

だったと思うんですけど、これも報償費として上がってるので、この辺ちょっと確かめてお

聞かせください。 

 それと、ちょっと戻りますが、３０ページの商工費で、委託料で、緊急雇用創出事業で７

２万９,０００円、これは森鴎外の事業の事務関係の上乗せだということを聞いたんですけ



れども、ちょっと賃金になるのじゃないかなとか思ったりしたんですけども、委託料として

どこかにお願いした場合には、その募集とかも委託先が行っているのか、大体にあちこち賃

金として上がってるんですけども、臨時の賃金の日当とか単価とか、そういうところがちょ

っとまちまちのような気がしとりまして、先日も営業課か何かのあれで臨時さんを雇う募

集が出とりましたけど、あれなんかも単価が結構日当が８,０００円か何かで上がっとった

と思うんですが、町として募集する場合は、ある程度統一性がないといけないんじゃないか

なと思って、ちょっとその辺の募集の仕方というか、どこがどう把握、全体統括しておられ

るのかということと、あとついでにその他、町が登録制で臨時を登録しておると思うんです

けども、その人たちに先にこういう募集があるということを伝えて、それで足りない部分を

募集しているのかというところもちょっと一緒にお伺いします。 

○議長（滝元 三郎君）  まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（内藤 雅義君）  予算書の１８ページ、行財政改革推進費の報償費

でございます。その報償費につきましては、委員報償ということで謝金ということでござい

ますが、昨年度からこの部分については行政評価制度の研修会講師謝金として７万５,００

０円を当初予算で計上させていただいております。昨年度から行政評価制度を取り組む中

で、ことしについては全職員に対して研修会を実施するということで、その講師謝金として

予算を計上しているところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  次長。 

○教育次長（世良 清美君）  同じく３４ページの委員報償のことでありますが、教育ビジ

ョンの策定委員の委員さんの報酬というか、報償なんですけれども、日額７,３００円の報

償費ということになってます。これ予算を入力する際の項目が委員報償という項目になっ

ておりまして、それが自動的にここへ上がってきますので、こういう形に表示をされており

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  ３０ページの緊急雇用業務委託でございますが、これに

つきましては御指摘のように、鴎外１５０周年記念事業事務局へ業務委託をするという７

２万９,０００円でございます。内訳につきましては、同様に２分の１以上が人件費になる

ということでございますので、そのように御理解をいただきたいと思います。当初予算で９

カ月分予算措置をしておりましたけれども、これにつきましても新たに、現在、事務局で雇

用しております職員が１２月で１年たつということでございますので、緊急雇用の制度要

綱上、２回目の更新はできないということで、現在の職員については緊急雇用の適用ができ

ないということで、新たに募集をしてまいります。 

 その方法につきましては、これはいずれも共通することでございますが、それぞれの事業

主体で募集をしていくという制度になっておるところでございますので、事務局のほうで

募集をするということでございます。関連しまして、募集の方法でございますが、これも要

綱によりまして定められておりますので、いわゆる失業者、あるいは生活困窮者の方に限っ



て緊急雇用が適用されるわけでございますので、まずはハローワーク、あるいは町の無料職

業紹介所の方に求職登録をしていただくというところからスタートをしてまいりまして、

当然ハローワークなり、町のほうも離職票なり、そういったもので失業者であるという旨を

確認をいたしまして、広くそういうふうな求人がありますというふうな周知を図ってまい

ります。 

 したがいまして、町のほうに臨時職員として登録をされておられる方を優先するという

ことでは決してございませんので、まずは広くそういったような職業安定法に基づいて公

開をしていくということでございます。 

 それから、それぞれの賃金等の設定についてのばらつきでございますが、これにつきまし

てはそれぞれの課にまたがっていく部分もあろうかと思いますけれども、私のところでは

通常の業務内容によりまして相当な経験を有した専門的な業務、あるいはいわゆる事務の

補助といったような部分につきましては町の臨時職員の賃金を準用するというふうな考え

方をとっております。 

○議長（滝元 三郎君）  いいですか。１番。 

○議員（１番 京村まゆみ君）  委員報酬というふうに上がっているところもほかのところ

ではあるんですが、その辺を統一していただきたいなと思います。 

 それと、失業者、求職登録をしている人ということになるということですけども、町に登

録制で登録しているのに全然声がかからないというような声もちょっと聞いたりしますの

で、その辺を連絡というか、ちゃんとしておかないといけないんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  副町長。 

○副町長（長嶺 常盤君）  緊急雇用等は、先ほど商工観光課長のほうから御説明したとお

りでございますが、今の登録制につきまして若干補足的なことを申し上げたいと思います

が、今総務財政課のほうで経由いたしまして登録をしております。 

 ただ、それがそれぞれの課によって資格とか、希望種がありますので、そういったところ

を総務課のほうへ何というんですか、紹介しながら進めているところでございますけども、

ただ、それぞれの課のほうがマッチングといいますか、希望種どおりにいかない場合もあり

まして、出しているけども、なかなかお声がかからないということもあろうかと思います。

もしそういうことで、長い間そういうことになってるのにどうだろうかということがあり

ましたら、またもしそういうことをお聞きでございましたら、総務課のほうにまた紹介等を

していただければというに考えております。均等に機会が当たりますように努力をしたい

と思っております。 

○議長（滝元 三郎君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（島田 賢司君）  先ほどの委員報酬と委員報償のちょっと違いなんですが、

委員報酬につきましては節で言う１番、報酬のところなんですが、それは条例で掲載されて



おります。その場合は、委員報酬となります。条例で載ってない費用弁償とかになりますと、

８番の報償費になりまして、それで委員報償という区分になります。 

○議長（滝元 三郎君）  いいですか、はい。 

 それでは、質疑の途中ですが、後ろの時計で１０時１５分まで休憩といたします。午前 10

時 06分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 15分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 質疑を続けます。質疑はありませんか。１２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  １２ページでございますが、農林課長さんには大変申し

わけないんですが、もう一度聞かせてください。森林整備加速化・林業再生事業補助金と、

これは単年度の補助金でしょうか、それともある計画があって５年ぐらい続けるのか、来年

度またこれを申請しようと思えば、またできるのかどうか、この点をひとつお願いします。 

 それから、その下の欄、商工費県補助金、トータルで、金額で２,４５４万５,０００円、

島根県ふるさと雇用云々から下の重点分野雇用創造事業費補助金まで３点ございますが、

トータル２,４５４万５,０００円の補助金が上がっておりますですが、ここで支出のほうは

各費目ばらばらで出てまいります。この補助金をもって何人の雇用を創出しようとしとら

れるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、出のほうに入りまして１９ページ、地域振興費、負担金補助及び交付金のとこ

ろの２４万円ですが、大学生等とかおっしゃいましたが、合宿及び研修ですが、具体的には

どのような事業を展開されるのか、お願いいたします。 

 それから、２６ページ、給水施設整備費で負担金補助及び交付金で５０万円が予算化され

ております。資料によりますと、無給水地区の生活環境改善のためということであるんです

が、本来ならこれは当然わかってることであるので、当初予算で上がってくるものじゃない

かと思いますが、よろしくお願いします。 

 それから、最後ですが、３１ページの一番上、道路橋梁総務費のところの委託料４００万

円の減となっております。今年度はやんないが、来年度はぜひともやるとかいうような後年

度的なものの対応を御説明ください。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、議員さんの御質問にお答えをさせていただきます。 

 農林水産業費、県補助金の関係の林業費補助金、森林整備加速化・林業再生事業補助金の

関係でございますが、この制度が何年度までかというふうなことでございますが、今何年と

いうのを済みません、覚えておりませんが、時限的な事業であることは間違いございません

で、昨年度もございました。今年度もございました。来年度がどうかというのが、済みませ

ん、今確認できませんので、また調べさせていただきまして御報告させていただきます。 



○議長（滝元 三郎君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（長嶺 雄二君）  ２６ページの給水施設整備の補助金の御質問でございま

すが、未普及地区につきましては、津和野、日原地区に一部ございます。この未普及地区の

事業としましては井戸水、特に多いのが井戸でありますが、井戸、あるいは表流水に浄化施

設等をつけると、これは個人が事業者となって町が補助金を出すものでございまして、当初

計画の中では申請者がまだおられませんでしたので計上できませんでしたが、最近になっ

てこういう事業で井戸を掘りたいという方がおられましたので、補正で計上させていただ

いたものでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  建設課長。 

○建設課長（伊藤 博文君）  続きまして、道路橋梁総務費の橋梁点検委託料でございます。

御存じのように、社会整備総合交付金の減額に伴うものの減額ですが、この事業を２３年か

ら２５年までの３カ年で事業を完了したいと考えておりますので、この減額になったもの

につきましては来年度以降に含めまして、事業を完了させていきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（内藤 雅義君）  １９ページ、地域振興費の負担金補助及び交付金、

合宿及び研修等受け入れ促進事業補助金についてでございます。この補助金につきまして

は、本来協働のまちづくりのアドバイザーとして今明治大学の先生にお願いをしていると

こなんですが、明治大学のほうから合宿の受け入れについて、ことし相談がありました。も

ろもろまちづくり政策課のほうで協働まちづくりについては、担当しとった経過の中で、合

宿等を行いたいということでお話がありましたので、いろいろ助成的な部分について検討

を行いました。今回の受け入れ促進事業補助金につきましては、一応参加者が１０名以上の

団体、それから萩・石見空港を利用していただくということ、それから津和野町内で宿泊を

していただくという３つの条件をもちまして、萩・石見空港から津和野までの今デマンドタ

クシーというのを運行しておりますが、それの往復運賃４,０００円、これを基準として補

助しようということで考えました。この４,０００円で、今回明治大学、今回は日本女子大

学と合同で合宿をするということになっておりますが、６０名一応予定として津和野に来

られるということで、４,０００円掛ける６０名分の２４万円を今回補助金として計上させ

ていただいたということです。萩・石見空港の利用促進というところで、東京から石見空港

までは萩・石見空港利用促進協議会のほうから航空運賃等の助成がございます。その辺の活

性化も含めてということで、今後もこの補助を継続して行うという考え方の中から、今回は

促進協の方から、今教育研修等の雑誌のほうが出されておりますが、浜田・益田・津和野の

取り組みということで、教育研修の本に今回の取り組み等も掲載をさせていただいて、今後

もこういう合宿とか、研修等が萩・石見空港を利用しながら、津和野町に泊まっていただい

てということで、やれる団体については、この補助金を活用して助成をしていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 



○商工観光課長（長嶺 清見君）  収入のほうの商工費補助金でございますが、おっしゃい

ましたように、各担当部署へ充当してまいりますので、ちょっと今の時点では影響人数が何

人かというのは部分的に把握している状況でございますので、私でわかる範囲で、商工観光

のほうで１名、農林のほうで６名ということは把握しておりますが、全体では、申しわけご

ざいません、把握しておりません。 

○議長（滝元 三郎君）  よろしいですか。ほかにありませんか。３番。 

○議員（３番 板垣 敬司君）  ページ数では２８ページになろうかと思いますが、今回農

業担い手支援センターの当初予算で上がっとったもろもろの費用が定住促進の協議会とい

うような形に補助するというふうに私は聞きましたが、定住促進協議会じゃなくて、農業担

い手支援協議会というようなこともあるのかもしれませんが、この担い手支援センターか

ら協議会へ事業主体が変わるということ自体がどういうことで変わらざるを得なくなった

のか、その辺をお聞きしたいと思いますし、当初予算の資料で言いますと、農業体験のバス

ツアーを行って、農家に時々民宿しながら、バスで移動しながらやるというようなことかな

というふうに理解しとりますが、その辺の事業の内容に変更があったのか、さらに今日３カ

月ばかり過ぎておりますが、この事業が当初から言いますと、大分経過しておりますが、具

体的にどこの辺まで進められて、今後どのようにしようとしとられるのかお聞きしたいと

思います。 

 あわせて私は当初予算のところで、そういう意見は言うべきかなと思いますが、こうやっ

て２泊３日とか１泊２日で大々的にバスで物見遊山的に農村を歩いていろんなことをする

というよりは、私は１週間とか１０日ないし１カ月でもワーキングホリデーというような

こともしながら、やはり個々に着実な対応のほうが実績が上がるのではないかなというよ

うなことで私は思っておりますが、その辺について、今後、事業変更に伴う中で、まだそう

いう対応もできるのかどうか、まずその辺を１点お聞きしたいと思います。 

 それと、３４ページの教育諸費ですか、委託料の方で、説明の中では須川地区と名賀のほ

うのスクールバスの増便のために予算が補正として組まれておりますが、この辺について

少し詳しく説明をいただきたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、３番議員さんの御質問に対してお答えをさせてい

ただきます。 

 ２８ページの農業担い手支援センター費の農業体験バスツアーの関連の経費の減額の関

係でございます。当初予算の段階で、一応町が受けて事業を実施できるというふうな判断の

もとで予算を計上したところでございますが、その後、助成金の交付要綱なり、ふるさと島

根定住財団のほうに問い合わせた結果、この事業については一般の団体について助成をす

るものであるというふうな状況がわかりまして、今回の補正の減額というふうになったと

ころでございます。当初の調査が悪いというふうなことで、おわびを申し上げないといけな

い部分でございます。 



 今バスツアーの関係の進行状況でございますが、５月末に一応事業の申請を行いました。

それで、一応ふるさと島根定住財団のほうで、津和野町農業担い手育成総合支援協議会のほ

うで事業を対応されることは可能ということで、内示の段階まで来ておるところでござい

ます。今それを受けまして、旅行業者なり、受け入れ先の関係なり、子細の調整をさせてい

ただいておりまして、遅くとも７月の上旬には募集要綱を今月中につくって、来月中から募

集を開始したいということで、当面８月末ぐらいを事業の締め切りというふうなことにし

ております。 

 事業のあらかたの概要でございますが、参加者のお方、お一人から１万円を徴収させてい

ただくということで、食糧費については補助の対象にならないというふうなことでござい

ますので、一応２０名を限度に募集をしたいというふうな考えを持っておるところでござ

います。今日程を調整しておる段階で、実施をする日にちというのが９月１７日土曜日から

１８、１９日が祝日の振りかえか何かになっておりまして、その休みの間に募集をしたいと

いうことで、１泊２日というふうなことで日程調整をしておるところでございます。いろい

ろ農業体験の関係で、いろんな方のところで今調整をしておるというのが今の進行状況で

ございます。 

 それから最後に、この事業についてほかに有効な事業があるのではないかというふうな

御質問でございましたが、今津和野町が考えておりますことというのは、ふるさと島根定住

財団が進めておる交流体験から就業までの流れというふうな考え方がございまして、それ

に沿って一応津和野町もあわせて対応をしたいというふうなことでございまして、まず最

初に体験のバスツアーというものについては、一応２日から３日程度体験をしていただい

て、津和野町に触れるきっかけづくりをしていただこうというふうな思いでございます。そ

の後にこの町はいいと、ちょっと来てみようかというふうなことになって、短期滞在という

ことで３日から４日、そしてさらに長くなって１年までの間で農業体験でも入っていただ

くというふうな一連の流れのものでございまして、それの一番最初の呼び水として一応こ

の事業を計画するものでございます。これによらず、ほかのところですぐに農業に入りたい

というふうな方もおられまして、それはそれとして対応したいというふうに思いますが、こ

れまでこういうことをしておりませんでしたので、一応津和野のよさ、農業のよさを知って

いただきたいという思いから計画するものでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  教育次長。 

○教育次長（世良 清美君）  ３４ページの教育諸費の委託料の関係でありますが、スクー

ルバス、当初須川地区につきましては、当初予算を組む段階ではまだ生活バスの関連での運

行にするのか、直接従来から須川小学校で使用をしておりましたスクールバスでの運行に

するのかというのが決定をしておりませんでした。その後、年度が始まります前には生活バ

スの運行を行っている業者さんのほうへ運行を委託するという方向に変わりましたために、

３５ページにあります小学校の関係の学校管理費の委託料から科目を諸費のほうへ移させ

ていただきました。あわせて低学年用のスクールバスの運行を若干１便ふやさないと、待ち



時間がかなり長くなるということでありまして、そこの関係で若干１便ほどふやしており

ます。 

 それから、名賀につきましては生活バスが、夕方の便が１便ちょっと減便になりました関

係で、これも子供たちを送り届けるために１便、スクールバスを増便をしたという形で予算

を組んだところであります。 

○議長（滝元 三郎君）  ３番。 

○議員（３番 板垣 敬司君）  農業の体験バスツアーについては非常に効果というか、今

後新規就農の誘い水として大変期待するものでございますが、課長の説明にもありました

が、やはりこれが単発で終わることなく、２年、３年、４年と、継続してこのような事業、

さらにもう一つ踏み込んだ事業を積極的に取り組んでいただいて、真に新規就農なり、定住

なりにつながるような施策をお願いいたしたいと思います。 

 それで、農業担い手支援センターのところにあります農業体験生募集支援事業というの

は、まだ農業支援センターとしてはあるというふうに理解してよろしいでしょうか。農業担

い手支援センター全体の当初予算がありますけども、その中に今のバス体験ツアーという

のも一部としては組み込まれておりますが、もう一つは、農業体験生募集支援事業というよ

うな形で、わくわくつわの協同組合のほうへ企画からすべてを一任して、広く全国に募集を

かけるというようなことも予算の背景の中にあったように聞いておりますが、その辺と今

回のバスツアーとは非常に関連性もあるわけですが、その辺はどのように今対応しておら

れるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  このバスツアーというのは、一応農業に関心のある方に集ま

っていただこうということでございまして、わくわくつわの協同組合のほうの農業体験生

というのは、実際に入って経験をしてみたいというふうな方について対応するというふう

なものでございます。これまでというか、昨年度農業研修生を受け入れようということでお

話は承っておったんですが、なかなかほかの面でお忙しいようで対応できないということ

で、今年度当初予算につけておりますので、そのように支援をしながら、１人でも多くの方

が農業に就業され、定住されるような形で取り組んでまいりたいというふうに思っておる

ところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありませんか。７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  ２５ページの保健衛生総務費ですけども、工事請負費、発

熱外来外構整備という前段で説明受けておりますけども、この発熱外来施設の設置認定許

可の申請というのはどういうふうになっとるのか、お聞かせください。整理されて申請する

のか、今申請しとるのか、どういうのか、ちょっと経過を教えてください。 

 それと、次のページ、２６ページの環境衛生費ですけども、地球温暖化防止対策地域協議

会、この協議会についてちょっと説明していただければと思います。 



 それと、３１ページの道路新設改良費ですけども、ここの測量設計業務委託料、１２番の

委託料ですけども、１,９００万、それと１５番の工事請負費、これが１億９９０万の減、

それと保証金として１０万減になっております。ここをちょっと内容を詳しく知らせてく

ださい。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  健康保険課長。 

○健康保険課長（水津 良則君）  発熱外来施設の許可のお尋ねでありますが、これは３月

工事が完了しましてから、手続を行っておりましてちょっと手元に資料がありませんが、４

月の時点で許可はいただいておりますので、この工事とは、その許可とは関連いたしません。 

○議長（滝元 三郎君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（長嶺 雄二君）  環境衛生費の件でございますが、津和野町環境パートナ

ーシップ協議会というのが本町にもございます。これのいきさつでございますが、法律で地

球温暖化対策を進めるということが決まっておりまして、島根県におきましては各地域、市

町村においてそういった協議会を設立するようなという働きがございました。本町におき

ましても、その前段としまして委員会を設け、この委員会には婦人会、あるいは商工会から、

庁議の者、そういった関係部署の者が集まりまして、あるいはその中には老人会代表とかお

られましたけども、集まってどういった方向に進めるべきかというのを協議しました。 

 その中で、これは事業者、あるいは住民、行政、こういったものが一緒になって進めない

と、この地球温暖化は進まないだろうというのが当初からの目的でございましたが、その関

係部署が集まったものでございます。この中で、今年度事業としましてはグリーンカーテン、

こういったものでやりました。これは去年もやったんですが、今年度もそのまま当初予算で

組み込んでおりました。今回補正で出させていただきました分につきましては、講演会、去

年もやったんですが、人を集めて会員さんを多く集める、それから理解を求めるためには広

報も大事でありますが、こういった講演会等で皆さんからのいろんな人の御意見、お話をお

聞きしようということで、今回追加で出させていただいたものでございます。 

 それから、１９の交付金でございますが、これにつきましては消費電力の測定する機器が

ございます。待機電力とか、それに伴うコンセントに差し込んで調べることができるのであ

りますが、１台当たり１万円ぐらい、これを追加で予算計上させていただきまして、これを

購入して、またこれを啓発、あるいは学校教育等にも広く進めて使うことによって、幅広い

活動につなげたいという気持ちでつくったものでございます。 

 なお、この予算の中では、５台の追加の５万円でございますが、その前段として行いまし

たグリーンカーテン等で当初予算で多少の残額が出ましたので、これも合わせて大体１０

台ぐらい買えるんじゃなかろうかと思っておりますので、広く活用が望めるというふうに

考えております。 

 なお、この分につきましては、補助金が３分の２は補助金が財団のほうから出るという予

算編成でございます。 



○議長（滝元 三郎君）  建設課長。 

○建設課長（伊藤 博文君）  道路新設改良費の委託料、それから公有財産購入費、補償、

補てん及び賠償金ですが、これはいずれも前段にありました社会整備総合交付金６路線並

びに橋梁寿命化を合わせました補助金の減額の中で、事業を組み替えたものでございます。 

 委託料の１,９００万円につきましては、主に円ノ谷線の測量委託料に減額なったため、

事業を組み替えて測量委託料に回した１,８００万円と──と後１００万円部分につきまし

ては（「いやいや、主なのはそれでええや」と呼ぶ者あり）主なものでちょっと。 

 それから、用地費及び補償料でございますが、これも６路線の中で組み替えてトータルの

ものと御理解いただいたらと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  ちょっと建設課長、これだけの金額多い分をちょっと整理

しといてください。答えられるように。 

 それと、地球温暖化対策の協議会、これは議員が委員で入ってますか、入ってないですか。

議員さんは。 

○議長（滝元 三郎君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（長嶺 雄二君）  委員会というのは、これは発足までの委員会を立ち上げ

ました。今は協議会でございますので会員制でございますが、会長あるいは副会長、会長に

は有田さん、副会長には商工会長さんになっていただいてはおりますが、後は会員さんとい

うことで組織しております。 

 なお、事務局については、行政のほうで持っておるという協議会でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ７番。 

○議員（７番 三浦 英治君）  地球温暖化ということで、新エネルギービジョンていう策

定委員会が経済常任委員長が入っておりますけども。この地球温暖化防止もそのすごく絡

みがある中で、どういうふうに、その策定委員会と連携とってるのかなというのがちょっと

気になりましたので質問したんですけども。関係性は別にないんですいね。 

○議長（滝元 三郎君）  環境生活課長。 

○環境生活課長（長嶺 雄二君）  説明が不十分で申し上げございませんが、先にビジョン

のほうが先行しまして、その後地球温暖化ということで、津和野町パートナーシップ会議の

目的等々については、ビジョンを基につくってございますので関連性は大変ございます。 

 ただ、目的がビジョンというのは大きな器でやるんでございますが、先ほども言いました

ように、この環境パートナーシップ会議については、担当事業者と住民、もっと小さい細か

いところですそ野を広げようということでございますので、活動部隊といったところで御

理解いただければと思いますけど、全く離れておりませんし、関連性はすごくあるところで

あります。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、ほかにありますか。８番。 



○議員（８番 青木 克弥君）  １８ページの先ほども出ておりましたが、コミュニティー

助成事業、この事業につきましては継続される事業なのかどうなのかということと、それか

ら交付先が日原の盆踊り保存会ということでございましたが、津和野踊り保存会というの

がございますが、その辺とのいわゆる調整といいますか、そういうようなことができている

のかどうなのか。 

 いうことと、今後この助成事業が、もし継続されるとすれば、当然そのいろいろな調整が

必要だと思いますが、その辺のことはどういうぐあいなお考えになっているのかいうこと。 

 それから、２８ページの緊急雇用の委託料の中で、先ほども質問がございましたが、竹林

伐採の委託料が出てございますが、竹林の伐採の場所はどこを予定されているのか。 

 それから、２３ページ、嘱託給料の減額と賃金の関係の説明ございましたが、この中で賃

金を組み替えたという説明の中に、行政処分をした結果、嘱託の降格という説明がございま

したか、全協の中で行政処分の説明の中ではこういう言葉が全く出ておりませんが、この降

格をしたということの意味、どういうことなのか説明を願いたいと思います。 

 つまり嘱託雇用のいわゆる採用部分のいわゆる資格というようなものが、例えば、その資

格が停止されたとか、剥奪されたとか、そういう面での影響で臨職雇用にしたのかとか、例

えばですが。そういうようなことの説明をお願いを。 

 以上です。 

○議長（滝元 三郎君）  まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（内藤 雅義君）  １８ページ、コミュニティー助成事業についてで

ございます。コミュニティー助成事業につきましては、実施要項等、毎年１０月ぐらいに県

を通じて送ってきます。この募集につきましては、一応周知ということでケーブルテレビ等

によって町民の皆さんにこういう状態がありますということで周知をします。申請につき

ましては、昨年度実施ということで周知したところ、１件ほど盆踊り保存会のほうからお問

い合わせがあって、それについて２月ぐらいにこの申請を行ったということでございます。 

 実際採択６月ということになったんですが、これにつきましては、今回震災等の影響で交

付決定がずれたということ、それから、このコミュニティー助成事業につきましては、宝く

じの社会貢献事業、広報事業として、実施されておるものですが、国の事業仕分けの今対象

になっておりまして、内容的には若干変わるということで聞いておりますが、今後も引き続

き、この事業については継続されるということで聞いております。 

 多数あったときに調整等をどうするかというところにつきましては、限度というかそう

いった申請件数の限度等は、町村においての取りまとめの段階ではありません。したがいま

して、申請のあった部分については、全部を、この自治総合センターのほうに送って申請す

るということで。それぞれ同種の同じような事業をやっている団体等もあろうかと思いま

すが、その点につきましてはそういう必要性等を含めて、申請団体のほうの考え方に基づい

て、その後の申請をしていくというようなところで考えております。 

 以上でございます。 



○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは、２８ページ、竹林伐採事業の関係の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 伐採する場所について既に決めてあるかどうかという御質問でございましたが、まだ決

めておりません。この本議会で一応御承認いただいた後に、各自治会長さんのほうにお願い

をして、希望地を取りまとめる計画にしておるところでございます。 

 その場所についてでございますが、公用施設とか道路の関係、特に冬に積雪がありますと

竹が倒れるというふうな状況もございますので、そういう場所について、主として竹林の伐

採をしていきたいというふうな考えを持っておるところでございます。 

 標準的な今場所で積算をした数字でございますが、８.８町歩の予算というふうなことで、

その場所が急斜なとこもあれば平坦なところもございましょうし、面積的には若干変わる

かもしれませんけども、一応そういうことで。竹林を伐採をしながら、景観をある面きれい

にし、交通の関係も順調に流れるとかそういうふうなことで対応できればというふうなこ

とで、予算計上しておるところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  参事。 

○参事（右田 基司君）  ２３ページの嘱託の給料から賃金へ振り替えの関係でございます

が、公判の関係で禁固刑が課せられたわけでございますが、禁固刑になりますと保育所の職

員につきましては県へ登録をすることになっておりまして、その登録が禁固刑になります

と停止になります。期間につきましては、執行猶予期間がありますんで執行猶予期間の間に

つきましては、そうした登録が停止されるということで。当然でありますが、そうなります

と保育士としての仕事という形は、クラスを持つとかそうした形の責任のある保育士の仕

事というのは、できなくなるわけでございますが。 

 その職員につきましては、保育補助員という形で保育所を助ける、そうした形の仕事をし

ていただくということで、今まで嘱託の職員でありましたが、補助員ということであります

ので、その間については嘱託の職員から派遣職員へ降格をさせていただいたということで

ございます。 

○議長（滝元 三郎君）  ８番。 

○議員（８番 青木 克弥君）  最初のコミュニティー助成事業でございますが、ちょっと

確認をさしていただきますが、それぞれの申請に基づいて助成するということになろうか

と思いますが、そうすると各関係団体の調整は全く関与しないということですか。要するに、

例えば、今盆踊りの分が出ましたが、いろいろな田植えばやし保存会とかいろいろあります

よね。そういうようなところが何ぼか出た場合には、全く関与せずにそのまま上げるという

ことなのかということと、それを確認したいと思います。 

 それから今の竹林伐採の関係では、場所が決めてないということで積算基礎が８.８ヘク

タールで積算したということですが、８.８ヘクタールで積算した根拠ちゅうのは何ですか。

要するに決めてなくて総額が決まっとったのか、要するにこのぐらい補助金が、要するに対



応できるという額で補正をしたのか、その辺がちょっとよくわかりませんが、その辺の説明

もう一度お願いしたいと思います。 

 それから今の嘱託の関係でございますけども、給料の関係でございますが、要するに資格

停止が、いわゆるその執行、猶予期間なら執行猶予期間停止するということですが、そうす

ると、その執行期間経過すると、それは回復するということになるというぐあいに理解して

いいですね。 

 そうしますと、今全協の中での説明では、減給の説明はございましたけども、減給何カ月

というの説明がございましたね。その減額に伴う、いわゆる資格がかわることによって賃金

体系変わるわけですが、その辺の説明がなかったんですが。その辺は、たまたま今この補正

の説明があったからわかったわけですけども、その辺のことはどういうぐあいにお考えに

なっておる。 

○議長（滝元 三郎君）  まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（内藤 雅義君）  コミュニティー助成事業についてでございます。

現状では件数も１件、２件程度のところで調整はしておりません、関与はしてないというこ

とでございます。 

 今後はいろいろ情報提供も町民の皆さんのほうにさしていただいて、先般のいろいろ自

治会の総会とかああいったところに出させていただくと、こういった要望もあり、また、自

主防災組織等のああいった部分にも、このコミュニティー助成事業活用できますので、今後

の地域課題の解決に当たっては、いろんな助成という部分が出てこようかと思います。そう

いったところは、採択、不採択の決定というのが、要はありますので、より有利に働けるよ

うなところの部分は勘案しながら対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  済いません、２８ページの竹林伐採事業の関係でございます。

８.８ヘクのその算定根拠というふうなところのお話であったと思います。基本的に、どこ

の場所をどれだけするということで積算したものではございません。新規の雇用が２名、そ

して、それ以外の既存の雇用というふうなことで、１名ということで、その体制の中でどれ

ぐらいできるのかという逆算を持ってつくったものでございます。 

 ことしの冬というものが雪が多くて、東部のほう、かなり竹林が折れ曲がって被害が出た

というふうなことで、県のほうでこの制度をつくられたようでございますが、事業の希望を

出すまでのその間というのがすごく短い状況でございました。一応その人数でどれくらい

できるんであろうかという、その人数からの逆算ということでございまして、一応８.８と

いう数字を出しておりますが、これも標準的なもので、ほいじゃそれができるかというと、

場所によってまた変わってくるというのも御理解をいただいたらというふうなことでござ

います。 

○議長（滝元 三郎君）  副町長。 



○副町長（長嶺 常盤君）  議員御指摘のとおり禁固の刑を執行猶予も含めてでございます

が、そういうふうになりますと保育の免許の、県はそれぞれ登録制でございますので、私ど

もの公立の保育所を含めて登録をさしていただいておりまして、変更があればまた変更の

ようにしているところが実態でございます。 

 全協のときに、これは変な理由になってもいけませんけども、実は刑が確定をしましたと

きに、県のほうから、こうこうで保育免許の手続等があるんでどのように考えているかとい

うふうな通知ございまして、内部でいろいろ検討さしていただいたところでございます。 

 結果的には、要するに先ほど右田所長が申しましたように、実際のところ担任を持ったり、

そういう形での免許所有者であるということについては、できないという判断をしました。

そして、今の状況で、補助的な保育の方で臨時の職員の方当然おられますんで、そういった

仕事に当面を渡っていただくということでございました。 

 結果についてはそういうことでありましたが、私も今御指摘受けまして、全協のときに、

このことを申し上げていなかったというふうなことにつきましては、今御指摘をいただい

てから、その後に決定したこともございますけども、大変その点につきましては、もう少し、

その結論はまだ出てなかったかに思いますけども、状況について、免許の登録制について申

し上げるべきだったなというふうに思っております。このことにつきましては大変申しわ

けないと反省をいたしております。 

 状況につきましては、所長が申しましたとおり、３年間の部分につきましては、保育補助

ということで臨時職員と同様の扱いでさせていただきたいと。その中に、これは余談でござ

いますが、研修とか、そういった部分も行いながら、保育助手の勤務についていただこうと

いうふうに今考えているところでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、ほかにありますか。８番。 

○議員（８番 青木 克弥君）  今副町長から、そのときの経緯についてお話ございました

が。もう一言言わせていただきますと、そういうことは当然予測される部分でございまして、

そのときに、今このことをなぜここで質問するか言うと、私は、その職員の雇用の関係をそ

のときに質問いたしました。引き続き雇用の関係はどうされますかということを質問しま

した。そのときのお答えが引き続き雇用するということのお答えでございましたから、当然

そのときは減給だけに言が及んでおりましたから、今言ったようなことは当然ないという

ぐあいに思っておったところでございますので。その辺をやっぱり丁寧に説明していただ

かないと非常に情報が錯綜して、もちろん困る話でございますので、一言言わしていただき

たいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、答弁はよろしいですか。 

○議員（８番 青木 克弥君）  はい、いいです。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありますか。１４番。 

○議員（１４番 後山 幸次君）  ちょっと重複する質問にもなりますが、２８ページの農

林水産業費でありますが、これ竹林の伐採のことであります。先ほどの同僚議員の質問でも、



まだ場所が決定していない、計画面積は大体されておるようでございますが、重点目標とし

て雪害対策とか、いろいろな町をおりる見通しがよくなるようにという計画であるわけで

ございますが、前回やられたように中途半端な伐採にならないように一つ今後、十分気をつ

けていただきたいわけですが。 

 伐採された後、チップ処理をことしはされるんですか。そういった点はどのように計画さ

れておるのか前には伐採されてそのまんま置かれております。一部はチップにされた、機械

ごときでされたようにもありますが、何か中途半端で置かれておりますが、今後そうしたこ

とがどのように考えておられるか、計画の中で。それを一つお尋ねをいたします。 

 ３１ページでありますが、土木費、道路橋梁費、これも同僚議員が質問しておりますが、

今年度国庫補助金が減額になりました。道路新設改良についても社会資本の総合交付金の

減額ということで７,０００万ばっかり減額になったわけでございますが、これにより町道

６路線の事業費が見直しを図られているわけでございますが。こうなりますと、今度この路

線の６路線の完成年度がだんだんおくれると思われます。各線の完成目標がいつごろに置

かれておったのか、計画で、目標年度、何年までには完成させたいという目標があったと思

いますが。それも国の補助金がこう決まらんようでは、課長さんになかなか何年に完成する

というふうな答弁は難しいかもしれませんが、一応目標年度としてどのぐらいにされてい

たのか、それをお尋ねいたします。 

 もう１点、３７ページの教育費でありますが、養老館の排水工事が今回計上されておりま

すが、この前にあります、その下にあります指定文化財の修理補助金があるわけでございま

すが、あそこへ教育長さん、くみ路の石が今危ないのでロープを張ったりしておられますわ

ね。そういうことの修理にもこの指定文化財の修理補助金でやられるのか。いつまでも観光

の町でありますので、ロープを張って置かれるようなのはいかがと思いますが、これが入っ

ておるのかないのか。 

 それと今の排水管はどのような計画で、どこへ出されるような排水管なのか、お尋ねをい

たします。 

 もう１点、３８ページでございますが、この社会教育費の中で旧堀庭園の復旧修繕費が４

９万９,０００円計上されておりますね。これは、この前完成したばっかりで修繕費という

のはいかがなもんかというふうに思っておりますが、どこをどのように修繕をされるのか。 

 もう１点、委託料の古文書の修復作業の委託料が６４万２,０００円計上されております

が、古文書保管はどこにされておるのか。堀家の古文書は冊数にしてどのぐらいあるのか。

それについてお尋ねをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  農林課長。 

○農林課長（田村津与志君）  それでは１４番議員さんの竹林伐採事業の関係の御質問に対

してお答えをさしていただきます。 

 今積算上の中では、切りました竹について移動を、運搬、経費については、一応積算はさ

せていただいております。ただ、そこの切る場所によって、そのまんま置いてもいい場所が



周辺部ではあるかもしれません。その辺のところは一応、皆さんから希望を出していただい

て、それで優先順位をつけさせていただいて、観光等景観上配慮をしないといけない場所に

ついては、移動、搬出等も考えていきたいというふうな考えで予算づけはしておるというこ

とでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  建設課長。 

○建設課長（伊藤 博文君）  道路新設改良についてでございます。予算でかなりの額が削

られて、私ども計画にかなりの影響は出ると思っておりますが、まだ組み替え、設計書につ

いてまだ全部組み替えが済んでおりませんので、詳細については、どのくらいのおくれにな

るかというのがわかりませんか。 

 笹ケ谷線につきましては、これは随分もう長い改良をしております。今、ちょうど笹ケ谷

川に出る３差路のところまで来年、再来年あたりに到着を目標にしておりましたが、全体的

には今年度の減額については、新年度並びに次の年度に県のほうへ増額をいたしまして、申

請して、事業のおくれがないようにはしたいと考えております。 

 日原添谷線につきましては、中学校側から向こうの青原側につきましては、去年度完成し

ておりますので、これについては事業を３年ぐらいの予定しておりましたが、これも何とか

そのぐらいではやりたいと思ってます。 

 木毛線につきましては、これも３年ぐらいを予定しております。もう、ことしで２年目で

すので、来年ぐらいにはと考えておりますが、今言いましたように予算の関係で、もう若干

ずれるかもと思ってます。 

 平台線につきましては、これは今年度で何とかと考えておりましたが、事業費の削減によ

りまして、もう１年ぐらい延びるのではないかと考えております。 

 椛井谷線につきましては、これは当初地すべり災害ということで、ただいま経過観測をし

ておりますが、なかなか経過観測のデータが地すべりに対する動きがなかなか見えてこな

いようで、もう少し経過観測もしたいと思いますが、これはその経過観測次第では、単年度

で今年度でやろうと思っておりましたが、落ちましたのでこれも来年に延びるかと思いま

す。 

 円ノ谷につきましては、これも２年ぐらいの事業を考えておりましたが、ことし減っては

おりますが、やり繰りいたしまして今年度で何とか大方の完了を考えております。 

 以上でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  教育次長。 

○教育次長（世良 清美君）  ３７ページの文化財保護費の養老館の工事の関係であります

けれども、工事のやり方といたしましては、今、水たまりになりますのが、ちょうど門の下

というような形になっております。それは直接は屋根があそこにありますが、庭のほうから

流れ込むというような状況の中であそこで水がたまるという状況でありますので、排水路

を屋根の庭側のほうへ横に引いて、裏側のほう、川側のほうへ排水をさせるように計画を今



しております。それから、橋を渡ったところの踏み込みの石がちょっと危ないということで

ありますが、これもあわせて修理をしたいというふうに考えております。 

 それと、３８ページの堀庭園の修繕のほうでありますけども、内訳といたしましては、楽

山荘の屋根の修繕が若干あります。これが１０万８,０００円ばかりです。それから総合案

内板の中のいわゆる庭園内の表示、それの案内板をつくるのが３２万ばかし、それから入館

者用の、あそこは敷居が高うございますので踏み台を設置をしたいと思っておりまして、そ

れが３万７,０００円ばかしです。それと、浄化槽のブロアーが痛んでおりまして、それの

取りかえが３万３,０００円ばかしという形であります。 

 それから、堀氏の古文書の関係でありますが、これは燻蒸いたしましてから昨年お譲りを

いただきました三松園、旧三松園の後の埋蔵文化財の資料室の中へ保管をする予定であり

ます。冊数につきましては膨大でありまして、私のほうでも何冊というのを把握しておりま

せん、申しわけありませんが。また、かなりの数でありますので冊数、厳密に数えると大量

というぐらいしか今のところは申し上げることができません。お許しいただきたいと思い

ます。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、いいですか。（発言する者あり）よろしいですか。ほかに

ございますか。１２番。 

○議員（１２番 小松 洋司君）  先ほど続けてお聞きすりゃよかったんですが、ちょっと

場所を探しとったもんで今になりました。緊急雇用の関係で、企画費のところにも賃金とし

て上がってる、これは１７ページですね。それから３７ページの文化財保護のところも賃金、

これもやっぱり緊急関係でと思いますが、ここの人数だけ教えください。 

○議長（滝元 三郎君）  営業課長。 

○営業課長（大庭 郁夫君）  企画費に上がっておりますのが、私のほうで２名と、人数的

には２名でございまして、文化財だけではございませんけども現場作業に当たっていただ

くということで２名ほど新規雇用しております。（「聞き取りにくい」と呼ぶ者あり）あ、

そうですか。町のほうでは文化財なり町有施設等の今草刈りを中心とした雇用を行ってや

っておりますけども、これに２名を追加するものでございます。 

○議長（滝元 三郎君）  教育次長。 

○教育次長（世良 清美君）  文化財保護費のほうでの雇用につきましては、期間は短うご

ざいますが、３名を予定をしております。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、ほかにございますか。１０番。 

○議員（１０番 河田 隆資君）  まず１８ページ、しつこいようですけども、コミュニテ

ィー助成事業の件であります。先ほどからの御答弁ですと、申請者等々の介入はしないとい

うことでありましたけども、私も一応地域活動の活性化につながることに対して危惧する

わけではありませんけども、非常にちょっと心配な件があります。 

 と申しますのも、この日原盆踊り保存会という組織がどういった組織なのか。津和野にも

津和野盆踊り保存会というのがありまして、約１００名の会員さんがいらっしゃって、１年、



１,０００円の会費で活動をしております。そして過去においてはこういった事業を取り入

れながら、衣装をそろえてきた経緯もあります。ただ日原の盆踊り保存会というのが津和野

の盆踊り保存会と類似したものなのか、それとも日原における町での盆踊りを開催するた

めのグループなのか、その辺によって少しニュアンスが変わってきますけども。 

 津和野の盆踊り保存会というのも、これも随分プライドが高くて、津和野の夏祭りを考え

ていくという、一番最初の合併当時の４５０万のときに、いろいろ日原で花火をやればいい、

津和野で別の花火に違った祭りをすればいいというので、津和野においては２年間ほど花

火をしませんでした。 

 そういう町での夏祭りでのあり方の中の一つとして、津和野盆踊りというのがありまし

て、津和野の過去におきましては、１３、１４というふうに盆踊りは各地でやる。そして総

踊りとして１５日に各地が済んだ仕上げとして１５日にやりましょうということでして、

課長さん等々がどうしても１５日というのを譲らなかった経緯があります。そのお祭りの

委員会の中では１４日に盆踊りをして、花火は１５日に日原に譲ればいいんじゃないかと

いうのがありましたけども、それがなかなか崩れていった、どうしてもできなかったという

経緯がありまして。そういうのがどうしても頭の中によぎりまして、日原にそういうような

ものができれば、津和野だ、日原だというまた大げんかが始まるような気が非常にいたして

おります。 

 そういった点で、昨年の津和野の盆踊りの反省会のときに、津和野の指導者が日原に指導

に今行っているんだと。そして踊りは津和野も日原も同じ踊りです。ただテンポが少し速い。

テンポが速いのは木部と日原が少しテンポが速い。そして日原の場合には、その土地柄に合

わせた言葉というのがその歌詞の中に入ってる。その程度で違わないということを昨年、指

導に行かれている津和野の保存会の方が言われたわけですね。 

 そうすると、例えば日原で盆踊り大会をする、そういう会なら活性化としていいんですけ

ども、保存会、津和野踊りを保存するんだというグループが、２つも３つもできたときに、

津和野の保存会に対して、きちっとこういうふうなので日原にもできるんだけどもどうだ

ろうかという調整が、本来は私は欲しかったなというふうに思っています。 

 ただ、東京音頭とかいろんな各地にある盆踊り等も含めながら活性化をして、日原の町の

中でいろんな盆踊りをやるんだというんなら、また話が違いますけども、そういった点につ

いてどのようなお考えをお持ちなのか、まず１点お伺いをいたします。 

 次に、１９ページ、人事評価制度評価者訓練委託料２５万円ついておりますけども、非常

に大事なことですけども、どのような訓練等を想定しているのか、まずお伺いをいたします。 

 次に、２９ページ、冬虫夏草酒プロジェクト委託料があります。これは恐らくことしでほ

ぼ最後の補助金での委託料だと思いますけども。冬虫夏草プロジェクトの実態というのが

我々が見ていても、非常に危うく感じられます。今後等々についてどのようなお考えをお持

ちなのか。これで終わってしまえば当然国がせっかくつけた補助金が生かされないという



ことで、国も津和野町に対するイメージが悪くなると思いますが、その後についてどのよう

なお考えをお持ちなのか。 

 次に、３４ページの教育諸費の中に、津和野高校への寄附金が補助金として充てられてお

ります。これは使途目的を限定されて寄附をされたのだと推測はしますけども、そういった

使途目的等々ついての御指摘があったのかどうか。 

 それと、次に３８ページ、三松園さんの修繕費１２６万円がありますけれども、これは、

これを寄贈を受けたときの説明ですと、津和野の文化財を保管する場所等々が湿気とかそ

ういうようなもの等々があって非常に大変だと。せっかく三松園さんの中にはそういった

除湿機能がすぐれた建物ですので、そこできちっとした保管がしたいというふうなことで

の説明を過去に受けたことがあります。この修繕料等はどういうふうなあれで受けられる

のか、お伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（内藤 雅義君）  コミュニティー助成事業を活用した助成というこ

とで、日原盆踊り保存会が昨年申請をされたということで、これにつきましては、こういう

事業がありますということでケーブルテレビ等で情報を流して、それにこういった部分に

ついては助成できないだろうかという相談を受けて、町としてはこの申請書作成等のお手

伝いをし、申請をして承諾といいますか、認定されたということで、助成金がおりるという

流れになっております。 

 で、日原盆踊り保存会につきましては結成の年月日が平成２２年３月１０日ということ

で、毎年８月１４日に日原地区で盆踊りを行ってきたのであるが、今後いろいろなところで、

これができなくなるんではないかというようなところから。この助成を必要とする理由に

つきましては、いろいろ現状の改革に有志の方が立ち上がって、２年間ぐらいの準備を経て、

この伝統芸能の保存継承を本格するために、こういった音響機器あるいは楽器──和太鼓

ですが、衣装、こういったとこを整備をして、今後も引き続き日原地区で行われていた盆踊

りというのを継続して行なっていこうということで、助成の申請書が出てきたということ

でございます。 

 津和野地区でも盆踊りというのは当然あるわけですが、その辺の連携等につきましては、

今回のこの助成事業を通じた部分で言いますと、このコミュニティー助成事業についての

申請があったところについて、お手伝いさせていただいたというような経過でございます。 

 今後、そういった伝統芸能の継承につきましては、津和野地域、日原地域で類似するよう

な部分で同じような状況の中で取り組みをやっている団体につきましては、こちらからも

情報提供等を積極的にさせていただいて。御相談があれば、その都度お伺いして、こういっ

た部分の事業を活用した伝統芸能の保存に取り組んでまいればというふうに考えておりま

す。 

 後、１９ページの行財政改革推進費、委託料ということで２５万を計上させていただいて

おります。内容的には人事評価制度の評価者訓練委託料ということでございます。で、これ



につきましては、津和野町で人材育成基本方針を策定をして、人事評価制度に取り組んでい

こうということで、その策定をしてから３年ぐらい経過をしてきました。人事評価制度につ

いては、今年度、管理職の今業績評価というところを新たに取り組みまして、能力評価、業

績評価、後接遇マナー評価ということで、一応まだ試行という段階でありますが、試行版の

評価シートを作成をして、ちょうど明日から行政評価については目標を立てた内容につい

て、評価者と期首面談、管理職についてはやっていくところです。 

 人事評価につきましては、まずは能力評価の部分で研修を行っていく。２年目の取り組み

として目標管理、先ほど言いました業績評価の取り組みを行っていく。３年目のところで面

接等のやり方について検証していこうということで、３年前の取り組みから今年度、ステッ

プアップしたような研修の取り組みをしていくように計画をしておりました。ことしは３

年目の取り組みということで、面接等のやり方については評価者と被評価者の間の面接の

仕方について訓練を行うということにしております。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  冬虫夏草酒プロジェクトでございますが、御承知のよう

に、にちはら総合研究所の冬虫夏草、それから金彩津和野の冬虫夏草酒という２本立てのプ

ロジェクトでございます。 

 まず３年目を迎えましたにちはら総合研究所でございますが、これにつきましては冬虫

夏草の売り上げは、いわゆる右肩上がりということで大変順調であるというふうに考えて

おります。 

 ちなみに、この事業をスタートしましたのが２１年度ですが、これは７７０万、それから

２２年度は１,２３０万の売り上げを上げました。それから本年度につきましては約２,２０

０万円の売り上げを目標としておるところでございます。 

 当面の目標でございますが、平成２６年度を年商１億ということで、この事業を活用して

成果を出したいというふうに思っておりまして、いわゆるそのためには増産体制でござい

ますので繭を確保する必要がございます。 

 今年度は群馬県から大量に繭をこちらのほうに確保するということで、そういったよう

な取引の交渉も進めておるところでございまして、将来的には津和野町はいわゆる研究事

業の中核として、研究開発。それから群馬県におきましては、近いうちに農業生産法人を設

立しまして、いわゆる量産、基地としてやりたい。 

 それから東京オフィスでは、これはもう営業展開で１億を目指していくというふうな大

きな位置づけをしておるとこでございまして。町のほうにもそういったようなことで、いわ

ゆる特許権の使用料としまして、平成２１年が３３万円、平成２２年度は４４万円の特許料

の支払いをいただいたとこでございます。 

 一方金彩津和野でございますが、これにつきまして若干苦戦をいたしておりまして、平成

２１年度が２４０万円の売り上げでしたが、２２年度は１５０万円ということで落ち込み

をいたしました。 



 今年度の目標につきましては３８０万ということで、再度目標を掲げて、これから努力し

ていくことでございますが、原因としましてはどうしても４合瓶が３,５００円という非常

に単価的にはなかなか気軽に購入できないというふうなところが一番ネックであるという

ことでございますので、いわゆるアルコール度数を下げたりしながら、もう少し安い値段の

開発ができないかということも一つの材料でございますが。 

 一方ではやはり営業面が一番不足をしておるということでございますので、いろんな機

会を通じて、特に営業を強化して、何とか売り上げを確保していきたいということでありま

すので、町のほうとしてはいろんな機会を通じて、支援をしていまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（滝元 三郎君）  教育次長。 

○教育次長（世良 清美君）  ３４ページの教育諸費の津和野高校のＩＣＴ推進補助金のこ

とでありますが、寄附者のほうからは津和野高校の支援のためということで、それ以上の細

かい御指示のほうはございませんでした。 

 それから、３８ページの旧三松園の施設の修繕のことでありますが、これは主には下水道

の設置工事、それから防犯と防火設備の設置の関係での修繕費でございます。 

○議長（滝元 三郎君）  １０番。 

○議員（１０番 河田 隆資君）  １点ほど、冬虫夏草のプロジェクトであります。昨年の

売り上げが３８０万。人件費等々の補助でしてきたわけですけども、売り上げが３８０万ぐ

らいじゃ、会社とうにつぶれるんではないかというように心配しておりますけども、そうい

った会社立ち上げ等々が、金彩津和野等がどのような強い意志を持っているというふうに

伺っているか。その点をお伺いをいたします。 

○議長（滝元 三郎君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（長嶺 清見君）  おっしゃるように、この売り上げでは来年度以降の雇用

を含めた経営ということに対して我々の危機感を持っておるところでございまして、これ

という具体的な現在のとこではその収入確保、あるいは増加についての具体的なものがま

だお示しできないわけでありますが、我々も含めて、そこらあたりの来年以降については、

まず雇用されておる方をこれを前提に展開するのかということも含めて、早々に協議の場

を持つということにしておりますので、またそのあたりが進捗しましたら御報告を申し上

げたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 



〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７５号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７５号平成２３年

度津和野町一般会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第７６号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第９、議案第７６号平成２３年度津和野町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７６号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７６号平成２３年

度津和野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第７７号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１０、議案第７７号平成２３年度津和野町介護保険特別会

計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、討論なしと認めます。 



 これより議案第７７号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７７号平成２３年

度津和野町介護保険特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第７８号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１１、議案第７８号平成２３年度津和野町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第７８号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立多数であります。したがいまして、議案第７８号平成２３年

度津和野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第７９号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第１２、議案第７９号平成２３年度津和野町簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 



 これより議案第７９号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第７９号平成２３年

度津和野町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第８０号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第１３、議案第８０号平成２３年度津和野町下

水道事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８０号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第８０号平成２３年

度津和野町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第８１号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１４、議案第８１号平成２３年度津和野町農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 



 これより議案第８１号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第８１号平成２３年

度津和野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第８２号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１５、議案第８２号平成２３年度津和野町電気通信事業特

別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８２号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第８２号平成２３年

度津和野町電気通信事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第８３号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第１６、議案第８３号平成２３年度津和野町診

療所特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８３号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第８３号平成２３年

度津和野町診療所特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第８４号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第１７、議案第８４号平成２３年度津和野町介

護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  討論なしと認めます。 

 これより議案第８４号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第８４号平成２３年

度津和野町介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第８５号 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第１８、議案第８５号平成２３年度津和野町病

院事業会計補正予算（第１号）について、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、討論なしと認めます。 

 これより議案第８５号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方

の起立を求めます。 



〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立全員であります。したがいまして、議案第８５号平成２３年

度津和野町病院事業会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．発議第３号 

○議長（滝元 三郎君）  日程第１９、発議第３号国のエネルギー政策の転換を求める意見

書（案）の提出についてを議題といたします。 

 本意見書につきましては、お手元に配付のとおりでございます。本案件について、提案理

由の説明を求めます。４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  私、竹内が提出者になっておりますので、意見書（案）を

読んでいただければ趣旨はおわかりだと思いますので、大事な点だけ御説明を申し上げま

す。 

 震災によって、福島第一原子力発電所で、あのような本当に大きな事故が起こりまして、

本当に国民、いや世界じゅうの人々に不安を与えています。あの事故で証明されていますよ

うに、今原子力発電所が絶対に安全だという技術を人類はまだ持っていないわけで、これか

ら何年何十年先にそういうものができるかという見通しもわかりません。そういうことで

本当に人類及び地球上の生物の生存が危ぶまれる、また地球の環境も侵されていくという

ような、そのような危険な原子力発電所は１日も早く、やはり廃止をしていくべきだと思い

ます。 

 そういう観点から、国のエネルギー政策をとにかく原発中心から、それにかわる再生可能

な自然エネルギーに転換するように、早く政策をかえていくということが大事ではないか

なと思います。その政策を方針転換をした結果、再生可能な代替エネルギーで、日本の国の

人々が生活できるようになった段階で、完全に原子力発電所は廃止にしてしまうというこ

とになると思います。 

 今すぐ廃止ということも、それは地域によっては困難ではないかなというふうに思いま

すが、原発がなくても既にこの地方はやっていけるというようなところから順次廃止をし

ていく、そして、またエネルギー政策再生可能な自然エネルギー政策への取り組みを強めて

いくというようなことを求める意見書でありますので、ぜひとも皆様の御賛同を得て、これ

を国のほうへ上げたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（滝元 三郎君）  以上で説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  ただいま御説明がありましたが、この中で意見書の中で幾

つか確認をさしていただきたい点がございます。 

 一つは、下から５行目のところに、「歴代政府が安全神話にしがみつき繰り返しの警告を

無視して安全対策をとらなかった」という、こういうことが書いてありますが、この事実確

認の方をさしていただきたいと思います。私の勉強不足もありますが、具体的な事例を挙げ



て津和野町議会として出すものでございますので、その内容についてお聞きしたいと思い

ます。 

 まず、歴代政府というのは現政府を初めとして民主党、国民新党、社民党、自民党、公明

党などが歴代の政権を担った、単独または連立で担ってきた政府であろうかとも思います

が、このことはそのことで、それでよろしいでしょうか。また、繰り返しの警告というのは、

どなたのほうから繰り返し警告をされたのかということをお聞きしたいと思います。 

 そして、無視して安全対策をとらなかったという、どういう安全対策をとらなかったかと

いうことをお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  ４番、竹内です。具体的な何年のどの国会で、どの首相の

ときにというのをちょっと私、今資料、ぱっと手元に出すことができませんので、お答えで

きないんですけども。だれかというと、主に質問をしたというのは、日本共産党の不破さん

が書記局長をしていたり、それから委員長になったりした段階で国会討論、ずっとやってき

ているんですけども。歴代の内閣、ちょっと名前がすぐ出てこないんですけども、歴代の総

理大臣に対して危険性を随分言ってきているわけです。それに対して、安全的な措置がとら

れてこなかった。 

 近くでは２００７年か８年ごろにですから、やはりこれも日本共産党の議員ですが吉井

さんという議員さんが、具体的には福島原発について、チリ地震並みの津波が来たときに、

これでは電源も失われ、発電所の維持ができなくなるということを具体的に指摘しており

ます。 

 ですけども今の施設で、十分に安全が保障されているというようなことで、その後のきち

っとした大津波に対する安全対策がとられてこなかったという、そういうことは私今すぐ

事実としてお答えすることができます。 

 過去の何件かについては、ちょっとすぐ資料が出てきませんのでお答えできなくてとて

も申しわけないんですけども、以上のようなことです。 

○議長（滝元 三郎君）  はい、ほかにありますか。６番。 

○議員（６番 岡田 克也君）  安全対策については、東京電力が是正勧告に対してその措

置をとらなかったということは私も報道等で聞いておりますが、先ほどのお答えの中で、御

説明の中でありましたように、政府として、その必要はないと断言されてとられなかったと

いうことでよろしいのでしょうか。お願いします。 

○議長（滝元 三郎君）  ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  もちろん国会での質問に対して答えられたので、政府がそ

ういう答弁をしたということです。 

○議長（滝元 三郎君）  よろしいですか。──はい。ほかにございますか。９番。 



○議員（９番 斎藤 和巳君）  私としましては、この「歴代政府が」という文言は削除し

ていただいた意見書にやっていただきたいと。「安全対策をとらなかったことが」という件

に関しまして、「警告無視」という言葉に若干疑問を感じるわけです。 

 先ほどエネルギーの政策を原発中心から再生可能な自然エネルギーということは大いに

賛成するところですけども、今紹介した竹内さんによると、原子炉を最終的には廃止という

ようなことを踏まえての意見書に感じるんですけども、私はこの言葉どおりに原発中心か

ら再生可能な自然エネルギーに早期に転換するというように受けとりたいんですけども。 

 原子炉を中止ということになりますと、いろんな各項からにおいてそこに就労されてい

る方、ましてや中山間地でありますところによりますと、そこで働いている方がかなりおる

わけですけども、そういう方への就労の場の確保がなくなるという件もできますので。 

 その点、今ここの中においては「原子炉等を廃止」ちゅう言葉はなくしていただいて、「中

心から再生可能なエネルギー」、この言葉どおりの意見書にしていただけたらと、このよう

に思っておりますが。 

○議長（滝元 三郎君）  質疑の途中ですが、チャイムが鳴り終わるまで暫時休憩といたし

ます。 

午前 11時 59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時 01分再開 

○議長（滝元 三郎君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 ４番。 

○議員（４番 竹内志津子君）  まず１つ目、「歴代政府が安全神話にしがみつき繰り返し

の警告を無視して安全対策をとらなかったことが」という、そこの部分ですけども、これは

事実のことです。私が、済みません、きちっとした資料を提供することができないので、必

要なら後で提供することはできます。 

 今もう一つ言えることは、具体的には、浜岡原発がそこにつくられるときにも、やはりこ

のときの日本共産党の不破書記局長が、こういう震源地の上に建てるような、そういう原発

をつくるような国は世界じゅうどこにもないんですよという、そこまで言って警告してい

るわけです。でも、そこにつくられた、そういうようなこともありまして、これは事実です

ので、ちょっと外すということはできません。 

 それから、この文言のとおり日本のエネルギー政策を原発中心から再生可能な自然エネ

ルギーに早期に転換する、この文言のとおりに受け取っていただいて結構だと思います。今

すぐ廃止をしなさい、原子炉とめなさいと言われても、それはできることと、できないとこ

ろがあると思いますので、そういう。やっぱり将来に向けて早く方針を出すということが必

要ではないかなというふうに思います。 

○議長（滝元 三郎君）  ほかにありますか。１５番。 



○議員（１５番 沖田  守君）  賛同者の一人として、同僚議員の不安というか、この意

見書の中身にいささか疑問を呈するというこういうことでありますから、私も賛同者の一

人として申し上げたいと思いますが。 

 今まさに結果として、福島…… 

○議長（滝元 三郎君）  恐れ入ります。質疑でございますんで、もし御意見的な討論的な

ことでしたら…… 

○議員（１５番 沖田  守君）  賛同者で答弁しちゃいけんの。 

○議長（滝元 三郎君）  答弁といいますか、質疑の時間でございますんで。討論のときに

言っていただけますか。 

○議員（１５番 沖田  守君）  だから賛同者として、同僚議員の質問に答えてはいけな

いのか。 

○議長（滝元 三郎君）  答弁ですか。 

○議員（１５番 沖田  守君）  竹内さんだけが答弁するの。賛同者も答弁できるんじゃ

ないの。 

○議長（滝元 三郎君）  やっぱり、答弁は提出者にしていただくというのが…… 

○議員（１５番 沖田  守君）  発議者だけか。 

○議長（滝元 三郎君）  ええ、発議者ですね。 

○議員（１５番 沖田  守君）  それじゃ、この後の…… 

○議長（滝元 三郎君）  御意見は討論のときに、はい。 

○議員（１５番 沖田  守君）  了解。 

○議長（滝元 三郎君）  言っていただければいいと思います。 

 ほかに質疑、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１５番。 

○議員（１５番 沖田  守君）  同僚議員、反対者がどうもないようでありますから、あ

えて賛成討論するだけではありませんが、発議者が説明を申し上げたとおり、今まさに福島

原発の事故を受けて、国はてんやわんや、いつ収束するかわからないというこういう状況で

ありますから、当然現在の原子力発電で、我が国の今日までの経済を引っ張ってきたという

事実はまことに事実でありますので、これを直ちに廃止をして、自然エネルギー、再生エネ

ルギーという、こういう諸要望を意見書を上げるのは、いささか問題であろうと思いますが。 

 きょう、この意見書の中には方向転換をしてほしいと、こういうような願いの意見書であ

りますので、どうも賛同者がありませんので、あえて申し上げることはございませんが、ぜ



ひとも賛成に各議員とも回っていただきたい、いう意味で、込めて、この意見書に賛成をす

るものの一人であります。どうも意味がわからんかもわかりませんが、以上で終わります。 

○議長（滝元 三郎君）  次に、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  ないようですので、討論を終結いたします。 

 これより発議第３号を採決いたします。本案件を原案のとおり決することに賛成の方の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（滝元 三郎君）  起立多数であります。したがいまして、発議第３号国のエネルギ

ー政策の転換を求める意見書（案）の提出については、原案のとおり可決されました。 

 各関係機関に津和野町議会の意見書として提出をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．経済常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第２０、経済常任委員会の閉会中の所管事務調

査についてを議題といたします。 

 経済常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７３条の規定により、お手元に配付しま

した通知書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りをいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  御異議なしと認めます。したがいまして、委員長から申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（滝元 三郎君）  続きまして、日程第２１、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調

査についてを議題といたします。 

 議会運営委員から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しま

した本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項について閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

 お諮りをいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（滝元 三郎君）  異議なしと認めます。したがいまして、委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 



────────────・────・──────────── 

○議長（滝元 三郎君）  以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。会議

を閉じます。 

 平成２３年第４回津和野町議会定例会を閉会をいたします。大変お疲れさまでございま

した。ありがとうございました。 

午後０時 09分閉会 

────────────────────────────── 
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